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Ⅰ はじめに 

１ 本戦略の位置づけ                               

・ 岩手県の人口は平成９年（1997 年）以降減少を続け、令和元年（2019 年）は 123 万人とな

り、ピークであった昭和 60 年（1985 年）と比べ、14％減少しています。国立社会保障・人口

問題研究所の人口推計によれば、岩手県の人口は今後も減少を続け、2040 年には、96 万人に

なることが見込まれ、その後も人口減少は止まらず、2115 年には 21 万人まで減少すると推計

されています。この推計は、何ら対策を講じず、現在の出生率や社会減がこのまま継続するこ

とを前提としています。 

・ 平成 27 年度（2015 年度）に策定した「岩手県人口ビジョン」（令和２年（2020 年）３月改

訂）では、人口減少を引き起こす様々な「生きにくさ」を「生きやすさ」に転換していくとと

もに、岩手への新たな人の流れを生み出す「ふるさと振興」を積極的に展開し、これにより、

2040 年には 100 万人程度の人口を確保するものと展望しました。 

・ この推計では、2115 年には 80 万人程度の定常状態を迎えますが、超長期的には人口増の可

能性も視野に入れているものです。 

・ 平成 27 年度（2015 年度）に策定した「岩手県ふるさと振興総合戦略」は、令和元年度（2019

年度）までの５年間を計画期間とし、「岩手県人口ビジョン」の人口の展望を踏まえ、「岩手で

働く」、「岩手で育てる」、「岩手で暮らす」の３本の柱に基づく 10 のプロジェクトを掲げて取

組を進めました。 

・ 令和元年度には国の「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に対応し、従来の３

本の柱に「岩手とつながる」を加えた４本の柱に基づく 13 の戦略とふるさと振興を進める分

野横断の 4つの戦略を掲げ、令和２年（2020 年）３月に「第２期岩手県ふるさと振興総合戦略」

を策定し、人口減少対策を総合的に進めてきました。 

・ これらの取組によって、自動車や半導体関連産業を中心とした産業集積や、子育てしながら

働きやすい環境の整備、人口 10 万人当たりの病院勤務医師数の増加、地域包括ケアシステム

構築に向けた取組、文化・スポーツ分野における本県の才能豊かな人材の国内外で活躍など、

多くの成果が挙がっています。 

・ 一方で、全国的な東京一極集中の傾向に歯止めがかかっていないことから、人口減少問題に

対応していくためには、本県の社会減ゼロや出生率の向上を図り、ふるさと振興の取組をより

一層強化していく必要があります。 

・ こうした状況の中、令和４年（2022 年）12 月に、国は「第２期まち・ひと・しごと創生総合

戦略」を抜本的に改訂し、「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を新たに策定したことから、

まち・ひと・しごと創生法第９条の規定に基づき、国の総合戦略を勘案して本戦略の改訂する

ものです。 

・ 本戦略では、これまでの総合戦略の成果と課題や「岩手県人口ビジョン」を踏まえ、県民一

人ひとりの希望の実現を図るためにふるさとを振興し、人口減少に立ち向かうための基本目標

を定めるとともに、主な取組方向や具体的な施策、数値目標を示しています。なお、今後も社
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会経済情勢の変化などを踏まえ、必要に応じて見直します。 

２ 計画の期間                                   

「いわて県民計画（2019～2028）第２期アクションプラン」の終期と合わせ、令和２年度（2020

年度）から令和８年度（2026 年度）までの７年間とします。 

 

３ 「いわて県民計画（2019～2028）」との関係                     

・ 「いわて県民計画（2019～2028）」は、「東日本大震災津波の経験に基づき、引き続き復興に

取り組みながら、お互いに幸福を守り育てる希望郷いわて」を基本目標に掲げ、県政全般にわ

たる政策や施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定めている計画です。 

・ これに対し、本戦略は、国の総合戦略を勘案し、人口減少に歯止めをかけることを目的に策

定するものであり、県政全般を対象とした「いわて県民計画（2019～2028）」の人口減少対策に

関係する分野を推進するための戦略と位置づけています。 

・ このような関係性から、本戦略のＫＰＩは、「いわて県民計画（2019～2028）第２期アクショ

ンプラン」の指標と整合を図っています。 

 

４ ふるさと振興の推進                               

(1) 多様な主体が参画した取組の推進 

・ 県ではこれまで、東日本大震災津波からの復旧・復興に向け、県民一丸となり、 優先で

取り組んできました。 

・ 国内外から復興への多くの御支援をいただく中で新たなつながりが生まれ、さらに、ボラ

ンティアをはじめとした様々な場面での女性や若者の力強い活躍など、復興を進める過程で、

多様な主体の参画やつながりが大きく広がってきました。 

・ 平成 27 年度（2015 年度）からの「岩手県ふるさと振興総合戦略」においては、このよう

な多様な主体の参画やつながりを生かした施策を展開してきました。 

・ このような取組は、ふるさと振興の中心となるものであり、引き続き、本戦略においても

様々な主体との連携を重視して進めていきます。 

・ 特に、より住民に身近な市町村とは、連携を密にし、県・市町村の総合戦略で掲げる施策

が効果的かつ相乗的に発揮されるよう進めていきます。 

・ また、社会的に弱い立場にある方々が地域や職場、家庭などでつながりが薄れることによ

って孤立させないようにする社会的包摂（ソーシャル・インクルージョン1）の考え方を踏ま

えながら取組を進めていきます。 

 

(2) ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）を踏まえた取組の推進 

・ 経済・社会・環境の様々な課題を統合的に解決し、持続可能な社会を目指すＳＤＧｓ2（持

                                                  
1 ソーシャル・インクルージョン：全ての人々を孤独や孤立、排除や摩擦から援護し、健康で文化的な生活の実現につなげるよう、社

会の構成員として包み支え合うという理念。 
2 ＳＤＧｓ：Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略。平成 27 年（2015 年)９月の国連サミットにおいて全会一

致で採択された、「誰一人取り残さない」を基本方針とする、2030 年までの世界目標。17 分野にそれぞれのゴール（目標）を設定。 
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続可能な開発目標）の推進につながる取組が、国、自治体、企業等で進んでいます。 

・ このＳＤＧｓの考え方や取組は、ふるさと振興と軌を一にするものであり、本戦略では、

ＳＤＧｓの理念や 17 の持続可能な開発目標を踏まえながら、ふるさと振興に取り組み、Ｓ

ＤＧｓの推進につなげていきます。 

 

(3) デジタル技術を活用した取組の推進 

超スマート社会 Society5.03の実現に向けたＩｏＴ4やＡＩ5、ビッグデータ6、５Ｇ7等の科学

技術の活用は、生産性や生活の利便性を飛躍的に高めることが期待されており、少子高齢化・

人口減少がより進んでいる地方においてこそ、課題解決の有効な手段になることから、本戦略

においては、このようなデジタル技術を様々な取組に積極的に活用し、ふるさと振興を進めて

いきます。 

  

                                                  
3 Society5.0：サイバー空間（仮想空間）とフィジカル空間（現実空間）を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題

の解決を両立する、人間中心の社会。狩猟社会（Society 1.0）、農耕社会（Society 2.0）、工業社会（Society 3.0）、情報社会

（Society 4.0）に続く、新たな社会を指すもので、第５期科学技術基本計画において日本が目指すべき未来社会の姿として初めて提

唱される。 
4 ＩｏＴ：Internet of Things（モノのインターネット）の略。様々なモノがインターネットに接続され、情報交換することにより相

互に制御する仕組み。 
5 ＡＩ：Artificial Intelligence（人工知能）の略。人間にしかできなかったような高度に知的な作業や判断をコンピュータを中心

とする人工的なシステムにより行えるようにしたもの。 
6 ビッグデータ：従来のデータベース管理システムなどでは記録や保管、解析が難しいような巨大なデータ群。 
7 ５Ｇ：第５世代移動通信システム。別名は第５世代携帯電話など。第４世代携帯電話（4G）あるいは 4G LTE の上位に位置づけられ

る次世代の移動体通信の通信方式の通称。 
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Ⅱ これまでの取組の成果と課題 

 

 

１ 「岩手県ふるさと振興総合戦略」における取組の成果と課題                    

 

平成 27 年（2015 年）10 月に策定した「岩手県ふるさと振興総合戦略」においては、「岩手で働

く」、「岩手で育てる」、「岩手で暮らす」の３本の柱ごとに基本目標と施策推進目標を掲げるとと

もに、３本の柱に基づく 10 のプロジェクトにより、人口減少対策を総合的に進めてきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【基本目標】 

１ 岩手で働く 

やりがいと生活を支える所得が得られる仕事を創出し、岩手への新たな人の流れの

創出を目指します。 

２ 岩手で育てる 

社会全体で子育てを支援し、出生率の向上を目指します。 

３ 岩手で暮らす 

医療・福祉や文化、教育など豊かなふるさとを支える基盤の強化を進め、地域の魅

力向上を目指します。 

 

【３本の柱に基づく 10 のプロジェクト】 

１ 岩手で働く 

① 商工業・観光産業振興、仕事創出プロジェクト 

② 農林水産業振興プロジェクト 

③ ふるさと移住・定住促進プロジェクト 

２ 岩手で育てる 

  ① 就労、出会い、結婚、妊娠・出産まるごと支援プロジェクト 

  ② 子育て支援プロジェクト 

３ 岩手で暮らす 

  ① 魅力あるふるさとづくりプロジェクト 

  ② 文化芸術・スポーツ振興プロジェクト 

  ③ 若者・女性の活躍支援プロジェクト 

  ④ 保健・医療・福祉充実プロジェクト 

  ⑤ ふるさとの未来を担う人づくりプロジェクト 

Ⅱ これまでの取組の成果と課題 
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３本の柱ごとの施策推進目標のこれまでの達成状況とＫＰＩの平成 30 年度（2018 年度）の達

成状況は、次のとおりです。 

 

⑴ 岩手で働く 

【施策推進目標】  

若者の仕事や移住に関する願いに応え、県外への転出超過を解消する社会減ゼロを目指しま

す。 

■人口の社会増減（年間） 

《目標値》 H26(2014):△2,975 人→R2(2020):0 人 

 

  【施策推進目標の実績値】 

■人口の社会増減（年間） 

《実績値》 H27(2015):△4,063 人 

H28(2016):△3,708 人 

H29(2017):△4,543 人 

H30(2018):△5,215 人  

          R1(2019):△4,370 人 ※ 

※ 職権処理修正を含めない。（職権処理を含めた場合、R1 実績値 △4,366 人） 

     

【ＫＰＩの達成状況】 

    平成 30 年度（2018 年度）目標値に対する達成度は、概ね達成以上の割合が 81％となって

います。 

Ａ（達成）   ：53 指標（69％） 

Ｂ（概ね達成）：９指標（12％） 

Ｃ（やや遅れ）：７指標（９％） 

Ｄ（遅れ）  ：８指標（10％） 

 

【主な取組内容と成果】 

① 商工業・観光産業振興、仕事創出プロジェクト 

 ・ ものづくり産業の振興に取り組み、自動車・半導体関連産業を中心とした産業の集積や

地域クラスター8の形成、新産業への参入が進み、雇用の創出につながりました。 

・ 食産業の販路拡大の支援に取り組み、食品製造出荷額が震災前の水準を上回るまでに回

復しました。 

・ 中小企業について、伴走型支援により、経営革新9など経営力向上の取組が促進されてい

                                                  
8 地域クラスター：クラスターは「（ぶどうの）房」などを意味する。県内の中核的企業と地場企業群とのサプライチェーンを構築

し、地域経済に好循環をもたらす企業群の形成を促進する岩手県の取組。 
9 経営革新：新商品の開発や生産、商品の新たな生産方式や販売方式の導入などによる新たな事業活動。 

（参考）東京圏の転入超過数
（日本人移動者） 

H26(2014):10.9 万人 
H27(2015):11.9 万人 
H28(2016):11.8 万人 
H29(2017):12.0 万人 
H30(2018):13.6 万人 
R1(2019):14.6 万人 
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ます。また、被災地においては、被災事業者の事業再開や新たな商店街の構築が進みまし

た。 

・ 観光産業について、台北・上海定期便の就航等により外国人宿泊者数が震災前を大幅に

上回り、過去 多となりました。 

・ 東アジア地域を中心に、海外展開に意欲的な県内事業者への支援や海外事務所と連携し

たフェア・商談会の開催等に取り組み、県産品の輸出額が増加傾向となっています。 

・ 雇用・労働環境について、ものづくり産業の集積などにより求人が増加し、県内の有効

求人倍率は１倍台を維持しており雇用情勢は改善しています。 

  ② 農林水産業振興プロジェクト 

   ・ 「いわての美味しいお米生産・販売戦略」に基づく取組や、低コスト造林技術の普及・

定着の取組、東日本大震災津波で被災した漁船や養殖施設等の復旧・整備等を進め、生産

性・市場性の高い産地づくりが着実に進展しました。 

・ 安全・安心産地の確立や、農林水産物のブランド化、６次産業化に取り組み、農林水産

物に対する消費者の信頼や評価が向上しているほか、農林水産物の輸出が拡大しています。 

・ 地域の核となる経営体の育成等に取り組み、中核的な経営体が増加しています。 

・ 「いわてアグリフロンティアスクール10」、「いわて林業アカデミー11」、「いわて水産アカ

デミー12」を開設し、農林水産業の将来を担う人材の育成が図られました。 

・ 経営資源（生産基盤）の有効かつ効率的な活用に向けて、水田や林道、漁港施設の整備

を着実に進めました。 

・ 農山漁村における交流人口の拡大と移住・定住の促進に向けて、魅力ある体験・交流メ

ニューの創出、人材育成などの受入体制の強化や、体験型教育旅行の誘致ＰＲ等に取り組

みました。 

・ 地域協働による農山漁村の環境保全については、農村環境の保全活動や、施設の長寿命

化に取り組み、水田における地域協働等の取組面積割合が上昇しました。 

・ 鳥獣被害対策実施隊の設置、捕獲機材・侵入防止柵の設置への支援に取り組み、農作物

の被害額は減少傾向になっています。 

③ ふるさと移住・定住促進プロジェクト 

・ 市町村や農林水産業、商工業、不動産業、金融機関などの移住者の受入に関わる団体等

を対象とした移住促進シンポジウムの開催や、首都圏における移住イベントの開催、移住

体験ツアーの実施、移住に関する各種情報提供や移住相談等の充実に取り組みました。 

 

                                                  
10 いわてアグリフロンティアスクール：国際競争時代に通用する経営感覚と企業家マインドを持った農業経営者等を養成するため、岩

手県や岩手大学等の連携により行われる研修制度。 
11 いわて林業アカデミー：林業事業体経営の中核を担う現場技術者を養成するため、産学官の協力を得て行われる岩手県による研修制

度。 
12 いわて水産アカデミー：漁業の基礎知識や高度な経営手法の習得を通じ、将来の岩手県の漁業の中核を担う人材を養成する岩手県に

よる研修制度。 
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・ 「岩手Ｕ・Ｉターンクラブ13」加盟大学の協力を得ながら、学生へのＵ・Ｉターン14に関

する情報提供や相談対応を行うとともに、県内企業の情報発信や就職情報サイトの活用支

援に取り組みました。 

・ 移住･定住促進の取組を行うＮＰＯ、地域団体等への支援や空き家バンク15を活用した市

町村事業への支援を通じた移住者の受入れ環境の整備等の充実、県内外からの「いわて復

興応援隊」の受け入れによる被災地の復興や地域の活性化等の取組を進めました。 

・ これらの取組によって、移住・定住者は増加傾向となっています。 

・ ＳＮＳ16による情報発信の強化や、在京コミュニティと連携した交流イベント等の実施、

複業を切り口とした地域企業と都市部人材のマッチングによる関係人口17創出など、岩手

ファン拡大の取組を通じて、岩手県と県内外の様々なつながりが広がってきています。 

 

【評価結果と今後に向けた課題】 

・ ＫＰＩは、概ね達成以上が 81％となっており、施策推進目標である「社会減ゼロ」につ

いては、社会減が拡大傾向にあり、平成 30 年（2018 年）の実績は△5,215 人と５千人を超

えています。直近の令和元年（2019 年）の実績は△4,370 人となったものの、施策推進目

標は達成していない状況です。 

・ 社会減の拡大は、若年層を中心に東京圏の転入超過が拡大していることが背景にあるこ

とから、やりがいと生活を支える所得が得られる仕事や岩手への新たな人の流れを創出す

るための取組を一層強化する必要があります。さらに、人の流れを創出し強化していくた

めには、岩手の魅力を高め、岩手と関わり、つながる人々を増やしていく必要があります。 

・ また、東京一極集中の是正には、これらの地方の取組に加え、国による地方重視の経済

財政政策など抜本的な対策が必要です。 

  

                                                  
13 岩手Ｕ・Ｉターンクラブ：全国の大学等の連携強化により、岩手県へのＵ・Ｉターン就職を促進するもの。平成 30 年（2018 年）

６月に発足。 
14 Ｕ・Ｉターン：大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称のこと。Ｕターンは出身地に戻る形態、I ターンは出身地以外の地方

へ移住する形態を指す。 
15 空き家バンク：移住・定住や住み替え等による地域の活性化の一つの方法として、空き家の有効活用を図るもの。 
16 ＳＮＳ：Social Networking Service（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の略。人と人との社会的な繋がりを維持・促進

する様々な機能を提供する、会員制のオンラインサービス。 
17 関係人口：自分のお気に入りの地域に週末ごとに通ったり、頻繁に通わなくても何らかの形でその地域を応援するような人たちの総

称。 
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⑵ 岩手で育てる 

【施策推進目標】 

結婚や出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、若い世代の就労、出会い、

結婚、妊娠・出産、子育ての願いに応え、出生率の向上を目指します。 

■合計特殊出生率 

《目標値》 H26(2014):1.44→R1(2019):1.45 以上 

 

  【施策推進目標の実績値】 

■合計特殊出生率 

《実績値》 H27(2015):1.49 

H28(2016):1.45 

H29(2017):1.47 

H30(2018):1.41 

  【ＫＰＩの達成状況】 

    平成 30 年度（2018 年度）目標値に対する達成度は、概ね達成以上の割合が 82％となって

います。 

Ａ（達成）   ：６指標（55％） 

Ｂ（概ね達成）：３指標（27％） 

Ｃ（やや遅れ）：０指標（ 0％） 

Ｄ（遅れ）  ：２指標（18％） 

 

【主な取組内容と成果】 

  ① 就労、出会い、結婚、妊娠・出産まるごと支援プロジェクト 

・ 市町村等と連携し、新たに「“いきいき岩手”結婚サポートセンター」を設置・運営し、

会員登録によるマッチング支援や、婚活イベント情報の発信を実施したほか、社会全体で

結婚を応援する機運醸成、情報発信に取り組み、結婚サポートセンターの会員数の成婚数

の増加や、結婚支援に取り組む市町村の拡大が図られました。 

・ 県内 10 か所の「周産期母子医療センター」の運営支援や、「岩手県周産期医療情報ネッ

トワーク18システム」による市町村と医療機関の機能分担と連携の強化に取り組み、周産

期救急搬送体制の強化等を図りました。 

・ 特定不妊治療（体外受精、顕微授精）に対する補助に加え、男性不妊治療に対する補助

を創設したほか、不妊治療の課題解決のための協議会の設置や、不妊専門相談センターで

の不妊相談、女性健康支援センター（保健所）による相談など総合的な支援に取り組みま

した。 

 

                                                  
18 周産期医療情報ネットワーク：県内の産科医療機関をネットワークで結び、妊婦健診情報・分娩情報・新生児情報などの医療情報

を複数の医療機関で共有することによって、安全で質の高い医療を提供するもの。 

（参考）全国の 
合計特殊出生率 

H26(2014):1.42 
H27(2015):1.45 
H28(2016):1.44 
H29(2017):1.43 
H30(2018):1.42 
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② 子育て支援プロジェクト 

・ いわて子育てにやさしい企業等認証・表彰制度の取得促進、イクメンハンドブックや子

育てマンガの配布等によるワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の普及・啓発、

「いわて子育て応援の店」協賛店舗への登録働きかけなど、子育てしながら働きやすい労

働環境の整備に取り組みました。 

・ 「岩手県子ども・子育て支援事業支援計画」に基づく、保育所、認定こども園などの多

様な保育施設の整備や、小規模保育事業、放課後児童クラブの設置、延長保育、病児・病

後児保育等の実施など、待機児童の解消や就労形態の多様化に対応した各種保育サービス

等の充実支援に取り組み、保育を必要とする子どもに係る利用定員や放課後児童クラブの

設置数の増加が図られました。 

・ 小児医療体制の強化に向けて、各保健医療圏の中核的な病院が岩手医科大学附属病院の

小児科医等の適切な助言を受けながら小児患者の診療を行う、小児医療遠隔支援システム

の利活用の促進や、未熟児、小児慢性特定疾病に対する医療費助成に取り組みました。 

・ 子育て中の家庭が安心して子育てをし、子どもが健やかに成長することができるよう、

子ども、妊産婦及びひとり親家庭に対する医療費助成を実施し、未就学児、小学生及び妊

産婦に係る医療費助成の現物給付化を図りました。 

・ また、児童手当、児童扶養手当等の支給や母子父子寡婦福祉資金等の貸付けの実施、「い

わての学び希望基金」を活用した給付事業の実施など、子育て家庭の経済的負担の軽減に

取り組みました。また、警察等の関係機関と連携した児童虐待防止や、「岩手県子どもの生

活実態調査」など、子どもの貧困対策に取り組みました。 

 

【評価結果と今後に向けた課題】 

・ ＫＰＩは、概ね達成以上が 82％となっており、施策推進目標である「合計特殊出生率の

向上」については、平成 29 年（2017 年）までは目標値を上回っていたものの、平成 30 年

（2018 年）の実績は 1.41 となっており、推移を注視していく必要があります。 

・ 今後とも、社会全体で子育てを支援し、出生率の向上を図るため、安心して子どもを生

み育てられる環境の整備や、仕事と生活を両立できる環境づくりを一層推進していく必要

があります。 
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⑶ 岩手で暮らす 

【施策推進目標】  

岩手に住みたい、働きたい、帰りたいという人々の願いに応えられる豊かなふるさと岩手を

つくりあげます。 

■国民所得に対する県民所得水準のかい離縮小  一人当たり所得水準（全国＝100） 

《目標値》 H25(2013):87.2→ R1(2019):87.3 以上※ 

※ 総合戦略策定後、国の推計方法の変更や新規統計結果の利用などによって遡及改定されて

おり、策定時はそれぞれ 93.3（H25 速報値）⇒93.4（H31）であること。 

 

  【施策推進目標の実績値】 

■国民所得に対する県民所得水準のかい離縮小  一人当たり所得水準（全国＝100） 

《実績値》 H26(2014):86.9 

H27(2015):86.9 

H28(2016):86.9 

H29(2017):86.9 

   

【ＫＰＩの達成状況】 

平成 30 年度（2018 年度）目標値に対する達成度は、概ね達成以上の割合が 80％となって

います。 

Ａ（達成）   ：64 指標（69％） 

Ｂ（概ね達成）：10 指標（11％） 

Ｃ（やや遅れ）：６指標（６％） 

Ｄ（遅れ）  ：13 指標（14％） 

 

【主な取組内容と成果】 

① 魅力あるふるさとづくりプロジェクト 

・ 景観の保全や公共的施設のバリアフリー19化、情報通信基盤の整備など魅力あるまちづ

くりに取り組みました。 

・ ＩＬＣ（国際リニアコライダー）20実現に向けて、東北ＩＬＣ推進協議会等と連携した政

府等への要望活動や、首都圏イベント・県民の理解を促進する講演会等の実施等の機運の

醸成、関係自治体との連携を通じた外国人研究者等の受入れ環境整備に取り組み、平成 31

年（2019 年）３月には政府として初めてＩＬＣ計画への関心が表明されました。 

・ 第三セクター鉄道21、広域バス路線等の地域公共交通の維持確保や利用促進に取り組み、

平成 31 年（2019 年）３月には、三陸鉄道リアス線の一貫運行が開始されたほか、地域公

                                                  
19 バリアフリー：障がい者や高齢者が生活していく際の障害を取り除き、誰もが暮らしやすい社会環境を整備するという考え方。 
20 ＩＬＣ:International Linear Collider（国際リニアコライダー）の略。全長 20～50km の地下トンネルに建設される、電子と陽電

子を加速、衝突させ質量の起源や時空構造、宇宙誕生の謎の解明を目指す大規模施設。 
21 第三セクター鉄道：国又は地方公共団体（第一セクター）が民間企業（第二セクター）と共同出資により設立した法人が運営する鉄

道。 

（参考）一人当たり県民(国民)所得 
H25(2013):2,563 千円（2,938 千円） 
H26(2014):2,591 千円（2,983 千円） 
H27(2015):2,667 千円（3,069 千円） 
H28(2016):2,679 千円（3,082 千円） 
H29(2017):2,772 千円（3,190 千円） 
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共交通の活性化と持続可能な公共交通ネットワークの構築に向け、「岩手県地域公共交通

網形成計画22」を策定しました。 

・ 環境学習の推進や再生可能エネルギーの導入促進等に取り組み、環境保全意識の醸成や

再生可能エネルギーによる電力自給率の向上が図られました。 

② 文化芸術・スポーツ振興プロジェクト 

・ 「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登録に向けて市町村等と連携して取り組ん

だほか、世界遺産出前授業、アール・ブリュット23への関心を高める巡回展の開催等に取り

組み、本県の世界遺産の普遍的価値や文化芸術の魅力等を広く県内外に発信しました。 

・ 広く県民が文化芸術を鑑賞する機会の創出や、地域に根差した文化芸術活動に対する支

援や人的ネットワークの形成に取り組みました。 

・ 平成 28 年（2016 年）の「希望郷いわて国体」、「希望郷いわて大会」や「ラグビーワー

ルドカップ 2019TM」岩手・釜石開催について、県や市町村をはじめとした多様な主体の参

画により、成功を収めました。 

・ 総合型地域スポーツクラブ24への活動支援やスポーツ教室の開催など、スポーツを楽し

む多様な機会の創出や、交流人口拡大のため、「いわてスポーツコミッション25」の設立に

よる合宿等の誘致活動に取り組みました。 

③ 若者・女性の活躍支援プロジェクト 

・ 「いわて若者会議」や「いわて若者文化祭」の開催による県内の若者の交流やネットワ

ークづくりの場の提供、「いわて若者交流ポータルサイト」〔Ｃｏ．Ｎｅｘ．Ｕｓ〕の運営

を通じた若者団体のＰＲや活動情報の発信に取り組みました。 

・ 若者同士の交流や主体的な活動を発信する場として「いわて若者カフェ」を開設し、若

者の交流や主体的な活動の活性化が図られました。 

・ 女性の活躍の推進を図るため、官民連携組織である「いわて女性の活躍促進連携会議」

に、就業促進等の５部会を設置したほか、いわて女性活躍推進員の配置による企業・団体

への「いわて女性活躍企業等認定制度26」やイクボス27の普及、経営者や管理職の意識改革

を促す研修会の開催等に取り組み、女性の活躍に関する機運醸成や理解の向上が図られま

した。 

 

                                                  
22 地域公共交通網形成計画：国の「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」に基づいて策定する計画で、県全体、各広域振興局

の地域特性・現状を整理し、地域公共交通を取り巻く課題を把握した上で、各市町村で実施している公共交通関連事業を支え、まちづ

くりと連携した持続可能な公共交通体系を構築するためのマスタープラン。 
23 アール・ブリュット：生(き)の芸術と訳され、伝統や流行、教育などに左右されず自身の内側から湧きあがる衝動のままに表現した

芸術。 
24 総合型地域スポーツクラブ：人々が、身近な地域でスポーツに親しむことのできる新しいタイプのスポーツクラブで、子どもから高

齢者まで、様々なスポーツを愛好する人々が、初心者からトップレベルまで、それぞれの志向・レベルに合わせて参加できるという特

徴を持ち、地域住民により自主的・主体的に運営されるスポーツクラブ。 
25 スポーツコミッション：スポーツ資源と観光資源を生かし、スポーツ大会やスポーツ関連イベント等の誘致、スポーツツーリズムの

推進等を官民の関係機関・団体が一体となって取り組み、交流人口の拡大等による地域活性化を図る組織。 
26 いわて女性活躍企業等認定制度：女性の活躍推進に向けて積極的に取り組む企業等を知事が認定し、その取組を広く公表することに

より、企業・団体における女性活躍の一層の促進を図る制度。 
27 イクボス：職場で働く部下やスタッフの育児や介護などワーク・ライフ・バランスを考慮し、個人の人生と企業の業績両方を成立さ

せることを目指す上司（経営者や管理職）の総称。 
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④ 保健・医療・福祉充実プロジェクト 

・ 医師・看護師等に対する修学資金の貸付や介護福祉士等修学資金貸付金等による県内就

業者の確保や、看護師、介護福祉士、保育士等の潜在有資格者の復職や多様な人材の新規

参入・定着を支援するため、事業所とのマッチング支援や就業に向けた研修、職場体験等

の実施に取り組み、人口 10 万人当たりの病院勤務医師数の増加等が図られました。 

・ 地域包括ケアシステム28の構築に向けて、先進事例の情報提供やアドバイザーの派遣な

ど、市町村の主体的な取組を支援するとともに、体制づくりや在宅医療、介護における専

門的な人材の確保・養成に取り組みました。 

・ がん予防及びがんの早期発見を促進するための普及啓発活動や、団体・企業等と連携し

た生活習慣病29予防に取り組むとともに、特定健診受診率及び特定保健指導30実施率の向上

を図るため、市町村国保従事者向け研修会の開催など、市町村支援に取り組みました。 

⑤ ふるさとの未来を担う人づくりプロジェクト 

・ 「いわての復興教育31」による実践的な防災教育や、海外研修等によるグローバル人材の

育成、少人数教育の推進、地元との連携・協働による特色ある小規模校の運営に取り組み

ました。 

・ いわての学び希望基金を活用し、震災で生活基盤を失った児童生徒の就学支援など高等

学校等に通う生徒の経済的負担の軽減を図りました。 

・ 産学官連携による地元企業の魅力向上や県内企業と大学生等との交流機会の創出に取り

組み、地元定着の意識向上が図られました。 

・ 地域課題の解決に向け、産学官連携組織や高等教育機関の地域連携推進組織と連携した

取組を進めました。 

・ ものづくり産業や農林水産業、建設業など中核を担う産業人材の育成に取り組みました。 

・ 地域づくり活動を行っている人材のスキルアップやネットワーク構築を図るため、セミ

ナーや活動事例発表を開催し、地域づくりの担い手の育成や新たな担い手の確保に取り組

みました。 

・ 生涯学習情報提供システム「まなびネットいわて」による学習情報の充実及び地域人材

の資質向上に向けた学習機会の充実により、生涯学習リーダー登録者数や生涯学習に関す

る研修会等への参加者数が順調に増加しました。 

 

【評価結果と今後に向けた課題】 

・ ＫＰＩは、概ね達成以上が 80％となっているものの、施策推進目標である「国民所得に

対する県民所得水準のかい離縮小」については、平成 29 年（2017 年）の実績が 86.9 と横

                                                  
28 地域包括ケアシステム：高齢者が可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように

するため、医療・介護・介護予防・住まい・生活支援を一体的に提供するシステム。 
29 生活習慣病：食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症や進行に関与する病気。 
30 特定保健指導：特定健康診査の結果におけるリスクの保有状況に応じ、医師、保健師、管理栄養士等による生活習慣改善のために実

施する指導。 
31 いわての復興教育：東日本大震災津波の体験を踏まえ、県内全ての学校がそれぞれの実情に応じて取り組むことができる教育プログ

ラムを作成・普及することにより、子どもたち自らの未来を切り拓く力を育むとともに、県内の全ての学校が心を１つにして震災を見

つめ、郷土を愛し、いわての復興・発展を担う「ひとづくり」を進めていくための教育。 
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ばいであり、施策推進目標は達成していない状況です。 

・ 所得水準のかい離縮小が進んでいない要因としては、県民所得は年々上昇しているもの

の、全国との経済成長率の差などにより国民所得の上昇幅の方が大きいことが背景にある

ことから、「岩手で働く」の取組と連携しながら、自動車・半導体関連産業等の民間投資の

更なる喚起や復興需要の減少を見据えた地域経済の活性化を図るとともに、地域公共交通、

医療・福祉等の日常生活の利便性や文化・スポーツ、教育環境等の一層の充実、岩手の優

れた自然環境など地域資源を生かした地域振興を図り、岩手に住みたい、働きたい、帰り

たいと思える豊かなふるさとづくりを一層推進していく必要があります。 

・ また、地域経済の活性化には、これらの地方の取組に加え、国全体での取組が不可欠で

あることから、国による地方重視の経済財政政策など抜本的な対策が必要です。 
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２ これまでの「第２期岩手県ふるさと振興総合戦略」の振り返り               

「第２期岩手県ふるさと振興総合戦略」の当初の計画期間は、令和２年度（2020 年度）から令和６

年度（2024 年度）までの５年間であり、これまでの４本の柱ごとの施策推進目標の実績とＫＰＩの

令和４年度（2022 年度）の達成状況は、次のとおりです。 

 

(1) 岩手で働く 

   【施策推進目標】 

    若者の仕事や移住に関する願いに応え、県外への転出超過を解消する社会減ゼロとともに、

ものづくり産業や農林水産業等の振興による県民所得水準の向上を目指します。 

■人口の社会増減 

《目標値》 R1（2019）：△4,370 人→R6（2024）：０人 

 

■一人当たり国民所得に対する一人当たり県民所得水準のかい離縮小 

《目標値》 H29（2017）：86.9→R4（2022）：90.0 以上 

 

   【施策推進目標の実績値】 

   ■人口の社会増減 

   《実績値》 R2(2020)：△3,872 人 

         R3(2021)：△2,738 人 

         R4(2022)：△4,113 人 

   ※ 職権処理修正を含めない。（職権処理を含めた場合、R4 実績は△4,129 人） 

   ■一人当たり国民所得に対する一人当たり県民所得水準のかい離縮小 

   《実績値》 H30(2018)：88.8 

         R1 (2019)：87.4 

              R2 (2020)：89.2 

 

   【ＫＰＩの達成状況】 

    令和４年度（2022 年度）目標値に対する達成度は、概ね達成以上の割合が 75％となってい

ます。 

     Ａ（達成）  ：36 指標（56％） 

     Ｂ（概ね達成）：12 指標（19％） 

     Ｃ（やや遅れ）：４指標（6％） 

     Ｄ（遅れ）  ：12 指標（19％） 

 

   【実績と今後に向けた課題】 

・ 施策推進目標である「社会減ゼロ」については、コロナ禍もあり、令和３年（2021 年）

にかけて社会減が縮小したものの、令和４年（2022 年）の実績は△4,113 人となり、再び
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社会減が拡大しました。また、「国民所得に対する県民所得のかい離縮小」については、

令和２年（2020 年）の実績が 89.2 となりました。 

・ 社会減については、コロナ禍で生まれた地方回帰の潮流を一過性で終わらせることな

く、若者をはじめ多くの人々の仕事や移住に関する願いに応える取組を一層強化する必

要があります。また、東京一極集中の是正には、この地方の取組に加え、国による地方重

視の経済財政政策など抜本的な対策が必要です。 

・ 県民所得水準の向上に向けては、コロナ禍により影響を受けた産業の回復を図るととも

に、ものづくり産業の一層の集積、中小企業者の経営課題の解決や魅力的な観光地域づく

り、農林水産業における経営体の育成や高付加価値化、産業ＤＸの推進等、産業政策を総

合的に展開していくことが必要です。 

 

 (2) 岩手で育てる 

   【施策推進目標】 

    結婚や出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、若い世代の就労、出会

い、結婚、妊娠・出産、子育ての願いに応え、出生率の向上を目指します。 

■合計特殊出生率 

《目標値》 H30（2018）：1.41→R6（2024）：1.58 以上 

 

   【施策推進目標の実績値】 

   ■合計特殊出生率 

   《実績値》 R2(2020):1.32 

         R3(2021):1.30 

         R4(2022):1.21 

 

   【ＫＰＩの達成状況】 

    令和４年度（2022 年度）目標値に対する達成度は、概ね達成以上の割合が 57％となってい

ます。 

     Ａ（達成）  ：５指標（24％） 

     Ｂ（概ね達成）：７指標（33％） 

     Ｃ（やや遅れ）：５指標（24％） 

     Ｄ（遅れ）  ：４指標（19％） 

 

   【実績と今後に向けた課題】 

・ 施策推進目標である「合計特殊出生率の向上」については、合計特殊出生率の令和４年

（2022 年）の実績は 1.21 となり、結婚、妊娠・出産、子育てのしにくさや、新型コロナ

ウイルス感染症の影響による社会経済活動の停滞など様々な要因を背景に、減少傾向が

続いています。 
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・ 安心して子どもを生み育てられる環境づくりを進めるため、結婚、妊娠・出産から子育

て期にわたる切れ目のない支援を強化する必要があります。また、仕事と生活を両立でき

る環境をつくるため、長時間労働の是正等の働き方改革を推進するとともに、ライフステ

ージやライフスタイルに応じた柔軟で多様な働き方の取組をさらに進めていく必要があ

ります。 

 

 (3) 岩手で暮らす 

   【施策推進目標】 

    岩手に住みたい、働きたい、帰りたいという人々の願いに応えられる豊かなふるさと岩手

をつくりあげます。 

■生活満足度が高い人の割合の上昇 

《目標値》 R1（2019）：35.0％→R6（2024）：35.0％を上回る 

 

■生活満足度が低い人の割合の低下 

《目標値》 R1（2019）：32.0％→R6（2024）：32.0％を下回る 

 

   【施策推進目標の実績値】 

   ■生活満足度が高い人の割合の上昇 

   《実績値》 R2(2020)：36.5％ 

         R3(2021)：34.6％ 

         R4(2022)：36.7％ 

 

   ■生活満足度が低い人の割合の低下 

   《実績値》 R2(2020)：31.7％ 

         R3(2021)：27.8％ 

              R4(2020)：33.0％ 

 

   【ＫＰＩの達成状況】 

    令和４年度（2022 年度）目標値に対する達成度は、概ね達成以上の割合が 67％となってい

ます。 

     Ａ（達成）  ：55 指標（44％） 

     Ｂ（概ね達成）：29 指標（23％） 

     Ｃ（やや遅れ）：８指標（６％） 

     Ｄ（遅れ）  ：34 指標（27％） 

 

   【実績と今後に向けた課題】 
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    ・ 施策推進目標である「生活満足度が高い人の割合」は基準年の数値を上回りました。一

方、「生活満足度が低い人の割合」も基準年の数値を上回りました。 

・ 地域の魅力向上のため、医療・福祉や文化、教育など豊かなふるさとを支える基盤の強

化を進めるとともに、若者・女性が活躍できる環境づくりや未来を担う人材の育成を一層

推進していく必要があります。 

・  また、地域経済の活性化には、これらの地方の取組に加え、国全体での取組が不可欠で

あることから、国による地方重視の経済財政政策など抜本的な対策が必要です。 

 

 (4) 岩手とつながる 

   【施策推進目標】 

    岩手に来たい、関わりたい、つながりたいという思いに応え、多様な形で、いつでも、どこ

でも、誰もが岩手とつながることのできる社会を目指します。 

■関係人口及び交流人口に関連する指標の向上 

《目標値》 R1（2019）：－ →R6（2024）：現状値を上回る要素指標数５/５ 

要素指標： 観光入込客数、グリーン・ツーリズム32交流人口、ふるさといわて応援寄付件

数、ホームページ閲覧数、ＳＮＳフォロワー数（ホームページ及びＳＮＳは、

関係人口や交流人口に関連するもの） 

 

   【施策推進目標の実績値】 

   ■関係人口及び交流人口に関連する指標の向上 

   《実績値》 R2(2020)：３指標 

         R3(2021)：３指標 

         R4(2022)：３指標 

 

   【ＫＰＩの達成状況】 

    令和４年度（2022 年度）目標値に対する達成度は、概ね達成以上の割合が 85％となってい

ます。 

     Ａ（達成）  ：11 指標（52％） 

     Ｂ（概ね達成）：７指標（33％） 

     Ｃ（やや遅れ）：１指標（５％） 

     Ｄ（遅れ）  ：２指標（10％） 

 

   【実績と今後に向けた課題】 

 ・ 施策推進目標である「関係人口及び交流人口に関連する指標の向上」については、コロ

ナ禍の影響もあり、観光入込客数及びグリーン・ツーリズム交流人口は現状値を下回った

                                                  
32 グリーン・ツーリズム：農山漁村を訪問して、その自然と文化、人々との交流をありのままに楽しむ余暇形態。 
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ものの、ふるさといわて応援寄付件数、ホームページ閲覧数、ＳＮＳフォロワー数の３指

標は現状値を上回っています。 

・ 国内外の関係人口及び交流人口の拡大に向けて、デジタル技術を活用した観光誘客に取

り組むとともに、農山漁村の交流体験、文化・スポーツにおける交流促進等の取組を進め、

岩手に来たい、関わりたい、つながりたいと思える地域づくりを一層推進していく必要が

あります。 
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Ⅲ ふるさと振興の４本の柱と基本目標（施策推進目標） 

 

（本章の構成） 

１ ふるさと振興の４本の柱と基本目標（施策推進目標） ······························ 20 

(1)『岩手で働く』 

(基本目標①) やりがいと生活を支える所得が得られる仕事を創出し、岩手への新たな人

の流れの創出を目指します。 ........................................ 21 

(2)『岩手で育てる』 

(基本目標②) 社会全体で結婚、妊娠・出産、子育てを支援し、安心して子どもを生み育

てられる社会を目指します。 ........................................ 23 

(3)『岩手で暮らす』 

(基本目標③) 医療・福祉や文化、教育など豊かなふるさとを支える基盤の強化を進め、

地域の魅力向上を目指します。 ...................................... 24 

(4)『岩手とつながる』 

(基本目標④) 関係人口や交流人口の拡大を図り、岩手と多様な形でつながることのでき

る社会を目指します。 .............................................. 26 

 

２ ふるさと振興を進める分野横断の戦略 .............................................. 27 

 

３ 国を挙げて取り組むべきこと ....................................................... 28 

(1) 社会減対策 ................................................................. 30 

(2) 自然減対策 .............................................................. ...33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜ポイント＞  

 

○ 人口減少を引き起こす様々な「生きにくさ」を「生きやすさ」に変え、人口減少に立ち向か

うため、次の４本の柱でふるさと振興を進めます。 

① やりがいと生活を支える所得が得られる仕事を創出し、岩手への新たな人の流れの創出を 

目指します。 

② 社会全体で結婚、妊娠・出産、子育てを支援し、安心して子どもを生み育てられる社会を 

目指します。 

③ 医療・福祉や文化、教育など豊かなふるさとを支える基盤の強化を進め、地域の魅力向上 

を目指します。 

 ④ 関係人口や交流人口の拡大を図り、岩手と多様な形でつながることのできる社会を目指し

ます。 

○ ４本の柱に基づく 13 の戦略の展開に加え、こうした岩手の地域性や強みを生かした４つの

分野横断の戦略を展開していきます。 

○ 国においては、地方を重視した経済財政政策の実施や人口の社会増減や財政力など、それぞ

れの地方の実態に応じた支援策を講じることが必要です。また、若者・女性の生きにくさの解

消に向けた制度設計や、出産・子育てに関する高いサービスの提供を行うことが強く求められ

ます。 

Ⅲ ふるさと振興の４本の柱と基本⽬標（施策推進⽬標） 
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１ ふるさと振興の４本の柱と基本目標（施策推進目標）                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口減少問題は様々な要因によって引き起こされているものであり、その要因の根底にある

様々な「生きにくさ」を「生きやすさ」に転換し、多くの人々が「住みたい、働きたい、帰りた

い」と思える岩手をつくっていくことが必要です。 

本戦略では、岩手県の人口減少の要因となっている若年層の県外転出や出生率の低迷等を克

服するため、「①やりがいと生活を支える所得が得られる仕事を創出し、岩手への新たな人の

流れの創出を目指す」、「②社会全体で結婚、妊娠・出産、子育てを支援し、安心して子ども

を生み育てられる社会を目指す」、「③医療・福祉や文化、教育など豊かなふるさとを支える

基盤の強化を進め、地域の魅力向上を目指す」、「④関係人口や交流人口の拡大を図り、岩手

と多様な形でつながることのできる社会を目指す」を、ふるさと振興の４本の柱の基本目標と

し、その実現に向けた具体的な施策推進目標を設定して、ふるさと振興を進めていきます。 

また、これらの４本の柱に基づく各戦略の推進によって、県民の生活全般の満足度の向上を

図っていくため、戦略全体を通した施策推進目標を設定します。 

  

様々な「生きにくさ」を「生きやすさ」に転換するふるさと振興を進めていくための

４本の柱と基本目標 

(1) 岩手で働く 

やりがいと生活を支える所得が得られる仕事を創出し、岩手への新たな人の流れの

創出を目指します。 

(2) 岩手で育てる 

社会全体で結婚、妊娠・出産、子育てを支援し、安心して子どもを生み育てられる

社会を目指します。 

(3) 岩手で暮らす 

医療・福祉や文化、教育など豊かなふるさとを支える基盤の強化を進め、地域の魅

力向上を目指します。 

(4) 岩手とつながる 

関係人口や交流人口の拡大を図り、岩手と多様な形でつながることのできる社会を

目指します。 

＜戦略全体の施策推進目標＞ 

様々な「生きにくさ」を「生きやすさ」に転換し、生活の満足度の向上を目指します。 

 ■生活満足度が高い人の割合の上昇：36.7％（令和４年） 

⇒36.7％を上回る（令和８年） 

■生活満足度が低い人の割合の低下：33.0％（令和４年） 

⇒33.0％を下回る（令和８年） 
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 (1)『岩手で働く』                                           

(基本目標①) やりがいと生活を支える所得が得られる仕事を創出し、岩手への新たな人の流れの

創出を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口ビジョンの「人口の展望」における推計のとおり、仮に 2040 年に出生率が人口置換水準

の 2.07 に達し得ても、岩手県からの県外転出が続く限り人口減少に歯止めがかからないことか

ら、社会減ゼロを達成することが必要です。 

また、ものづくり産業や農林水産業等の振興により、県民所得水準を向上させることが必要で

す。 

  人口の社会減ゼロの達成や県民所得水準の向上のために、次の施策を展開していきます。 

 

(1)－１ 商工業振興戦略 

 若者等の県外転出を食い止めるためには、商工業の振興を通じた多様な職種による仕事の

創出、魅力ある雇用・労働環境の構築が重要です。 

岩手県では、18～20 歳台前半の若者、特に女性の県外転出が人口の社会減の大きな要因と

なっています。若者の県外転出の主な理由は、進学と就職ですが、特に注視しなければなら

ないのが就職です。企業等が集積する東京圏においては、多様な職種の求人があり、初任給

についての格差も見られる中で、多くの若者・女性が県外に転出しています。 

この流れを食い止めるために、県内の産業集積と裾野の拡大や、若者・女性などへの創業

支援の充実等を通じた新たな雇用の創出に取り組みます。 

また、仕事に相応した賃金や安定した雇用形態、若者がやりがいやプライドを持って働け

る職場づくりなど、若者や女性などに魅力ある雇用・労働環境の構築を進めていくことが重

要です。 

岩手県においては、企業の 99.8％が中小企業であり、経営者の高齢化に対応した事業承継

や若者の起業マインドの醸成等による経営人材の確保とともに、デジタル技術の活用による

労働生産性の向上等の取組が一層必要となります。 

＜施策推進目標＞ 

 若者の仕事や移住に関する願いに応え、県外への転出超過を解消する社会減ゼロとともに、

ものづくり産業や農林水産業等の振興による県民所得水準の向上を目指します。 

■人口の社会増減 

：△4,113 人（令和４年）⇒0人（令和８年） 

 ※国の「地方と東京圏との転入・転出を均衡（令和９年度）」に呼応 
 

■一人当たり国民所得に対する一人当たり県民所得水準のかい離縮小 

：89.2（令和２年）⇒90.0 以上（令和６年） 

※指標の基となる県民経済計算年報は、令和８年版で令和６年の数値であること 
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このような取組を推進し、ものづくり産業等の振興を図るとともに、進化のためチャレン

ジする県内中小企業のやりがいや魅力を若者・女性に発信し、仕事への願いに応えていきま

す。 

 

(1)－２ 観光産業振興戦略 

観光を取り巻く環境の変化を的確に把握し、旅行者のニーズを捉えた施策を展開するため、

デジタル技術を複合的に活用しながら、観光サービスの変革や新たな観光需要を創出する地域

ＤＭＯ33をはじめ、地域が主体となった取組を支援する体制強化を図ります。 

また、観光で稼ぐ力を高めるため、地域の多様な関係者が連携し、データに基づくマーケテ

ィング分析を生かした受入体制整備を進め、旅行者から選ばれる観光地の魅力を創造し、消費

者目線での旅行商品の造成や、旅行者の動態に合わせた観光コンテンツ開発やルート設定を行

うほか、二次交通の充実を図ること等により魅力ある観光地域づくりを推進します。 

市場・地域の特性を捉えた戦略的なプロモーションを展開することにより、新たな市場開拓

や経済効果の高い高付加価値旅行者34の誘客につなげ、インバウンドをはじめとした誘客拡大

を促進します。 

沿岸市町村や観光事業者と連携し、復興道路等の全線開通、東日本大震災津波からの復興の

伝承、新たなまちづくりの進展や地域資源を生かした観光振興を展開します。 

国内外とつながるいわて花巻空港の各路線の利用促進を図り、観光客を含めた交流人口の拡

大を推進します。 

 

 (1)－３ 農林水産業振興戦略 

  農山漁村地域における若者等の転出を食い止めるためには、「強い農林水産業」と「活力

ある農山漁村」を創造することが重要です。 

  岩手県の農林水産業は、担い手の減少や高齢化が進んでいるほか、主要魚種の不漁や燃

油・資材価格等の高騰による生産コストの上昇が、農林漁業者の経営に影響を与えていま

す。 

 県産農林水産物の高付加価値化や販路の開拓・拡大の取組は、豊かな大地や豊富な森林資源、

世界有数の漁場である三陸の海に恵まれた岩手県において特に重要であり、今後多様な展開が

期待されます。 

  ＤＸなど革新的な技術の開発・導入により農林水産物の生産性・収益性を高め、所得・雇

用機会を確保・拡大するとともに、グリーン・ツーリズムなどの都市農村交流や農山漁村へ

の移住・定住を促進していきます。 

 

(1)－４ ふるさと移住・定住促進戦略 

                                                  
33 ＤＭＯ：Destination Management／Marketing Organization」の略。観光地域づくり法人。多様な関係者と協働しながら、明確なコ

ンセプトに基づいた観光地域づくりを実現するための戦略を策定するとともに、戦略を着実に実施するための調整機能を備えた法人。 
34 高付加価値旅行者：一人当たりの着地消費額が 100 万円以上の者。 
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  岩手への人の流れを創り出すためには、若者等への移住・定住の支援を行うことが必要で 

す。 

  都市から農山漁村へ移住するＵ・Ｉターンを実現するためには、まず定住先において、や

りがいがあり、生活を支える所得が得られる仕事とともに、住居の確保等が必要です。 

  さらに、定住先での「暮らし」の魅力も大きな誘因となるため、ターゲットを定めて岩手

が持つ魅力を強力に発信し、岩手ファンの拡大を図り、岩手での暮らし方や働き方を提案す

ることや、岩手に移住した後も安心して暮らせるよう、一人ひとりに寄り添った岩手ならで

はの移住施策を推進していきます。 

 

  このような取組を通じ、若者をはじめ多くの人々の仕事や移住に関する願いに応え、社会

減ゼロと県民所得水準の向上を施策推進目標とします。 

 

 

(2)『岩手で育てる』                                    

(基本目標②) 社会全体で結婚、妊娠・出産、子育てを支援し、安心して子どもを生み育てられる社 

会を目指します。 

 

 

 

 

 

 

我が国では、雇用の非正規化や所得の低下、未婚化、晩婚化の上昇などが要因となり、出生率

が低下し、人口減少につながっていると考えられます。 

国の「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」では、若者の希望が実現した場合、出生率が 1.8

程度まで向上し、その後、人口置換水準である 2.07 まで出生率が向上するとしており、岩手県

においても、国に呼応し出生率の向上を目指していくことが必要です。 

 人口の自然減を食い止めるために、次の施策を展開していきます。 

 

(2)－１ 若者の就労、出会い・結婚、妊娠・出産支援戦略 

  出生率の向上を図るためには、職場での待遇改善やワーク・ライフ・バランスを実現し、

一人ひとりが働きやすい環境を社会全体で整備するとともに、結婚を希望している人、さら

には子どもを生みたいと願っている人を社会全体で支えていくことが必要です。 

出生率低迷の原因の一つとして挙げられている未婚化、晩婚化は、国が行った意識調査結

果などから、経済的理由や就労環境の悪化などが背景にあると考えられます。 

＜施策推進目標＞ 

 結婚や出産は個人の決定に基づくものであることを基本としつつ、若い世代の就労、出会

い、結婚、妊娠・出産、子育ての願いに応え、出生率の向上を目指します。 

■合計特殊出生率：1.21（令和４年）⇒1.58 以上（令和８年） 
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仕事と生活を両立できる環境をつくるため、長時間労働の是正、年次有給休暇の取得率向

上等の働き方改革や、育児休業・介護休業制度の普及促進等により、性別を問わず一人ひと

りの事情に対応できる、働きやすい職場づくりを推進します。 

 また、結婚しない理由には、出会いの機会が少ない、適当な相手に巡り会わないというこ

ともあり、出会いの場の提供や相手とのマッチングなどを通じた支援等を行い、結婚したい

との希望に応えていきます。 

  

(2)－２ 子育て支援戦略 

 出生率の向上を図るためには、子育て中の家庭を社会全体で支え、子どもを育てやすい環

境を築いていくことが必要です。 

日本の合計特殊出生率は令和４年（2022 年）で 1.26 となっており、人口置換水準（2.07）

を下回る状況が長く続いています。出生率の低迷は、若者や女性の生きにくさが、数字とし

て表れたものと捉えることができ、その原因の一つとして、子育てのしにくさが挙げられま

す。 

   子育て中の親たちや、ボランティア、ＮＰＯなどが連携し、地域社会全体で子育て家庭を

支援し、子育てのしにくさを解消していきます。 

 

   このような取組を通じ、若い世代の就労、出会い・結婚、妊娠・出産、子育ての願いに応

え、出生率の向上を目指すことを、施策推進目標とします。 

 

 

(3)『岩手で暮らす』                                    

(基本目標③) 医療・福祉や文化、教育など豊かなふるさとを支える基盤の強化を進め、地域の魅

力向上を目指します。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

医療・福祉や公共交通などの日常生活の利便性や、教育環境等の充実は、地域で人々が豊かで

快適に生活するための基礎を形成するものです。 

地域の基盤の強化や魅力の向上を図り、その地域で暮らしたいという人々の希望に応えること

が、人口減少を食い止めるために必要です。 

＜施策推進目標＞ 

 岩手に住みたい、働きたい、帰りたいという人々の願いに応えられる豊かなふるさと岩手を

つくりあげます。 

 ■生活満足度が高い人の割合の上昇：36.7％（令和４年） 

⇒36.7％を上回る（令和８年）【再掲】 

■生活満足度が低い人の割合の低下：33.0％（令和４年） 

⇒33.0％を下回る（令和８年）【再掲】 
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 豊かなふるさと岩手をつくりあげるために、次の施策を展開していきます。 

   

(3)－１ 魅力あるふるさとづくり戦略 

人々がふるさとで豊かな暮らしを続けるためには、ふるさとの魅力を更に高めていくことが

必要です。 

このため、安全で安心して暮らせる環境の整備、景観の保全、情報通信基盤の整備など魅

力あるまちづくりや、地域コミュニティの強化、公共交通の利用促進、多様で優れた環境の

保全などを通じて豊かなふるさとを実現し、人々の「岩手に住みたい」という願いに応えて

いきます。 

 

(3)－２ 文化スポーツ振興戦略 

心豊かで活力ある地域社会を実現するために、文化芸術活動は重要な意義を持っていま

す。 

   世界遺産を含めた文化芸術の情報発信の強化、若者の新しい活動への支援、文化芸術に

「触れる」機会の増加、伝統文化の保存・継承、活動を支援するネットワーク形成などの取

組を積極的に進めていきます。 

また、人々がいきいきと暮らすためには、ライフスタイルに応じてスポーツを楽しめるこ

とが必要です。 

 子どもから高齢者まで、誰もが生涯を通じて豊かなスポーツライフを送ることができる環

境整備を進めるとともに、ラグビーワールドカップ 2019TM等のレガシーを生かし、様々なス

ポーツイベントなどを通じて、内外の人々の交流が広がる地域づくりを進めます。 

 

(3)－３ 若者・女性活躍支援戦略 

若者の活躍は、今までにない発想や行動を生み出し、それらは岩手、日本の未来を切り拓く

大きな力になることが期待されます。また、女性の活躍を推進するとともに、男女が対等な構

成員として参画することにより、誰もが生きやすい社会につながることが期待されます。 

若者や女性が活躍できるための支援に取り組み、一人ひとりにとって住みよい、魅力ある地

域づくりに取り組んでいきます。 

 

(3)－４ 保健・医療・福祉充実戦略 

   人々がそれぞれの地域で安心して暮らしていくためには、保健・医療・福祉の充実が必要

です。 

   一人ひとりのニーズに応じた医療、福祉・介護等のサービスが切れ目なく提供されるよ

う、「地域包括ケアシステム」の構築に向け、市町村の取組を積極的に支援していきます。 

   また、人々が生涯を通じていきいきと暮らすためには、子どもからお年寄りまで、様々な

環境の人々が健康に長生きできるようにすることが必要です。 
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がんの早期発見や早期治療などの包括的ながん対策や、「いわて減塩・適塩の日」等の脳

卒中予防のための取組のほか、喫緊の課題である本県の自殺死亡率の減少を図る取組を強化

していきます。 

 

(3)－５ ふるさとの未来を担う人づくり戦略 

   ふるさと振興の要は人です。人が岩手を創り、また、岩手が人を創る好循環を生み出しま

す。 

   このため、岩手の将来を担う子どもたちを育て、岩手をけん引する人材の育成が重要で

す。 

また、人がその土地に住み続けるためには、郷土への愛着や誇りが大切です。 

特に、若者のこうした郷土に対する思いを醸成するためには、本県ならではの教育に取り

組み、郷土への誇りを育むことが必要です。 

東日本大震災津波の経験や教訓を学校教育に生かす復興教育に引き続き取り組み、岩手の

復興と地域振興を担い、郷土愛にあふれる人づくりを進めていきます。 

 

このような取組を通じ、岩手に住みたい、働きたい、帰りたいという人々の願いに応え、

豊かなふるさと岩手をつくりあげることを、施策推進目標とします。 

 

 

(4)『岩手とつながる』 

(基本目標④)関係人口や交流人口の拡大を図り、岩手と多様な形でつながることのできる社会

を目指します。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

本県では、東日本大震災津波の復興の過程の中で、国内外の多様な主体とのつながりが生まれ、

活発な交流が続いています。 

多様化する地域課題の解決や地域経済の活性化を図るためには、このような多様な主体とのつ

ながりを生かして、交流人口や特定の地域に継続的に多様な形で関わる「関係人口」を創出・拡

＜施策推進目標＞ 

 岩手に来たい、関わりたい、つながりたいという思いに応え、多様な形で、いつでも、どこ

でも、誰もが岩手とつながることのできる社会を目指します。 

■関係人口及び交流人口に関連する指標の向上 

 ：現状値を上回る要素指標数３/５（令和４年） 

⇒現状値を上回る要素指標数６/６（令和８年） 

要素指標：観光入込客数、外国人観光入込客数、グリーン・ツーリズム交流人
口、ふるさといわて応援寄付件数、ホームページ閲覧数、ＳＮＳフォ
ロワー数（ホームページ及びＳＮＳは、関係人口や交流人口に関連す
るもの） 
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大させ、移住・定住の増加へとつなげていけるよう取り組んでいくことが必要です。 

また、令和５年１月に盛岡市がニューヨーク・タイムズ紙の「2023 年に行くべき 52 か所」に

選ばれたことにより、国内外から多くの観光客が訪れるなど盛岡市や周辺地域の関心が高まって

いることから、その効果を県全域に波及させるため、市町村等と連携し、交流人口・関係人口拡

大に向けた取組を更に進めていく必要があります。 

さらに、個人に着目し、進学や就職等を機に県外へ転出された方々に対して、海外・県外で暮

らしながらも岩手とつながり続けられるような取組や、海外・県外出身者で岩手を訪れたことの

ない海外・県外在住の方々に対して、岩手を知り、岩手の魅力に気づき、さらには岩手に移住し

てもらうことができるような取組を一層進めていくことが重要です。 

多様な形で岩手とつながる社会を実現するために、次の施策を展開していきます。 

  

(4)－１ 関係人口創出・拡大戦略 

関係人口を増やしていくため、岩手ファンの拡大や、複業を切り口とした都市部人材と地域

企業とのマッチング、岩手といつでもつながることができる環境の整備や、様々な主体の参画

によるネットワークの形成、ＩＣＴを活用した多様な交流の場・機会の創出等の取組を進め、

岩手と多様な形で継続的に関わる人々を増やしていきます。 

 

 (4)－２ いわてまるごと交流促進戦略 

地域の人口減少が進む中で、地域経済の活性化や地域コミュニティを維持していくために

は、定住人口の拡大はもとより、地域内外との交流を拡大し、地域に活力をもたらすことが

必要です。 

このため、観光誘客や、農山漁村の交流体験やグリーン・ツーリズム、岩手の文化やスポ

ーツにおける交流の促進等の取組を通じて、国内外の人々との交流が広がる地域づくりを進

めます。 

 

このような取組を通じ、岩手に来たい、関わりたい、つながりたいという思いに応え、多

様な形で、いつでも、どこでも、誰もが岩手とつながることのできる社会をつくりあげるこ

とを、施策推進目標とします。 

 

２ ふるさと振興を進める分野横断の戦略                      

                                    

岩手は、豊かな自然や広大な県土を有し、産業集積が進展し、新たな交通ネットワークが形成

されるなど、岩手でより多くの人々が生活し、働く環境が整っています。 

本戦略では、４本の柱に基づく 13 の戦略の展開に加え、こうした岩手の地域性や強みを生か

した４つの分野横断の戦略を展開していきます。 

 

(1)  国際研究・交流拠点地域形成戦略 
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   ＩＬＣの実現による世界トップレベルの頭脳や 先端の技術、高度な人材の集積に向け、

イノベーションを創出する環境の整備などを進め、多文化共生の国際研究・交流拠点の形成

を目指します。 

 

(2)  北上川流域産業・生活高度化戦略 

   県央広域振興圏と県南広域振興圏にまたがる北上川流域において自動車や半導体関連産業

を中心とした産業集積が進み、新たな雇用の創出が見込まれることを生かし、両振興圏の広

域的な連携の更なる促進や、第４次産業革命技術のあらゆる産業分野、生活分野への導入な

どを通じて、働きやすく、暮らしやすい、21 世紀にふさわしい新しい時代を切り拓く先行モ

デルとなる地域の創造を目指します。 

また、本戦略の成果が速やかに他地域に波及していくとともに、広く県民がその生活利便

性を享受することによって、県民全体の暮らしが豊かになることを目指します。 

 

(3)  新しい三陸創造戦略 

   東日本大震災津波からの復興の取組により大きく進展したまちづくりや交通ネットワー

ク、港湾機能などを生かした地域産業の振興を図るとともに、三陸防災復興プロジェクト

2019 等を契機として生み出された効果を持続し、三陸地域の多様な魅力を発信して国内外と

の交流を活発化することにより、岩手県と国内外をつなぐ海側の結節点として持続的に発展

する地域の創造を目指します。 

 

(4)  北いわて産業・社会革新戦略 

   豊かな地域資源と高速道路や新幹線などの高速交通網の進展を生かし、地域の特徴的な産

業の振興や、圏域を越えた広域連携による交流人口の拡大、豊富な再生可能エネルギー資源

の産業分野・生活分野での利用促進など、県北圏域をはじめとする北いわての持つポテンシ

ャルを 大限に発揮させる地域振興を図るとともに、人口減少と高齢化、環境問題に対応す

る社会づくりを一体的に推進することで、あらゆる世代がいきいきと暮らし、持続的に発展

する先進的な地域の創造を目指します。 

 

 

３ 国を挙げて取り組むべきこと                          

人口の社会増減は、地域の雇用環境が強く関わっており、国の経済政策や労働政策によるとこ

ろが大きく、地方だけの取組では十分な改善が困難です。県として、雇用対策や産業振興に努め

ることはもちろん、国による大胆な政策が不可欠です。 

人口の自然増減は、全国においても平成 20 年（2008 年）をピークに増加から減少に転じまし

た。合計特殊出生率は全都道府県で人口置換水準の 2.07 を下回っており、このままの水準で推

移した場合、日本の将来人口は、2115 年に５千万人程度になるとの推計もあります。（国立社会

保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」長期参考推計結果） 
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また、合計特殊出生率の向上には、就労、出会い・結婚、妊娠・出産、子育てのライフステー

ジに応じた施策が必要です。このため、地域ならではの出会いの場の提供や地域環境を生かした

子育て支援など、地方が自らの特色を生かした施策を実施することはもちろん、就労環境の整備

や子育てに関する社会保障の充実など、国において実施すべき政策が非常に重要です。 

国の経済政策において、首都圏を中心に展開し、その施策効果を地方に波及させるという首都

圏先行型の政策は、地方からの人口流出が加速するおそれがあります。また、東京一極集中は、

首都直下型地震等の大規模災害時に、膨大な建物被害や、人的被害、救急・救助活動と医療活動

の不足、日本全体の経済・物流の停滞などのリスクを高めるおそれがあり、防災面においても大

きな課題であるとの指摘があります。 

地方創生のためには、まずは国において、地方を重視した経済財政政策とともに、地方への人

の流れを創出する抜本的かつ総合的な対策を実施することが必要です。 
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(1) 社会減対策 

 

（国による地方重視の経済財政政策の実施） 

人口移動には、これまで３つの波が存在するといわれています。1960 年代からオイルショ

ックまでの第１期人口移動期、1990 年代からバブル崩壊までの第２期人口移動期、そして

2000 年代に始まる第３期人口移動期の３つです。（図１） 

  （図１） 

 

これらの時期は、高度経済成長やバブル経済など、首都圏と地方圏の経済格差が拡大した

時期であり、こうした時期に、首都圏への人口移動が加速しています。 

  一方、人口移動が縮小傾向を見せるのは、国による地方重視の経済対策が実施されてきた

時期と重なっており、こうした政策を採用することが地方からの人口流出を抑制する一つの

大きな手段となります。 

このことは、岩手県の人口の社会増減の推移を見ても明らかであり、国における、地方重

視の経済財政政策を実行することが必要です。（図２） 
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 （図２） 

 

（ふるさと振興を支える財源の確保） 

人口減少は、その要因や課題が地域ごとに異なることから、地域の実情に応じ、地方の創

意による対策を講じることが重要です。 

こうした対策の実施には、地方の自主性や主体性が 大限に発揮できるための十分な財源の

確保が不可欠であり、国においては、デジタル田園都市国家構想事業費やデジタル田園都市国

家構想交付金等のふるさと振興を推進するための財源の十分な確保、交付金の対象分野や対象

経費の制約の大幅な排除とともに、財政力の弱い自治体において、より人口減少が進んでいる

ことに鑑み、自治体の財政力を考慮した算定、配分とすることが必要です。 

 

  （大胆な政府関係機関の地方移転） 

国立社会保障・人口問題研究所が行った調査によると、岩手県をはじめ東北圏の出身者が地

元に留まる割合は、74.6％と四国、京阪周辺に次いで低く、また、東北圏出身者が東京圏に留

まる割合は 18.4％と、東京圏に隣接する北関東圏（16.2％）や中部圏（15.6％）に比べて

も、高いことがうかがえます。（図３） 

 （図３）       「出生地ブロック別にみた現住地ブロックの状況」 

 

 

 

 

 

 

 

割合（％）

北海道 東北 北関東 東京圏 中部 北陸 中京圏 大阪圏 京阪周辺 中国 四国 九州・沖縄

北海道 79.4% 1.4% 0.8% 13.4% 0.8% 0.2% 1.5% 1.3% 0.3% 0.3% 0.1% 0.4%
東北 1.3% 74.6% 2.1% 18.4% 1.1% 0.2% 0.7% 0.8% 0.1% 0.2% 0.1% 0.4%

北関東 0.2% 1.1% 79.9% 16.2% 0.6% 0.1% 0.5% 0.6% 0.1% 0.2% 0.1% 0.4%
東京圏 0.5% 1.0% 2.1% 91.2% 1.3% 0.2% 0.9% 1.2% 0.2% 0.4% 0.1% 0.8%
中部 0.3% 0.6% 1.0% 15.6% 77.3% 0.4% 2.8% 1.3% 0.2% 0.3% 0.1% 0.3%
北陸 0.2% 0.2% 0.3% 8.8% 0.8% 80.0% 2.8% 4.8% 0.9% 0.4% 0.2% 0.5%

中京圏 0.1% 0.2% 0.3% 5.0% 1.1% 0.3% 88.2% 2.8% 0.7% 0.3% 0.2% 0.6%
大阪圏 0.1% 0.2% 0.3% 7.0% 0.5% 0.4% 2.2% 81.6% 4.0% 1.5% 0.8% 1.4%

京阪周辺 0.2% 0.1% 0.5% 3.8% 0.5% 0.3% 3.0% 16.2% 73.8% 0.6% 0.4% 0.7%
中国 0.1% 0.2% 0.3% 7.5% 0.4% 0.2% 1.2% 9.4% 0.9% 76.6% 1.0% 2.1%
四国 0.1% 0.2% 0.4% 7.8% 0.5% 0.1% 1.6% 11.7% 1.4% 2.8% 72.1% 1.3%

九州・沖縄 0.2% 0.2% 0.5% 9.8% 0.8% 0.2% 2.7% 6.1% 0.9% 1.8% 0.5% 76.3%
国外 3.3% 3.2% 3.3% 34.1% 6.1% 2.3% 8.6% 19.2% 2.2% 5.5% 1.6% 10.6%
計 4.2% 7.1% 5.5% 29.1% 7.1% 2.4% 9.1% 13.6% 3.0% 5.9% 3.0% 10.0%

2016年　第８回人口移動調査（国立社会保障・人口問題研究所）

現住地
出生地
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 国においては、一部の政府関係機関の地方移転が進められているところですが、東京一極

集中の抜本的な是正やふるさと振興の観点から、これを一過性のものとすることなく、地方

からの提案を真摯に受け止め、今後も国家戦略として取り組むことが重要です。 

 

（日本におけるＩＬＣの実現） 

国内外の研究者により日本での建設が期待されているＩＬＣは、日本が世界に大きく貢献

することのできる施設です。東北ＩＬＣ推進協議会のＩＬＣ東北マスタープラン35によると、

ＩＬＣの実現により世界中から数千人の研究者等が暮らす国際都市が形成されると想定（図

４）しており、人口減少が進む東北地方において大きな起爆剤となることが期待されていま

す。 

このため、県は、国等への要望や国民理解の醸成など、関係団体と連携しながら、ＩＬＣ

の実現に向けて取り組んできました。 

現在、研究者によって、国際協働による研究開発や政府間協議に向けた取組が進められて

おり、国においては、ＩＬＣを関係省庁が連携して取り組む国家プロジェクトとして位置づ

け、政府全体で誘致を推進することを期待します。 

（図４） 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

（弱者に優しく地方の生活のしにくさを解消する施策） 

人口減少が進む地方では、公共交通機関の路線維持や運行回数の確保が困難な場合もあり、

このことが、住民の生活のしにくさにつながり、社会減の一因となっているとも考えられます。 

また、地方では、都市部に先行して高齢化が進んでいます。高齢者等の移動に支障を感じて

いる人や、居住地周辺に商店街や病院等がないために日常生活に不便を感じている人々が多く

います。地方では、こうした人々に対するきめ細かな対応に努めていますが、今後、人口減少、

高齢化の進行により、更なる取組が必要となるものと考えます。 

                                                  
35 ＩＬＣ東北マスタープラン：東北ＩＬＣ推進協議会東北ＩＬＣ準備室が作成した、ＩＬＣが実現した際の東北の将来像と実現のため

のプロセスを描いた基本指針。 

横軸：ILC 建設からの年数 



 

33 

 

国においては、鉄道やバスなどの生活路線に対する恒久的な支援など、地方における生活の

しにくさの解消に向けた取組を更に進めることを期待します。 

 

(2) 自然減対策 

 

（子育てしやすい雇用・労働環境の整備） 

国立社会保障・人口問題研究所「第 16 回出生動向基本調査（夫婦調査）」では、女性の約４

割が、出産・育児を理由に退職しており、出産・育児期における就業の継続が課題としていま

す。 

また、出生率についても、仕事と生活の両立が困難な雇用・労働環境などが背景にあると考

えられ、労働力の確保や出生率の向上を図るためには、妊娠・出産や育児休業の取得等を理由

とする不利益取扱いの禁止の徹底や、「企業主導型保育事業」の制度の拡充、就業の継続を可能

とする短時間正社員制度などの多様な働き方の導入や定着の促進など、国として、仕事と生活

を両立できる雇用・労働環境の整備や子育て中の女性の再就職支援の充実が必要です。 

 

 （総合的な少子化対策の推進への支援） 

少子化は、地域経済の縮小や地域社会の担い手の減少など、住民生活や地域社会の存続に

深刻な影響を及ぼすため、 優先で取り組むべき課題です。 

少子化傾向を反転させるには、安心して子どもを生み育てられる環境を整備する必要があ

り、その対策として、若い世代が希望どおりに結婚し、希望する数の子どもを持つことがで

きるよう、出会いの場の創出や、結婚から出産・子育てに至るまでライフステージに応じた

支援を行っていくことが重要です。子ども子育て支援施策の多くは地方が担っており、国と

地方が適切な役割分担のもと、地域が取り組む少子化対策への財政支援の充実を図ることが

必要です。 

 

  （地域医療再生のための総合的な政策の確立による医師の地域偏在の解消） 

本県の「医師偏在指標」の数値は令和５年時点で 182.5 となっており、全国で も低くな

っています。 

また、宮城県を除く東北各県や新潟県なども医師少数県に位置づけられており、全国的な

医師の地域偏在の状態が続いています。 

地域医療の確保に向け、これまでは、救急医療、へき地医療、周産期医療といった分野ご

とに、個別の課題に対応した方策がとられてきましたが、医師の地域偏在、診療科偏在が進

む中、従来のような個別の方策では地域医療の確保が困難な状況となっています。 

医師の不足や都道府県間の偏在を根本的に解消し、地域医療の再生を図るためには、国民

的な合意に基づき、住民が地域で等しく適切な医療を受けられることを目的とした総合的、

体系的な「地域医療基本法（仮称）」を制定し、実効性のある運用を実現することが必要で

す。 
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地域医療のあるべき姿を実現するため、県境を越えた医師の適正な配置調整や保険医に対

する医師少数区域の医療機関への勤務の義務付け、医師少数区域での勤務経験を管理者要件

とする病院の対象範囲の拡大など、医師少数都道府県や医師少数区域への医師の派遣調整等

に係る支援策の充実を図るとともに、小児科及び産科の相対的医師不足地域等における医師

確保を支援するため、小児医療の充実に資する小児医療施設設備整備事業等の拡充や診療報

酬の改定など、当該診療科の医師不足の解消につながる施策の充実が必要です。 

 

  医師偏在指標による都道府県順位（40～47 位）   

順位 都道府県 医師偏在指標 

40 山形県 200.2 

41 秋田県 199.4 

42 埼玉県 196.8 

43 茨城県 193.6 

44 福島県 190.5 

45 新潟県 184.7 

46 青森県 184.3 

47 岩手県 182.5 
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１ 岩手で働く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

やりがいと生活を支える所得が得られる仕事を創出し、岩手への新たな人の流れの

創出を目指す施策 

＜ポイント＞ 

  

○ 若者を中心とした県外への転出超過に歯止めをかけるため、ものづくり産業や農林水産業の

振興による産業全体の底上げを図るとともに、岩手への人の流れを一層促進していくため、移

住・定住の取組を推進していきます。 

１ 岩手で働く 
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１-１ 商工業振興戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔現状と課題〕 

・ 従業員１人当たりの製造業の製造品出荷額と付加価値額は全国平均を下回っているものの、県

内ものづくり企業における生産性向上や高付加価値化の取組は着実に進んでいます。 

・ 自動車や半導体関連産業を中心としたものづくり産業の国際競争力を一層高め、企業の生産性

や付加価値の向上を促進するため、世界的に加速するデジタル化やカーボンニュートラルなどの

流れに的確に対応していく必要があります。こうした産業集積の基盤を生かしながら、企業間・

産学官連携を進め、自動車・半導体関連産業に続く産業として医療機器関連産業の成長を促進し、

加えて、新たな成長産業分野を創出する必要があります。 

・ 地域の特性を生かした地域経済の活性化や、若者・女性、Ｕ・Ｉターン者の受け皿となる雇用

の創出を促進するため、より一層の企業誘致の取組が必要です。 

・ 産業用地の確保や従業員が働きやすい環境の整備など、より良好なビジネス環境の充実が必要

です。 

・ 新型コロナウイルス感染症による世界的な物流混乱などの影響により県内港湾の利用が伸び

ていない中で、依然として県内各地と県外港湾との間を陸上輸送されている貨物が多いことを踏

まえ、港湾所在市、内陸市町及び協定先港湾36とも連携し、荷主企業等に対して、温室効果ガス

排出削減やトラックドライバーの労働時間上限規制など社会的要請を踏まえたポートセールス

                                                  
36 協定先港湾：海上輸送ネットワーク強化による荷主の利便性向上、クルーズ船誘致や受入体制の強化等を目的に協定を締結した港

湾。令和４年度末現在で、県内の４つの重要港湾（久慈港、宮古港、釜石港及び大船渡港）と横浜港との間で連携協定を締結。 

１-１ 商工業振興戦略 

≪取組の方向≫ 

・ 国際競争力が高く、地域の産業・雇用に好循環をもたらすものづくり産業の振興に向け、社

会経済環境の変化に対応した一層の産業集積と高度化、地域経済に好循環を生み出す企業間連

携、医療機器やカーボンニュートラルなどに関連する新産業創出、ものづくり産業のデジタル

化、県北・沿岸地域を含む全県への波及効果が期待される企業誘致などの取組を推進します。 

・ 本県ならではの地域資源を生かした産業の振興を図るため、食産業及び地場産業の人材育成

や経営力・生産性の向上に向けた取組を促進するとともに、「食」や「伝統的工芸品」をはじめ

特色ある県産品の国内外でのＰＲや販路拡大などの取組を促進します。 

・ 地域経済を支える中小企業の振興を図るため、県内企業の事業継続に向けた課題解決を支援

するとともに、デジタル技術を活用した生産性の向上、カーボンニュートラルの取組や新事業

分野の開拓等の支援、起業・スタートアップや事業承継などの取組を促進します。 

・ 県民一人ひとりが能力を発揮でき、ライフステージやライフスタイルに合わせて希望に応じ

た多様な働き方ができる環境づくりに向け、長時間労働の是正やデジタル技術等を活用した企

業の生産性の向上等の働き方改革を推進し、若者や女性にも魅力ある雇用・労働環境の整備を

促進するとともに、誰もが持てる能力を最大限に発揮することを可能とする職業能力の開発な

どに取り組みます。また、若者や女性の県内就業やＵ・Ｉターンの取組を進めます。 
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を行い、県内港湾への利用転換を進めることが必要です。 

 

・ 県ではこれまで、地場産業が持つ歴史・文化や豊かな資源、高度な技術等に支えられてきた「岩

手ならでは」のモノのすばらしさを訴求し、認知度の向上や物産展などの対面による販路開拓を

展開してきましたが、コロナ禍等を契機とした消費者のライフスタイルや消費行動の変化に対応

した商品開発、オンラインを活用した販売手法への対応が求められています。 

・ 水産加工業においては、海洋環境の変化に伴うサケやサンマ、スルメイカ等これまでの主要魚

種の不漁による影響が続いているため、資源量が増加している魚種を加工用原料として有効に利

用していく必要があります。 

・ 国内市場の縮小、グローバル経済の進展等を背景に、県内事業者の海外市場への展開がますま

す重要となっています。 

・ 新型コロナ等の影響を踏まえ、渡航や対面に限定されないオンライン、海外事務所等の多様な

手法の活用による情報発信、商談、販路開拓等の機会が必要となっています。 

 

・ 本県の企業数は37,306者（平成28年６月現在）であり、このうち中小企業は37,235者と全体の

99.8％を占めており、事業活動を通じて、県民の暮らしや地域の経済を支えています。中小企業

者は、人口減少、少子高齢化の急速な進行や、新型コロナウイルス感染症など、自らを取り巻く

社会経済環境の変化に対応し、経営力の向上に向けた取組を進めていく必要があります。 

・ 新型コロナの感染拡大に加えて原油・原材料等の高騰により、多くの中小企業の売上は感染症

発生前の状況に回復していないことから、過剰債務など金融面の課題解決に向けた中小企業者の

取組を支援していく必要があります。 

・ 人口減少と少子高齢化の急速な進行による人手不足が顕在化する中、本県の持続的な経済成長

のためには、企業全体の99.8％を占める中小企業の生産性を高めることが重要です。 

・ ＤＸの進展により、企業におけるデジタル技術やデータ利活用が進められている中で、県内の

中小企業からは、「活用方法が分からない」「活用したいが人材が不足している」等の課題が挙げ

られていることから、デジタル化による生産性向上に向けて、適切な助言や支援策へのマッチン

グ、効果的なモデル事例の創出を支援し、その効果を広く普及する必要があります。 

・ コロナ禍におけるデジタル化の急速な進展が、時間や場所に捉われない柔軟で多様な働き方を

広げ、地方を舞台にした新しい挑戦の機会が生み出されていること、ポストコロナ時代の経済成

長に向けて、その原動力となる経営者や個々人の挑戦心が不可欠であることから、起業エコシス

テム37の形成をはじめとして起業・スタートアップ支援を強化する必要があります。 

・ 県内企業は、経営者の高齢化が進んでおり、後継者不足などの課題に対し、事業承継や若者の

起業マインドの醸成などにより新たな経営人材を育成することが急務となっています。 

・ 県内の人口減少、出店意欲の高い大規模小売店舗等との競争、後継者不足等、内外の厳しい環

境を克服し、中小の商業・サービス業が今後も存続していくためには、多様化する社会のニーズ

                                                  
37 起業エコシステム：地域経済の新たな担い手となる起業家やその予備軍を継続的に生み出し、成長を支援するための仕組み。人材、

資金、サポート・インフラ（メンター、アクセラレータ、インキュベータ）、コミュニティを要素とするもの。 
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に対応した、にぎわいの創出や新たな商品・サービスの提供に努める必要があります。 

・ 地域において社会資本の整備や維持管理、災害対応を担う建設業では、従事者の高齢化に伴う

大量退職の可能性があるほか、令和６年度から適用される時間外労働の上限規制への対応が求め

られており、従事者の確保対策を進めるとともに、誰もが働きやすい労働環境の整備などの働き

方改革やインフラ分野のＤＸの推進による生産性の向上を促進する必要があります。 

 

・ 県内の雇用情勢は、幅広い業種の有効求人倍率が１を超えるなど堅調に推移している一方で、

産業集積の進展や人口減少等に伴い、県内企業の人手不足が続いています。特に、自動車・半導

体関連産業を中心に、ものづくり人材のニーズが急増していることから、若者や女性等の県内就

業及びＵ・Ｉターンの更なる促進が求められています。 

・ 「いわて働き方改革推進運動」の展開のもと、デジタル技術やテレワーク38の導入等により、

本県の１人当たりの年間総実労働時間は、着実に減少しています。一方で、本県の令和４年の総

実労働時間は全国平均を上回り、年次有給休暇取得率も全国平均を下回る状況にあることから、

デジタル技術等を活用して、労働生産性と働きやすさを高めていくために、働き方改革の推進が

必要です。 

・ コロナ禍におけるデジタル化の急速な進展により、時間や場所を有効に活用できるテレワーク

や兼業・副業など働き方が多様化しており、働く人がそれぞれの状況に合わせて柔軟に働き方を

変えて仕事を継続できるよう、働く人のエンゲージメント39を高める雇用・労働環境の整備の促

進が求められています。 

・ 一般事業主行動計画の策定・届出及び情報公表の義務化の範囲拡大、大企業の男女賃金差の情

報公開の義務化、産後パパ育休制度の施行等、労働関係法令改正の周知を図るとともに、企業の

イノベーションにつながるダイバーシティ経営を促進する必要があります。 

・ ＤＸの加速化、テレワーク等による働き方の多様化、職業人生の長期化等の社会環境の変化を

踏まえ、ＩＴ人材の育成、オンライン訓練の導入、労働者の学び・学び直し機会の確保等を進め

ていく必要があります。 

・ 離職者等を対象とした職業訓練では年間約1,100人が再就職を目指し受講しています。全員参

加型社会の実現に向け、コロナ禍におけるデジタル化の急速な進展により新しい生活様式に対応

した今後の需要や成長が見込まれる分野の人材育成を進めていく必要があります。 

・ 障がい者委託訓練の実施や事業所向けセミナー等の普及啓発などの取組により、障がい者の雇

用率は上昇しています。一方で、法定雇用率未達成の企業があることなどから、引き続き、障が

い者一人ひとりの障がいなどに応じた、多様な就労の実現に向けた取組を行う必要があります。 

 

 

〔主な取組内容〕 

                                                  
38 テレワーク：ＩＣＴを活用した時間や場所を有効に活用できる柔軟な働き方のこと。Tel（離れて）と Work（仕事）を組み合わせた

造語。 
39 働く人のエンゲージメント：働き手にとって、組織目標の達成と自らの成長の方向が一致し、仕事へのやりがい・働きがいを感じる

中で、組織や仕事に主体的に貢献する意欲や姿勢を示す概念 
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１ 国際競争力が高く、地域の産業・雇用に好循環をもたらすものづくり産業の振興 

 

(1) 社会経済環境の変化に対応したものづくり産業の一層の集積と高度化の推進 

・ 自動車関連産業については、「100 年に一度の大変革期」を好機と捉え、電子化・電動化や

カーボンニュートラルへの対応など、事業環境の変化に対応した中小企業の競争力強化の取

組を支援するとともに、サプライチェーンの体質強化、中小企業の競争力強化、人材の育成・

確保・定着、事業環境の整備等を重点的に推進します。 

・ 半導体関連産業については、我が国を代表する国際競争力の高い半導体関連産業の集積地

を目指して、東北広域連携を進めながら、フラッシュメモリやパワー半導体などの先端半導

体、車載半導体、製造装置など多種多様な関連製品の生産基盤となる企業･技術･人材の一層

の集積と高度化を促進します。 

・ ＩＴ産業、学術機関、産業支援機関等が集積する県央広域振興圏とものづくり産業が集積

する県南広域振興圏双方の強みを掛け合わせ、北上川流域全体の産業の高度化・高付加価値

化、生活環境の充実を図ります。 

(2) 地域経済に好循環をもたらす多様な企業間連携の強化拡大 

優れた技術を持つ地場企業群の技術の高度化や高付加価値化の取組を支援し、国内外に一定

のシェアを持つ様々な分野の中核的企業との取引拡大やサプライチェーンの新規参入を促進

し、地域経済に好循環を生み出す多様な企業間連携の強化・拡大を促進します。 

(3) 企業間・産学官連携を通じた関連技術の開発などによる新産業の創出 

・ 医療機器関連産業については、産学官金の連携を強化し、企業の新規参入や県内主要企業

との取引拡大を一層促進するとともに、ヘルステック・イノベーション・ハブ40を核とした企

業間等の連携による技術開発、新製品開発に係る取組を推進し、更なる集積拡大と高度化を

図ります。 

・ カーボンニュートラルやＩＬＣなど、新たな技術や市場の動向を見据え、産学官金連携に

よる技術開発、製品開発、事業化などへの重点的な支援を通じて、地場企業の強みである高

度な基盤技術を活用した新事業・新産業の創出を促進します。 

・ 「いわて未来づくり機構41」のアドバイザリーボードからの助言等を踏まえ、第４次産業革命

技術の知見を有する有識者や民間企業、支援機関、自治体等と連携して、北上川流域全体の産業

の高度化や生活環境の充実に向けた取組を進めます。 

(4) ものづくり産業の生産性･付加価値向上の加速化 

・ ものづくり産業の生産性・付加価値向上の加速化に向けて、生産現場におけるカイゼンや

３Ｓ等の活動の強化・浸透を促進するとともに、エンジニアリングチェーン42やサプライチ

ェーンなどのデジタル化の成功モデルの創出と、デジタル化に取り組むものづくり企業の裾

                                                  
40 ヘルステック・イノベーション・ハブ：医療機器関連企業の集積を促進し、新製品・新事業創出による地域経済の活性化と関連産業

の拠点形成を図るために整備した医療機器関連産業の拠点施設。 
41 いわて未来づくり機構：岩手県の総合的な発展を目指す県内の産業界・経済界、大学、ＮＰＯ、行政等の多様な組織によるネットワ

ーク。 
42 エンジニアリングチェーン：製品設計、工程設計、製造に至る一連のものづくりプロセス。 

ＧＸ 

ＧＸ 

ＤＸ 

ＤＸ 

ＤＸ 
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野拡大を図ります。 

・ 産業や社会のデジタル化を支えるパートナーであるＩＴ企業の成長と集積を促進します。 

(5) 企業誘致等による地域産業の拠点化・高度化の推進 

・ 製造業や情報通信業などの製造・技術部門に加え、物流などの関連部門、更には研究開発

部門・企画総務部門などの本社機能移転も視野に入れた企業の誘致や、既立地企業の関連企

業の誘致に取り組み、県内における一貫体制の構築と地域中核企業の一層の拠点化・高度化

を推進します。 

・ 復興道路やコンテナ航路などの交通ネットワークを生かした企業誘致や、新分野への進出

などによる企業の経営革新の促進に取り組みます。 

・ 県北・沿岸地域においては、多様な就業の場を確保するための新規誘致や既立地企業の業

容拡大に加え、地域全体の産業競争力の強化のため、地場企業を含めた生産性・技術力の向

上などを支援しながら、地域産業の高度化に取り組みます。 

・ ＧＸやＤＸ関連など、様々な産業を対象とした企業誘致を通じ、若者・女性や、Ｕ・Ｉタ

ーン者をはじめ、多様な人材が活躍できる場を創出します。 

・ 市町村等と連携し、企業立地の受け皿となる産業立地基盤の整備や、ビジネス環境・生活

環境の整備を促進します。 

(6) 多様なものづくりの風土の醸成 

   幅広い世代に対して、ファブ施設43や県内外のメイカーのネットワークイベントなどにおい

て、デジタル工作機器に触れ、親しむことができるものづくり体験を提供し、次世代を担う多

様なものづくり人材の更なる育成に取り組みます。 

(7) 港湾の利活用の促進 

港湾を活用した産業振興を促進するため、港湾所在市、内陸市町及び協定先の港湾と連携し、

温室効果ガス排出削減など社会的要請を踏まえた荷主企業等へのポートセールスを展開しま

す。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

                                                  
43 ファブ施設：レーザー加工機、３Ｄプリンタ、デジタル刺しゅうミシン等を使ってものづくりを体験できる施設。 

【ＫＰＩ】 

■地場企業の自動車・半導体関連取引成約件数〔累計〕：260 件〔Ｒ４年実績値 64 件〕 

■新規又は拡大した企業間連携数〔累計〕：12 件〔Ｒ３年実績値２件〕 

■医療機器関連取引成約件数〔累計〕：44 件〔Ｒ４年実績値７件〕 

■県・国の支援によりデジタル化に取り組むものづくり企業数〔累計〕 

：48 社〔Ｒ３年実績値 11 社〕 

■新規立地・増設件数〔累計〕：120 件〔Ｒ４年実績値 35 件〕 

■ファブテラスいわての利用者数〔累計〕：4,400 人〔Ｒ４年実績値 1,176 人〕 

■港湾におけるコンテナ貨物取扱数（実入り）：17,500TEU〔Ｒ４年実績値 8,190TEU〕 

ＤＸ 
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（企業等） 

・技術力や生産性の向上 

・取引拡大 

・産学官金ネットワークの参画 

・人材の育成・定着 

・県内の港湾を活用した物流の効率化 

（教育機関・産業支援機関等） 

・技術力、経営力の向上支援 

・技術開発・取引拡大支援 

・産学官金ネットワークの構築・参画 

・産学官連携による人材育成 

（市町村） 

・地域内の産業振興施策の企画・調整 

・企業誘致 

・産学官金ネットワークの構築・参画 

・県等と連携した産業立地基盤の整備や住環

境の整備 

・県及び関係機関と連携した人材育成・定着

支援 

・県と連携したポートセールの展開 

 

 

２ 地域資源を生かした魅力ある産業の振興 

 

(1) 食産業の更なる発展に向けた事業活動・販路開拓への支援 

・ 農商工連携や事業者間連携を促進するため、今後の経営の担い手となる若手人材を対象と

した他地域・他業種との交流・マッチングに取り組みます。 

・ 産業創造アドバイザー等の専門家派遣による、高付加価値商品の開発やＥＣ販売拡大の支

援に取り組みます。 

・ 県内外での食の商談会や大手量販店と連携したフェアを開催し、販路拡大や商品販売機会

の提供に取り組みます。 

(2) 水産加工業の魚種変化に対応した商品力向上や販路開拓への支援 

・ 主要魚種の不漁の課題に対応するため、関係機関と連携しながら水揚量が増加しているマ

イワシ、サワラ、ブリ等の魚種や養殖魚を有効利用した商品開発や販路開拓を支援します。 

・ 高鮮度を売りとした、西日本など遠隔地に向けた商品の販売展開や、新たな物流体制の構

築を図る企業間連携の取組を支援します。 

(3) 伝統工芸・漆・アパレルなど地場産業の経営力向上への支援 

・ 伝統工芸産業の更なる振興に向けて、ライフスタイルの変化を捉えた新商品開発や物産展

等を通じた新たな顧客層の開拓、確かな産地形成のための人材確保・育成などを支援します。 

・ 漆関連産業の一層の拡大に向け、本県の漆文化・歴史を国内外へ情報発信するほか、関係

機関との連携した取組を推進するとともに、若手漆作家の技術向上の支援、インターンシッ

プなどによる担い手の確保などに取り組みます。 

・ アパレル産業の経営力を強化するため、縫製技術のレベルアップやマネジメント力向上等

を目的とした人材育成を推進します。 

・ 地場産業の競争力の強化を図るため、デザイン力やブランド力に着目した取組をけん引す

る中核人材の育成や、食・日本酒・漆など地域資源を組み合わせた商品開発や体験コンテン
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ツの磨き上げなどを支援します。 

・ 本県独自の地場産業の魅力を広く国内外に発信し、県産品ファンやそれぞれの産業の担い

手候補となる人材確保に取り組みます。 

(4) 県産品の販路の拡大への支援 

・ 特色ある県産品の販路を拡大するため、アンテナショップ（東京、大阪、福岡）の店内外

催事などの機会を活用し、新商品の販売促進に取り組むほか、物産展の開催などを通じて対

面販売の機会の確保に取り組むとともに、オンラインを活用した県産品の販売を推進します。 

・ 民間事業者等と連携し、県産品の社内販売の実施や社員食堂での県産食材の利用を促進す

るほか、機関紙などの各種媒体への広告掲出等により県産品の普及拡大に取り組みます。 

(5) 県内事業者の海外展開への支援 

・ 各支援機関や海外事務所と連携し、戦略策定、商談及び貿易実務等への一貫した支援や、

専門家による個別相談、セミナー等の開催などにより、意欲ある県内事業者を一体的に支援

します。 

・ オンラインや海外事務所等を活用し、渡航制限に左右されない商談機会の拡充等に取り組

みます。 

・ 今後再開が見込まれる海外の現地商談会や見本市等の各種商談機会やビジネスパートナー

との連携等により県産品・県内事業者の情報発信や販路の回復・拡大に取り組みます。 

・ 東アジア及び東南アジア市場を中心に、大連経済事務所及び雲南事務所をゲートウェイと

して、本物志向、品質重視の富裕層に加え、中間層等の更に広いマーケットの需要にも対応

していきます。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（企業） 

・消費者ニーズを捉えた新商品や新サービスの

開発、販路の開拓 

・本県の食産業の協働体制である「ＦＣＰ岩手

ブランチ44」等の取組への積極的な参画 

（いわて海外展開支援コンソーシアム） 

・支援機関相互の情報共有 

・海外展開支援施策の調整、ＰＲ、あっせん 

・海外展開支援施策の協働実施 

（市町村） 

                                                  
44 ＦＣＰ岩手ブランチ：ＦＣＰ（フード・コミュニケーション・プロジェクト）は、農林水産省が提唱する、食品事業者が主体的に行

う「食の安全・安心」の活動を“見える化”することにより、食に対する消費者の信頼向上や企業業績の向上につなげようとする取組

で、岩手県では、行政機関、金融機関、民間企業等で構成する研究会（岩手ブランチ）を設立し活動を行っているもの。 

【ＫＰＩ】 

■国内の食の商談会有望取引件数〔累計〕：1,600 件〔Ｒ４年実績値 393 件〕 

■国内の食の商談会等出展者（水産加工業）数〔累計〕：380 者〔Ｒ４年実績値 88 者〕 

■伝統的工芸品の製造品出荷額：2,927 百万円〔Ｒ３年実績値 2,463 百万円〕 

■アンテナショップ（東京、大阪、福岡）における県産品販売額 

：606 百万円〔Ｒ４年実績値 583 百万円〕 

■県産品輸出額（加工食品・工芸品）：930 百万円〔Ｒ３年実績値 786 百万円〕 

ＤＸ 

ＤＸ 
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・新たな担い手の確保・育成 

・カイゼン等生産性向上の取組 

・他の生産者、事業者との連携 

・海外市場進出への積極的対応 

・貿易ノウハウの習得・実践 

・海外向け製品の研究・開発 

（産業支援機関等）  

・商品開発、加工技術開発、販路開拓等の支援 

・「ＦＣＰ岩手ブランチ」等の協働の取組への積

極的な参画 

・セミナー等による人材育成 

・専門家の派遣等によるデザイン開発、新商品

開発、経営力向上等に関する支援 

・大連経済事務所及び雲南事務所の運営並びに

企業支援 

・貿易相談への対応、貿易情報の提供など 

・海外との学術・技術交流 

・地域内の産業振興施策の企画調整 

・県及び産業支援機関等と連携した支援 

・販売機会の創出、販路開拓の支援、新商品

開発等の促進、情報発信 

・「ＦＣＰ岩手ブランチ」等の協働の取組への

積極的な参画 

・後継者の確保、育成等の担い手対策 

・事業者の海外展開等意欲の喚起 

・住民等に対する啓発活動 

 

 

３ 地域経済を支える中小企業の振興 

 

(1) 中小企業者が行う経営力の強化やデジタル技術の活用等による生産性の向上、新たな事業

活動などの取組の促進 

・ 人口減少や新型コロナ等の社会経済環境の変化に的確に対応し、生産性の向上や新分野へ

の進出、新商品の開発など新たな事業活動に取り組むため、「経営革新計画」の策定段階か

ら、事業実施、目標達成までを一貫して支援します。 

・ 経営者に寄り添い、中小企業の自己変革を妨げる原因を自立的かつ持続的に乗り越えられ

る状態に導く経営力再構築型伴走支援の体制を強化します。 

・ 技術の高度化や新技術開発、販路開拓、資金調達など企業ニーズに応じた重層的な支援を

行います。 

・ デジタル技術の活用による自動化・省力化等の業務効率化や、データ利活用による経営競

争力強化に取り組む企業を支援します。 

・ 商工指導団体や産業支援機関の支援者等と連携して、デジタルツールの導入や経営判断に

資するデータ利活用の提案等の伴走支援を行うとともに、企業の規模や業種、課題に応じた

モデル事例を創出します。 

・ 商工指導団体、金融機関等で構成する、いわて中小企業事業継続支援センター会議におい

て、カーボンニュートラルの取組事例や様々な支援策を共有し、ＧＸを推進します。 

ＧＸ ＤＸ 
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・ 地域や業界が抱える課題の解決を図るため、中小企業者が相互の連携により共同して行う

事業活動を促進します。 

(2) 若者をはじめとする起業者の育成による経営人材の確保、起業・スタートアップの支援 

 

・ 県、市町村、金融機関、大学、研究機関等で構成する「いわてスタートアップ推進プラッ

トフォーム」の設置、岩手イノベーションベースや県出身ＩＴ経営者との連携により、起業

のステージやパターンに適したプログラムの提供等を通して起業・スタートアップ支援を強

化します。 

・ 若者の起業マインドの醸成や経営能力の向上を図るための取組を大学や商工指導団体等と

連携して行います。 

・ 産業競争力強化法に基づき市町村が行う起業家への支援体制を強化するため、市町村の計

画策定に対する支援等を通じ創業支援の取組を促進します。 

・ 創業計画の策定段階から創業した後も継続して、資金面をはじめとした支援を行います。 

・ 商工指導団体や産業支援機関と連携して地域経済の中核を担う人材を育成するための施策

を展開します。 

・ 民間の起業家グループや金融機関等の関係機関と連携した起業支援体制を構築し、実践的

な起業家教育を実施するなど、若者や女性等の起業を促進します。 

(3) 商工指導団体や金融機関などの支援機関連携による事業承継の円滑化や人材育成に向けた

取組の促進 

・ 中小企業者が行う事業承継に向けた準備を早期かつ計画的に進めるため、商工会、商工会

議所などの商工指導団体が、岩手県事業承継・引継ぎ支援センター45、金融機関等と連携して

実施する事業承継診断や、経営者との対話・相談を促進します。 

・ 中小企業者における親族や従業員等への事業承継を円滑に進めるため、商工会、商工会議

所が中小企業者に密着し、事業承継計画の策定から事業承継後のフォローアップまで実施す

る継続的な取組を支援します。また、後継候補者がいない中小企業者に対しては、岩手県事

業承継・引継ぎ支援センターや「つぐべ岩手46」等関係機関とのネットワークによる相談対応

や事業引受希望者とのマッチングなどの取組を促進します。 

・ 後継者の経営能力の向上を図るための取組を大学や商工指導団体等と連携して行います。 

・ 事業承継に向けた事業計画の策定段階から承継後も継続して、資金面をはじめとした支援

を行います。 

・ 商工指導団体や産業支援機関と連携して地域経済の中核を担う人材を育成するための施策

を展開します。 

・ 円滑な事業継承を促進するため、事業継承時の経営者保証を不要とする金融支援を実施し

ます。 

                                                  
45 岩手県事業承継・引継ぎ支援センター：後継者不在などで、事業の存続に悩みを抱える中小企業・小規模事業者の方の相談に対応す

るための機関。 
46 つぐべ岩手：県内の信用金庫、岩手県事業承継・引継ぎ支援センター、日本政策金融公庫及び岩手県が連携し、マッチング、資金等

支援により事業承継を後押しする連携スキーム。 

自然減・社会減 
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(4) 企業のライフステージに対応した切れ目のない金融支援 

・ 中小企業者の経営の安定及び事業の成長を図るため、制度融資や設備貸与等の各種金融支

援を行います。 

・ 事業再生や再チャレンジ等を含め、個々の中小企業者の実情及びライフステージに応じた

金融面の課題解決を支援するため、支援機関等で構成するいわて中小企業事業継続支援セン

ター会議の活動等を通じて、参加機関相互の連携体制を構築します。 

(5) 多様な主体の連携によるまちのにぎわい創出 

・ 市町村、商工指導団体、商店街等の既存組織のほか、地域住民や学生等からの多様な視点

や意見を反映させながら、中心市街地における交流人口の増加に資する、新たな時代の商業・

サービス業の在り方の構築を目指します。 

・ 医療・福祉、教育、都市計画、地域交通など、商業以外の分野との協調・連携による新た

なまちづくりの方向性を提案し、商店街の再生及び商店街に立地する商業・サービス業者の

ビジネスチャンス拡大につなげます。 

・ 付加価値の高い商品・サービスの開発や労働生産性の向上を実現するため、デジタル技

術の積極的な活用を図る商業・サービス業者の取組を支援します。 

(6) 建設業における労働環境の整備、技術力・生産性の向上、経営基盤の強化 

・ 地域において社会資本の整備や維持管理、災害時の対応を担う建設業従事者の確保に向け、

建設業の魅力の発信や労働環境の改善に向けた意識啓発を推進するとともに、若者や女性等

が働きやすい労働環境の整備を促進します。 

・ 「いわて建設業振興中期プラン」に基づき、地域の建設企業の技術力・生産性の向上や経

営基盤の強化、経営革新に対する支援等を推進します。 

・ インフラ分野のＤＸによる生産性の向上に向けて、i‐Construction47を推進するため、建

設分野へのＩＣＴの普及・拡大を図ります。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

                                                  
47 i‐Construction：調査・測量から設計、施工、検査、維持管理・更新まで全ての建設生産プロセスでＩＣＴ等を活用することによ

って、建設生産システム全体の生産性向上を図り、もって魅力ある建設現場を目指す取組。 

【ＫＰＩ】 

■経営革新計画承認件数〔累計〕：1,045 件〔Ｒ４年実績値 849 件〕 

■いわて起業家育成資金の利用実績〔累計〕：784 件〔Ｒ４年実績値 391 件〕 

■事業承継の支援を受けた企業数〔累計〕：7,172 企業〔Ｒ３年実績値 3,172 企業〕 

■商工観光振興資金及び中小企業成長応援資金の貸付件数〔累計〕 

：5,546 件〔Ｒ４年実績値 3,140 件〕 

■にぎわいや魅力づくりにつながる活動に取り組む商店街の割合 

：64.5％〔Ｒ４年実績値 68.2％〕 

■県営建設工事におけるＩＣＴ活用工事の実施件数〔累計〕 

：148 件〔Ｒ４年実績値 100 件〕 

自然減・社会減 

ＤＸ 

ＤＸ 
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（企業等） 

・新事業展開や経営革新への取組 

・計画的な事業承継の実施 

・経営基盤の強化や持続的な技術力・生産

性の向上 

・働きやすい労働環境の整備 

・人材の確保・育成 

・商店街のにぎわい創出や魅力創造に向

けた取組 

・建設企業が行う経営改革への取組を支

援し、社会資本の担い手を育成・確保 

（商工指導団体、産業支援機関等） 

・中小企業者の経営力強化や円滑な事業

承継などへの伴走型支援 

・いわて中小企業事業継続支援センター

会議等を通じた国、県等との更なる連携に

よる取組 

（金融機関、信用保証協会） 

・県、市町村、商工指導団体等と連携した

融資、信用保証、経営指導等 

・商店街や中小企業者の経営力向上等を図

るための取組への支援 

（市町村） 

・市町村の特色ある産業の振興 

・地域の商店街の振興 

・起業・創業支援や設備投資支援 

・建設企業が行う経営改革への取組を支援

し、社会資本の担い手を育成・確保 

・i-Construction の推進 

 

 

４ ライフスタイルに応じた新しい働き方を通じた一人ひとりの能力を発揮できる環境づくり 

 

(1) 県内就業の促進及びＵ・Ｉターンによる人材確保の推進 

・ 「いわてで働こう推進協議会」を核とした取組により、高校生や大学生等の若者、女性等

の県内就業及びＵ・Ｉターンを促進します。 

・ 企業向けセミナーの開催等により、県内企業における大学生等のインターンシップを促進

します。 

・ 様々な機会を捉えて、高校生や大学生等とＯＢ・ＯＧの若手社員等との、仕事や生活など

についての意見交換会を実施すること等により、学生・生徒の県内企業への理解促進に取り

組みます。 

・ 県内高等教育機関と連携しつつ、就職活動前の大学生や、女子学生等への県内企業の魅力

等の理解促進に取り組みます。 

・ 農林水産業や建設業、医療・福祉などの担い手対策事業と共に、市町村教育委員会などの

関係機関等と連携しながら、小学校から大学まで切れ目のないキャリア教育に取り組みます。 

・ 県内の大学等及び企業が出展する合同説明会の開催や、県内就業・キャリア教育コーディ

ネーターの活動等により、進学希望の高校生等に対する県内企業の認知度向上に取り組みま

す。 

・ ＷＥＢの有効活用も含めた自社の魅力の効果的なＰＲ方法等の勉強会の開催等により、県

自然減・社会減 
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内企業の大卒者等若者人材の採用力向上に向けた取組を促進します。 

・ 就職氷河期世代等を対象に、オンラインも活用しつつ、セミナーや職場見学会、ｅ-ラーニ

ング講座等を実施することにより、企業とのマッチングによる非正規雇用労働者等の正社員

就職等を促進します。 

・ 中小企業の内定者等向けの地域ごとの研修により、内定者同士のつながりをつくるなど、

大卒者等の早期離職防止に取り組みます。 

・ ジョブカフェいわてにおけるオンラインも活用したキャリアカウンセリングや研修等の実

施、就業支援員による企業訪問等により、高卒者等の早期離職防止及び離職後の再就職支援

に取り組みます。 

・ 岩手県プロフェッショナル人材戦略拠点の設置・運営等により、県内企業と県外のプロフ

ェッショナル人材のマッチングに向けた取組を促進します。 

・ 県外大学等進学者の県内就職を促進するため、子どもが県外大学等に進学した保護者への

県内企業の情報提供等に取り組みます。 

・ オンラインも活用しながら、首都圏に設置している移住相談窓口において、移住と就職の

一元的な相談機能を強化します。 

・ 事業の担い手を求める魅力ある地域産業などの「事業承継」を受け皿として位置づけ、移

住希望者の多様なニーズに対応します。 

・ 「岩手Ｕ・Ｉターンクラブ」加盟大学などと連携して、本県企業への就職相談やインター

ンシップのほか、ふるさとワーキングホリデー48の推進、県内保護者会を通じたＵターン就

職の促進等を図ります。 

・ （公財）ふるさといわて定住財団の就職面接会やＵ・Ｉターンフェア等と連携しながら、

県内企業の若者や女性等の採用を促進します。 

・ 農林水産業や医療・福祉など各分野の人材確保の取組と連携し、Ｕ・Ｉターン希望者への

情報発信に取り組みます。 

・ 対象分野を拡大した「いわて産業人材奨学金返還支援制度49」を活用し、将来のものづくり

産業を担うリーダーとなる人材の確保・定着を促進します。 

(2) 若者や女性などに魅力ある雇用・労働環境の構築  

・ 「いわてで働こう推進協議会」を核とした「いわて働き方改革推進運動」の展開により、

デジタル技術等を活用した労働生産性の向上、長時間労働の是正、休暇制度の整備などを促

進します。また、働き方改革により、人材の採用・定着、業績の向上につなげている優れた

企業の取組を「いわて働き方改革ＡＷＡＲＤ」により表彰し、広く情報発信することで、魅

力ある労働環境の構築を進めます。 

・ ライフステージやライフスタイルに応じた柔軟で多様な働き方の普及を図るため、企業の

テレワークや副業・兼業などの取組を促進します。 

                                                  
48 ふるさとワーキングホリデー：都市部の住民が一定期間地方に滞在し、働いて収入を得ながら、地域住民との交流や学びの場などを

通じて地域での暮らしを体感するもの。 
49 いわて産業人材奨学金返還支援制度：平成 29 年度、ものづくり分野（自動車・半導体等）やＩＴ分野、建設分野などを支援対象と

して実施している奨学金返還支援制度。令和 5年度から、対象分野を拡大（若者女性活躍関連企業、働きやすい職場関連企業） 

自然減・社会減 
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・ 健康経営の取組の促進などにより、いきいきと働き続けるための健康づくりに取り組みま

す。 

・ 社員満足度調査、休暇制度等利用実態調査を実施し、調査結果に基づき、企業の課題に対

応した制度整備等のフォローアップを行うとともに、優良事例の情報発信に取り組みます。 

・ アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）をなくし、性別にかかわらず誰もが助け合え

る企業風土づくりに向け、セミナーや企業見学会の開催を通じて、経営者の意識醸成や企業

文化の醸成の取組を促進します。 

・ 若者、女性、高齢者、障がい者等働く意欲のある全ての人の安定的な雇用の確保等の促進

に向けて、企業や経済団体等に対する要請を行うなど、岩手労働局や市町村等と連携して取

り組みます。 

・ 誰もが働きやすい労働環境の整備の促進に向け、セミナーの開催などを通じて、休暇制度

やパワーハラスメント防止対策など労働関係法令に関する知識の普及を図ります。 

(3) 社会環境の変化に対応した職業能力開発の支援 

・ 働く人のスキルアップに向けて、ＤＸの急速な進展に対応したセミナーやリカレント教育・

リスキリング教育50等の充実を図り、企業における人への投資や労働者の主体的な能力開発を

促進します。 

・ 人手不足分野への労働移動のため、離職者等を対象としたハロートレーニング51において、

介護・医療分野、ＩＴ分野の訓練や、就職につながりやすい国家資格の取得を目指す訓練等

を実施し、企業が求める人材ニーズに対応した能力開発を推進します。 

・ 就労を希望する障がい者一人ひとりの態様に応じた多様な委託訓練の実施により、障がい

者の就労支援に取り組みます。 

・ 高度な技能を継承する技能者を育成するため、若年者層のキャリア形成に資する技能検定

制度の活用や全国レベルの技能競技大会への参加を促進するとともに、卓越技能者表彰によ

る社会的評価の向上に取り組みます。 

・ 県立職業能力開発施設において、産業の高度化及び多様化に対応した教育環境の整備を推

進し、将来の本県産業を担う人材を育成するとともに、就職を希望する学生の県内就職を促

進します。 

(4) 子育てと仕事の両立を図る家庭への支援 

・ 「岩手県子ども・子育て支援事業支援計画」に基づき、市町村と連携し、特に保育ニーズ

が増加している地域において保育の受け皿整備や保育人材の確保に取り組むなど、子ども・

子育て支援の充実を図ります。 

・ 仕事と子育ての両立支援などに取り組む企業等の表彰・認証の促進などにより、子育てに

やさしい職場環境づくりを支援します。 

(5) 障がいなどに応じた多様な就労の場の確保や、就労に向けた支援 

                                                  
50 リスキリング教育：新しい職業に就くために、又は、今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために、必要なスキル

を獲得すること。 
51 ハロートレーニング：雇用保険（失業保険）を受給している求職者を主な対象とする「公共職業訓練」と、雇用保険を受給できない

求職者を主な対象とする「求職者支援訓練」の総称。 
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・ 企業の採用担当者を対象とした障がい者雇用の理解促進に係るセミナーの実施等により、

就労を希望する障がい者一人ひとりの障がいなどに応じた就労の実現を支援します。 

・ 障がい者が地域において能力を発揮し、自立した生活ができるよう、障害者就業・生活支

援センターや就労移行支援事業所等を通じて就労先の確保や一般就労への移行及び就労後

の職場定着を支援します。 

・ 第１次産業が盛んである本県の特徴を生かし、関係機関・団体との連携により、農林水産

分野における障がい者の就労を促進します。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（労働者・求職者） 

・主体的な能力開発の実施 

（企業等） 

・持続的な働き方改革の取組 

・柔軟で多様な働き方ができる職場環

境づくり 

・アンコンシャス・バイアス（無意識

の偏見）の解消に向けた取組 

・社内教育の充実、労働者の能力開発

機会の確保 

・安定的な雇用の確保 

・障がいについての理解促進  

（教育機関・産業支援機関等） 

・離職者等への職業訓練の実施 

・若年技能者への技能向上の支援 

・学生・生徒への県内就職・定着支援 

・障がいについての理解促進 

（市町村） 

・各分野における雇用創出 

・企業への要請、意識啓発 

・離職者等への就業支援、生活支援 

・若者等への就職・定着支援 

・企業の人材確保への支援 

・働き方改革の取組への支援 

 

【ＫＰＩ】 

■高卒者の県内就職率：84.5％〔Ｒ４年実績値 73.6％〕 

■県内大学等卒業者の県内就職率：50.0％〔Ｒ４年実績値 42.1％〕 

■Ｕ・Ｉターン就職者数〔累計〕：4,000 人〔Ｒ４年実績値 738 人〕 

■いわて働き方改革推進運動参加事業者数〔累計〕：1,350 事業者〔Ｒ４年実績値 822 事業者〕 

■正社員就職・正社員転換数：12,000 人〔Ｒ４年実績値 9,055 人〕 

■離職者等を対象とした職業訓練の受講者の就職率：80.0％〔Ｒ２年実績値 73.4％〕 

■障がい者委託訓練の終了者の就職率：76.0％〔Ｒ４年実績値 33.3％〕 

■放課後児童クラブの待機児童数(５月時点)：0人〔Ｒ４年実績値 111 人〕 

■農業や水産業に取り組んでいる就労継続支援事業所数： 

147 事業所〔Ｒ４年実績値 103 事業所〕 
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１-２ 観光産業振興戦略 

  

 

 

 

 

 

 

 

〔現状と課題〕 

・ 新型コロナウイルス感染症の流行を経て密を避けた個人・少人数での旅行や県内などの近隣

地域内での観光が増加するなど、観光を取り巻く環境に様々な変化がみられることから、観光

サービスの変革や新たな観光需要を創出する観光地域づくりの体制強化が必要です。 

・ ニューヨーク・タイムズ紙の「2023年に行くべき52か所」に盛岡市が選ばれた好機を生かし、

首都圏を中心とした情報発信、海外の旅行会社や外国人旅行者向けのプロモーションの展開、

外国人観光客の受入態勢の充実など、国内外からの誘客拡大に向けた取組を強化する必要があ

ります。 

・ スマートフォンやインターネットの普及による旅行者の情報取得手段の多様化をはじめ、観

光を取り巻く環境の変化に対応するため、客観的なデータに基づく旅行商品造成、コンテンツの

磨き上げ、二次交通対策など、売れる観光地となるための基盤整備が必要です。 

・ ハロウインターナショナルスクール安比ジャパンの開校などを契機として、高付加価値旅行

者の増加などが見込まれることから、旅行者のニーズを捉えたプロモーションの展開等によるイ

ンバウンドをはじめとした誘客促進が必要です。 

・ 三陸復興国立公園、東日本大震災津波の経験や教訓を学ぶことができる遺構や、雄大な自然

とその成り立ちを実感できる三陸ジオパークなど、豊かな自然、風土に根ざした歴史文化等の三

陸の多彩な観光資源を生かした復興ツーリズムや時代の異なる３つの世界遺産など、本県のあり

のままの観光資源を守り、生かす観光地域づくりが必要です。 

・ 港湾と内陸部を結ぶ道路や主要な観光地へのアクセス道路については、今後も、観光客の利

便性向上等のため整備を推進していくことが必要です。 

・ サイクルツーリズム等の自転車を活用した観光振興を図るため、快適にサイクリングを楽し

めるサイクルルートなどの環境整備が必要です。 

・ いわて花巻空港は、国内線は５路線が運航し、観光やビジネス面での利便性が向上している

ことから、航空会社等と連携し、コロナ禍で落ち込んだ各路線の航空需要の回復等に向け、一層

の利用促進に取り組む必要があります。 

 

 

〔主な取組内容〕 

１-２ 観光産業振興戦略 

≪取組の方向≫ 

・ 観光を取り巻く環境の変化を的確に把握し、旅行者のニーズを捉えた施策を展開するため、

地域の多様な関係者が連携し、データに基づくマーケティング分析を生かした受入体制整備を

進め、魅力ある観光地域づくりを推進します。 

・ 戦略的なプロモーションの展開により、新たな市場開拓や経済効果の高い高付加価値旅行者

の誘客につなげ、インバウンドをはじめとした誘客拡大を促進します。 
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１ 地域経済に好循環をもたらす観光産業の振興 

 

(1) 魅力的な観光地域づくりの推進 

・ データに基づくマーケティング分析を生かし、旅行者ニーズを始めとした観光を取り巻く

状況の変化を的確に把握することで、個々の趣味趣向にタイムリーにリーチするＳＮＳ等を

活用した情報発信を展開するなど、ターゲット市場に向けた戦略的かつ効果的なプロモーシ

ョンを展開します。 

・ 二次交通や体験施設、新たな観光コンテンツなどの観光情報について、（公財）岩手県観光

協会と連携して一元的に広く発信できるポータルサイトを整備します。 

・ 市町村、観光事業者、関係団体等と連携した観光キャンペーンなどによる誘客活動や情報

発信に取り組みます。 

・ 宿泊、飲食、小売業などの観光事業者において、消費性向の高い客層に対する付加価値の

高いサービスを提供するために必要な受入環境の整備を促進します。 

・ 関連産業との連携のもと、食、文化、スポーツ、医療など、観光客の多様なニーズに対応

した旅行商品造成を促進します。 

・ 地域産業の工房や工場、農林水産業の仕事体験や本県の豊かな自然を生かしたスポーツア

クティビティ等のコンテンツを磨き上げ、それらを組み合わせたアドベンチャーツーリズム

などの地域住民と旅行者の交流が生まれる体験型観光を推進します。 

・ 日本酒、ワイン、ビール、三陸の海の幸、山の幸など本県の有する豊かな食を活用した観

光コンテンツの磨き上げや新たな市場の開拓により、観光消費と販路の拡大につなげます。 

・ 若者や外国人に人気となっている漫画やアニメの舞台やモデルになった地域や場所を訪れ

る聖地巡礼などの観光ルートの開発を推進します。 

・ 地域資源を活用した早朝やナイト観光のコンテンツを開発・充実させ、宿泊を伴う観光を

促進します。 

・ 地域全体が連携して宿泊施設や観光施設の感染症対策を徹底し、安全・安心な観光地域づ

くりを推進するとともに、旅行者に安全・安心に関する情報を提供します。 

・ 国立公園などの自然、温泉、公共交通などの交通ネットワーク、商工業施設、農林水産業

施設、歴史的建造物、スポーツ・レジャー施設、郷土食や民俗芸能などの文化、郷土史など

の知識や伝統技術などを有する人材等の地域資源について、維持・保存するとともに、住民

生活や地域産業との調和を図り、観光資源として活用しながら、サステナブルツーリズム52

を促進します。 

・ 障がいのある人もない人も誰でも楽しむことのできる観光を推進するために、観光施設や

宿泊施設等のユニバーサルデザイン53対応を促進します。 

・ 高田松原津波復興祈念公園、東日本大震災津波伝承館、震災遺構、被災体験の語り部、三

                                                  
52 サステナブルツーリズム：訪問客、産業、環境、受入れ地域の需要に適応しつつ、現在と未来の環境、社会文化、経済への影響に十

分配慮した観光のこと。 
53 ユニバーサルデザイン：年齢や性別、能力などにかかわらず、できる限り、全ての人が利用できるように製品、建物、空間をデザイ

ンしようとする考え方。 

ＤＸ 
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陸復興国立公園、みちのく潮風トレイル、三陸ジオパーク、三陸鉄道など、沿岸地域のコン

テンツをデータに基づくマーケティング分析を生かして効果的に情報発信するとともに、こ

れらを活用した復興ツーリズムの促進を図ります。 

・ 震災学習を中心とした教育旅行等の誘致活動の展開により、東日本大震災津波と震災から

の復興の記憶と教訓を広く後世につなげます。 

・ 三陸ＤＭＯセンターを中心に市町村や関連事業者など地域の多様な主体が参画し、観光資

源の維持・保存や観光客のマナー啓発など、地域住民の生活環境との調和を図る持続可能な

観光地域づくりを促進します。 

(2) 周遊・滞在型観光の推進 

・ ニューヨーク・タイムズ紙に掲載された効果を県全域に波及させるため、市町村や観光関

連団体等と連携して首都圏等での情報発信の強化や観光キャンペーンを展開するとともに、

本県が持つ多様な観光の魅力を来県者に提供し、広域周遊を促進します。 

・ 北いわてＭａａＳや東北ＭａａＳなどＩＣＴの活用と鉄道、バス、タクシー、レンタカー

などの二次交通ネットワークの充実を図り、より広く周遊できる受入体制整備を促進します。 

・ ３つの世界遺産や２つの国立公園など､「岩手ならでは」のコンテンツに高品質な「食」、

「宿」などを組み合わせた高付加価値型の旅行商品造成を促進します。 

・ いわて花巻空港への空路を活用した、県内全域を広く周遊し、長く滞在する旅行商品造成

を促進します。 

・ 平日、冬期間などの閑散期における観光需要の喚起に向け、ワーケーション54やブレジャ

ー55等の仕事と休暇を組み合わせた滞在型旅行商品の開発を進めます。 

・ 閑散期の需要創出による観光需要の平準化を図り、観光地における混雑等を抑制し、感染

拡大防止と観光振興の両立を進めます。 

・ 御所野遺跡をはじめ、工芸品、食文化、スノーコンテンツ、高原牧場、温泉等の北いわて

の魅力を生かし、北東北各県と連携してプロモーションを展開し、北いわてへの誘客拡大を

図ります。 

・ 教育旅行で来県した学校の旅行先として定着するよう、震災学習を通じた防災教育や地元

漁師との海や食の体験など、ＳＤＧｓをテーマとした三陸地域ならではの体験プログラムの

商品造成支援や情報発信、バス運行支援等を実施して誘客拡大を推進します。 

・ 復興道路の全線開通により利便性が向上した新たな交通ネットワークを活用し、道の駅や

オートキャンプ場、体験等の新たな観光コンテンツや三陸の食、自然などの観光資源の魅力

を実感できる旅行商品の造成を促進します。 

(3) 外国人観光客の誘客拡大 

・ 東北各県と連携して、世界の各市場に対応したプロモーションを展開することにより、外

国人観光客の東北全体への誘客を促進し、本県への入込み、宿泊者数の増加につなげます。 

                                                  
54 ワーケーション：Work(仕事)と Vacation(休暇)を組み合わせた造語。テレワーク等を活用し、普段の職場や自宅とは異なる場所で

仕事をしつつ、自分の時間も過ごすこと。 
55 ブレジャー：Business(ビジネス)と Leisure(レジャー)を組み合わせた造語。出張等の機会を活用し、出張先等で滞在を延長するな

どして余暇を楽しむこと。 

ＤＸ 

ＤＸ 
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・ ニューヨーク・タイムズ紙に掲載されたこと好機として、海外の旅行会社や外国人旅行者

向けのプロモーション、宿泊施設等における外国人観光客の受入態勢の充実などの取組を強

化し、海外からの誘客拡大を図ります。 

・ コロナ禍で来県者数が大きく落ち込んだ外国人観光客の早期回復に向け、台湾などの重点

回復市場に対する集中的なプロモーションの強化を図ります。 

・ データに基づくマーケティング分析を生かし、新たな市場の開拓や高付加価値旅行者の誘

客促進等や、受入態勢整備を促進し、外国人観光客の誘客拡大に取り組みます。 

・ いわて花巻空港に国際定期便・チャーター便を就航している航空会社や、同空港を利用し

た旅行商品を造成・販売する旅行会社と連携したプロモーションを展開することにより、本

県への誘客の拡大と、国際定期便等の利用促進を一体的に進めます。 

・ 多言語対応や多様な食習慣への対応等の受入環境整備を支援することにより、積極的に外

国人観光客を受け入れる宿泊、飲食、小売業などの観光事業者の拡大や対応力の底上げを図

ります。 

・ 外国人個人旅行者（ＦＩＴ）の誘客を図るため、情報取得手段として活用が広がるＳＮＳ

を含め、ＩＣＴを活用した情報発信セミナーを実施するなど観光事業者自らが行う情報発信

の基盤強化を支援します。 

・ 外国からのクルーズ船で来県する外国人向けの県内を周遊する旅行商品造成を促進します。 

・ 世界中の旅行者に質の高い本県の観光サービスに関する情報を提供し、安心で快適な旅行

を楽しんでもらえるよう（公財）岩手県観光協会と連携して、宿泊施設のサクラクオリティ
56認証取得を促進します。 

(4) 観光ＤＸによる観光推進体制の強化 

・ 観光マーケティングデータを一元化するプラットフォーム（いわて観光ＤＭＰ57）の構築

を進め、データを活用した観光客の動態等の分析を実施して観光需要を的確に把握します。 

・ 客観的なデータに基づき県内の各地域やＤＭＯの支援を行うため、（公財）岩手県観光協会

に観光地域づくりの専門人材による「観光地域づくり支援チーム」を設置し、観光地域づく

りに関する専門性を高める等、地域支援機能を強化します。 

・ マーケティング機能を地域に内在化し、観光を取り巻く環境の変化に対応した地域づくり

を推進するため、マーケティング実践塾を開催するなどマーケティング人材の育成を支援し

ます。 

・ 観光ＤＸの推進により、観光サービスの変革や新たな観光需要を創出する地域ＤＭＯの設

立や活動を支援するなど、稼ぐ観光地をつくる体制強化を図ります。 

・ 観光に関わる事業者や各産業界と県、市町村が相互に連携した観光推進組織の活動を推進

し、各地域の観光地域づくりの取組を生かしたオール岩手による宣伝・誘客体制を強化しま

す。 

                                                  
56 サクラクオリティ：ホテルや旅館等の宿泊施設を中心とした観光品質認証制度。宿泊施設などの観光サービスの品質を第三者が評価

し、その品質の高さを認証する仕組み。認証団体は、一般社団法人観光品質認証協会。 
57 ＤＭＰ：Data Management Platform の略。マーケティングに必要な情報を一元管理できるシステム。 

ＤＸ 
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・ 地域の観光産業を持続的に発展させていくため、大学をはじめ学術研究機関と連携するな

ど、魅力的な観光地域づくりにつなげていく観光産業をけん引する人材の育成を支援します。 

・ 宿泊・観光施設等におけるお客様の視点に立ったサービス向上を図るため、ホスピタリテ

ィ（おもてなしの心、接客スキルなど）を身に付けた人材の育成を支援します。 

・ マーケティング分析結果を地域に展開し、戦略的な販売支援を通じて経営力の強化や生産

性の向上を図ります。 

(5) 観光振興や交流を支える道路整備 

 県内各地を周遊する観光客の利便性の向上を図るため、世界遺産や三陸ジオパークなど主要

な観光エリアを結ぶ道路や観光振興に資する道路の整備、市町村と連携した道の駅の整備、広

域的なサイクリングルートの整備等を推進します。 

(6) 県内港湾やいわて花巻空港の利活用の促進 

・ 観光振興や地域振興に資するクルーズ船の寄港拡大を図るため、港湾所在市や協定先港湾

等と連携したクルーズ船社へのポートセールスを展開するとともに、外国船社クルーズ船寄

港時の円滑な受入に向けた関係者との情報共有・調整に取り組みます。 

・ 国内線の早期需要回復に向け、航空会社等と連携し、国内旅行商品の造成支援をはじめ、

新聞・テレビ・ＷＥＢなど、様々なメディアを活用した広告のほか、各地でのイベントを通

じた路線プロモーションなど、利用促進策の強化に取り組みます。 

・ 国内線の新たな需要の掘り起こしに向け、三陸鉄道などと連動した県内周遊商品による誘

客促進や、企業・団体等によるビジネス利用の促進に取り組みます。 

・ 国内線の更なる利便性向上に向け、空港利用者のニーズを踏まえながら、路線、便数の維

持・拡充やダイヤ改善等を航空会社に継続的に働きかけていきます。 

・ 国際線の安定的な運航の維持、更には、新規路線誘致を含めた運航拡大に向けて、就航先

及び東アジアを中心とした地域の航空会社や旅行会社へ、積極的なエアポートセールスを展

開します。 

・ 国際線の需要の回復及び拡大に向け、官民一体となったプロモーションなどインバウンド

の利用促進に取り組むとともに、いわて花巻空港の利便性などをＰＲし、アウトバウンド利

用拡大に取り組みます。 
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＜多様な主体に期待される取組＞ 

（ＤＭＯ） 

・マーケティング人材の育成 

・マーケティング結果を生かした商品開

発、受入態勢整備、情報発信 

・稼ぐ観光地をつくる体制強化を図り、観

光で稼ぎ、観光で潤う地域づくり 

・地域と連携した観光地域づくりの推進 

・地域資源を生かした魅力ある観光コンテ

ンツづくり 

・体験型コンテンツの開発、磨き上げ 

・ワーケーションやブレジャー等の滞在型

コンテンツの開発 

・ＩＣＴを活用した周遊促進 

・地域の民間事業者・団体との連携の仕組

みづくり 

・関連産業と連携した商品開発 

・地域住民の生活環境との調和を図った観

光地づくりの推進 

・ＳＤＧｓの要素を取り入れた体験プログ

ラムの商品造成や情報発信 

・国内外からの誘客に向けた情報発信 

（企業等） 

・マーケティング人材の育成 

・マーケティング結果を生かした商品開

発、受入態勢整備、情報発信 

・稼ぐ観光地をつくる体制強化を図り、観

光で稼ぎ、観光で潤う地域づくり 

・観光地へのアクセス向上のための二次交

（市町村） 

・マーケティング人材の育成 

・登録ＤＭＯ整備の設立・活動支援 

・稼ぐ観光地をつくる体制強化を図り、観

光で稼ぎ、観光で潤う地域づくり 

・地域と連携した観光地域づくりの推進 

・地域内の二次交通の整備促進 

・地域ぐるみでの「おもてなし」の推進 

・地域資源を生かした魅力ある観光コン

テンツづくり 

・地域の民間事業者・団体との連携の仕組

みづくり 

・国内外からの誘客に向けた情報発信 

・地域住民の生活環境との調和を図った

観光地づくりの推進 

・自然、温泉、歴史的建造物、民俗芸能等

の観光資源の維持・保存 

・震災からの復興の記憶と教訓の伝承 

・いわて花巻空港の積極的な利用 

・一般国道や県道等の整備と連携した市

町村道、道の駅の整備 

・県と連携したポートセールスの展開 

（教育機関等） 

・観光関連産業を担う人材の育成 

・教育旅行や企業研修旅行における県内

観光施設の利用 

・いわて花巻空港の積極的な利用 

・留学生など在留外国人を活用した情報

【ＫＰＩ】 

■観光消費額単価（日本人・県外・宿泊）：31.4 千円〔Ｒ４年実績値 33.9 千円〕 

■観光消費額単価（外国人・宿泊）：64.2 千円〔Ｒ４年実績値―千円〕 

■宿泊者数（延べ人数・全施設）：719.8 万人泊〔Ｒ４年実績値 503.9 万人泊〕 

■外国人宿泊者数（延べ人数・全施設）：46.6 万人泊〔Ｒ４年実績値 2.6 万人泊〕 

■本県への再来訪意向を持つ人の割合：85.0％〔Ｒ４年実績値 87.2〕 

■主要な観光地へのアクセス道路の整備延長〔累計〕：36.0km〔Ｒ４年実績値 23.0km〕 

■クルーズ船寄港回数：10 回〔Ｒ４年実績値―回〕 

■いわて花巻空港の航空旅客数：552 千人〔Ｒ４年実績値 381 千人〕 
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通の整備 

・マーケティング結果を生かした戦略的な

商品販売 

・旅行者が快適に過ごすための受入態勢の

整備 

・体験型コンテンツの開発、磨き上げ 

・分野を超えた、観光ビジネスへの積極的

な参画 

・地域資源を生かした魅力ある観光コンテ

ンツづくり 

・広域連携による周遊ルートの構築と広域

周遊の促進 

・ワーケーションやブレジャー等の滞在型

コンテンツの開発 

・質の高い旅行商品の造成 

・ＩＣＴを活用した周遊促進 

・世界中の旅行者に質の高い旅行を提供す

る宿泊施設のサクラクオリティ認証取得 

・感染症対策を徹底し、安心・安全な観光

地づくり 

・地域の観光産業を持続的に発展させるた

めの観光関連産業を担う人材の育成 

・震災学習コンテンツの磨き上げ 

・ＳＤＧｓの要素を取り入れた体験プログ

ラムの商品造成や情報発信 

・国内外からの誘客に向けた情報発信 

・旅行者に満足してもらうための「おもて

なし」の実践 

・事業者間の連携による新たな魅力の創出 

・多言語や多様な食習慣への対応、キャッ

シュレス決済の導入等による受入環境整

備 

・いわて花巻空港の積極的な利用 

発信 

・伝統文化の発信によるコンテンツの提

供 

・スポーツツーリズムにかかる連携強化 

・震災からの復興の記憶と教訓の伝承 
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１-３ 農林水産業振興戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔現状と課題〕 

・ 農業については、主食用米の消費量が減少傾向にあることから、生産者の所得向上に向け、需

要に応じた主食用米の生産と併せ、水田フル活用による麦や大豆、野菜等の転換作物の作付拡大

を図るとともに、本県の実情に即した技術の開発と普及などにより、生産性を高めていく必要が

あります。 

・ 畜産については、酪農、肉用牛経営は全国に比べ経営規模が小さく、生産コストが高いことか

ら、経営規模の拡大や生産性の向上に取り組んでいく必要があります。また、輸入飼料等の価格

高騰を踏まえ、引き続き、経営安定対策等を推進するとともに、本県の強みである、公共牧場を

はじめとした豊富な自給飼料基盤を活用した粗飼料等の増産に取り組んでいく必要があります。 

・ 林業については、世界的な木材の供給不足や価格高騰を契機として、国産材利用の機運が高ま

っていることから、高性能林業機械の導入やスマート林業58の推進による生産性の向上、県産木

材の供給拡大、再造林等の森林整備を促進する必要があります。また、山村地域の貴重な収入源

である、しいたけや木炭、生漆等の特用林産物の生産振興を図る必要があります。 

・ 水産業については、海洋環境の変化に伴うサケやサンマ、スルメイカ等の主要魚種の極端な不

漁、磯焼けによるアワビ資源の減少やウニの身入りの低下が続いていることから、漁業生産量の

回復に向け、サケ等の種苗生産技術の開発・導入や海面養殖の拡大、藻場造成などに取り組む必

要があります。 

                                                  
58 スマート林業：デジタル技術等の先端技術を活用して、省力化や収益性の向上などを進めた次世代林業を指すもの。 

１-３ 農林水産業振興戦略 

≪取組の方向≫ 

・ 農林水産業の持続的な生産活動のもと、生産性・市場性が高く、安全・安心で高品質な農林

水産物を安定的に生産する産地づくりに取り組みます。 

・ 地域農林水産業の核となる経営体の育成、農林水産業の次代を担う新規就業者の確保・育成

や多様な担い手の確保、意欲ある女性農林漁業者が活躍しやすい環境づくりに取り組みます。 

・ 効率的で収益力の高い農林水産業を実現するための技術の開発・導入や、生産基盤の着実な

整備等に取り組みます。 

・ 県産農林水産物の高付加価値化、販路の開拓・拡大の推進、戦略的な輸出促進や、地域の特

色ある「食」を核とした地域経済の好循環の創出に取り組みます。 

・ 農山漁村を支える人材の育成や地域共同活動の促進、農山漁村ビジネスの振興や都市と農山

漁村の交流人口の回復・拡大の促進に取り組みます。 
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・ ＥＰＡ59（経済連携協定）やＴＰＰ60（環太平洋連携協定）、日米貿易協定、ＲＣＥＰ協定61（地

域的な包括経済連携協定）等、経済のグローバル化の流れが一段と加速しており、本県の農林水

産業に大きな影響を及ぼすことが懸念されています。 

・ 国際情勢の変化や世界人口の増加による食料需要の増大、異常気象による生産減少、新型コロ

ナウイルス感染症の拡大等による輸入や人の移動の停滞など、食料の安定的な供給に影響を及ぼ

すリスクの顕在化により食料安全保障への意識が高まっていることから、スマート技術等の活用

による生産性の向上や麦・大豆・とうもろこしなどの輸入への依存割合が高い穀物の生産拡大等

に取り組む必要があります。 

・ 国際情勢の変化に伴う燃油や資材の価格高騰により、農林漁業者の経営に影響が生じているこ

とから、燃油・資材価格高騰の影響緩和対策や経営体質の強化に取り組んでいく必要があります。 

・ 国際的に二酸化炭素の排出抑制等が重要となる中、国ではみどりの食料システム戦略に基づき、

持続可能な食料システムの構築に向けた取組を進めており、環境負荷低減など、環境に優しい農

業の取組を進めていく必要があります。 

 

・ 令和２年の基幹的農業従事者数は約４万４千人と５年前に比べ約25％減少する中「岩手県農業

経営・就農支援センター62」等による経営力向上への支援や新規就農者の確保等の取組により、

販売額3,000万円以上の経営体数が増加するとともに、新規就農者の確保が進んでいます。今後

も、地域農業をけん引する経営体の育成や次代を担う新規就農者の確保・育成に取り組む必要が

あります。 

・ 令和２年の林業従事者数は1,741人と減少傾向が続く中、林業生産活動の効率化や経営力の向

上、「いわて林業アカデミー」等の取組により、意欲と能力のある林業経営体63の育成や新規林

業就業者の確保が着実に進んでいます。今後も、地域の森林経営管理の主体となる林業経営体の

技術力・経営力の向上や新規林業就業者の確保・育成に取り組む必要があります。 

・ 平成30年の漁業就業者数は6,327人と５年前に比べ横ばい傾向にある中、近年、海洋環境の変

化による主要魚種の不漁等の影響により、中核的漁業経営体64の育成数や新規漁業就業者の確保

数は、減少しています。東日本大震災津波や海洋環境の変化により減少した漁業・養殖業生産の

回復を図るとともに、地域漁業をけん引する中核的漁業経営体の育成や新規漁業就業者の確保・

育成に取り組む必要があります。 

・ 女性農林漁業者のグループ活動の活発化や経営参画など活躍の場が広がっており、更に女性が

活躍しやすい環境づくりやネットワークの構築・拡大等に取り組む必要があります。 

 

                                                  
59 ＥＰＡ：貿易や投資など経済活動の自由化に向けた経済連携協定。 
60 ＴＰＰ：Trans-Pacific Partnership Agreement（環太平洋パートナーシップ協定）の略。モノの関税だけでなく、サービス、投資

の自由化を進め、更には知的財産、電子商取引、国有企業の規律、環境など、幅広い分野で 21 世紀型のルールを構築する経済連携協

定。 
61 ＲＣＥＰ協定： Regional Comprehensive Economic Partnership（地域的な包括的経済連携）の略。 
62 岩手県農業経営・就農支援センター：農業経営の規模拡大や法人化、円滑な経営継承などの農業者の経営課題に農業系団体、商工系

団体、税理士や社会保険労務士などの専門家団体と連携して支援する機関。 
63 意欲と能力のある林業経営体：年間素材生産量 5,000 ㎥以上などの一定の基準を満たす林業経営体。 
64 中核的漁業経営体：年間販売額が１千万円以上の漁業経営体。 
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・ 近年、経済のグローバル化の進展等による産地間競争の激化、消費者の健康志向や環境志向な

ど価値観の多様化、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるライフスタイルの変化に伴う消

費行動の変化、穀物等の国際価格の上昇による国産回帰の機運の高まりなど、市場を取り巻く環

境が大きく変化しており、その動向を的確に踏まえながら、県産農林水産物の高付加価値化や販

路の開拓・拡大に取り組む必要があります。 

・ 県産農林水産物の高付加価値化と販路の開拓・拡大に向け、専門家派遣による商品開発への支

援などを進めましたが、新型コロナの感染拡大の影響により産地直売所の来客数が減少するなど、

６次産業化による販売額は伸び悩んでいます。今後は、人口減少や高齢化により国内市場が縮小

すると見込まれている中、消費者ニーズの変化に対応した商品開発やＥＣサイトの活用など、誘

客力や販売力を強化する取組を進めていく必要があります。 

・ いわて牛や県産米等の県産農林水産物の評価・信頼は、大手コンビニエンスストア等と連携し

た商品開発や首都圏をはじめとした県内外の量販店でのフェアの開催などの取組により着実に

高まっていることから、引き続き、実需者65等と連携した販売促進活動の取組を進めていく必要

があります。 

・ アジア各国や北米等をターゲットにした現地バイヤーの招へいや商談会の開催等により、県産

農林水産物の輸出額は順調に推移していることから、今後も、海外の市場動向等に的確に対応し、

輸出促進と販路拡大に取り組む必要があります。 

・ 新型コロナの影響により外国人観光客数は大きく減少している一方、ハロウインターナショナ

ルスクール安比ジャパンの開校などを契機として、今後、増加が見込まれる外国人観光客等のニ

ーズに応える「食」の充実などの取組を推進する必要があります。 

・ 世界的な木材の供給不足や価格高騰を契機とした国産材利用の機運の高まりを捉え、県産木材

の利用拡大を図る取組を進めていく必要があります。 

・ 水産加工業について、海洋環境の変化により水揚魚種が変化していることから、資源量が増加

しているマイワシ、サワラ、ブリ等の魚種を加工用原料として有効利用するとともに、本県の高

度衛生品質管理体制66を生かした水産物の高付加価値化を推進していく必要があります。 

・ エシカル消費67など消費者の価値観の多様化に対応した商品開発や直接販売など、生産者と消

費者の結び付きを更に強化していく必要があります。 

 

・ 農山漁村における就業人口の減少・高齢化の一層の進行が見込まれる中、地域住民等との協働

による農地、森林、漁場等の保全活動の取組や、地域活動や防災活動などコミュニティを支える

取組を更に進めていく必要があります。 

・ 本県の農林漁家民宿の利用者数や体験型教育旅行の受入人数は、新型コロナウイルス感染症の

影響により減少したことから、農山漁村の魅力の積極的な発信や受入環境の整備等により、交流

人口の回復・拡大に取り組んでいく必要があります。 

                                                  
65 実需者：農林水産物を使用・加工して商品・サービスを提供する事業者（飲食店や量販店、食品加工事業者等）。 
66 高度衛生品質管理体制：漁船、魚市場、水産加工場の各段階において、衛生品質管理の高度化を図り、漁獲から流通、加工までの衛

生品質管理が一貫したサプライチェーンを構築した体制。 
67 エシカル消費：人や社会、環境に配慮した消費行動。 
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・ 豪雨等による被害が頻発する中、自然災害等に強い農山漁村づくりに向け、農業水利施設や治

山施設、漁港施設の着実な整備ととともに、流域治水68に係る地域住民の理解醸成など、市町村

や地域住民と連携した防災・減災対策に取り組んでいく必要があります。 

   

 

〔主な取組内容〕 

１ 生産性・市場性の高い産地づくりの推進 

 

(1) 農産物の戦略的な産地形成と生産性の向上 

・ 水稲について、需要動向や消費者ニーズを的確に捉えながら、良食味・高品質生産に取り

組むとともに、コストの低減や環境に配慮した持続可能な米生産を推進します。 

・ 市場評価の高まっている「銀河のしずく」の積極的な生産拡大や、「金色の風」の品質・食

味の更なる向上を推進するとともに、県北地域向けオリジナル早生新品種の普及定着に取り

組みます。 

・ 需要拡大が見込まれる輸出用米、米粉用米等について、実需者と連携した生産を推進しま

す。 

・ 麦・大豆について、実需者や関係機関との連携による需要に応じた生産を推進するととも

に、多収性・病害虫抵抗性に優れる品種への転換など、生産性向上の取組を促進します。ま

た、乾燥調製施設の整備等による生産基盤の強化を促進します。 

・ 土地利用型野菜について、水田フル活用や、大型機械の導入による作付拡大を推進します。 

・ 加工・業務用野菜について、実需者との連携や収穫機械等の導入による作付拡大を推進し

ます。 

・ 施設野菜について、高度環境制御技術69を活用した大規模施設の整備や、中山間地域等で

の低コスト環境制御技術70等の導入など、生産性向上の取組を推進します。 

・ 果樹について、高収益なりんごやぶどうの新改植とともに、平均気温の上昇や、市場性を

踏まえ、「もも」等の新品目の導入を推進します。 

・ 花きについて、需要期向けの出荷に対応したりんどう品種の作付拡大や、ゆり、トルコギ

キョウなど施設花き等の生産拡大を推進します。また、県立花きセンターを活用した花きの

知識や生産技術の普及に取り組みます。 

・ 雑穀や葉たばこ、ホップ等の地域特産作物について、需要に応じた生産拡大の取組を進め

るとともに、生産性の向上に資する機械等の導入等を促進します。 

・ 畜産経営体の規模拡大に向け、畜舎等の施設整備や生産管理用機械の導入等を促進します。 

・ 県産飼料の生産・利用拡大に向けた草地・飼料畑の造成・整備や草地の更新、輸入穀物の

                                                  
68 流域治水：気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、集水域（雨水が河川に流入する地域）から氾濫域（河川等の

氾濫により浸水が想定される地域）にわたる流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行うもの。 
69 高度環境制御技術：高設ハウス等を対象に、ＩＣＴを活用して複数の環境を組み合わせて制御することで、周年・計画生産を実現

し、収量を飛躍的に向上させる技術。 
70 低コスト環境制御技術：パイプハウス等を対象に、ミストや自動換気装置等２種類以上の機器を導入し、個別に制御する技術。 

ＤＸ 
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代替となる飼料用米や子実用とうもろこしの活用を促進します。・ 

・ 酪農ヘルパー71やコントラクター72、キャトルセンター73など外部支援組織の体制強化に向

けた法人化、人材確保等の取組を促進します。 

・ 酪農について、地域のサポートチーム74の活動による、産乳能力の向上や分娩間隔の短縮

など、生産性向上の取組を促進します。 

・ 肉用牛について、地域のサポートチームの活動による分娩間隔の短縮や子牛の事故率低減

等による生産性の向上、経営規模の拡大に向けた家畜の導入を促進します。また、肉用牛産

地としての評価向上に向けたゲノム解析技術による産肉能力に優れた全国トップレベルの

黒毛和種の種雄牛の早期造成、子牛の育成技術指導等に取り組みます。 

・ 養豚・養鶏について、経営安定対策の継続とともに、豚熱や高病原性鳥インフルエンザ等

の発生防止に向けた家畜衛生対策等の取組を推進します。 

・ 産業動物獣医師の安定的な確保に向け、獣医学生への修学資金の貸付や、関係機関等と連

携した地域における獣医師確保の検討などの取組を推進します。 

(2) 豊富な森林資源を生かした木材産地の形成 

・ 県産木材の安定供給に向け、市町村と連携した森林施業の集約化、林道等の路網整備、路

網と高性能林業機械の組合せによる木材生産の低コスト化等を促進します。 

・ 市場ニーズに対応する品質・性能の確かな木材製品等の供給に向けた加工能力の高い木材

加工施設の整備を促進します。 

・ 素材生産事業者、木材加工事業者、工務店などの需給情報を把握し、需要者と生産者のマ

ッチングを支援するなど、木材需要の変化に柔軟かつ機動的に対応する仕組みづくりを推進

します。 

・ 安全なしいたけ原木の確保や新規参入者等の栽培技術の習得、生産性を向上する施設整備、

生産者・集出荷団体による販路拡大など、原木しいたけの産地再生の取組を促進します。 

・ 岩手木炭のブランド強化に向けた製炭技術の継承による品質の確保・向上等の取組を促進

します。 

・ 需要が増大している生漆の生産量拡大に向けた漆苗木の増産や漆林の整備等の取組を促進

します。 

(3) 主要魚種の資源回復と新たな漁業・養殖業の導入 

・ 漁場の配分の見直しなど、漁場利用のルールづくりによる漁業者の生産規模の拡大と効率

化を促進します。 

・ 漁場フル活用75による養殖生産量の維持・増大に向け、漁業協同組合の自営養殖、漁船漁業

者の養殖業への新規参入、地域の漁業関係者と養殖業への参入を希望する企業との連携を促

                                                  
71 酪農ヘルパー：酪農家が休暇を取得する場合に、搾乳や飼料給与などの飼養管理を代行する者。 
72 コントラクター：畜産農家等から飼料作物の播種や収穫作業、堆肥の調整・散布作業などを請け負う組織。 
73 キャトルセンター：子牛（哺育・育成）や繁殖雌牛（分娩等）を集中管理するための共同利用施設。農家は、牛を一定期間施設に預

けることで飼養管理に係る労力を軽減するとともに、飼養頭数の増頭を図ることができるもの。 
74 地域のサポートチーム：県、市町村、農協等の関係機関・団体で構成する、酪農家や肉牛農家の乳量・乳質の向上、繁殖成績の改善

など生産性向上の支援等を行う組織。 
75 漁場フル活用：養殖業への新規参入の促進や新技術の導入などにより、海洋環境の変化への順応と漁場の有効活用を図り、漁場の有

する生産力を 大限に発揮する取組。 
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進します。 

・ 漁業経営体の技術力・生産力の向上に向け、地域の模範的な漁業経営モデルや作業方法の

「見える化」・共有を促進します。 

・ 養殖作業の省人化・省力化に向けた自動給餌機やホタテ洗浄機の導入、繁閑差の大きい養

殖作業の平準化に向けた取組等を促進します。 

・ 水産資源の持続的利用に向けたクロマグロ、サンマ、スルメイカ等の適切な資源管理、サ

ケやアワビ等の水産資源の造成・保護培養、資源が増加している魚種の試験操業等の取組を

推進します。 

・ 漁業者の自主的な資源管理に向け、漁業共済組合と連携した漁業者の資源管理協定への参

画、協定の確実な履行を促進します。 

・ 漁港水域等の静穏域を活用したサケ・マス類の海面養殖やウニの蓄養など、新たな漁業・

養殖業の取組を推進します。 

・ 内水面における種苗の放流と自然再生産を組み合わせた効率的な増殖と漁場の管理、内水

面養殖業者と連携したサケ・マス類の海面養殖用種苗の安定供給体制づくりを推進します。 

・ アワビなどの磯根資源の保護に向けた高速取締船による海上パトロールや陸上パトロール

による取締体制の充実など、関係機関と連携した密漁防止対策の強化に取り組みます。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

①農業 

（生産者・団体等） 

・生産性・収益性の向上に

向けた指導の実施 

・安全・安心・高品質な農産

物の生産 

（市町村） 

・地域の産地形成に向けた

振興施策の企画立案 

・農業施設の整備等への支

援 

②林業 

（林業経営体・団体等） 

・県産木材の安定供給体制

の構築 

・原木しいたけ生産技術の

指導 

（市町村） 

・森林所有者に対する補助

事業等の普及啓発 

・林道の整備・維持管理 

・原木しいたけ生産活動等

への支援 

③水産業 

（生産者・団体等） 

・つくり育てる漁業の実践 

・水産資源の適正な管理 

（市町村） 

・つくり育てる漁業の支援 

・水産資源の適正な管理に

関する普及啓発等 

 

 

【ＫＰＩ】 

■水稲オリジナル品種（主食用）の作付面積：10,300ha〔Ｒ４年実績値 6,550ha〕 

■素材生産量：1,526 千 m3〔Ｒ４年実績値 1,461 千 m3〕 

■養殖ワカメ生産者１人当たりの生産量：20.3 トン〔Ｒ２年実績値 15.8 トン〕 
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２ 経営体の育成、新規就業者の確保・育成 

 

(1) 地域農林水産業の核となる経営体の育成 

（農業） 

(ｱ) 地域農業の中核となる経営体の経営力向上 

・ 市町村による「地域農業マスタープラン（地域計画）76」の策定を支援するとともに、プラ

ンに位置づけられた効率的かつ安定的な経営を目指す経営体等について、認定農業者への誘

導を図り、経営改善の取組を促進します。 

・ 集落営農組織の経営基盤強化に向けたビジョンづくりや組織の中核となる人材の育成、経

営力向上などの取組を促進します。 

・ 「岩手県農業経営・就農支援センター」からの税理士や中小企業診断士などの専門家派遣

等により、地域農業を先導し、雇用の受け皿となるリーディング経営体77の候補について、

経営規模の拡大や法人化、多角化に向けた取組を推進します。 

・ 「いわてアグリフロンティアスクール」による意欲ある経営体の経営力向上等のための研

修や、法人経営体等の計画的な経営継承に向けた取組を促進します。 

・ 就業を希望する高校生やＵ・Ｉターン希望者、子育て世代などの多様な働き手を確保する

とともに、雇用経営体の就業環境の整備や労務管理の改善など、農業経営を支える人材の安

定的な確保に向けた取組を促進します。 

(ｲ) 地域農業の中核となる経営体の生産基盤の強化 

・ ほ場整備事業や、「地域農業マスタープラン（地域計画）」に基づく農地中間管理事業の推

進等により、農地の集積・集約化を促進するとともに、経営規模の拡大や効率化、多角化に

向けた機械や施設の整備などを推進します。 

・ 法人化した集落営農組織等の、機械や施設の共有化など、経営の効率化に向けた取組を促

進します。 

・ 農作業の受託や機械等のリース・レンタル、人材派遣など、労働力確保等をサポートする

農業支援サービス事業体の活用を促進します。 

（林業） 

・ 地域の森林経営管理の主体となる意欲と能力のある林業経営体等の育成に向け、高性能林

業機械を活用した作業技術の普及や経営セミナーの開催等により、技術力・経営力の向上を

促進します。 

・ 作業現場の安全パトロールや伐木技術指導等により、林業経営体の安全意識の向上や安全

対策の強化を促進します。 

・ 森林経営計画の作成や森林経営管理制度78の円滑な運用の支援により、意欲と能力のある

                                                  
76 地域農業マスタープラン（地域計画）：農業経営基盤強化促進法に基づき、市町村が策定する地域農業の在り方や農地利用の目標等

を定めた計画。 
77 リーディング経営体：年間販売額おおむね３千万円以上又は年間農業所得おおむね１千万円以上を確保する経営体。 
78 森林経営管理制度：経営管理が行われていない森林について、市町村が森林所有者から経営管理の委託を受け、そのうち、林業経営

に適した森林においては意欲と能力のある林業経営体へ再委託することなどにより、林業経営の効率化と森林管理の適正化を図る制

度。 

自然減・社会減 ＤＸ 
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林業経営体等への森林の経営管理の集積・集約化を促進します。 

（水産業） 

・ 「いわて水産アカデミー」における経営研修、漁業者への営漁指導等により、漁業経営体

の技術力・経営力の向上を促進します。 

・ 中核的漁業経営体の育成に向け、養殖業の規模拡大や法人化、新しい漁業・養殖業の導入、

低利用漁場の積極的な活用等を促進するとともに、漁業就業者を周年雇用できる環境の整備

を推進します。 

（農林水産業共通） 

・ ロボットやＡＩ、ＩｏＴ等の 先端のスマート技術や高性能機械等を活用できる人材を育

成するとともに、技術等の積極的な活用による、作業の省力化・効率化と経営の高度化を促

進します。 

(2) 農林水産業の次代を担う意欲ある新規就業者の確保・育成 

（農業） 

・ 就農相談の総合窓口となる「岩手県農業経営・就農支援センター」での就農希望者への個

別相談や、県内外での就農相談会の開催、移住・定住を含めた総合的な就農支援情報の全国

発信などに市町村や農業関係団体と連携して取り組みます。 

・ 大学・高校生等を対象とした農業法人への就職説明会やインターンシップなど、若い世代

の就農意欲の喚起に向けた取組を推進します。 

・ 「新規就農者確保・育成アクションプラン79」に基づく、ワンストップ就農相談や青年等就

農計画80の作成支援、認定新規就農者81への誘導、新規就農者間の交流、地域への早期定着に

向けたきめ細かなフォローアップなど、地域が主体となった新規就農者の確保・育成の取組

を促進します。 

・ 就農から青年等就農計画の達成までの経営発展段階に応じた、生産技術や経営ノウハウの

習得、機械・施設の整備等の取組を推進します。 

・ 親元就農者や第三者継承希望者への農地や栽培技術、経営ノウハウなどの経営資源の円滑

な継承に向けた取組を推進します。 

・ 県立農業大学校の機能強化を図り、高度な専門知識や技術・経営に関する実践教育等を通

じて、地域社会の持続的な発展を担うリーダーとなる青年農業者の育成に取り組みます。 

（林業） 

・ 「いわて林業アカデミー」による、林業への就業を希望する若者への森林・林業の知識や

技術の体系的な習得支援等により、将来的に林業経営体の中核となり得る現場技術者の育成

に取り組みます。 

                                                  
79 新規就農者確保・育成アクションプラン：県、市町村、関係団体等で構成する協議会が、新規就農者の確保目標や、就農の受入れか

ら定着までの支援策、役割分野を明文化したもの。 
80 青年等就農計画：農業経営基盤強化促進法に基づく市町村の基本構想に照らし、新たに農業経営を営もうとする青年等が作成する計

画。 
81 認定新規就農者：青年等就農計画を市町村が審査し、認定された新規就農者。 

自然減・社会減 
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・ （公財）岩手県林業労働対策基金82が行う新規林業就業者の確保に向けた就業相談会の開

催や森林施業に必要な技術研修等を促進します。 

・ 林業就業希望者の裾野拡大に向け、森林・林業の魅力を広く発信するとともに、里山整備

に自ら取り組む個人や組織、移住・定住希望者等を対象とした林業への参入促進など、多様

な担い手の確保に取り組みます。 

（水産業） 

・ 「いわて水産アカデミー」による、漁業就業に必要な基礎的な漁業知識や技術、経営手法

の習得支援等により、地域漁業の次代を担う人材の育成に取り組みます。 

・ 市町村や漁業関係団体等と連携した、県内外からの就業希望者への情報発信や就業先との

マッチング、生活面のきめ細かな支援等により、就業に向けた移住・定住を促進します。 

・ 養殖漁場の再配分や、中古資材等のあっせん支援など、新規漁業就業者の将来的な独立・

定着を地域全体で支えていく仕組みづくりを推進します。 

(3) 女性農林漁業者の活躍促進 

・ 地域の農林水産業や農山漁村の活性化に意欲的に取り組む女性の表彰・情報発信等を通じ

て、女性が活躍しやすい環境づくりを推進します。 

・ 女性が働きやすい環境整備に向けた多様で柔軟な働き方の意識醸成や取組を推進します。 

・ 女性が主体性を持ったパートナーとして経営に参画できるよう、経営計画や就業条件等を

家族間で共有する「家族経営協定」の締結を促進します。 

・ 女性の経営力向上に向けた研修会の開催や、農林水産業分野の女性組織・グループ間の相

互研さんや情報共有の取組等の支援を通じて、地域で活躍する女性農林漁業者の育成に取り

組みます。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

①農業 

（生産者・団体等） 

・「地域計画」の策定・見直

しと達成に向けた取組 

・担い手等の相談窓口の設

置 

②林業 

（林業経営体・団体等） 

・森林施業の集約化と森林

経営計画の作成 

・新規林業就業者の受入態

勢の整備 

③水産業 

（生産者・団体等） 

・中核的漁業経営体の育成

（漁業・養殖業経営の規模

拡大） 

・地域における後継者の育

                                                  
82 (公財)岩手県林業労働対策基金：平成３年 10 月に県、市町村及び林業関係団体の出捐により設立され、基金の運用益により林業従

事者の参入促進や育成確保を目的とした各般の事業を実施する公益法人。 

【ＫＰＩ】 

■リーディング経営体の育成数〔累計〕：195 経営体〔Ｒ４年実績値 136 経営体〕 

■意欲と能力のある林業経営体数：100 経営体〔Ｒ４年実績値 91 経営体〕 

■中核的漁業経営体数：302 経営体〔Ｒ４年実績値 414 経営体〕 

■農林水産業における新規就業者数：440 人〔Ｒ４年実績値 435 人〕 

■女性農業者の経営参画割合：37.0％〔Ｒ４年実績値 33.9％〕 

自然減・社会減 
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・担い手の発展段階に応じ

た経営、生産技術等の指導 

・農地中間管理事業の活用

による農地の集積・集約化 

（市町村） 

・「地域計画」の策定・見直

しと達成に向けた取組支援 

・担い手等の相談窓口の設

置 

・農業経営改善計画等の達

成に向けた支援 

・リーディング経営体の育

成支援 

・農地中間管理機構の活動

支援 

・経験や技術のレベルに応

じた林業就業者の育成 

・再造林や間伐等の森林整

備の実施 

（市町村） 

・市町村森林整備計画の策

定 

・森林経営計画の認定 

・森林経営管理制度に基づ

く森林の経営管理 

・担い手の育成支援 

・森林所有者に対する補助

事業等の普及 

・再造林や間伐等の森林整

備の支援 

成、新規就業者の受入の実

行 

・養殖業の漁協自営、法人

化 

（市町村） 

・中核的漁業経営体の育成

支援 

・新規就業者の受入体制の

整備 

・新規就業者に対する生活

支援の実行 

 

 

３ 革新的な技術の開発と導入促進  

 

(1) 革新的な技術の開発と導入促進 

（農業） 

・ 大学や民間企業との産学官連携により、ロボット、ＡＩ、ＩｏＴ等の技術を活用した生産

性・収益性を高めるスマート農業83技術の開発・普及に取り組み、農業ＤＸ84を推進します。 

・ 気象や環境、栽培・飼養管理履歴など、多様なデータに基づき栽培技術や経営の 適化を

図るデータ駆動型農業85の取組を推進します。 

・ 水稲について、ＩｏＴを活用した水位リアルタイムモニタリング装置や自動潅水装置等の

水管理支援システムの活用による省力化、作業記録や生産管理、ほ場管理等のデータの活用

による、高品質化・高食味化を推進します。 

・ 野菜について、生育・気象・栽培環境データを活用し、生育環境を 適化する環境制御技

術等の普及拡大を推進します。 

・ 野菜や薬草等が持つ機能性成分86に着目した商品等の開発支援、国内外の研究者との技術

交流などによる新たな価値の創出に取り組みます。 

・ （公財）岩手生物工学研究センター等との共同研究による、実需ニーズに対応した水稲・

果樹・花き・雑穀の品種開発に取り組みます。 

                                                  
83 スマート農業：デジタル技術等の先端技術を活用して、省力化や収益性の向上などを進めた次世代農業。 
84 農業ＤＸ：デジタル技術の活用により、データ駆動型の農業経営を通じて消費者ニーズに的確に対応した価値を創造・提供してい

く、新たな農業への変革。 
85 データ駆動型農業：ロボット、ＡＩ、ＩｏＴ等のデジタル技術を導入し、データに基づき栽培技術・経営の 適化を図る農業。 
86 機能性成分：高血圧や動脈硬化を予防するなど、健康を保つために効果がある成分。 

ＧＸ ＤＸ 
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・ 畜産について、省人化・省力化に向け、ウェアラブルデバイス87を活用した牛群管理システ

ムなどの導入を促進します。 

・ 肉用牛・酪農の評価向上と飛躍的な生産性の向上に向けて、ＩＣＴ機器を活用した家畜飼

養管理の省力化に取り組みます。 

（林業） 

・ 森林の管理や施業の効率的な実施に向け、森林ＧＩＳ88や森林クラウド89などデジタル技術

の活用により、スマート林業を推進します。 

・ 地域内エコシステム90の導入など、森林資源の循環利用を促進する木質バイオマス91エネル

ギー利用の新たな展開に向けた取組を推進します。 

（水産業） 

・ 養殖生産の効率と収益力を高める自動給餌システムや水温自動観測ブイの導入等により、

スマート水産業92を推進します。 

・ 放流したサケ稚魚の初期減耗要因の解明とともに、高水温耐性を持つなど回帰率の向上が

期待できる種苗生産技術の開発を推進します。 

・ サケ稚魚の大型化や遊泳力の強化に向け開発された飼育技術の早期現場実装を推進するな

ど、環境変化に強い種苗生産に取り組みます。 

・ 養殖生産の効率化・養殖品目の多様化に向けたワカメやアサリ等の人工種苗を活用した養

殖技術の開発・普及を推進します。 

・ マガキやホタテガイの地場種苗や、サケ・マス類の県オリジナル海面養殖用種苗の生産な

ど、安定的な種苗生産・供給に関する技術開発を推進します。 

・ ゲノム解析技術等を活用した高水温に強いサケ資源の造成や、市場性の高い新魚種の導入、

漁港水域での増養殖技術の開発などによる高度なつくり育てる漁業を推進します。 

・ 国の調査研究機関と連携した資源評価や漁況予測の精度向上などによる適切な資源管理を

推進します。 

・ 魚種の変化に柔軟に対応できる加工技術の高度化や、ロボット等を活用した加工作業の省

力化などによる水産加工業の振興を図ります。 

（農林水産業共通） 

・ 農業施設や漁船の省エネルギー化、再生可能エネルギーを活用した生産など、温室効果ガ

スの排出量を削減し、環境負荷の低減を図る技術の導入を促進します。 

 

                                                  
87 ウェアラブルデバイス：着用できるコンピュータ。衣服状や腕時計状などで身につけたまま利用できるもの。 
88 森林ＧＩＳ：森林に関するデジタル地図情報を用いて様々な分析を行うシステム。 
89 森林クラウド：県、市町村、林業経営体がそれぞれ保有する森林情報を相互に共有し、利活用することができる新たな情報共有基

盤。 
90 地域内エコシステム：地域の関係者の連携の下、熱利用等により、森林資源を地域内で持続的に活用する仕組み。 
91 バイオマス：再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの。薪炭・稲わら・製材端材などの農林資源、古材などの産

業廃棄物、都市ごみ、し尿、畜産廃棄物などが含まれる。 
92 スマート水産業：デジタル技術等の先端技術を活用して、省力化や収益性の向上などを進めた次世代水産業。 
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＜多様な主体に期待される取組＞ 

①農業 

（生産者・団体等） 

・生産性・収益性の向上に

向けた指導の実施 

（市町村） 

・地域の産地形成に向けた

振興施策の企画立案 

②林業 

（林業経営体・団体等） 

・再造林や間伐等の森林整

備の実施 

（市町村） 

・再造林や間伐等の森林整

備の支援 

③水産業 

（生産者・団体等） 

・水産資源の適正な管理 

（市町村） 

・水産資源の適正な管理に

関する普及啓発等 

 

 

４ 安定的な生産基盤づくり 

 

(1) 安全・安心な産地づくりの推進 

・ 生物多様性保全に寄与する総合的な病害虫・雑草管理など環境負荷の低減を図る技術の導入

を推進します。 

・ 消費者を対象とした有機農業に係るセミナーの開催等により、環境保全型農業への理解醸成

に取り組みます。 

・ 化学肥料の使用量を低減する可変施肥技術93等の普及や、堆肥等の地域資源の活用など、輸

入原料に依存する化学肥料の使用量低減を推進します。 

・ 産地単位での国際水準ＧＡＰ94の取組や、農業者や団体における第三者認証ＧＡＰ95の取得な

ど、持続可能な農業生産の取組を推進します。 

・ 漁獲から陸揚げ、流通・加工までの一貫した衛生・品質管理を行う「高度衛生品質管理地域

づくり」による地域ごとの高品質な水産物供給の取組を促進します。 

・ 貝毒原因プランクトン等の状況を定期的にモニタリングし、関係団体と連携しながら養殖生

産者や水産加工事業者への注意喚起を図るとともに、適切な出荷や加工処理等への指導・助言

を行うなど、貝毒による食中毒の防止対策を推進します。 

・ 大学等と連携した貝毒原因プランクトンの発生量を抑制する手法の開発等に取り組みます。 

(2) 生産基盤の着実な整備 

                                                  
93 可変施肥技術：ほ場における農作物の生育ムラに対して、施肥量の「増肥・減肥」ができる技術。 
94 国際水準ＧＡＰ：農業生産において食品安全、環境保全、労働安全、人権保護、農場経営管理の５分野について、持続可能性を確保

するための生産工程管理手法。 
95 第三者認証ＧＡＰ：農業者が実施するＧＡＰの取組を第三者が審査し証明する民間の認証制度。 

ＧＸ 

ＧＸ ＤＸ 

【ＫＰＩ】 

■農林水産業に関する研究開発件数〔累計〕：56 件〔Ｒ４年実績値 39 件〕 

■環境制御技術導入経営体数〔累計〕：45 経営体〔Ｒ４年実績値 23 経営体〕 

■森林ＧＩＳ活用サポーター研修の修了者数〔累計〕：84 人〔Ｒ４年実績値 30 人〕 

■大型で強靱なサケ稚魚の生産に取り組むふ化場の割合：100％〔Ｒ４年実績値 95.0％〕 
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（農業） 

・ 水田の大区画化や排水改良など、生産コストの低減や畑作物等の生産拡大を図る農業生産

基盤の整備を推進します。 

・ 水利用の省力化や農作業の負担軽減に向け、自動給排水システムや自動操舵トラクタ等の

スマート技術の実装が可能となるよう基盤整備を推進します。 

・ 農業の生産条件が不利な中山間地域において、地域のニーズに合わせたきめ細かな基盤整

備を推進します。 

・ 農業用水の安定供給に向けた農業水利施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図

る保全管理を推進します。 

・ 土地改良区の運営基盤強化に向けた複式簿記会計の定着や統合整備の支援など、農業水利

施設の適切な保全管理を促進します。 

・ 荒廃農地の発生防止・再生利用など、農業委員会等による農地利用の 適化の取組を推進 

します。 

（林業） 

・ 森林経営計画の作成や森林経営管理制度の円滑な運用への支援による、森林施業の集約化、

再造林や間伐等の計画的な森林整備を促進します。 

・ 再造林に必要なカラマツやスギ花粉症対策品種の種苗の安定供給等により、計画的な再造

林の実施に向けた取組を推進します。 

・ 計画的な森林整備や木材の安定供給に向けた林道等の路網整備を推進します。 

（水産業） 

・ アワビ等の水産資源の回復・増大に向けた藻場や産卵・保護礁の造成、漁港内の静穏水域
96等を活用した増殖場の整備などを推進します。 

・ 漁業生産の効率化や就労環境の改善に向けた水揚げが増加している水産物の陸揚げ作業等

の効率化・省力化に資する岸壁や浮桟橋の整備、新たな産地魚市場の整備や電子入札化など、

水産基盤の計画的な整備を推進します。 

・ 水産物の安定的な供給に向け、漁港施設の長寿命化とライフサイクルコストの低減を図る

計画的な保全管理を推進します。 

(3) 鳥獣被害や松くい虫・ナラ枯れ被害の防止対策の推進 

・ 農林水産物に対する野生鳥獣被害の防止に向けた有害捕獲や恒久電気柵等の防護柵の設置、

野生鳥獣の生息環境の管理など、地域全体で取り組む被害防止活動を支援します。 

・ 野生鳥獣の捕獲技術向上等に向けた研修会の開催や、市町村や関係団体、専門的な知識や

技術を有する民間等との連携、広域捕獲活動の実施により、効果的な対策を推進します。ま

た、捕獲した野生鳥獣を地域資源として有効活用する取組を支援します。 

・ 松くい虫やナラ枯れの被害拡大防止に向け、市町村との連携により、被害木の早期発見と

                                                  
96 静穏水域：漁船の安全な係留や水産物の円滑な陸揚げなどが行えるよう、外洋からの波を防波堤等により遮った穏やかな水域。 

安全・安心 
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駆除を徹底するとともに、樹種転換97や更新伐98等による伐採木の利用促進など、病害虫被害

を受けにくい健全な森林づくりを促進します。 

 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

①農業 

（生産者・団体等） 

・安全・安心・高品質な農産

物の生産 

・国際水準ＧＡＰ等の取組

の推進 

・農業生産基盤整備の合意

形成支援、地元調整 

・小規模な農業生産基盤の

整備・長寿命化対策、農業水

利施設等の維持管理 

・鳥獣被害防止対策の実施 

・有害捕獲、侵入防止柵等

の整備、捕獲した野生鳥獣

の有効活用 

・荒廃農地等の利用及び利

用調整 

（市町村） 

・農業生産基盤整備の合意

形成及び事業化の支援 

・小規模な農業生産基盤の

整備・長寿命化対策、農業水

利施設等の維持管理 

・鳥獣被害防止計画に基

づく被害防止対策の実施、

捕獲した野生鳥獣を有効

②林業 

（林業経営体・団体等） 

・再造林や間伐等の森林整

備の実施 

・マツ林・ナラ林の健全化

に資する予防的利用 

・県産木材の安定供給体制

の構築 

（市町村） 

・再造林や間伐等の森林整

備の支援 

・林道の整備、維持管理 

・松くい虫・ナラ枯れ対策

に関する意識啓発・被害防

止対策の実施 

③水産業 

（生産者・団体等） 

・高度衛生品質管理地域づ

くりの取組継続 

・藻場再生の実践 

・加工・販売事業者との連

携 

（市町村） 

・高度衛生品質管理地域づ

くりの取組継続 

・藻場再生の実践 

・生産者と加工・販売事業

者が連携した取組の推進 

・水産生産基盤の整備、漁

港施設の長寿命化対策 

                                                  
97 樹種転換：松くい虫等により被害が発生している森林を伐採し、松くい虫等により枯死するおそれのない樹種に転換する施業方法。 
98 更新伐：現在の森林を伐採し、樹種・林齢が異なる森林へ転換する施業方法。 

【ＫＰＩ】 

■国際水準ＧＡＰ取組産地割合：40％〔Ｒ４年実績値０％〕 

■水田整備面積〔累計〕：17,300ha〔Ｒ４年実績値 16,109ha〕 

■再造林面積：1,200ha〔Ｒ４年実績値 804ha〕 

■藻場造成実施箇所数〔累計〕：10 箇所〔Ｒ４年実績値１箇所〕 

■松くい虫による被害量：15 千 m3〔Ｒ４年実績値 15 千 m3〕 
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活用する取組の支援・荒廃

農地等の調査、利用意向の

把握 

 

 

５ 農林水産物の付加価値向上と販路の拡大 

 

(1) 県産農林水産物の高付加価値化と販路の開拓・拡大の推進 

・ 消費者や実需者のニーズを把握し、産地と共有しながら、消費者ニーズを的確に捉えた、

安全・安心で、高品質な農林水産物の生産を促進します。 

・ ＳＤＧｓや環境に対する関心が国内外で高まっていることから、有機農産物など環境に配

慮した生産方式で栽培された農林水産物の消費拡大や販路開拓に取り組みます。 

・ マーケティングに関するセミナーや生産者と実需者との商談会の開催等を通じ、生産者等

のスキルアップに取り組みます。 

・ 食と農に関わる多様な事業者が連携し地域資源を活用した農山漁村発イノベーション99の

取組により、付加価値を高めながら消費までつないでいくバリューチェーン100の構築を促進

するとともに、その取組を実践する中核人材の育成に取り組みます。 

・ ライフスタイルの変化に伴う新たな消費者ニーズを的確に捉えた商品・サービスの開発や、

ＥＣサイトなどを活用した販路開拓を促進します。 

・ ゲノム解析技術等を活用した品種改良や、機能性成分の活用研究などによる県産農林水産

物の高付加価値化に取り組みます。 

・ 県産木材の新たな需要開拓・利用拡大に向け、輸入木材に対抗できる強度・品質に優れた

木材製品の開発を支援するほか、関係団体等と連携した首都圏の建設関係事業者等への販路

拡大や、住宅・民間商業施設等における県産木材の利用促進に取り組みます。 

・ 「いわて木づかい運動」の展開により、関係団体と連携しながら、日常生活や事業活動に

おける県産木材の積極的な利用を促進します。 

・ 水揚量が増加しているマイワシ、サワラ、ブリ等の資源を、新たな加工用原料として有効

利用する取組を促進します。 

・ 「いわて三陸ブランド101」の評価向上に向け、産地魚市場での低温管理の徹底などの高鮮

度流通の取組や食品コンクール・展示商談会への出品等を通じて、消費者への県産水産物や

その加工品の魅力発信に取り組みます。 

・ 市場流通や系統販売に加え、漁協や漁業者自らによる直販や自家加工販売など多様な販売

ルートを確保するための取組を促進します。 

・ 復興道路等を活用した首都圏等への鮮度の高い農林水産物の輸送を促進します。 

                                                  
99 農山漁村発イノベーション：６次産業化を発展させた、地域の文化・歴史や景観など農林水産物以外の多様な地域資源も活用し、多

様な事業者が参画して新事業や付加価値を創出する取組。 
100 バリューチェーン：生産から製造・加工、流通、消費に至る各段階の付加価値を高めながらつなぎ合わせ、食を基軸とする付加価

値の連鎖をつくる取組。 
101 いわて三陸ブランド：全国的に評価の高い本県水産物の付加価値向上を目指す地域ブランドの概念。 

ＤＸ 
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(2) 県産農林水産物の評価・信頼の向上 

・ 首都圏等における実需者へのトップセールスや、量販店や飲食店など民間企業との連携に

よる販売促進キャンペーン・フェアの開催等により、農林水産物や産地の評価・信頼の向上

に取り組みます。 

・ 「食」に対する生産者の想いやこだわり、安全・安心で、高品質な農林水産物等に係る情

報を発信するとともに、生産者と消費者・実需者とのコミュニケーション・交流を図る取組

を推進します。 

・ 県のホームページ、ＳＮＳやパブリシティ等を活用した情報発信に加え、関係団体・企業

等と連携した新聞、雑誌など様々なメディアを組み合わせた消費者の購買行動につながる効

果的なプロモーションの展開に取り組みます。 

・ 品質・性能の確かな製材品等の供給に向けたＪＡＳ（日本農林規格）認証の取得や森林認

証制度等の普及を促進します。 

・ 公共施設等での県産木材の利用推進とともに、県内の建築士や工務店等の木造設計技術の

向上支援など、民間商業施設等での県産木材利用を促進します。 

・ ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の促進など、農林水産物に対する消費者の信頼確保に取り組

みます。 

(3) 戦略的な県産農林水産物の輸出促進と外国人観光客等への対応 

・ アジア各国や北米等をターゲットに、国内外の実需者と連携した現地でのフェア開催やバ

イヤー等の招へい、オンライン商談やＥＣサイトの活用などにより、農林水産物の輸出拡大

に取り組みます。 

・ 本県の代表的な特産品である米や牛肉など、多様な品目を組み合わせたパッケージ型プロ

モーションや、トップセールス等により、県産品の認知度向上に取り組みます。 

・ ジェトロ岩手や金融機関等と連携したセミナーの開催など、輸出に向けた取組を推進しま

す。 

・ 「岩手ならでは」を求めて来県する外国人観光客等のニーズに応える、豊かな自然環境や

歴史、文化、魅力ある生産者等の地域資源を活用したフードツーリズム102の取組を促進しま

す。 

・ 日本産木材を輸入している諸外国の木材ニーズなどについて関係団体と情報共有するなど、

品質・性能の確かな県産木材の輸出に向けた取組を促進します。 

(4) 生産者と消費者の結び付きを深め、地域経済の好循環を創出する取組の推進 

・ 市町村の地産地消促進計画の取組支援や、産地直売所等による学校給食や医療・福祉施設

等への食材供給など、域内での農林水産物の消費拡大を推進します。また、県内産地直売所

の連携による品ぞろえの充実やＳＮＳ等での地元食材の魅力発信等により、産地直売所等の

誘客力と販売力の強化に取り組みます。 

・ いわて地産地消給食実施事業所の認定、「いわて食財の日」等の取組を一層推進し、社員食

堂や飲食店等での県産食材の利用拡大を推進します。 

                                                  
102 フードツーリズム：地域ならではの食・食文化を楽しむことを目的とした旅。 

ＤＸ 

ＤＸ 

ＤＸ 
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・ 生産者と消費者の結び付きの深化に向け、地域の特色ある「食」を核とした、歴史や文化、

自然環境等の多様な地域資源と融合したフードツーリズムの取組を促進します。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（生産者・団体・企業等） 

・農山漁村発イノベーションの実践・連携・

協力、交流・商談会等への参加 

・県産農林水産物の販路開拓等 

・商業施設等の木造化、内装木質化の推進 

・水産物の高度衛生品質管理地域づくりの

取組継続 

・水産加工品の販路の回復・拡大 

（市町村） 

・地産地消計画の実践 

・農山漁村発イノベーションの実践支援、

商談会等への参加支援 

・県産農林水産物の販路開拓等の支援 

・公共施設の木造化、内装木質化の推進 

・水産物の高度衛生品質管理地域づくりの

取組継続 

・水産加工品の販路の回復・拡大支援 

 

 

６ 農山漁村の振興 

 

(1) 農山漁村を支える人材の育成と地域活動等の支援 

・ 農山漁村の活性化に向け、地域コミュニティの活動をリードする人材の育成を支援すると

ともに、地域住民が主体的に取り組む地域の将来ビジョンの策定やビジョンの実現に向けた

取組を促進します。 

・ 生産者や地域住民など多様な主体の参画・連携により、農地や水路、森林、藻場・干潟等

の地域資源の保全を図るための地域共同活動を促進します。 

・ 農山漁村の地域資源を活用した多様なビジネスや地域の環境保全活動、生活支援活動、防

災活動など、農山漁村の活性化に取り組む地域運営組織（農村ＲＭＯ103）等の育成や活動支

援に取り組みます。 

・ 生産条件が不利な中山間地域の農業生産活動の継続に向け、小規模・家族経営や農業と別

の仕事を組み合わせた「半農半Ｘ」などの地域を支える多様な生産者が、農地を有効利用し

                                                  
103 農村ＲＭＯ：複数の集落の機能を補完して、農用地保全活動や農業を核とした経済活動と併せて、生活支援等地域コミュニティの

維持に資する取組を行う組織（Region Management Organization）。 

【ＫＰＩ】 

■事業体当たり６次産業化販売額：21,580 千円〔Ｒ３年実績値 23,013 千円〕 

■いわて牛取扱い推奨店登録数：420 店舗〔Ｒ４年実績値 382 店舗〕 

■素材需要量：1,348 千 m3〔Ｒ４年実績値 1,206 千 m3〕 

■水産加工事業者１社当たりの製造品出荷額：6.56 億円〔Ｒ２年実績値 6.02 億円〕 

■農林水産物の輸出額：69.0 億円〔Ｒ４年実績値 億円〕 

■年間売上高１億円以上の産直数：44 施設〔Ｒ３年実績値 39 施設〕 

自然減・社会減 
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ながら、地域の農業・農村を維持していく取組を促進します。 

(2) 魅力あふれる農山漁村づくりの推進 

・ 地域の立地条件等を生かして生産された、特長ある農林水産物を活用した特産品等の開発、

販路の開拓・拡大など農山漁村ビジネスの取組を促進します。 

・ 海外の連携拠点との技術交流による市場価値の高い新たな品目の生産などにより、所得の

拡大を図ります。 

・ 農山漁村に受け継がれてきた食文化について、「食の匠104」による地域住民等への継承・伝

承活動を促進します。 

・ デジタルアーカイブ105を活用した民俗芸能・食文化等の継承・発展や、ソーシャル・ネッ

トワーキング・サービス（ＳＮＳ）を活用した都市農村相互の情報共有、海外への魅力の発

信等を通じた交流活動の促進などにより、地域の活性化を図ります。 

・ 体験型教育旅行等による交流人口の回復・拡大に向け、地域の交流活動をコーディネート

する組織による受入農林漁家の掘り起こしや、広域連携等による受入体制強化の取組を促進

します。 

・ ワーケーションや企業の社員研修、外国人観光客等の多様な旅行ニーズに対応できる人材

の育成や観光分野と連携した情報発信を推進します。 

・ ハイキングやキャンプ等の健康・余暇活動を通じた森林の持つ保健・レクリエーション機

能の活用を促進します。 

・ 水産物の直売所や漁業体験活動、マリンレジャーなど、地域の水産物や漁港施設を活用し

て漁村の活性化を図る海業106の取組を促進します。 

・ 農道や林道、集落排水施設等の整備による快適な生活環境づくりを促進します。 

(3) 自然災害に強い農山漁村づくりの推進 

・ ため池等の農業水利施設の防災機能強化とともに、流域治水の取組定着や田んぼダム107に

係る地域住民の理解醸成など、地域の防災意識を高める活動を一体的に取り組みます。 

・ 災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等に備え、正確な土地境界の復元を可能にする地籍調査

を促進します。 

・ 山地災害の未然防止や荒廃森林の復旧に向け、適切な森林整備、治山施設の設置に取り組

みます。 

・ 津波被害から復旧した海岸防災林の防災機能の早期発現に向け、適切な保育管理に取り組

みます。 

・ 地震・津波・高波などの自然災害に備えた防波堤・岸壁等の漁港施設の防災・減災対策を

推進します。 

                                                  
104 食の匠：地域の食文化や郷土料理等に関する知識・技術を受け継ぎ、その情報発信と次代への伝承ができるとして、知事に認定さ

れた者。 
105 デジタルアーカイブ：有形・無形の文化財をデジタル情報として記録し、劣化なく永久保存するとともに、ネットワークなどを用

いて提供すること。 
106 海業：漁村の人々が海や漁村に関する地域資源の価値や魅力を活用して所得機会の増大等を図る取組。 
107 田んぼダム：小さな穴の開いた調整板などの簡単な器具を水田の排水口にとりつけて流出量を抑えることで、水田の雨水貯留機能

の強化を図り、周辺の農地・集落や下流域の浸水被害リスクの低減を図るもの。 

自然減・社会減 

安全・安心 
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・ 漁港から高台への避難体制の構築支援、操業中の漁船の避難ルールや水産業ＢＣＰ（業務

継続計画）の策定支援など、漁業地域の防災力向上を推進します。 

・ 沿岸地域の防災対策や地域づくりの方向性を踏まえた、海岸保全施設や避難路の整備等を

推進します。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

具体的な推進方策（工程表）

① 

（生産者を含めた地域住

民・団体・ＮＰＯ等） 

・地域ビジョンの策定・実

践 

・地域共同活動体制の構築 

・地域共同活動による農地

等の保全管理 

・多様な農業者が参画した

集落営農の実践 

（市町村） 

・地域リーダーの育成や地

域共同活動体制の構築支援 

・地域共同活動による農地

等の保全管理の普及啓発と

実践支援 

・多様な農業者が参画した

集落営農への支援 

具体的な推進方策（工程表）

② 

（生産者を含めた地域住

民・団体・ＮＰＯ等） 

・地域資源を活用した特産

品の開発 

・地域資源を生かした農山

漁村ビジネスの実践 

・伝統文化・食文化の継承

等の実践 

・体験プログラム開発、受

入れ技術の向上 

・農業生産基盤、農業生活

環境基盤の整備に向けた合

意形成 

・グリーン・ツーリズムや

移住・定住に関する情報発

信 

・海業の実践 

（市町村） 

・地域資源を活用した特産

品開発等の支援 

・販売促進、商談機会の提

供 

・グリーン・ツーリズム等

の施策の企画 

具体的な推進方策（工程表）

③ 

（生産者を含めた地域住

民・団体・ＮＰＯ等） 

・防災対策の実施 

・農地・農業用施設の点検

及び田んぼダムの取組 

・保安林制度の理解と遵守 

（市町村） 

・集落機能の維持に向けた

交通網の整備 

・防災意識の向上対策と危

機管理体制の構築 

・農地・農業用施設の点検

への支援や流域治水の取組

に係る普及啓発 

・地籍調査の実施 

・治山対策の実施に向けた

地域合意形成支援 

・治山対策や保安林制度の

普及啓発 

・海岸保全施設や避難路の

整備等 

・漁港施設の整備 

【ＫＰＩ】 

■農山漁村の環境保全活動への参加のべ人数：126,700 人〔Ｒ４年実績値 129,870 人〕 

■グリーン・ツーリズム交流人口：1,220 千人回〔Ｒ４年実績値 1,143 千人回〕 

■農山漁村発イノベーションによる商品化件数〔累計〕：96 件：〔Ｒ４年実績値 48 件〕 

■農業用ため池の機能診断実施個所数〔累計〕：163 箇所〔Ｒ４年実績値 118 箇所〕 

■山地災害防止機能が確保された集落数〔累計〕：1,020 集落〔Ｒ４年実績値 1,000 集落〕 

■漁港施設の防災・減災対策実施施設数〔累計〕：41 施設〔Ｒ４年実績値 36 施設〕 
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・地域の交流活動をコーデ

ィネートする組織の支援 

・グリーン・ツーリズムや

移住・定住に関する情報発

信 

・農業生産基盤、農業生活

環境基盤の整備に向けた合

意形成支援 

・海業の実践及び支援 

・集落排水施設等の整備や

機能保全対策の実施 

 

 

  



 

78 

 

１-４ ふるさと移住・定住促進戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔現状と課題〕 

・ 本県では、進学期・就職期の県外への転出を主な要因として社会減が続いており、少子高齢化

と相まった人口減少の進行により、地域の担い手不足が懸念されています。 

・ 新型コロナウイルス感染症の拡大を契機に、首都圏の若い世代を中心に地方移住への関心が

高まっているとの調査結果も踏まえ、テレワーク移住等も含めた移住希望者の様々なニーズに

応じ、効果的なＵ・Ｉターン施策を推進していく必要があります。 

・ 地方創生の動きや新型コロナの拡大を受けて、全国的に移住・定住の取組が強化されてきて

おり、本県においても、市町村へ配置した移住コーディネーターの活動や、ＮＰＯや地域団体に

よる定住・交流事業への支援などにより、移住者を受け入れる体制の更なる充実や機運の醸成

を図っていく必要があります。 

・ 地方に移住し、地域協力活動を行う地域おこし協力隊108員は、県内各地で増加傾向にあるほ

か、退任後の県内定着率は全国平均を上回っています。 

・ 移住の検討に当たっては、仕事とともに住まいや暮らしのイメージの具体化も重要な要素で

あることから、県において、移住前の現地訪問の促進や移住後の住まいへの支援に取り組む必

要があります。 

 

 

〔主な取組内容〕 

１ 岩手で暮らす魅力の発信と移住・定住の促進 

 

(1) 岩手ファンの拡大とＵ・Ｉターンの促進 

・ 移住希望者が岩手の魅力を知り、岩手で暮らしたくなるよう、ホームページやＳＮＳ、情

報誌等の活用による訴求力の高い情報発信など移住施策に取り組みます。 

                                                  
108 地域おこし協力隊：人口減少や高齢化等の進行が著しい地方において、地域外の人材を積極的に受け入れ、地域協力活動を行って

もらい、その定住・定着を図ることで、意欲ある都市住民のニーズに応えながら、地域力の維持・強化を図っていくことを目的とした

制度。 

１-４ ふるさと移住・定住促進戦略 

≪取組の方向≫ 

・ 本県への新しい人の流れを生み出すため、市町村や関係団体と連携し、岩手での暮らしのイ

メージや魅力を効果的に発信していくとともに、移住相談窓口の連携強化により、岩手ファン

の拡大とＵ・Ｉターンの促進を図ります。 

・ 本県に移住された方々が様々な経済活動や地域活動の担い手として活躍し、それぞれの多様

な希望がかなえられるよう、地域全体で移住者を受け入れるサポート体制を整備するなど、安

心して移住し、活躍できる環境の整備を図ります。 

自然減・社会減 ＤＸ 
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・ オンラインも活用しながら、首都圏に設置している移住相談窓口において、移住と就職の

一元的な相談機能を強化します。 

・ 事業の担い手を求める魅力ある地域産業などの「事業承継」を受け皿として位置づけ、移

住希望者の多様なニーズに対応します。 

・ 首都圏で活動している在京コミュニティと連携した交流イベント等の実施や、関係人口の

優良事例の普及啓発により、岩手ファン・関係人口の拡大を図ります。 

・ 「岩手Ｕ・Ｉターンクラブ」加盟大学などと連携して、本県企業への就職相談やインター

ンシップのほか、ふるさとワーキングホリデーの推進等を図るとともに、農林水産業など各

分野の人材確保の取組と連携したＵ・Ｉターン希望者への情報発信に取り組みます。 

・ Ｕターン希望者に向けては、盆と年末年始の帰省時期に合わせ、県内主要駅での広告掲出

やブース設置などにより、Ｕターン就職を促進するプロモーションを実施します。震災復興

支援で本県と関わった方や孫ターンなどのＩターン希望者に向けては、本県の魅力を詰め込

んだＩターン向けのガイドブックを活用するなど、Ｕ・Ｉターンの取組を強化します。 

(2) 移住体験の推進 

・ 移住者や地域で暮らす人々との交流を通じて、岩手の魅力や、暮らしを体感してもらうた

め、移住体験の取組を推進します。 

・ 県内の事業所で就業体験を行いながら、地域のお祭りやイベントに参加し、岩手の仕事と

暮らしの魅力を体験するふるさとワーキングホリデーの取組を推進します。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民・ＮＰＯ等） 

・移住者の受入れの理解 

・移住者のサポート 

・移住者との交流 

（団体・企業等） 

・就職、仕事に関する情報の発信 

・移住者の経験や技術の活用 

・働き方改革の推進などによる移住者

の受入態勢の整備 

・岩手県出身者をはじめとした移住者

の雇用拡大 

・地域おこし協力隊の受入拡大、活動の

（市町村） 

・移住者の受入窓口の設置など相談・支援体

制の整備 

・移住希望者への情報発信 

・インターンシップの受入促進や移住体験施

策の推進 

・移住者の支援やフォローアップ 

・地域おこし協力隊の受入拡大、活動サポー

ト及び定着に向けた支援 

・空き家対策 

【ＫＰＩ】 

■移住相談件数：11,100 件〔Ｒ４年実績値 8,712 件〕 

■県外からの移住・定住者数：2,500 人〔Ｒ４年実績値 1,647 人〕 

■Ｕ・Ｉターン就職者数〔累計〕：4,000 人〔Ｒ４年実績値 738 人〕 
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充実及び起業・就業等の定着に向けた支

援 

 

 

２ 安心して移住し活躍できる環境の整備 

 

(1) 移住者の受入態勢の整備 

・ 市町村や関係団体、ＮＰＯなど、様々な主体が移住者の受け入れや、定住の促進に向けた

取組を行っていることから、オール岩手での移住・定住の促進を図るために、各主体の取組

に関する情報共有や、連携強化を図ります。 

・ 本県への移住・定住を促進するため、県営住宅のストックを活用し、移住希望者や若者な

どが安心して生活できる環境を提供するとともに、市町村と連携して、若者や移住者などの

空き家住宅の取得等に対する支援に取り組みます。 

(2) 県外人材の定着・定住の促進 

  仕事に関する情報発信の強化や、起業の促進などにより、若者や女性の県内への移住推進を

図るとともに、（一社）いわて地域おこし協力隊ネットワークとの連携による地域おこし協力隊

員等を対象とした起業や就業に関するセミナーの開催、事業承継に関する情報提供などにより、

地域への定着を図ります。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民・ＮＰＯ等） 

・移住者の受入れの理解 

・移住者のサポート 

・移住者との交流 

（団体・企業等） 

・就職、仕事に関する情報の発信 

・移住者の経験や技術の活用 

・働き方改革の推進などによる移住者

の受入態勢の整備 

・岩手県出身者をはじめとした移住者

の雇用拡大 

・地域おこし協力隊の受入拡大、活動の

（市町村） 

・移住者の受入窓口の設置など相談・支援体

制の整備 

・移住希望者への情報発信 

・インターンシップの受入促進や移住体験施

策の推進 

・移住者の支援やフォローアップ 

・地域おこし協力隊の受入拡大、活動サポー

ト及び定着に向けた支援 

・空き家対策 

【ＫＰＩ】 

■移住コーディネーター、定住支援員等を配置している市町村数 

：33 市町村〔Ｒ４年実績値 33 市町村〕 

■地域おこし協力隊員数：260 人〔Ｒ４年実績値 230 人〕 

自然減・社会減 ＧＸ 
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充実及び起業・就業等の定着に向けた支

援 
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２ 岩手で育てる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

社会全体で結婚、妊娠・出産、子育てを支援し、安心して子どもを生み育てられる社

会を目指す施策 

＜ポイント＞ 

 

○ 就労、出会い、結婚、妊娠・出産、子育てまでライフステージに応じた切れ目のない支援に

より、県民の結婚したい、子どもを生みたい、育てたいという希望に応える取組を進めます。 

 

○ 保育所の整備や保育サービスの拡充、保育従事者の確保に取り組むほか、放課後児童クラブ

の充実、子育てと仕事の両立の支援など子育てにやさしい環境づくりを目指します。 

２ 岩手で育てる 
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２-１ 若者の就労、出会い・結婚、妊娠・出産支援戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔現状と課題〕 

・ 令和４年の本県の出生数は5,788人と、10年前と比較して3,487人減少しており、また、令和４

年の合計特殊出生率は1.21と、平成29年と比べると0.26ポイント低下しており、全国と同様に低

下傾向が続いています。 

・ 令和３年に国立社会保障・人口問題研究所が公表した、令和２年の本県の生涯未婚率（50歳時

の未婚率）は男性が29.61％、女性が16.70％で、平成27年と比べると、男性は3.0ポイント、女

性は3.21ポイント上昇しており、男性の生涯未婚率は、全国第５位の高さとなっています。 

・ ライフスタイルの多様化などにより、平均初婚年齢は年々上昇しており、未婚化、晩婚化が一

層進んでいます。さらに、長引いたコロナ禍の影響により、人との接触機会の減少、人々の生活

意識や行動が変化する中で、若い世代の結婚や子育てに関する意識が変化している可能性があり

ます。 

・ 家庭や地域の子育て力が低下する中で、県民一人ひとりが家族や子育ての意義について理解を

深め、地域社会全体で子育て家庭を応援する機運を高めていく必要があります。 

・ 家庭教育や子育てに関しての相談件数が増加傾向にあることから、家庭教育を支える環境づく

りを推進し、保護者等を支援する必要があります。 

・ 核家族化の進展や、出産年齢の上昇などによるリスクの高い妊婦の増加や分娩を取り扱う医療

機関が減少する中で、安心して子どもを生み育てるためには、悩みを抱える妊産婦等を早期に発

見し、相談支援につなげるとともに、医師確保や周産期医療機関の機能分担と連携及び救急搬送

体制の充実強化による、安心して出産できる体制整備が必要です。 

 

２-１ 若者の就労、出会い・結婚、妊娠・出産支援戦略 

≪取組の方向≫ 

・ 結婚・家庭・子育てに希望を持てる環境づくりを進めるため、若い世代に対するライフデ

ザインの構築支援、結婚サポートセンターの新規会員の確保やマッチング支援の強化、市

町村や企業等と連携した出会いの場の創出に取り組むほか、不妊に悩む夫婦への総合的な

支援や、仕事と子育ての両立支援などに取り組む企業等の拡大に取り組みます。 

・ 安心して子どもを生み育てられる環境づくりを進めるため、市町村における産後ケア事

業等の実施や保育所等の計画的な施設整備を促進するとともに、周産期救急搬送体制の強

化や妊産婦の通院等への支援、子どもの居場所の開設・運営に関する支援等に取り組みま

す。 

・ 仕事と生活を両立できる環境をつくるため、デジタル技術等を活用した企業の生産性向

上を支援し、長時間労働の是正、年次有給休暇の取得率向上等の働き方改革を推進します。

また、育児休業・介護休業の取得促進、テレワークをはじめとした柔軟で多様な働き方の取

組を促進します。 
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・ 本県は、子育て期の男性家事時間が全国平均より低くなっており、性別にかかわらず家事・子

育てを実施する大切さについての普及・啓発が一層求められています。 

・ 県内に居住する満18歳以上の男女２千人を対象として実施した、「令和３年度男女が共に支え

る社会に関する意識調査（以下「男女意識調査」という。）」において、仕事と家庭・社会活動の

両立のために必要なこととして、「育児休業・介護休業制度を利用しやすい職場環境の整備」が

も多くなっています。 

・ 本県における令和４年の年間総実労働時間は、全国平均と比較して長く、年次有給休暇取得率

も全国平均と比較して低い状況であり、働き方改革の推進が必要です。 

・ コロナ禍の影響により、時間や場所を有効に活用できるテレワークの導入が進んでいますが、

全国とは開きがあり、働く人がそれぞれの状況に合わせて働き方を選択して仕事を継続できる

多様な働き方の導入促進が求められています。 

・ 出生数が長期的に減少傾向にあることや、晩婚化を背景に育児期にある世帯が親の介護も同

時に担う、いわゆるダブルケア問題の懸念などを踏まえ、企業の育児休業・介護休業制度をはじ

めとする仕事と生活の調和に向けた取組の普及が求められます。 

・ 従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する健康経営の考え方が広がりを

見せています。 

 

 

〔主な取組内容〕 

１ 結婚・家庭・子育てに希望を持てる環境づくり 

 

(1) 結婚・家庭・子育てに希望を持てる環境づくりの推進 

・ 結婚したいと願う県民の希望をかなえるため、県、市町村、民間団体等が連携して“いき

いき岩手”結婚サポートセンターを設置・運営し、入会促進の取組などにより新規会員を確

保するとともに、ＡＩを活用したマッチング支援の強化に取り組みます。 

・ 市町村と連携した出会いの場の創出や新婚世帯への経済的支援のほか、企業等と連携し従

業員への結婚情報の提供などに取り組みます。 

・ 若い世代が早い段階から将来のライフプランを考え、希望を持って未来を描くことができ

るよう、セミナーの実施や妊娠や出産、不妊に関する正しい知識の啓発などにより、若者の

ライフデザインの構築を支援します。 

・ 社会全体で結婚や子育てを支援する機運の醸成に向け、企業等による支援活動が促進され

るよう、「いわて子育て応援の店」、「いわて結婚応援の店」の協賛店の拡充を進めます。 

・ 子育て中の親やこれから親になる若者が安心して家庭を持ち、子どもを生み育てていくこ

とができるよう、家庭や子育ての大切さについての意識啓発や情報提供を行い、社会全体で

子育てを支援する機運の醸成を図ります。 

・ 不妊治療と仕事の両立支援のため、企業等に対し不妊治療休暇制度等の導入に向けた働き

かけを行うとともに、不妊専門相談センターを設置し、不妊に悩む夫婦を総合的に支援しま

自然減・社会減 
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す。 

・ 市町村、企業、ＮＰＯ等と連携し、男性の家事や育児に関わる意識の醸成を図り、性別に

かかわらず家事や育児に取り組む環境づくりを促進します。 

(2) 安全・安心な出産環境の整備 

・ 分娩取扱施設が減少している中、リスクに応じた適切な周産期医療提供体制を確保するた

め、周産期母子医療センターの機能強化や、「周産期医療情報ネットワーク」などのＩＣＴ等

の更なる活用による周産期医療機関の機能分担、連携及び救急搬送体制の充実強化を一層進

めます。 

・ 安心して子どもを生み育てることができるよう、妊産婦・子育て世帯・子どもの包括的な

相談支援等を行う「こども家庭センター109」の市町村への設置を促進するとともに、産後ケ

ア事業、産前・産後サポート事業などの取組を促進します。また、妊娠の早期届出や妊婦健

康診査の受診を促進するとともに、未受診者に対する指導の充実を図ります。 

・ 妊産婦メンタルヘルスケアや乳児家庭全戸訪問等により、親子の心身の健康支援の充実に

努めます。 

・ 妊婦健診や分娩等のために医療機関へ通院している妊産婦の経済的負担を軽減する取組の

充実及び一層の活用促進に取り組みます。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（企業・ＮＰＯ・団体） 

・（公財）いきいき岩手支援財団による

「“いきいき岩手”結婚サポートセンタ

ー」の設置運営 

・仕事と子育てが両立できる職場環境

の整備 

（医療機関） 

・市町村等と連携した妊産婦のサポー

ト    

（市町村） 

・若者の出会い・結婚に関する施策の実施 

・周産期医療に係る医療機関との連携 

・地域における切れ目のない妊娠・出産支援 

                                                  
109 こども家庭センター：全ての妊産婦、子育て世帯、子どもの包括的な相談支援等を行う機関。令和４年の児童福祉法の改正によ

り、市町村における設置が努力義務とされたもの。 

【ＫＰＩ】 

■結婚サポートセンター会員における成婚者数〔累計〕：250 人〔Ｒ４年実績値 37 人〕 

■「いわて子育て応援の店」協賛店舗数〔累計〕：2,800 店舗〔Ｒ４年実績値 2,392 店舗〕 

■不妊治療休暇制度等導入事業者数〔累計〕：60 事業者〔Ｒ４年実績値２事業者〕 

■周産期救急患者搬送のコーディネート件数：454 件〔Ｒ４年実績値 402 件〕 

■産後ケア事業実施市町村数（他市町村との連携を含む）〔累計〕 

：33 市町村〔Ｒ４年実績値 29 市町村〕 

自然減・社会減 
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・医療機関間、診療科間の連携 

 

 

２ 仕事と生活を両立できる環境づくり 

 

(1) 働き方改革の取組の推進 

・ 「いわてで働こう推進協議会」を核とした「いわて働き方改革推進運動」の展開により、

長時間労働の是正、年次有給休暇の取得率向上、完全週休２日制普及等の働き方改革の取組

を推進します。 

・ 各種セミナーの開催、働き方改革のモデル事例の創出・紹介、優良事例等の表彰を行うと

ともに、広報媒体の活用等による普及啓発を行います。 

・ 休暇制度や各種手当などの雇用・労働環境の改善について、岩手労働局と連携し、産業関

係団体への要望活動や国の各種助成制度等の普及啓発を行います。 

・ ライフステージやライフスタイルに応じた柔軟で多様な働き方の普及を図るため、企業の

テレワークや副業・兼業などの取組を促進します。 

・ 岩手労働局や市町村と連携して、企業や経済団体等に対する要請をはじめとした多様な人

材の雇用の場の確保に向けた取組を展開し、若者、女性、高齢者、障がい者、外国人等のあ

らゆる人が持てる能力を 大限に発揮することを可能とするダイバーシティ経営の導入を

促進します。 

(2) 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の推進  

・ 誰もが働きやすい労働環境の整備の促進に向け、セミナーの開催などを通じて、休暇制度

やパワーハラスメント防止対策など労働関係法令に関する知識の普及を図ります。 

・ 保育所等や放課後児童クラブにおいて、保育人材の不足や定員に対する年齢別のニーズの

ミスマッチ等により、特定の地域において待機児童が生じていることから、引き続き、子育

て家庭を支援するため、市町村と連携して、子ども・子育て支援の充実を図る必要がありま

す。 

・ 仕事と子育ての両立支援などに取り組む企業等の表彰・認証の促進などにより、子育てに

やさしい職場環境づくりを支援します。 

(3) いきいきと働き続けるための健康づくりの推進 

健康づくりに関する正しい知識の普及啓発や健康教育を実施するほか、企業等における健

康経営の取組を促進します。 

自然減・社会減 

自然減・社会減 
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＜多様な主体に期待される取組＞ 

（企業・ＮＰＯ等） 

・持続的な働き方改革の取組 

・両立支援の環境づくりと実践 

・ワーク・ライフ・バランスの推進 

・多様な働き方ができる環境づくり 

・健康経営の取組の推進 

（教育機関・産業支援機関等） 

・企業に対する助言・指導 

・学生に対する労働教育 

（市町村） 

・ワーク・ライフ・バランスの取組への支援 

・企業への要請、意識啓発 

・働き方改革の取組の支援 

 

 

  

【ＫＰＩ】 

■いわて働き方改革推進運動参加事業者数〔累計〕 

：1,350 事業者〔Ｒ４年実績値 822 事業者〕 

■年次有給休暇の取得率：65.0％〔Ｒ３年実績値 58.6％〕 

■放課後児童クラブの待機児童数(５月時点)：0人〔Ｒ４年実績値 111 人〕 

■いわて子育てにやさしい企業等認証の認証数〔累計〕 

：515 事業者〔Ｒ４年実績値 375 事業者〕 

■いわて健康経営認定事業所数〔累計〕：1,036 事業所〔Ｒ４年実績値 591 事業所〕 
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２-２ 子育て支援戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔現状と課題〕 

・ 家庭や地域の子育て力が低下する中で、県民一人ひとりが家族や子育ての意義について理解を

深め、地域社会全体で子育て家庭を応援する機運を高めていく必要があります。 

・ 世帯当たり人員数の減少が続いており、家庭養育機能の脆弱化や子育ての孤立化などにより、

養育者の育児不安が増加しています。 

・ 保育所等や放課後児童クラブにおいて、保育人材の不足や定員に対する年齢別のニーズのミス

マッチ等により、特定の地域において待機児童が生じていることから、引き続き、子育て家庭を

支援するため、市町村と連携して、子ども・子育て支援の充実を図る必要があります。 

・ 出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、働く人がそれぞれの状況に合わせて柔軟に働き方を

変えて仕事を継続できるよう、時間や場所を有効に活用できるテレワークや兼業・副業などの多

様な働き方の導入や定着促進が求められています。 

・ 一般事業主行動計画の策定・届出及び情報公表の義務化の範囲拡大、大企業の男女賃金差の情

報公開の義務化、産後パパ育休制度の施行等、労働関係法令改正の周知を図る必要があります。 

・ こども基本法や「いわての子どもを健やかに育む条例」の基本理念に基づき、子どもの権利を

尊重し、子どもの貧困、ヤングケアラー、児童虐待などの諸課題に対して、子どもの 善の利益

を考慮し、生まれ育った環境に左右されることなく自己実現が図られるよう、環境整備を進める

ことが必要です。 

・ 本県の療育の拠点である県立療育センターの機能の強化や、「医療的ケア児支援センター」の

設置などにより、障がい児の療育体制の充実を図ってきたところですが、身近な地域で障がいの

特性に応じ、希望する療育を受けられる療育支援体制の構築が求められています。 

 

・ 人口減少の進行や新型コロナウイルス感染症の影響等により、学校支援活動や公民館活動・子

供会行事等の継続が困難な地域があることから、学校・家庭・地域が一層の連携・協働を図り、

子どもの学びや育ちを支える仕組みづくりを推進する必要があります。 

・ 放課後子供教室や県立青少年の家等において、地域の実情に合わせた学習支援や体験活動が展

開されていますが、家庭での学習が困難な子どもたちや、多様な体験を望む子どもたちに対して、

より一層の支援が求められていることから、引き続き、地域住民等の協力を得ながら、学習支援

２-２ 子育て支援戦略 

≪取組の方向≫ 

・ 就労形態の多様化に対応した、多様な保育サービス等の充実など子育てしながら働きやすい

環境づくりの推進に取り組みます。 

・ 小児医療体制の充実や子育て家庭の経済的負担の軽減、児童虐待防止や子どもの貧困対策な

どにより、子育て中の家庭が安心して子育てをし、子どもが健やかに成長することができる環

境づくりに取り組みます。 
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や体験活動を行う機会の拡充を図ることが必要です。 

・ 特別な支援を必要とする子どもが地域で安心して学校生活を過ごすことができるよう、「共に

学び、共に育つ教育」や、発達障がいなどの障がいに関する正しい知識の普及を進めるための県

民向けの公開講座を実施しましたが、引き続き、国の「発達障害を含む障害のある幼児児童生徒

に対する教育支援体制整備ガイドライン」を踏まえ、特別支援教育に対する地域等の支援体制の

構築を推進する必要があります。 

   

 

〔主な取組内容〕 

１ 安心して子どもを育てられる環境づくり 

 

(1) 子育て家庭への支援 

・ 市町村と連携した子ども・子育て支援の充実に向けたデータの分析や活用を一層進めます。 

・ 「岩手県子ども・子育て支援事業支援計画」に基づき、市町村と連携し、特に保育ニーズ

が増加している地域において保育の受け皿整備や保育人材の確保に取り組むなど、子ども・

子育て支援の充実を図ります。 

・ 仕事と子育ての両立支援などに取り組む企業等の表彰・認証の促進などにより、子育てに

やさしい職場環境づくりを支援します。 

・ 子育て家庭の適正な医療の確保が図られるよう、引き続き子ども、妊産婦、ひとり親家庭

等に対する医療費助成を行うとともに、高校生等（18 歳到達の年度末まで）の子ども及び妊

産婦に係る医療費助成の現物給付を実施します。 

・ 長時間労働の是正、年次有給休暇の取得率向上、完全週休２日制普及等の働き方改革の取

組を推進します。また、積極的に働き方改革に取り組もうとする企業を支援します。 

・ 休暇制度や各種手当などの雇用・労働環境の改善について、岩手労働局と連携し、産業関

係団体への要望活動や国の各種助成制度等の普及啓発を行います。 

(2) 子どもが健やかに成長できる環境の整備 

・ 「岩手県子どもの幸せ応援計画」に基づき、子どもの将来がその生まれ育った環境に左右

されることなく、子どもたちが自分の将来に希望を持てるよう、子どもの貧困対策の充実に

向けて、学習環境の整備や福祉部門との連携強化などの教育の支援、相談事業の充実などの

生活の支援、金銭の給付や奨学金の貸与などの経済的支援等に取り組みます。 

・ ひとり親家庭等の多様なニーズに対応するため、民間団体や関係機関の緊密な連携による

包括的な相談支援体制を構築するとともに、ひとり親家庭等が経済的に自立できるよう、保

護者の就労支援や経済的な支援制度の周知と活用の促進等に取り組みます。 

・ 児童虐待の発生予防、早期発見、相談・対応機能の充実及び再発防止や、ヤングケアラー

など支援が必要な子どもたちへの地域における支援体制を構築するため、市町村の子ども家

庭相談体制の充実や要保護児童対策地域協議会の機能強化に向けた取組を支援するととも

に、児童相談所の体制強化や関係機関との連携に努めます。 

自然減・社会減 

自然減・社会減 ＤＸ 
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・ 社会的養護を必要とする子どもたちの 善の利益の実現に向け、「岩手県社会的養育推進

計画」に基づき、家庭的環境での養育を促進するために里親委託等の推進や児童養護施設等

の環境改善・ケア体制の充実を図るとともに、施設を退所した子ども等への自立支援などの

充実を図ります。 

・ 高度・専門・救急医療の確保を図るため、がん診療連携拠点病院110等の機能強化の支援、

小児救急医療対策の充実及び救命救急センターへの支援を進めるほか、ドクターヘリの安全

かつ円滑な運航に取り組みます。 

(3) 障がい児の地域療育支援体制の充実 

・ 県内どの地域でも、障がい児や特別な支援を必要とする子どもとその家族の多様なニーズ

に対応した療育が身近な場所で受けられるよう、各地域の保健、福祉、医療、教育等の関係

機関が連携した地域療育ネットワークを構築し、支援の充実を図ります。 

・ 「医療的ケア児支援センター」を中心に、地域が主体となった支援体制の構築を支援して

いきます。 

・ 療育に携わる人材の養成、育成や、業務の推進を支援するための取組を進めていきます。 
(4) 家庭教育を支える環境づくりの推進 

・ 子育てや家庭教育に悩みや不安を抱える親を支援するため、電話やメールによる相談窓口

の周知と利用促進を図るとともに、すこやかメールマガジン等による家庭教育に役立つ情報

などの提供や、教育に関する意識啓発に取り組みます。 

・ 子育て支援に関わるグループ・団体・ＮＰＯ等や企業との連携・協力、協働を図るため、

子育てサポーター等の資質向上やネットワークづくりに向けた研修等を実施します。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民・ＮＰＯ等） 

・地域力を生かした子育て支援活動 

・子どもの健やかな成長を支援するための

（市町村） 

・市町村子ども・子育て会議による事業計

画の着実な実施 

                                                  
110 がん診療連携拠点病院：質の高いがん医療の全国的な均てん化を図ることを目的に整備された病院。 

【ＫＰＩ】 

■放課後児童クラブの待機児童数(５月時点)：0人〔Ｒ４年実績値 111 人〕 

■保育士・保育所支援センターマッチング件数〔累計〕：456 件〔Ｒ４年実績値 110 件〕 

■学習支援事業に取り組む市町村数：33 市町村〔Ｒ４年実績値 27 市町村〕 

■子ども食堂など子どもの居場所づくりに取り組む市町村数 

：33 市町村〔Ｒ４年実績値 27 市町村〕 

■小児周産期医療遠隔支援システム利用回数：748 回〔Ｒ４年実績値 340 回〕 

■発達障がい児者地域支援体制整備への助言回数〔累計〕 

：36 回〔Ｒ４年実績値―回〕 

■すこやかメールマガジンの登録人数：6,000 人〔Ｒ４年実績値 4,062 人〕 

自然減・社会減 

自然減・社会減 ＤＸ 
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活動 

・行政、企業、支援機関等と連携した取組の

実施 

（企業・団体） 

・仕事と子育てが両立できる職場環境の整

備 

・地域の子育て支援サービスへの協力、協賛 

・「いわて子育て応援の店」、「いわて結婚応

援の店」への参加 

（子ども・子育て支援機関等） 

・専門的な知識・経験による子育て支援等  

・障害児通所支援事業の実施 

（学校） 

・児童生徒の基本的な生活習慣の定着を図

る取組の実施 

・子育て家庭への医療費助成 

・住民ニーズに応じた教育・保育サービス 

・放課後や家庭における支援施策の実施 

・住民参加と協働による子育て支援策の

推進 

・子ども家庭に係る相談・児童虐待通告へ

の適切な対応 

・就学支援の実施 

・児童発達支援センターの設置・運営の検

討 

・発達障がいの可能性がある子どもの地

域でのアセスメントの推進 

・地域療育ネットワークの機能の充実 

・家庭のニーズ等に応じた学習情報の提

供 

・子育てサポーターや子育て支援関係者

の研修の実施 

 

 

２ 学校と家庭、住民の協働による子どもの育ちと学びの支援 

 

(1) 学校・家庭・地域の連携の仕組みづくり 

・ 「地域とともにある学校づくり」や「学校を核とした地域づくり」を実現するため、コミ

ュニティ・スクール111との連携により、教育振興運動や地域学校協働活動の充実等に取り組

みます。 

・ 地域学校協働活動を持続的な取組とするため、市町村における地域と学校をつなぐコーデ

ィネート人材の配置を支援します。 

(2) 豊かな体験活動の充実 

・ 子どもたちに放課後等の学習の場を提供するため、日常的に児童生徒が利用する放課後子

供教室や放課後児童クラブ等による居場所づくり、地域学校協働活動等による多様な体験活

動の実施に取り組みます。 

・ 子どもたちの体験学習の場を提供するため、青少年の家や野外活動センターなどの社会教

育施設において、周辺の自然を生かした体験活動等の充実に取り組みます。 

・ 子どもたちの体験活動を充実させるため、従来の実体験プログラムとオンラインプログラ

ムを組み合せた放課後子供教室の特色ある事例を市町村等に情報提供するなど、取組の拡充

を図ります。 

                                                  
111 コミュニティ・スクール：学校運営協議会を設置する学校のことで、学校と保護者や地域の人々がともに知恵を出し合い、学校運

営に意見を反映させることにより、連携・協働しながら子どもたちの豊かな成長を支える仕組み。 

ＤＸ 
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(3) 県民と協働した特別支援教育体制づくりの推進 

・ 特別な支援を必要とする子どもが地域で安心して学校生活を過ごすことができるよう、「共

に学び、共に育つ教育」の推進や、発達障がいなどの障がいに関する正しい知識の普及を進

めるための県民向けの公開講座を実施します。 

・ 地域ぐるみで特別支援教育を支援する体制をつくるため、授業の補助や学校生活の支援を

行う特別支援教育サポーターの養成に取り組みます。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（家庭） 

・教育振興運動や地域学校協働活動への参

画・協働 

・多様な体験活動への子どもたちの参加促

進 

・特別支援教育サポーターとしての教育活

動への協力 

（地域、関係団体、ＮＰＯ等） 

・コミュニティ・スクールへの参画・協働 

・教育振興運動や地域学校協働活動への参

画・協働 

・地域と学校をつなぐコーディネート人材

の輩出 

・放課後子供教室等の運営 

・子どもたちの多様な体験活動機会の提供 

・特別支援教育サポーターとしての教育活

動への協力 

（学校） 

・コミュニティ・スクールの運営 

・教育振興運動や地域学校協働活動への

参画・協働 

（社会教育施設） 

・自然体験活動などの体験活動の充実 

（市町村教育委員会） 

・教育振興運動や地域学校協働活動の指

導・支援 

・地域と学校をつなぐコーディネート人

材の配置 

・放課後子供教室等の運営支援 

・子どもたちの多様な体験活動機会の提

供 

・特別支援教育や障がい等に関する住民

理解の推進 

 

  

【ＫＰＩ】 

■教育振興運動や地域学校協働活動を推進している市町村・地区の割合 

：95.7％〔Ｒ４年実績値 97.9％〕 

■放課後児童クラブの待機児童数(５月時点)：0人〔Ｒ４年実績値 111 人〕 

■特別支援教育サポーターの登録者数：480 人〔Ｒ４年実績値 364 人〕 
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３ 岩手で暮らす 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

医療・福祉や文化、教育など豊かなふるさとを支える基盤の強化を進め、地域の魅

力向上を目指す施策 

＜ポイント＞ 

○ 日常生活の利便性の向上により暮らしやすさを実現し、地域の魅力を高めます。また、地域

コミュニティ活動への支援、公共交通の利用促進、豊かな環境の保全・形成など魅力あるまち

づくりを進めます。 

 

○ 地域の伝統文化をはじめとする文化芸術やスポーツの振興を図り、心豊かでいきいきと暮ら

せる地域をつくります。 

 

○ 若者や女性の活躍できる環境づくりにより、若者たちが躍動する地域、男女が共に生きやす

く・活気ある社会を形成します。 

 

○ 医療、福祉・介護を充実していくとともに、健康と長生きのための取組を推進し、若者から

お年寄りまで全ての人々が安心して暮らせる地域をつくります。 

 

○ 豊かなふるさとの将来を担う人づくりの推進や教育の振興を図り、地域の活性化を実現しま

す。 

 

３ 岩手で暮らす 
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３-１ 魅力あるふるさとづくり戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔現状と課題〕 

・ 改正建築物省エネ法では、新築住宅について、2025年までに現行省エネ基準への適合、更に

2030年には現行基準を上回るＺＥＨ（ゼッチ）基準112への適合が義務化される予定であり、2050

年度までの温室効果ガス排出量の実質ゼロと快適で豊かな暮らしを実現するため、省エネに優

れた住宅の普及に取り組む必要があります。 

・ 全国的に空き家が増加傾向にあり、本県においても増加が見込まれるため、空き家発生を抑

制するとともに、空き家の利活用や中古住宅の流通を活性化する取組を進めていく必要があり

ます。 

・ 水道事業を取り巻く経営環境は、人口減少に伴う水道水の使用量及び料金収入の減少や、水

道施設・管路の老朽化による更新需要の増大、多発する災害への対策などにより厳しさを増し

ており、水道の基盤強化のため、令和４年度に「岩手県水道広域化推進プラン」を策定しまし

た。 

・ 本県における水道の基幹管路の耐震適合率は令和４年度時点で 38.6％と全国平均 41.2％を下

回る状況であり、引き続き耐震化の取組が必要です。 

・ 汚水処理人口普及率（下水道など汚水処理施設を利用できる人口の割合）は、地域の実情に合

った効率的な施設整備により着実に向上していますが、全国平均に対して低い状況であり、引

き続き普及率の向上に取り組むとともに、令和４年度に策定した「岩手県汚水処理事業広域化・

共同化計画」に基づき、汚水処理施設の統廃合等を促進することが必要です。 

・ 人口減少等を背景に中心市街地の空洞化など都市の低密度化が進んでおり、コンパクトなま

ちづくりによる持続可能な都市の実現を図るため、立地適正化計画制度等による都市機能の適

正な誘導や、都市計画道路の整備等による交通ネットワークの充実を推進する必要があります。 

                                                  
112 ＺＥＨ（ゼッチ）基準：ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスの基準。外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設

備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することによ

り、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅の基準。 

３-１ 魅力あるふるさとづくり戦略 

≪取組の方向≫ 

・ 景観の保全や情報通信基盤の整備、水道事業の広域連携や汚水処理施設の整備促進など引

き続き魅力あるまちづくりに取り組みます。 

・ 「岩手県地域公共交通網形成計画」に基づく広域バス路線や鉄道路線の維持・確保や地域

公共交通の利用促進に取り組みます。 

・ 地域コミュニティ活動に関する意識の普及啓発や、担い手の育成・確保に取り組みます。 

・ 自主防災組織の組織化や活性化の支援、組織間のネットワーク化の促進、防災士制度を活

用した人材の育成、消防職団員の確保に取り組みます。 

・ 多様で優れた環境の保全や災害時にも対応できる自立分散型エネルギー供給体制の構築、

再生可能エネルギー由来の水素の利活用に取り組みます。 
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・ 「ひとにやさしいまちづくり条例」に基づく特定公共的施設については、多くの方が利用する

施設のバリアフリー化が進んでおり、引き続き、趣旨や必要性について普及・啓発を図り、特定

公共的施設のバリアフリー化を推進する必要があります。 

・ 地域住民等による景観づくりの取組が進んでおり、良好な景観の形成により地域の魅力を高

めるため、引き続き、住民主体の活動の促進や次世代の担い手の育成を推進する必要がありま

す。 

 

・ 人口減少やモータリゼーション113の進行、新型コロナウイルス感染症の長期化による外出自

粛・新しい生活様式の定着により、地域公共交通の利用者が減少していることに加え、運転士不

足や施設等の老朽化など、第三セクター鉄道やバス事業者は厳しい経営環境に置かれており、

国や自治体の財政支援によって支えられています。 

・ 第三セクター鉄道やＪＲ東日本のローカル鉄道は、地域住民のマイレール意識によって支え

られているとともに、観光等の資源としても独自の魅力を有しており、これらの特性を踏まえ、

地元利用の促進と観光利用の拡大に向けた取組を進める必要があります。 

 

・ 震災復興支援者やボランティアの方々との交流、移住者の活躍など、東日本大震災津波を契

機とした多様な主体との交流が継続されています。 

・ 人口減少や少子高齢化の進行、新型コロナの影響等によるコミュニティ活動への参加の機会

の減少等により地域コミュニティの機能低下や担い手不足が危惧され、また、孤独・孤立の問題

が顕在化・深刻化してきており、持続可能な地域コミュニティづくりとコミュニティを支える

人材の育成に取り組む必要があります。 

・ 地域における共助の担い手である自治会等における防災体制づくりを着実に進めてきたとこ

ろですが、本県 大クラスの津波浸水想定や地震・津波被害想定調査の結果等を踏まえ、自主防

災組織の組織化・活性化などにより、地域における迅速な避難体制の構築に取り組む必要があ

ります。 

 

・ 頻発・激甚化する自然災害などの災害リスクに対応するため、東日本大震災津波等からの復

旧・復興を通じて得られた経験・教訓を次の災害へ生かしていく必要があります。特に、日本海

溝・千島海溝沿いの巨大地震など今後起こり得る大規模自然災害に備え、地震・津波防災対策を

進める必要があります。 

・ 各種広報媒体を活用した広報活動などにより、県民の防災意識の向上に取り組んできました

が、県民の防災意識・防災知識に年代差、地域差等が見られることから、改めて、今後起こり得

る大規模自然災害に備え、県民一人ひとりが高い防災意識を持ち、主体的に情報を収集し、災害

から身を守る力を備える必要があります。 

・ 地域住民の高齢化等が進む中で、自主防災組織の組織率の伸び悩みや活動内容の地域間での

ばらつき、消防団員の減少傾向が見られることから、災害発生時に地域における共助の担い手

                                                  
113 モータリゼーション：自動車が社会全般に広く普及し、生活必需品化する現象。 
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となる自主防災組織や消防団などの地域コミュニティの防災力を強化する必要があります。 

・ 高齢者や障がい者などの避難行動要支援者の個別避難計画の作成について、一定の進捗は見

られるものの、未作成の市町村があり、計画作成を促進する必要があります。 

・ 近年の様々な災害の経験・教訓を基に、自衛隊、警察、消防等防災関係機関との連携体制が構

築されており、引き続き、県、市町村、関係機関等が連携を図りながら、実効的な防災・減災体

制の整備に取り組む必要があります。 

 

・ 令和３年の改正食品衛生法の本格施行により食品関係事業者に義務化されたＨＡＣＣＰに沿

った衛生管理の実践及び定着が求められています。 

・ 岩手県食育推進ネットワーク会議など関係団体との連携協力により、県民運動として食育を

展開しています。 

 

・ 新型インフルエンザ等新興感染症の発生に備え、関係機関と連携した訓練の実施や、抗イン

フルエンザウイルス薬の備蓄などの取組が行われています。 

・ 新型コロナウイルス感染症対応における医療体制については、公的医療機関を核としたネッ

トワークによる、入院及び診療・検査体制を整備しています。また、高齢者施設等でのクラスタ

ー発生に対応した専門チームを設置し、感染拡大防止の取組を推進しています。 

・ 新型コロナの感染急拡大時において、迅速かつ柔軟に対応可能な医療・検査体制や公衆衛生

体制の構築、感染症患者の情報収集の体制、専門人材の確保などに課題があったことから、ＩＣ

Ｔの活用や関係機関との連携により、新興・再興感染症の発生やまん延防止に備えた体制の整

備を進めていく必要があります。 

・ 肝炎については、県内で数万人とも推定されるウイルス性肝炎の早期発見及びウイルス陽性

者の確実な治療による重症化予防が課題となっています。 

・ 新型コロナワクチン接種の初期段階では、医療従事者の確保や接種体制の構築に一定期間を

要したことから、今後新たな感染症の発生に備え、ワクチン接種従事者の育成や関係機関の連

携強化が求められています。また、若い世代を中心に、ワクチン接種の有効性や安全性等に係る

正確かつ分かりやすい情報発信が課題となっています。 

・ 本県でも、令和４年に養鶏場等における高病原性鳥インフルエンザの発生や、野生イノシシ

への豚熱感染が確認されていることから、発生に備えた対策や農場での発生防止対策が求めら

れています。 

 

・ 国においては自然公園の「保護と利用の好循環」を目指すこととしており、２つの国立公園が

存在する本県においても、国と連動して、利用の促進を図る必要があります。また、老朽化した

自然公園施設の再整備を進める必要があります。 

・ 大気環境や水環境は、良好な状態が保たれていますが、引き続き、大気汚染物質の状況や公共

用水域の水質を注視していく必要があります。 

・ 環境学習の拠点施設である環境学習交流センターや、地球温暖化防止活動推進センターによ
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り、環境学習の機会が提供されています。 

・ 世界に誇れる地質遺産等があり、３県 16 市町村の日本一広大なエリアで三陸ジオパークの活

動が展開されていますが、より地域に根ざした取組が求められています。 

 

・ ごみの３Ｒに対する県民の理解は進んでいるものの、新型コロナウイルス感染症の影響によ

る在宅時間の増加などにより、県民一人１日当たりの家庭系ごみ（資源になるものを除く）排出

量は、近年増加傾向となりました。 

・ 近年、海洋に流出するプラスチックごみなどによる地球規模での環境汚染が懸念されており、

令和４年にプラスチック資源循環促進法が施行されるなど、プラスチックごみの発生抑制や有

効利用の取組が求められています。 

・ 本来食べられるはずの食品がさまざまな理由で廃棄されてしまうことを「食品ロス」といい、

各事業所や家庭での廃棄の積み重ねによって、社会全体で環境負荷や資源の無駄使いなどが問

題となっています。 

・ 産業廃棄物について、各事業者の事業活動において様々な排出抑制や再生利用が進められて

います。 

・ 東日本大震災津波や平成28年台風第10号等の経験を生かし、自然災害により大量の災害廃棄

物が発生した際においても、廃棄物を迅速かつ円滑に処理する体制の構築が求められています。 

・ 不法投棄などの不適正処理については、監視・指導の強化などにより、早期発見、早期解決が

図られてきています。 

 

・ 化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、経済社会システ

ム全体の変革（ＧＸ）を推進していくことが必要です。 

・ 令和元年度における本県の温室効果ガス排出量は基準年（平成25年）比で21.9％減となって

おり、2050年度の温室効果ガス排出量の実質ゼロに向けて、県民や事業者、行政の連携により更

なる取組が必要です。 

・ 令和３年度の再生可能エネルギーによる電力自給率は 38.6％となっていますが、地域のポテ

ンシャルを 大限活用するために、送配電網の充実・強化とともに再生可能エネルギーの導入

拡大に取り組む市町村の支援が必要です。 

・ 東日本大震災津波による大規模な停電等の経験を踏まえ、災害時においても地域内で一定の

エネルギーを賄えるよう、自立・分散型のエネルギー供給体制を構築するとともに、エネルギー

の地産地消を進め、地域経済の活性化につなげることが必要です。 

・ エネルギー基本計画等の国の動向や平成 31 年３月に策定した「岩手県水素利活用構想」を踏

まえ、再生可能エネルギーから製造した水素が利活用される社会の実現を目指し、県民や事業

者、研究機関、自治体等が一体となって取組を推進していく必要があります。 

 

・ 人口減少や少子高齢化、労働力不足など様々な課題が深刻化しており、これらの課題解決に

むけ、デジタル実装を通じてＤＸを推進していく必要があります。 
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・ 各分野のデジタル化、ＤＸ推進に必要な、５Ｇ等の高速で安定した通信環境の整備、各種情報

を把握・分析・活用するためのデータ基盤の整備、デジタル技術やデータを駆使し、アイディア

を具現化し新たな価値を創造することができるデジタル人材の育成などを進める必要がありま

す。 

・ こうしたことに対応するため、産学官金で構成する、いわてＤＸ推進連携会議を設置し、本県

におけるＤＸ推進にオール岩手で取り組んでいます。 

・ 県内高等教育機関をはじめとする産学官金の連携により、科学技術による持続的なイノベー

ションの創出に向けた取組が進められています。 

・ イノベーションを創出するためには、新たな付加価値を創出する基盤を強化していくことが

引き続き必要であることから、競争力のある技術や製品につながる研究開発機能の強化や、本

県の多様な資源と技術を生かしたオリジナリティの高い研究シーズの創出を促進する必要があ

ります。 

・ 研究成果を社会で生かすことが重要であることから、社会実装へつなぐ事業化の取組を強化

する必要があります。 

 

・ 激甚化・頻発化する自然災害に備え、流域全体のあらゆる関係者が協働して行う流域治水の

考え方を踏まえ、河川改修や砂防施設の整備などのハード対策と、水位周知河川の指定などの

ソフト施策を効果的に組み合わせた防災・減災対策を推進していくことが必要です。ソフト施

策のうち、洪水浸水想定区域の指定については、令和３年の水防法改正を踏まえ、新たに指定対

象となった中小河川における区域指定を進めるとともに、土砂災害警戒区域の指定については、

令和２年の国の指針変更を踏まえ、区域等の指定を進めることが必要です。 

・ 津波による被害を 小限に抑えるため、津波防災施設の整備や、避難のための情報の充実な

ど安全な避難体制の構築等を進めてきたところであり、引き続き、早期の完成に向けて整備を

推進することが必要です。 

・ 公共建築物等の耐震化が進みましたが、引き続き「岩手県耐震改修促進計画」に基づき、補助

制度の周知等により耐震化を促進する必要があります。 

・ 復興道路として国により整備が進められた三陸沿岸道路や釜石自動車道などの高規格道路に

ついては、令和３年度までに全線開通した一方、緊急輸送道路等については、災害時に迅速な避

難・救急活動等が行えるよう、引き続きあい路の解消や防災対策などを推進していくことが必

要です。 

・ 救急医療機関へのアクセス道路については、救急医療や地域医療を支援するため、引き続き

整備を推進するとともに、冬期間の安全で円滑な通行の確保や道路利用者の安全な通行確保の

ため、今後も、必要な堆雪幅の確保や通学路等への歩道設置、自転車通行空間の整備などを進め

ていくことが必要です。 

・ 港湾と内陸部を結ぶ道路や主要な観光地へのアクセス道路については、今後も、物流の効率

化や観光客の利便性向上等のため整備を推進していくことが必要です。 

・ サイクルツーリズム等の自転車を活用した観光振興を図るため、快適にサイクリングを楽し
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めるサイクルルートなどの環境整備が必要です。 

・ 豪雨等による被害が頻発する中、自然災害等に強い農山漁村づくりに向け、農業水利施設や

治山施設、漁港施設の着実な整備とともに、流域治水に係る地域住民の理解醸成など、市町村や

地域住民と連携した防災・減災対策に取り組んでいく必要があります。 

 

・ 高度経済成長期に集中的に整備した多くの社会資本の老朽化の進行に加え、防潮堤や水門・

陸こう自動閉鎖システムなど、維持管理が必要な社会資本が増加しており、これらの社会資本

について、予防保全型インフラメンテナンスへの転換を進め、施設の長寿命化と中長期的なト

ータルコストの縮減を図るため、道路や河川等16分野において策定した個別施設計画に基づき、

施設の計画的な修繕等を推進する必要があります。 

・ 人口や世帯数は将来的に減少する見込みであることに加え、県営住宅が一斉に耐用年限を迎

える時期が到来することから、継続的な既存県営住宅の長寿命化を図るとともに、災害公営住

宅の整備によるストックの大幅な増加を踏まえた管理戸数の適正化を進める必要があります。 

 

 

〔主な取組内容〕 

１ 快適で豊かな暮らしを支える生活環境づくり 

 

(1) 快適に暮らせる良質で環境に配慮した居住環境づくり 

・ 高齢者等が安心して快適に居住できるよう、公営住宅のバリアフリー化及び省エネ化をは

じめとする性能向上を推進するとともに、民間によるサービス付高齢者向け住宅、住宅確保

要配慮者円滑入居賃貸住宅の普及を促進します。 

・ 空き家対策を推進するため、空き家バンクの円滑な利活用に向けた市町村への支援を行う

とともに、市町村と連携して、若者や移住者などの空き家住宅の取得等に対する支援に取り

組みます。 

・ 地域の魅力を高め、地域を活性化するリノベーションまちづくりを促進します。 

・ 空き家、耕作放棄地などの遊休資産114を有効に活用するシェアリング・エコノミーの推進

や、ＰＦＩ115などの公民連携の手法を導入した持続的な社会資本の整備と効果的な運用によ

る住みやすい地域づくりを推進します。 

 (2) 衛生的で快適な生活環境の保全 

・ 健全かつ安定的な水道事業の運営がなされるよう、地域の状況や見通しを踏まえ、広域連

携の検討グループを設置するなど、「岩手県水道広域化推進プラン」に基づき広域連携の取組

を促進するほか、水道の基盤強化のため、水道法に基づき県において「水道基盤強化計画」

の策定を進めます。 

                                                  
114 遊休資産：何らかの事情によりその使用・稼働を休止している状態の資産。 
115 ＰＦＩ：Private Finance Initiative の略。公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用

して行う新しい手法。 

自然減・社会減 ＧＸ 
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・ 災害時においても給水機能を確保するため、市町村等の水道施設の計画的な耐震化対策の

取組を促進します。 

・ 人口減少等の影響を考慮しつつ、市町村との連携による、地域の実情に合った効率的な汚

水処理施設の整備を推進します。 

・ 汚水処理施設の持続的な運営を図るため、流域下水道事業の経営改善に取り組むとともに、

下水道事業等の効率的な経営への助言や、広域化・共同化計画に基づく市町村の取組を促進

します。 

・ 豊かな水資源の保全や汚水処理の必要性についての住民理解を深めるため、啓発活動を推

進します。 

(3) 快適で魅力あるまちづくりの推進 

・ 市町村との連携により適正な土地利用を図りながらコンパクトな都市形成を促進するとと

もに、渋滞緩和等の都市交通の円滑化や快適な都市空間の創出に資する都市計画道路の整備、

市街地の無電柱化などにより、魅力あるまちづくりを推進します。 

・ 「ひとにやさしいまちづくり条例」に基づき、多くの人が利用する特定公共的施設のバリ

アフリー化を促進します。 

・ 地域の景観点検等を通じて、住民が主体となって地域の景観の魅力を発見し、その価値を

高める活動を促進します。 

・ 子どもが地域の景観の魅力や個性を考える景観学習の実施を通じて、次世代の景観づくり

の担い手の育成を推進します。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民） 

・住宅の耐震化などの主体的な取組 

・住宅ストックの適切な管理や利活用 

・建築主が省エネ性能の必要性を理解 

・まちづくりへの主体的な参画 

（企業・団体） 

・耐震性・省エネ性能などを備えた良質

な住宅の提供 

・住宅ストックの流通や利活用の促進 

・建築士から建築主に対する省エネ性

能の説明義務 

（市町村） 

・住宅の耐震化やリフォーム・リノベーショ

ンへの支援、空き家対策 

・水道事業や下水道事業の健全経営 

・生活排水対策 

・市街地の無秩序な拡散の抑制 

・都市計画道路の整備や道路環境の改善 

・公園などの公共空間の提供 

・公共的施設の耐震化やユニバーサルデザイ

ン化 

・県景観計画に基づく取組、市町村景観計画

【ＫＰＩ】 

■空家等対策計画策定市町村数〔累計〕：33 市町村〔Ｒ３年実績値 25 市町村〕 

■汚水処理人口普及率：91.1％〔Ｒ３年実績値 84.4％〕 

■景観づくりに取り組む地区数〔累計〕：63 地区〔Ｒ４年実績値 56 地区〕 
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・環境負荷軽減の取組 

・ひとにやさしいまちづくりへの主体

的な取組 

 

の策定 

（国） 

・まちづくりのための技術的支援や適切な規

制、制度の拡充 

 

２ 地域の暮らしを支える公共交通の確保 

 

(1) 広域バス路線や鉄道路線の維持・確保 

・ 地域公共交通のマスタープランとなる「地域公共交通網形成計画」に基づき、広域バス路

線や鉄道路線の維持・確保に取り組みます。 

・ 社会情勢の変化を踏まえ、県及び市町村が連携を強化して、地域公共交通の維持・確保の

ための支援を行います。 

・ 第三セクター鉄道が自立的な経営を維持し、路線を確保するための取組に対する支援を行

います。 

・ 交通事業者による安全運行の確保、運転士不足や施設等の老朽化への対策、経営改善及び

サービス向上の取組に対する支援を行います。 

(2) 地域の実情に応じた効率的な公共交通ネットワークの構築支援 

人口減少や新型コロナの影響による新しい生活様式の定着などの変化を適切に捉え、市町村

における地域公共交通計画の策定や、コミュニティバス116の運行等による地域内交通の改善や

再編などの取組に対する支援、人流のビッグデータ等の活用を通じて、住民のニーズに対応し

た持続可能な公共交通ネットワークの構築を促進します。 

(3) 地域公共交通の利用促進 

・ 第三セクター鉄道やＪＲ東日本のローカル鉄道について、県、沿線市町村等で構成する利

用促進協議会などを通じて、マイレール意識を醸成するなど、モビリティ・マネジメント117

の活用により県民意識の変化を促しながら地元利用の促進を図ります。 

・ 第三セクター鉄道が行う、地域の文化、歴史、食、自然などの資源を活用した企画列車の

運行や企画きっぷの販売などを支援し、県内外からの誘客に向けた魅力ある商品造成及び情

報発信の強化に取り組みます。 

・ ＩＣカード118やＭａａＳをはじめとしたＩＣＴの導入や、ユニバーサルデザインに対応し

た高齢者、障がい者等が利用しやすいノンステップバスの導入など交通事業者が行う利便性

向上の取組に対して支援するとともに、人流のビッグデータ等により、地域公共交通の潜在

需要などを分析し、事業者が利用者のニーズに即して実施するダイヤ改正や商品造成を支援

するなど、公共交通の利用促進に取り組みます。 

                                                  
116 コミュニティバス：地方自治体や地域の住民団体などが主体となり、交通空白地域の解消、高齢者の外出促進、公共施設や市街地

の活性化を図ることなどを目的として運行される乗合バス。 
117 モビリティ・マネジメント：直接、個人に対して移動方法に関する各種情報（環境への影響や健康との関連、公共交通の便利な使

い方など）を提供して、主にクルマ利用から公共交通利用に誘導する交通施策。 
118 ＩＣカード：データの記録や演算をするためにＩＣ（集積回路）を組み込んだカード。 

ＤＸ 
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＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民） 

・バスや鉄道など公共交通の積極的な利用 

（企業等） 

・安全な輸送サービスの提供 

・利便性やサービス向上に向けた取組の実施 

・観光利用拡大に向けた取組の実施 

（市町村） 

・県と連携した第三セクター鉄道の経営安定

化に向けた支援 

・公共交通の利用促進 

・公共交通のサービス向上に向けた取組に対

する支援 

・コミュニティバスなどの地域内公共交通を

確保する取組 

 

 

３ つながりや活力を感じられる地域コミュニティの維持・確保 

 

(1) 持続可能な地域コミュニティづくり 

・ 地域住民が主体となり先駆的な活動に取り組む地域コミュニティ団体を「元気なコミュニ

ティ特選団体」として認定し、また、市町村と連携して特定地域づくり事業協同組合119の設

立に取り組むとともに、モデル的な活動に取り組んでいる団体を支援し当該団体の活動の情

報を発信するなど、市町村、ＮＰＯ・地域づくり団体、企業、地域住民などと連携して、持

続可能な地域コミュニティ活動を促進します。 

・ 県内外における先進事例の周知とともに、国の支援策を効果的に活用し、住民自らが地域

課題に取り組む地域運営組織や、「小さな拠点120」の形成を促進します。 

・ 孤独・孤立の問題を踏まえ、見守り・交流の場や居場所づくりなど、人と人との「つなが

り」を実感できる地域コミュニティづくりを推進します。 

・ 東日本大震災津波を契機とした多様な主体との交流が継続されており、復興の取組を通じ

て生まれた様々なつながりを生かした地域住民の交流機会の拡大や生きがいづくりの促進

によって、コミュニティの活性化を図ります。 

(2) 先端技術等を活用した小集落の日常生活の支援や世代間交流の促進 

                                                  
119 特定地域づくり事業協同組合：地域人口の急減に対処するための特定地域づくり事業の推進に関する法律に基づき都道府県知事の

認定を受けて地域人口の急減に対処して地域づくり人材を確保するため特定地域づくり事業を行う事業協同組合。 
120 小さな拠点：地域住民が主体となって、従来の集落の範囲や単一では続けていくことが難しい活動や事業を組み合わせていくこと

で、地域を維持していくための仕組み。 

【ＫＰＩ】 

■広域バス１路線当たりの平均乗車密度：3.2 人〔Ｒ４年実績値 2.9 人〕 

■地域公共交通網形成計画等策定市町村数〔累計〕：33 市町村〔Ｒ４年実績値 20 市町村〕 

■三セク鉄道・バスの一人当たり年間利用回数 

：16.5 回〔Ｒ３年実績値 10.2 回〕 
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・ 情報通信技術（ＩＣＴ）等を活用した遠隔健康相談や医療・介護情報の一元化による健康

管理の推進、的確な防災情報の提供などによる住民の安全・安心な暮らしの確保に取り組み

ます。 

・ デマンド交通121など、地域の実情に応じた地域公共交通の確保や、配車アプリの活用、自

動走行化などの取組の研究・実装化による通院・買い物に係る移動手段の確保に取り組みま

す。 

・ 見守りアプリによる子育て・高齢者の見守りや、高齢者施設を活用した子育て支援の推進

など、地域で子育てや世代間交流を促進する環境を整備します。 

・ 遠隔地指導や先端技術を活用した民俗芸能・文化の継承など、地域内外との多様な交流を

推進します。  

・ 市町村や大学、ＮＰＯ、企業のほか、地域の商工、農林水産業、福祉などの各種団体や郵

便局などの多様な主体が参画する、先端技術等の活用による持続可能なコミュニティ形成に

向けた研究を推進します。 

・ 住民意識の醸成や、国等の支援制度を活用した先端技術等の実装化に向けた取組などによ

る地域の特性に応じた地域コミュニティモデルの創出と、全県への波及に向けた取組事例や

そのノウハウの共有、地域コミュニティ間の交流の促進による普及・拡大を図ります。 

・ 企業との共同プロジェクトの推進や、地域資源、再生可能エネルギーなどを活用した財源

の確保による持続可能な推進体制を構築します。 

(3) 人と人のつながりを守り、育てる仕組みの構築 

・ 遊休施設を活用した世代間交流スペース、行政窓口、産直施設など、住民サービスや交流

機能を持つワンストップ拠点の整備を促進します。 

・ コミュニティビジネスや行政サービスの代行等、住民サービスを担う地域運営組織を育成

します。 

・ 地域資源を生かした体験交流プログラム等による都市と農山漁村との交流を促進します。 

・ 企業等と連携し、農林水産物の６次産業化などによる地域コミュニティを支える稼ぐ仕組

みづくりを推進します。 

・ 起業や事業承継、空き家の活用による若者の定着や、コミュニティビジネス、農福連携な

どによる多様な主体が活躍できる環境づくりを推進します。 

・ 歴史や文化などを生かしたコミュニティ活動の活発化による社会参画機会の拡大に取り組

みます。 

(4) 地域コミュニティ活動を支える人材の育成 

・ 市町村や地域コミュニティ団体を対象に地域づくりに関する先進事例を学ぶフォーラムや

セミナーを開催し、地域コミュニティ団体間の連携や交流を促進するとともに、市町村、Ｎ

ＰＯ・地域づくり団体などと連携して、地域コミュニティ活動を支える人材の育成に取り組

みます。 

・ 地域づくりの担い手としても期待される地域おこし協力隊員等が円滑に活動できるよう、

                                                  
121 デマンド交通：電話予約など利用者のニーズに応じて柔軟な運行を行う公共交通の一形態。 
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（一社）いわて地域おこし協力隊ネットワークや市町村との連携のもと、隊員の受入拡大や

スキルアップ、隊員間のネットワークづくりの支援などに取り組むとともに、起業や就業に

関するセミナーの開催、事業承継に関する情報提供などを行い地域への定着を図ります。 

(5) 地域コミュニティを基盤とした防災体制づくり 

 自主防災組織リーダー研修会、防災士養成研修の開催等による中核人材の育成、地域防災サ

ポーター等の防災人材の派遣による自主防災組織の組織化・活性化の支援などにより、地域コ

ミュニティを基盤とした防災体制づくりを推進します。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民） 

・地域コミュニティ活動への参画 

・地域の防災活動への参画 

（企業等） 

・地域社会の構成員として地域コミュニティ活動への

参画 

・地域コミュニティ活動への支援 

・地域の防災活動への参画 

（ＮＰＯ・地域づくり団体） 

・住民意識の醸成 

・地域課題の把握と課題解決に向けた取組 

・自ら実施している地域コミュニティ活動の情報発信 

・他地域の地域コミュニティ団体との連携・交流 

・地域の防災活動への参画 

（市町村） 

・住民に対する意識啓発 

・地域コミュニティの育成・活性化 

・地域おこし協力隊の活動サポート

及び定着に向けた支援 

・地域住民と連携した地域課題の把

握と課題解決に向けた取組 

・区域内の関係団体、機関等との連絡

調整 

・地域防災組織の育成強化 

 

 

４ 自助、共助、公助による防災体制の構築 

 

 (1) 自然災害に備えた総合的な災害対応力の向上 

・ 東日本大震災津波や台風災害等からの教訓・知見を生かし、大規模災害時に、県及び市町

村が連携して応急対応や復旧・復興を円滑に進めるため、災害への事前の備えから復旧・復

興までの一連の対策を、次の災害への備えにつなげていく「災害マネジメントサイクル」を

【ＫＰＩ】 

■活動中の元気なコミュニティ特選団体数：273 団体〔Ｒ４年実績値 225 団体〕 

■モデル地区数〔累計〕：26 地区〔Ｒ４年実績値 14 地区〕 

■地域おこし協力隊員数：260 人〔Ｒ４年実績値 230 人〕 

■地域防災サポーターによる講義等の受講者数〔累計〕：21,150 人〔Ｒ４年実績値 12,885 人〕 

安全・安心 

安全・安心 
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推進します。 

・ 新たな災害情報システム等の情報収集・研究や災害時のドローンの利用促進など、災害対

応に係る様々な場面でデジタル技術を活用し、災害対応力を強化する防災ＤＸに取り組みま

す。 

・ 大規模災害時において、被災者に迅速かつ的確な支援を行うため、市町村が一人ひとりの

被災状況や支援状況などを把握する「被災者台帳システム」の充実を図ります。また、住宅

再建や生活資金、健康面など、被災者が抱える多様な課題に対応できるよう、関係者が連携

して必要な支援を行う取組を推進します。 

・ 災害の事実や教訓の伝承・発信を実施するとともに、防災文化の醸成を図ります。 

(2) 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震に備えた地震・津波対策の推進 

・ 市町村における津波防災体制の充実・強化を図るため、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地

震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」に基づく各種計画の作成や津波避難計画、

避難情報発令基準などの見直しを支援します。 

・ 日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震などの今後起こり得る地震・津波に備え、迅速な避難

行動や、防寒着やカイロ等を非常時の持出品に加えるなどの避難時における防寒対策など、

いざという時に自らの身を自らで守れるよう、防災上必要な教育及び広報により、県民の避

難意識や防災意識の向上を図ります。 

・ 自主防災組織等が主体となった避難訓練や、避難行動要支援者の個別避難計画、要配慮者

利用施設の避難確保計画の作成等への支援、避難場所、避難経路等の整備の促進など、あら

ゆる主体と連携しながら、自助・共助・公助の取組を組み合わせて、総合的な地震・津波防

災対策を推進します。 

(3) 県民への正しい防災知識の普及と防災意識の向上（自助） 

・ 県広報誌などによる広報活動や地域防災サポーター制度122を活用した県民向けの出前講座

などにより、県民の防災意識の向上を図ります。 

・ 県立総合防災センターや防災指導車「防災そばっち号」の利用促進により、県民への正し

い防災知識の普及に取り組みます。 

・ 県民一人ひとりが高い防災意識を持ち、主体的に情報を収集し、災害から身を守る力を備

えるため、各種広報媒体を活用し、防災情報の入手方法や、当該情報を活用した災害リスク

の把握方法などの周知を図ります。 

・ 教員を対象とした研修会の実施や防災教材の活用など防災教育に継続して取り組みます。 

(4) 地域コミュニティにおける防災体制の強化（共助） 

・ 自主防災組織リーダー研修会、防災士養成研修の開催等による中核人材の育成、防災人材

を対象としたスキルアップ研修の実施、地域防災サポーター制度を活用した活動支援などに

より、自主防災組織の組織率の向上・活性化に取り組みます。 

・ 消防団員の加入促進などに係る全国の先進的な取組事例等を学ぶ市町村職員研修会の実施

                                                  
122 地域防災サポーター制度：地域における防災研修会等の講師として、防災に関して様々なスキルを習得している方（防災士、消防

職員ＯＢ、自治体職員ＯＢ等）を登録し、自主防災組織の活動支援などを実施する県の制度。 

安全・安心 

安全・安心 

安全・安心 



 

106 

 

や、機能別消防団員制度の未導入市町村への働きかけの強化などにより、市町村の消防団員

の確保を推進します。 

・ 女性消防職団員の採用・入団の促進や女性消防職員の活躍・キャリア形成支援などにより、

消防・防災活動における男女共同参画を推進します。 

・ 災害発生時に高齢者や障がい者などの避難行動要支援者への避難支援が迅速かつ的確に行

われるよう、市町村における個別避難計画や、社会福祉施設、医療施設、学校などの要配慮

者利用施設における避難確保計画の作成を支援します。 

・ 火山噴火に備え、噴火口周辺の宿泊施設などの集客施設等の避難確保計画の作成を促進し

ます。 

(5) 実効的な防災・減災体制の整備（公助） 

・ 災害対応力を強化するための研修の実施・充実により、県・市町村における防災担当職員

等の資質向上に取り組みます。 

・ 復興道路の整備や復興まちづくりの進捗に伴う広域防災拠点配置計画等の見直しなど、広

域的な防災体制の充実を図ります。 

・ 災害情報の効果的な収集及び伝達体制を強化するため、地域衛星通信ネットワークを荒天

時にも強い次世代システムに更新します。 

・ 総合防災訓練等の実施や、県・市町村の地域防災計画の見直しにより、県や市町村の防災

体制の充実・強化を推進します。 

・ 「全国都道府県における災害時等の広域応援に関する協定」や「大規模災害時等の北海道・

東北８道県相互応援に関する協定」に基づき、県の枠を越えた広域的な防災体制の充実・強

化を推進します。 

・ 武力対処事態等に対し、市町村や関係機関と調整を図りながら、緊急一時避難施設の更な

る指定を進めるなど、県民の保護に必要な取組を推進します。 

 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民） （ＮＰＯ等） 

安全・安心 

【ＫＰＩ】 

■平時から災害を想定して、復興まちづくりの事前準備に取り組んでいる市町村数 

 ：33 市町村〔Ｒ４年実績値 17 市町村〕 

■新たな津波浸水想定に対応した津波ハザードマップに基づいた住民参加型の津波避難訓

練が実施されている沿岸市町村：12 市町村〔Ｒ４年実績値 11 市町村〕 

■普段から災害に備えている人の割合：59.1％〔Ｒ４年実績値 47.6％〕 

■地域防災サポーターによる講義等の受講者数〔累計〕 

 ：21,150 人〔Ｒ４年実績値 12,885 人〕 

■防災対応研修を受講した市町村職員数〔累計〕：3,741 人〔Ｒ４年実績値 1,941 人〕 
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・防災知識の習得 

・備蓄や避難方法の確認、災害の備えの徹底 

・地域の防災活動への参画 

・消防団活動への協力・参画 

（企業等） 

・防災体制の整備 

・地域の防災活動への参画 

・施設利用者に係る避難確保計画の作成 

・防災意識の普及啓発 

・地域の防災活動への参画 

（市町村、消防機関） 

・防災意識の普及啓発 

・地域防災組織の育成強化 

・組織の防災体制の整備 

・関係機関との連携強化 

・災害に備えた取組促進と災害時の避難

行動要支援者等への的確な避難支援 

 

 

５ 食の安全・安心の確保と、地域に根ざした食育の推進 

 

(1) 食の信頼向上の推進 

・ 食の安全・安心に関するリスクコミュニケーションを開催し、県民における食品の安全性

の理解を促進し、安心感を醸成することにより、食の信頼向上を図ります。 

・ 食品関係事業者におけるＨＡＣＣＰに沿った衛生管理の実践と定着に向けて取り組みます。 

・ 「岩手県食品衛生監視指導計画」に基づいて、輸入食品を含む県内流通食品の検査を実施

し、その結果を公表することにより、食の安全・安心の確保に取り組みます。 

・ 県産食品の信頼向上に向け、輸出食品事業者の衛生管理に係る指導助言や食肉検査体制の

充実などに取り組みます。 

・ 大規模イベントの際には、関係団体等と協力し、食品関係事業者等に対する監視・指導を

重点的に実施します。 

・ 生活衛生関係営業施設の衛生水準の維持向上を図るため、関係団体と連携して衛生管理セ

ミナーなどを実施します。 

(2) 地域に根ざした食育と食を楽しむ環境づくりの推進 

・ 乳幼児期の食育の重要性を伝えるため、県内各地の保育園等を訪問して食育紙芝居の読み

聞かせなどを行う食育普及啓発キャラバンを実施します。 

・ 広く県民が食育の意義や必要性を理解することを目的として、食育功労者表彰や基調講演

等を行う食育推進県民大会を開催します。 

・ 市町村職員を対象とする研修会の開催等を通じて、地域の特性に応じた食育の実践を支援

します。 

・ 食を楽しむ環境づくりを推進するため、調理師会等関係団体と連携し、食に関わるイベン

トを開催するなど食でおもてなしをする機運の醸成を図ります。 
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＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民） 

・食に関する知識と食を選択する力の習得 

・県が実施する施策への意見表明 

（食品関連事業者） 

・関係法令を遵守した、安全な食品等の提供 

・食の安全・安心の確保のための取組の推進 

・食品の供給に関する情報の提供 

（関係団体） 

・食育活動の実践と県民への情報提供 

・営業施設の衛生水準の維持向上に向けた

取組 

（市町村） 

・市町村食育推進計画の策定、改正、実施 

・地域に根ざした食育推進、取組支援 

 

 

６ 感染症による脅威からの保護 

 

(1) 感染症の発生やまん延を防止する対策の推進 

・ 新型インフルエンザ等のまん延による健康被害や社会・経済の混乱を防ぐため、ウイルス

薬等の備蓄を進めます。 

・ 感染症発生時の対応について、国や感染症指定医療機関と連携した体制を整え、市町村や

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ123）、いわて感染制御支援チーム（ＩＣＡＴ）等の関係機関と

連携した訓練等の実施に取り組みます。 

・ 高齢者施設における感染防止対策等を推進するため、平時から、いわて感染制御支援チー

ム（ＩＣＡＴ）や保健所、広域振興局及び県内の医療機関が連携し、高齢者施設等に対する

感染対策指導等を推進します。 

・ 新型コロナ対応を踏まえた、新興・再興感染症への対応として、地域において平時から必

要な病床や診療・検査体制等が確保できる体制の整備に取り組みます。 

・ 県、市町村、関係団体による連携協議会を設置し、平時からの意思疎通・情報共有・連携

を推進します。 

・ 保健師や行政職員などについて、感染症に特化した専門研修機関等への計画的な派遣を行

い、専門人材の育成を行うとともに、感染拡大時には都道府県間の保健師応援派遣体制（Ｉ

ＨＥＡＴ）の活用など、保健所体制の強化に取り組みます。 

・ ＩＣＴを活用し、新型コロナに対応するため整備した「診療・検査医療機関」をはじめと

した、県民に身近な医療機関のネットワーク化を進め、効率的な感染状況把握と診療・検査

                                                  
123 ＤＭＡＴ：Disaster Medical Assistance Team の略。災害の発生直後の急性期（おおむね 48 時間以内）に活動が開始できる機動性

を持った、専門的な研修・訓練を受けた災害派遣医療チーム。 

【ＫＰＩ】 

■ＨＡＣＣＰ導入に関する講習会の受講者数〔累計〕：14,800 人〔Ｒ４年実績値 3,920 人〕 

■食育普及啓発行事の参加者数〔累計〕：1,360 人〔Ｒ４年実績値 645 人〕 

安全・安心 
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体制の整備に取り組みます。 

・ 手洗いや場面に応じたマスクの着用など、平時から感染症の特性に応じた基本的な感染対

策の実施や感染症に係る正しい知識の情報発信に取り組みます。 

・ ウイルス性肝炎の早期発見とウイルス陽性者の確実な治療のため、住民健診や保健指導を

行う市町村、定期健診を行う事業所、医療機関などとの連携を図りながら、検査未受診者に

対する受診勧奨、医療費助成、正しい知識の普及啓発などを推進します。 

(2) 感染症の感染拡大に備えたワクチン接種体制と情報発信の強化 

・ 新たな感染症の発生に備え、迅速かつ円滑にワクチン接種に対応する医療従事者等の確保

や接種体制の構築ができるよう、県予防接種センターが中核となって、ワクチン接種従事者

の育成や関係機関の連携強化に取り組みます。 

・ 新型コロナワクチン接種では、特に若い世代において接種の理解の促進が必要であったこ

とを踏まえ、平時から若い世代を中心にワクチン接種に関する正しい知識の普及啓発に取り

組みます。 

(3) 家畜衛生対策の推進と危機事案発生時の体制強化 

・ 農場への立入りによる飼養衛生管理の実施状況の確認・指導や飼養衛生管理の強化に必要

な資機材の整備への支援による病原体の侵入防止対策のほか、農場での鳥インフルエンザの

モニタリング検査や豚熱ワクチンの接種等に取り組みます。 

・ 防疫作業支援班員及び支援班長を対象とした防疫作業研修や、危機事案の発生を想定した

広域・地方支部における訓練等を実施し、迅速かつ適切な防疫活動のための体制強化に取り

組みます。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民・ＮＰＯ等） 

・感染症予防等に係る正しい知識の習得と励

行等 

・ワクチン接種の安全性や有効性、副反応等の

正しい知識の習得 

（団体・企業等） 

・県、市町村等と連携した感染症対策の推進 

・感染症の予防や治療、ワクチン接種等の正し

い知識の普及啓発の取組への協力 

・飼養衛生管理等の徹底 

（学校） 

・児童・生徒の感染症予防対策 

（市町村） 

・感染症対策に係る地域住民への情報提

供、きめ細かな相談指導及び予防接種の実

施等 

・自宅療養者への健康観察や食事の提供等

の生活支援の取組への協力 

・発生地及び隣接市町村の防疫作業への協

力 

【ＫＰＩ】 

■感染症専門人材育成研修会参加人数〔累計〕：12 人〔Ｒ４年実績値 26 人〕 

■ワクチン接種従事者等の育成研修受講者数〔累計〕：240 人〔Ｒ４年実績値―人〕 

■養鶏場における飼養衛生管理の評価基準達成割合：100％〔Ｒ４年実績値 100％〕 

安全・安心 

安全・安心 
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（医療機関、高等教育機関等） 

・専門知識を有する医療人材の育成 

・感染症の予防や治療、ワクチン接種等の正し

い知識の普及啓発の取組の推進 

 

 

７ 次世代に引き継ぐ多様で優れた環境の確保 

 

(1) 自然とのふれあいの促進 

・ 自然公園等の利用促進を図るため、地域主体の取組を促す仕組み作りや自然の魅力などの

情報発信に取り組みます。 

・ 三陸復興国立公園については、みちのく潮風トレイルや三陸ジオパークなどの取組と連携

し、イベント情報の発信に取り組みます。 

・ 自然公園の登山道などにおいて、県民が参画するグリーンボランティア等と協働して自然

環境保全やマナー啓発に取り組みます。 

・ 利用者の利便性向上のため、自然災害や老朽化により損壊した自然公園等施設の計画的な

再整備に取り組みます。 

(2) 良好な大気・水環境の保全と環境負荷低減に向けた取組の促進 

・ 大気環境については、二酸化窒素等の大気汚染物質に加え、時期によっては濃度上昇が観

測されるＰＭ2.5 等の監視体制を維持し、モニタリングの実施に取り組みます。また、ばい

煙等を排出する事業場の監視及び指導に取り組みます。 

・ 水環境については、河川、湖沼、海域及び地下水のモニタリングの実施に取り組みます。

また、汚水等を排出する事業場の監視及び指導に取り組みます。 

・ 事業者が地域住民との相互理解を図る「環境コミュニケーション」を推進するなど、環境

負荷低減に向けた事業者の自主的な取組を促進します。 

(3) 水と緑を守る取組の推進 

・ 森から川を経て海に至る健全な水循環が図られるよう、海岸漂着物の円滑な処理、県民等

の参加による河川や海岸等の保全などの取組を進めるとともに、各地域での水と緑を守り育

てる環境保全活動の活発化に向けた取組事例の情報発信や顕彰の実施、水生生物調査の実施

を通じた水質保全の意識のかん養に取り組みます。 

・ 「第 73 回全国植樹祭いわて 2023」も契機として、森林の公益的機能に対する県民理解の

促進に向け、児童生徒をはじめ、広く県民を対象とした植樹・育樹活動や森林環境学習の機

会の提供に取り組みます。 

・ 生物多様性の保全や水源のかん養といった公益的機能を持つ健全な森林が守られ、次世代

に引き継がれるよう、県民の支援や参画による森林整備などの取組を推進します。 

(4) 環境学習の推進と県民等との連携・協働の取組の促進 

   持続可能な社会づくりの担い手を育むことを目指し、環境学習交流センター等による普及啓

ＧＸ 

ＧＸ 
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発や、子どもの環境学習の支援及び自然等を生かした体験活動の機会の提供などに取り組みま

す。 

(5) 三陸ジオパークに関する取組の推進 

・ 地域や広域ブロックによる地質遺産等に対する環境保全活動が行われるよう、三陸ジオパ

ーク推進協議会や民間事業者等と連携し、講習会・学習会等を推進します。 

・ 地質遺産等や環境保全に関する知識を有する人材を育成するため、三陸ジオパーク推進協

議会や教育機関などの関係機関等と連携して、ガイド講習会やジオパークを活用した教育等

を推進します。 

・ 国内外との交流人口の拡大を図るため、分かりやすいジオストーリーの発信や多言語化さ

れた案内板・パンフレット等の整備、交流イベントの開催等を推進します。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民） 

・自然とのふれあい施設を利用した活動や環境保全

活動への参加 

・自然公園等利用時におけるマナー遵守  

・事業者との環境コミュニケーションへの参画 

・森林整備活動等への参加 

（企業等） 

・開発など企業活動における自然環境等への影響を

回避、 小化 

・住民等との環境コミュニケーションの取組の実施 

・事業活動に伴う環境負荷低減への自主的取組の実

施 

・森林整備等の実施 

（ＮＰＯ） 

・水生生物調査の実施 

・環境学習・環境保全活動の実践 

（市町村） 

・自然とのふれあい施設を利用した

活動やイベントの実施 

・清掃活動等を通じた環境保全意識

の醸成 

・地域や学校における環境学習の推

進 

・森林整備等の実施 

 

 

８ 循環型地域社会の形成の推進 

【ＫＰＩ】 

■自然公園の利用者数：493 千人〔Ｒ４年実績値 486 千人〕 

■公共用水域のＢＯＤ※（生物化学的酸素要求量）等環境基準達成率 

：95.7％〔Ｒ３年実績値 95.7％〕 

■水と緑を守り育てる環境保全活動数〔累計〕：3,300 件〔Ｒ４年実績値 968 件〕 

■環境学習交流センター利用者数：41,000 人〔Ｒ４年実績値 33,748 人〕 

■主要ジオサイトの観光入込客数：1,220 千人〔Ｒ４年実績値 1,219 千人〕 

※ＢＯＤ：Biochemical Oxygen Demand（生物化学的酸素要求量）の略。 も一般的な水質指標の一つ。 
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(1) 廃棄物の発生抑制・再使用・再生利用の推進 

・ 使い捨てプラスチックの使用抑制、食品ロス削減などの３Ｒを基調とするライフスタイル

の定着や環境に配慮した事業活動を促進するため、市町村との連携・協力を図りながら、更

に県民参加型の取組を推進します。 

・ 市町村によるごみ減量化の取組を促進するため、地域の実情に応じたごみ処理の有料化な

どのごみ減量化施策の助言・支援に取り組みます。 

・ 事業者による３Ｒを促進するため、発生抑制等に資する製品・技術開発を支援するととも

に、廃棄物のセメント資源化など環境産業での活用を推進します。 

(2) 災害に強く持続可能な廃棄物処理体制の構築 

・ 循環利用を考慮した県内での適切な廃棄物処理を推進するため、平時から市町村、県、地

域ブロック等における連携を図るとともに、廃棄物処理センター124の安定した運営やセメン

ト資源化など環境産業での活用を推進します。 

・ 産業廃棄物処理に対する県民の信頼の醸成と適正処理の一層の推進等を図るため、「いわ

てクリーンセンター」の後継となる 終処分場の整備に取り組んでいます。 

・ 市町村が持続可能なごみ処理施設の運営を行うため、地域の実情に応じた効率的なごみ処

理体制の構築について、市町村等に対し技術的助言を行います。 

(3) 産業廃棄物の適正処理の推進 

・ 各主体と連携したパトロールの実施や産廃Ｇメンの配置による効率的な監視・指導により、

不適正処理の早期発見、早期対応を図ります。 

・ 不適正処理を防止するため、事業者の自主管理の促進や優良な処理業者の育成を図ります。 

・ 青森県境産業廃棄物不法投棄事案については、安全対策を講じながら、県の代執行により

汚染土壌対策等を進めた結果、令和４年度に原状回復を完了しました。今後も、不法投棄の

原因者に対する徹底した責任追及、事案の教訓を後世に伝える取組のほか、原状回復完了の

効果を確認し地域の安心感を醸成するため水質モニタリング（令和５年度及び令和６年度）

と跡地利活用に向けた取組を進めます。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民） 

・日常生活における３Ｒの実践 

（市町村） 

・適正処理と３Ｒの推進 

                                                  
124 廃棄物処理センター：公共の信用力を活用して安全性、信頼性の確保を図りつつ、民間の資本、人材等を活用して廃棄物処理施設

の整備を図るため、廃棄物の適正かつ広域的な処理の確保に資することを目的として公的主体の関与した一定の法人等を環境大臣が指

定するもの。 

【ＫＰＩ】 

■一人１日当たり家庭ごみ（資源なるものを除く）排出量 

 ：493ｇ〔Ｒ３年実績値 518ｇ〕 

■産業廃棄物の自県内処理率：97.5％〔Ｒ３年実績値 95.5％〕 

■産業廃棄物適正処理率：100％〔Ｒ４年実績値 99.8％〕 

ＧＸ 

ＧＸ 

ＧＸ 
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（企業等） 

・事業活動における３Ｒの推進 

・排出事業者責任に基づく適正処理の徹底 

（関係団体） 

・適正処理、自県（圏）内処理の受け皿（廃

棄物処理センター） 

・業界団体による適正処理のための自主的

な取組の実施 

・ごみ焼却施設の長期的・安定的な運営の

確保 

・県との連携による不適正処理の監視 

 

 

９ 地球温暖化防止に向けた脱炭素社会の形成の推進 

 

(1) 温室効果ガス排出削減対策の推進 

・ 全県的な団体・機関等で構成する温暖化防止いわて県民会議を中心として、県民、事業者

等の各主体が温室効果ガスの排出削減目標の達成に向けて連携・協働し、具体的に行動する

県民運動を展開します。また、地域の資源を生かして脱炭素化に取り組む市町村を積極的に

支援します。 

・ 家庭からの温室効果ガスの排出削減に向け、地球温暖化防止活動推進センター等と連携し、

家電製品の省エネ性能や住宅の省エネルギー性能の情報提供などにより、エネルギー消費の

少ないライフスタイルへの転換を促進するとともに、県内建築事業者への技術支援及び住宅

の省エネルギー化に対する支援を行います。 

・ ＩＬＣ国際研究所や居住エリア、各種産業への排熱や冷水等のエネルギーの利活用を推進

します。 

・ ＩＬＣ関連の研究施設や住居等への県産木材利用などによる地域の持続可能性の向上に向

けた取組を推進します。 

・ 省エネルギー性能の高い設備・機器や再生可能エネルギー設備の導入の支援、新たな技術

開発等に取り組む企業や大学等の支援などにより、産業・業務部門における脱炭素化を促進

します。 

・ 県有施設への太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入や高効率照明等の省エネ設備の導

入等を進め、事業主体としての県の温室効果ガスの排出削減を推進します。 

・ 次世代自動車の普及や充電・充填設備の導入を支援するほか、公共交通機関の利用促進を

図るなど運輸部門における脱炭素化を促進します。 

・ クレジット取引等の活用により、温室効果ガスの排出削減と吸収増加を促進します。 

(2) 再生可能エネルギーの導入促進 

・ 送配電網の充実・強化について国に働きかけるなど、全国トップクラスにある再生可能エ

ネルギーのポテンシャルを 大限に活用できるよう取り組みます。 

・ 国の動向や技術開発の進展等も踏まえながら、再生可能エネルギーにより生成した水素等

ＧＸ 

ＧＸ 

ＤＸ 
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の利活用や理解促進に取り組みます。 

・ 脱炭素社会の形成や脱炭素経営の支援に向け、再生可能エネルギー由来の電力の地域内で

の地産地消を推進し、クリーンな電力を活かした事業活動やまちづくりの促進、地域での産

業集積等に取り組みます。 

・ 家庭や事業所における自家消費型の再生可能エネルギーの導入など、市町村や地域新電力、

発電事業者等との連携によるエネルギーの地産地消を促進し、地域経済と環境の好循環に向

けて取り組みます。 

・ 公共施設等における再生可能エネルギーの利活用拡大に取り組みます。 

・ 太陽光や風力発電等の再生可能エネルギーの導入に当たっての環境配慮基準を踏まえ、市

町村における促進区域の設定を支援するなど地域と共生した再生可能エネルギーの導入を

促進します。 

・ 洋上風力発電の導入に向けて、関係市町村や利害関係者との調整を行うとともに、関連産

業の創出、育成に取り組みます。 

・ 公有地を活用した再生可能エネルギーの導入に取り組みます。 

・ 土地改良施設の維持管理費の低減につながる農業水利施設を活用した小水力発電施設の導

入に向けた普及啓発等に取り組みます。 

・ 地域内の森林資源を熱利用等により持続的に循環利用する「地域内エコシステム」の構築

に向けた取組を促進します。 

・ 公共施設や産業分野等における木質バイオマス利用機器の導入を促進するとともに、木質

バイオマスを熱や電気エネルギーとして利用する「熱電併給システム125」の普及などに取り

組みます。 

・ 木質バイオマス燃料の安定供給に向け、事業者と原木供給者との原木等の需給情報の共有

を図るとともに、未利用間伐材等の有効活用を推進します。 

(3) 水素の利活用推進 

  ・ 地域資源の好循環に向けた再生可能エネルギー由来の水素の利活用に向け、水素サプライ

チェーンに参入の可能性のある事業者等と連携した取組を推進します。 

・ 水素ステーションや燃料電池自動車（ＦＣＶ）等の普及促進のため、セミナーや勉強会、

視察会の開催などにより、導入に向けた機運の醸成や意欲ある事業者への支援に取り組みま

す。 

・ 水素関連ビジネスへの県内企業の参入促進に向け、事業者を対象とするセミナーの開催な

どの人材育成等の取組を推進します。 

・ ホームページや各広報媒体での情報発信を通じて、化石燃料代替としての水素の優位性な

どについて県民の理解促進に取り組みます。 

(4) 適切な森林整備等の取組推進による吸収源対策 

・ 二酸化炭素の吸収・固定など森林の有する多面的機能の持続的な発揮に向け、間伐や再造

林等の森林整備を促進するとともに、森林整備の担い手である林業就業者の確保・育成に取

                                                  
125 熱電併給システム：発電の際に生じる廃熱も同時に回収・利用するシステムで、高いエネルギー効率が期待されているもの。 

ＧＸ 

ＧＸ 
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り組みます。 

・ 県産木材の安定供給を図るとともに、公共施設や民間施設における県産木材の利用拡大を

推進します。 

・ 森林の有する多面的機能や林業に対する県民理解の醸成を図るとともに、地域住民や企業

などの地域力・民間活力を生かした森林整備を促進します。 

・ 適切な森林管理により吸収した二酸化炭素のクレジット創出・活用に向け、新たなＪ－ク

レジット126の創出に取り組むとともに、森林の所有者や管理主体への制度の普及や活用を推

進します。 

・ 「ブルーカーボン127」の増大に貢献する藻場の再生・造成に取り組みます。 

(5) 地球温暖化に伴う気候変動の影響への適応 

・ 国の専門機関等と連携し、気候変動とその影響に関する情報の収集等を行うほか、農林水

産業や防災・減災等の各分野における適応策の取組を推進します。 

・ 各種広報媒体の活用や地球温暖化防止活動推進センターとの連携による積極的な情報発信

等により、気候変動適応に対する理解促進に取り組みます。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民） 

・省エネルギー活動の実践 

・環境に配慮した自動車使用や公共交通機

関の利用促進 

・住宅用太陽光パネルの設置など再生可能

エネルギーの導入 

・建築主が省エネ性能の必要性を理解 

・水素の利活用に関する理解の増進 

・燃料電池自動車等の水素関連製品の導入 

（企業等） 

・環境経営及び環境マネジメントの導入 

・環境負荷の低減に寄与する製品やサービ

（教育機関・関係団体等） 

・小学生を対象とした地球温暖化を防ご

う隊活動の実施 

・県内企業に対する省エネルギー対策等

の支援、助言 

・省エネルギーや再生可能エネルギー導

入実践事例等の情報発信 

・ウニ除去等の藻場再生活動の実施 

・県内をフィールドとした水素の利活用

に向けた調査研究や実証事業の実施 

（市町村） 

・温暖化対策に係る計画策定 

                                                  
126 Ｊ－クレジット：省エネルギー機器の導入や森林経営などの取組による二酸化炭素などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を

「クレジット」として国が認証する制度。 
127 ブルーカーボン：海洋生態系によって吸収・固定される二酸化炭素由来の炭素で、その吸収源として、浅海域に分布する藻場など

があるもの。 

【ＫＰＩ】 

■地球温暖化防止のための行動に努めている県民の割合：90.0％〔Ｒ３年実績値 79.9％〕 

■再生可能エネルギーによる電力自給率：56.2％〔Ｒ３年実績値 38.6％〕 

■間伐材利用率：44.8％〔Ｒ４年実績値 43.0％〕 

■気候変動対策に関するセミナー等の受講者数〔累計〕：480 人〔Ｒ４年実績値 196 人〕 

ＧＸ 
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スの提供 

・再生可能エネルギーの導入 

・省エネルギー・再生可能エネルギーの新

技術開発や実用化、製品開発 

・小水力発電の導入 

・木質バイオマス利用機器等の導入 

・木質燃料の安定供給体制の構築 

・再造林や間伐等の森林整備の実施 

・建築士から建築主に対する省エネ性能

の説明義務 

・燃料電池自動車等の水素関連製品の導入 

・水素関連産業への参入に向けた取組 

・省エネルギー活動の実践 

・再生可能エネルギーの率先導入 

・地域に根ざした再生可能エネルギーの

導入支援 

・小水力発電導入に係る普及啓発の支援 

・地域における森林資源の循環利用の促

進 

・木質バイオマス利用機器等の導入 

・造林や間伐等の森林整備の支援 

・ウニ除去等の藻場再生活動の支援 

・水素の利活用に関する理解の増進、促進 

・燃料電池自動車等の水素関連製品の導

入 

・水素の利活用に向けた調査研究や実証

事業へのフィールド提供等の協力 

 

 

10 科学・情報技術を活用できる基盤の強化 

 

(1) デジタル技術の利活用による地域課題の解決と県民利便性の向上  

・ 「行政のＤＸ」、「産業のＤＸ」、「社会・暮らしのＤＸ」、「ＤＸを支える基盤整備」の４つ

の取組方針のもと、学識経験者やサービス提供事業者の知見も活用しながら、各分野でのＤ

Ｘを推進し、行政サービスの向上、産業の振興、新しい暮らしの実現、誰もがデジタルを利

活用できる環境整備や、デジタルデバイド対策、デジタル人材の育成などにより、デジタル

技術を利活用した地域課題の解決や県民の利便性向上の取組を推進します。 

・ 自治体情報システムの標準化・共通化を着実に進めるため、各市町村の取組を支援すると

ともに、行政手続きの簡素化、オンライン化、ワンストップ・プッシュ型128サービスの実現

などの取組を推進します。 

・ 県民一人ひとりのニーズやライフスタイルに合った働き方ができる持続可能な地域社会の

実現に向け、産学官金が連携し、全ての産業におけるデジタル化を推進します。 

・ デジタル技術の専門家の派遣などにより、人工知能（ＡＩ）、ロボティクス129、ＢＰＲ130と

ＲＰＡ131を活用した生産性向上や業務改革などの先進的なデジタル技術利活用事例を普及・

                                                  
128 ワンストップ・プッシュ型：ワンストップ型（行政機関などへの手続きを一度で済ませる機能）とプッシュ型（一人ひとりにあっ

た行政機関からのお知らせを表示する機能）を組み合わせたもの。 
129 ロボティクス：工学の一分野。制御工学を中心に、センサー技術・機械機構学などを総合して、ロボットの設計・製作及び運転に関

する研究を行うもの。 
130 ＢＰＲ：Business Process Re-engineering の略。プロセスの観点から業務フローや組織構造、情報システムなどを再構築し、業務

改革すること。 
131 ＲＰＡ：Robotic Process Automation の略。ホワイトカラーの単純な間接業務を自動化するテクノロジー。 

ＤＸ 
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導入促進することにより、新たな付加価値の創造を支援します。 

・ 復興や地域課題解決に向けた民間企業やＮＰＯ等の取組の活性化を図るため、県が保有す

る公共データを利活用が容易なデータ形式で公開し、営利・非営利を問わず二次利用を広く

認め、積極的な活用を促す「オープンデータ」の取組を推進します。 

・ 新のデジタル技術の利活用事例を紹介するフェアの開催等による県民や企業等へのＤＸ

普及啓発を行うとともに、大学等と連携した人材育成セミナー、研修会等の開催によりデジ

タル人材を育成する取組を推進します。 

(2) 情報通信インフラの整備促進 

 ５Ｇサービスエリアの早期拡大に向け、引き続き、通信事業者、市町村等と連携し、大容量

高速通信を可能とする基盤の整備を促進します。 

(3) イノベーションの創出に向けた研究開発の推進 

・ ＩＬＣを核とした国際研究拠点の形成を見据えた受入環境整備の取組を推進するとともに、

ＩＬＣに関連する技術や研究成果の産業化を支援するイノベーション拠点の形成、新たなサ

ービスや製品の開発につながる加速器関連産業の集積地域の形成に取り組みます。 

・ 研究開発等によって得られた知的財産を適切に保護・活用し、知的創造サイクル132を確立

することによって、競争力のある技術や製品につながる研究開発を推進します。 

・ 研究シーズの創出、育成から応用化、事業化まで研究ステージに応じた切れ目のない資金

支援により、本県の多様な資源と技術を生かした分子接合技術や精密流体制御技術等オリジ

ナリティの高い研究開発を推進します。 

・ 産業分野のイノベーションを創出する環境の整備に取り組みます。 

・ 産業革命・生活革命に資する新たな技術開発の促進に取り組むとともに、実証実験等を行

うフィールドの提供や研究者・技術者等の受入れ環境整備に取り組みます。 

(4) 科学技術の社会実装の推進 

・ ものづくり産業や農林水産業をはじめとする各分野における課題解決を図るため、研究成

果の生産現場への導入を推進します。 

・ いわて海洋研究コンソーシアム133の構成機関をはじめとする海洋研究機関の連携を強化

し、三陸海域をフィールドとした海洋生態系、漁場環境等の調査研究の成果等を地域に還元

する取組を推進します。 

                                                  
132 知的創造サイクル：生み出された知的財産を特許等に権利化するなどによって保護し、その知的財産が新たな製品やサービスの創

出などに活用され、それによって得られた資本が更に新たな知的財産の創造に投資されるという、知的財産の創造・保護・活用の循環

システム。 
133 いわて海洋研究コンソーシアム：本県三陸沿岸に集積している海洋研究機関等のネットワーク強化により、研究プロジェクトの創

出や研究者の集積を図るため、平成 21 年７月に設立。 

【ＫＰＩ】 

■市町村デジタル技術利活用サービス開始数：40 件〔Ｒ４年実績値 52 件〕 

■５Ｇ人口カバー率：91.8％〔Ｒ４年実績値 86.0 件〕 

■競争的外部資金獲得件数：64 件〔Ｒ４年実績値 48 件〕 

■特許等実施件数〔累計〕：554 件〔Ｒ４年実績値 157 件〕 

ＧＸ 

ＧＸ 

ＤＸ 

ＤＸ 

ＤＸ 
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＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民） 

・科学技術に対する理解の増進 

・デジタル技術利活用に関する知識や技能

の向上 

（企業等） 

・先端科学技術の生産現場等への導入 

・通信事業者単独及び補助事業による情報

通信インフラの整備 

・デジタル技術を利活用したサービスの

提供、活用、金融支援 

・デジタル技術の利活用に関する住民へ

の普及啓発 

（教育機関・産業支援機関等） 

・産学官コーディネート活動の推進 

・国等の競争的外部資金獲得支援 

・知的財産の管理や活用支援 

・デジタル人材の育成 

（研究機関） 

・研究開発基盤の整備 

・先端技術の生産現場等への導入に向け

た研究開発 

・新技術の研究開発 

・研究シーズの創出と育成 

（公設試験研究機関） 

・研究開発基盤の整備 

・先端技術の生産現場等への導入に向け

た研究開発 

（市町村） 

・研究開発を行う地域企業の支援 

・デジタル技術を利活用した住民サー

ビスの提供 

・情報通信インフラの整備 

・通信事業者への働きかけ 

・情報通信インフラ整備に関する国へ

の支援制度拡充の提言 

・デジタル技術の利活用に関する住民

への普及啓発 

 

 

11 安全・安心を支える社会資本の整備 

 

(1) ハード対策とソフト施策を効果的に組み合わせた防災・減災対策 

・ 洪水災害に対する安全度の向上を図るため、これまでの被害状況等を踏まえて築堤や河道

掘削などの河川改修等を推進します。 

・ 避難のための情報の充実など安全な避難体制の構築に向けて、水位周知河川や洪水浸水想

定区域の指定などを進め、河川の水位や水害リスク等に係る防災情報の充実強化を図ります。 

・ 激甚化・頻発化する自然災害に備え、流域全体のあらゆる関係者が協働して行う流域治水

の深化を図るとともに、流域治水への住民参画の取組を拡大します。 

・ 津波による被害を 小限に抑えるため、津波防災施設の整備を推進するとともに、避難の

ための情報の充実など安全な避難体制の構築等を進めます。 

・ 土砂災害に対する安全度の向上を図るため、これまでの被害状況等を踏まえて砂防堰堤や

急傾斜地崩壊対策施設等の整備に取り組みます。 

・ 土砂災害が発生するおそれのある新たな箇所の基礎調査結果を公表して危険性のある箇所

安全・安心 



 

119 

 

を明らかにするとともに、土砂災害警戒区域等の指定などを進め、土砂災害に係る防災情報

の充実強化を図ります。 

(2) 公共建築物等の耐震化による安全の確保 

「岩手県耐震改修促進計画」に基づき、防災拠点建築物や多数の人が利用する建築物の耐震

化を促進します。 

(3) 災害に強い道路ネットワークの構築 

・ 災害に強い道路ネットワークを構築するため、高規格道路を補完する道路等の整備を推進

します。 

・ 災害時に迅速な避難・救急活動や緊急物資の輸送等が行えるよう、緊急輸送道路の通行危

険箇所やあい路の解消、橋梁の耐震化、道路防災対策及び道の駅の防災機能の強化等を推進

します。 

・ 道路利用者が安全に通行できるよう、通行規制や積雪状況などの道路情報の提供を行いま

す。 

(4) 日常生活を支える安全な道づくりの推進 

・ 救急医療や地域医療を支援するため、救急搬送ルートの整備を推進します。 

・ 岩手の厳しい気候の中においても冬期間の安全で円滑な道路通行の確保を図るため、除雪

の着実な実施や除雪に必要な堆雪幅を確保した道路整備等を推進します。 

・ 歩行者や自転車利用者の安全な通行を確保するため、通学路等への歩道設置や交通安全施

設等の整備、自転車通行空間の整備を推進します。 

・ 車両の安全な通行を確保するため、すれ違い困難等により支障が生じている路線において、

待避所設置や路肩拡幅などを効果的に組み合わせた、地域の実情に応じた道路の整備に取り

組みます。 

 (5) 産業振興や交流を支える道路整備 

・ 物流の効率化など生産性向上による産業振興を支援するため、内陸部と物流拠点である港

湾を結ぶ路線や工業団地、インターチェンジへのアクセス道路など、物流の基盤となる道路

の整備を推進します。 

・ 県内各地を周遊する観光客の利便性の向上を図るため、世界遺産や三陸ジオパークなど主

要な観光エリアを結ぶ道路や観光振興に資する道路の整備、市町村と連携した道の駅の整備、

広域的なサイクリングルートの整備等を推進します。 

(6) 自然災害に強い農山漁村づくりの推進 

・ ため池等の農業水利施設の防災機能強化とともに、流域治水の取組定着や田んぼダムに係

る地域住民の理解醸成など、地域の防災意識を高める活動を一体的に取り組みます。 

・ 災害発生時の迅速かつ円滑な復旧等に備え、正確な土地境界の復元を可能にする地籍調査

を促進します。 

・ 山地災害の未然防止や荒廃森林の復旧に向け、適切な森林整備、治山施設の設置に取り組

みます。 

・ 津波被害から復旧した海岸防災林の防災機能の早期発現に向け、適切な保育管理に取り組

安全・安心 

安全・安心 

安全・安心 

安全・安心 

安全・安心 
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みます。 

・ 地震・津波・高波などの自然災害に備えた防波堤・岸壁等の漁港施設の防災・減災対策を

推進します。 

・ 漁港から高台への避難体制の構築支援、操業中の漁船の避難ルールや水産業ＢＣＰ（業務

継続計画）の策定支援など、漁業地域の防災力向上を推進します。 

・ 沿岸地域の防災対策や地域づくりの方向性を踏まえた、海岸保全施設や避難路の整備等を

推進します。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

(県民） 

・住宅、建築物の耐震化の取組 

・津波からの避難方法や津波特性などの啓

発活動への参加 

・水防活動等への参加 

・県内の道路を活用した物流の効率化 

・観光等での県内の道路の活用 

・いわてサイクルステーション登録等の自

転車利用者へ提供するサービスの充実 

（企業・団体） 

・要配慮者利用施設における避難確保計画

の作成等 

・住宅、建築物の耐震改修等の普及啓発 

・私立学校施設の耐震化の推進 

・災害時支援協定による応急対策 

・県内の道路を活用した物流の効率化 

・観光等での県内の道路の活用 

・いわてサイクルステーション登録等の自

転車利用者へ提供するサービスの充実 

・高規格道路の整備 

（市町村・国） 

・住民生活に直結した社会資本整備 

・ハザードマップの作成などによる自然

災害に対する避難方法などの周知、啓発活

動の実施 

・国や県との連携による、住民への避難情

報の提供や避難指示 

・水防活動の実施 

・住宅の耐震改修等への支援 

・市町村立学校施設等の耐震化の推進 

・庁舎の耐震化の取組 

・一般国道や県道等の整備と連携した市

町村道、道の駅の整備 

・除雪の着実な実施 

・湾口防波堤等の整備 

・国が管理する国道、一級河川の整備及び

維持管理、情報の提供 

・災害時における技術面等での支援 

・高規格道路の整備 

【ＫＰＩ】 

■近年の洪水災害に対応した河川改修事業の完了河川数〔累計〕 

：４河川〔Ｒ４年実績値―河川〕 

■緊急輸送道路の整備完了箇所数〔累計〕：25 箇所〔Ｒ４年実績値 18 箇所〕 

■救急医療機関へのアクセス道路の整備延長〔累計〕：14.6km〔Ｒ４年実績値 10.8km〕 

■物流の基盤となる道路の整備延長〔累計〕：18.4km〔Ｒ４年実績値 14.5km〕 

■農業用ため池の機能診断実施個所数〔累計〕：163 箇所〔Ｒ４年実績値 118 箇所〕 

■山地災害防止機能が確保された集落数〔累計〕：1,020 集落〔Ｒ４年実績値 1,000 集落〕 

■漁港施設の防災・減災対策実施施設数〔累計〕：41 施設〔Ｒ４年実績値 36 施設〕 
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12 生活を支える社会資本の良好な維持管理 

 

社会資本の適切な維持管理等の推進 

・ 老朽化が進む社会資本の機能を将来にわたって発揮し続けるため、道路や河川、住宅など

16 分野の個別施設計画に基づき、早期に修繕が必要な橋梁やトンネル等の老朽化対策の加速

化を図り、予防保全型の維持管理への転換を進めるなど、適切な維持管理に取り組みます。 

・ 空き住戸を活用した移住・定住の促進により、県営住宅ストックの有効活用に取り組みま

す。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（市町村・国） 

・公共施設等総合管理計画の策定と計画に

基づく効率的・効果的な維持管理の実施 

 

 

  

【ＫＰＩ】 

■早期に修繕が必要な橋梁の対策完了数〔累計〕：260 橋〔Ｒ４年実績値 95 橋〕 

自然減・社会減 ＧＸ 安全・安心 
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３-２ 文化スポーツ振興戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔現状と課題〕 

・ 本県には、「平泉の文化遺産」「明治日本の産業革命遺産（橋野鉄鉱山）」「北海道・北東北の縄

文遺跡群（御所野遺跡）」の３つの世界遺産をはじめ、地域の誇りとなる歴史遺産が数多く存在

しています。 

・ 本県の守り伝えていくべき歴史遺産として、「平泉の文化遺産」の拡張登録の実現を目指して

います。 

・ 世界遺産を人類共通の財産として未来へ継承していくため、適切に保存管理を行う必要があ

ります。 

・ 世界遺産が有する価値を広めるため、県内外への情報発信を推進するなど、その魅力を発信し

ていく必要があります。 

・ ３つの世界遺産及び関連資産を更なる地域振興につなげるため、連携・交流に取り組むととも

に、一体的な取組を推進する必要があります。 

 

・ 本県は、奥州藤原氏の時代に独自の文化を花開かせるなど多様な文化を育んできており、ユ

ネスコの無形文化遺産である「早池峰神楽」や「永井の大念仏剣舞」、「鬼剣舞」に代表される多

様な民俗芸能などが地域で継承されているとともに、地域に根差した食文化などを守り、次世

代に伝えようとする取組が各地で行われています。 

・ 民俗芸能などの地域の文化を継承する人材の減少や、文化芸術活動の担い手の高齢化が懸念

される一方で、移住者等の参加により新たな担い手が育つ団体もあり、このような民俗芸能団

体の活動継続に向けた動きを支援していくなど、次世代へ受け継ぐ取組を推進する必要があり

ます。 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響で民俗芸能の発表の機会が減少し、伝承にも支障が生じて

いる状況の中、本県が誇る民俗芸能の鑑賞と発表の場を一層確保していく必要があります。 

・ 文化財は、地域の歴史を理解する上で貴重な財産であるとともに、地域の活性化の取組の核

３-２ 文化スポーツ振興戦略 

≪取組の方向≫ 

・ 本県の文化芸術の魅力や世界遺産の普遍的価値等の発信に取り組むとともに、世界遺産の

理解の増進による遺産の適切な保存管理・活用の推進や「平泉の世界遺産」の拡張登録及び３

つの世界遺産の連携・交流の推進に向けて市町村や関係団体と連携して取り組みます。 

・ 県民が日常的に文化芸術に親しむ機会の充実や、文化芸術を生かした人的・経済的な交流の

推進に取り組みます。 

・ ライフステージに応じたスポーツを楽しむ機会や障がい者のスポーツへの参加機会の充実

を図るとともに、スポーツを担う人材の育成に取り組みます。 
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となるものとして、次世代への確実な保存・継承と積極的な活用が求められています。 

・ 伝統文化を生かした交流を推進するため、首都圏の民俗芸能団体と県内団体の交流等に取り

組んできましたが、引き続き、県内外に向け、本県の多様な民俗芸能等の魅力を発信する必要

があります。 

 

・ 東日本大震災津波からの復興支援のつながりを生かした様々な文化芸術活動が行われてきま

したが、デジタル技術も活用しながら、今後も文化芸術を鑑賞する機会と、活動や発表の場を

一層確保していく必要があります。 

・ 岩手の様々なソフトパワー134を生かした取組などを背景に、メディア芸術作品の制作などの

若者の多様な文化活動を更に活発にしていく必要があります。 

・ 働く世代のスポーツ実施率向上に向け、夜間のスポーツ教室の開催等に取り組んできました

が、引き続き、働く世代をはじめ各世代のスポーツを楽しむ機会の充実を図っていく必要があ

ります。 

・ 休日の運動部活動の地域移行が進められるよう、総合型地域スポーツクラブ等への指導や指

導者の育成を推進するなど、地域での受入体制を整備していく必要があります。 

・ 県営スポーツ施設を利用者が安心して利用できるよう、計画的な維持管理・修繕・更新等を行

う必要があります。 

・ 障がい者のスポーツ参加機会の充実を図るため、障がい者スポーツ教室や大会開催などの取

組を進めています。 

・ 「超人スポーツ135」を創出するとともに、その普及を図ってきたところですが、今後は、超人

スポーツやインクルーシブスポーツ136等、多様なスポーツへの参加機会を広げていくことが必

要です。 

 

・ 本県は、文化や文学、思想など多彩な分野で多くの優れた人物を育んできた土壌があり、これ

を生かしていくことが求められています。 

・ 文芸や合唱など音楽分野での児童生徒の全国的な活躍もあり、県民の文化芸術への関心が高

まっており、さらに、復興支援を契機とした優れた文化芸術の鑑賞機会が継続して提供されて

いる中において、幼少期から優れた文化芸術に触れる機会を提供することや、誰もが文化芸術

活動に取り組める環境を充実させる必要があります。 

・ 障がい者の文化芸術活動への県民の理解を深めるための取組を継続して実施する必要がある

ほか、障がい者が安心して創作活動に取り組む環境づくりを推進する必要があります。 

・ 「東京2020オリンピック」、「北京2022オリンピック」等での本県ゆかりの選手の活躍により岩

                                                  
134 ソフトパワー：文化的魅力や道義的信頼によって、支持や理解、共感を得ることにより、相手を動かす力。 
135 超人スポーツ：人間の身体能力を補い拡張する人間拡張工学に基づき、人の身体能力を超える力を身に付け「人を超える」、ある

いは、年齢や障がいなどの身体差により生じる「人と人のバリアを超える」、テクノロジーを自在に乗りこなし、競い合う「人機一

体」の新たなスポーツ。 
136 インクルーシブスポーツ：東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開催によリ関心が高まっている共生社会型スポー

ツ。障がいのある人もない人も、性別・年齢・国籍等に関わらず、互いが人格と個性を尊重し合い、多様な在り方を認め合いながら、

共に楽しみ、交流を図るスポーツ。 
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手のスポーツ力が高まっており、世界や全国で活躍する本県出身の選手が多数輩出されていま

す。今後も、国際大会等で活躍するトップアスリートを育成するためには、スポーツ医・科学的

知見を有し、 新のデジタル技術や戦術等を習得する指導者など、アスリートの様々な要求に

対応できるサポート人材を更に養成していく必要があります。 

・ 「2021アジアユースパラ競技大会」、「北京2022パラリンピック」に本県ゆかりの選手が多数出

場するなど、本県の障がい者スポーツのレベルは高まっており、本格的に取り組む選手は増え

ていますが、更なる選手の発掘・育成と指導者、介助者の育成等を含め、競技活動へのサポート

が求められています。 

・ 県民が日常的にスポーツに取り組み、スポーツを楽しむ機会を提供できるよう、地域のスポ

ーツ活動を担うスポーツ推進委員137や、スポーツ大会等の運営を担うボランティア等の様々な

スポーツを支える人材が重要です。 

 

 

〔主な取組内容〕 

１ 世界遺産の保存と活用の推進 

 

(1) 世界遺産の適切な保存管理と拡張登録の推進 

・ 本県が有する世界遺産を、人類共通の財産として将来の世代へ継承していくため、県民の

保存管理への理解を深める取組を実施するとともに、他の世界遺産を有する自治体等と情報

を共有しながら、適切な保存管理に取り組みます。 

・ 全ての人々にとって魅力ある世界遺産となるよう、住民生活と調和した遺産の保存管理を

進めます。 

・ 「平泉の文化遺産」について、柳之御所遺跡の調査研究の推進や、関連遺跡の調査等の支

援など、世界遺産への拡張登録に向けた取組を進めるとともに、世界遺産の構成資産及び関

連資産から成る「ひらいずみ遺産138」の一体的な保存管理、調査研究に取り組みます。 

(2) 世界遺産の価値の普及と魅力の発信 

・ 世界遺産等に対する興味・関心を高め持続させていくため、児童生徒への教育活動や県民

に向けた講演会の開催など、価値の普及に取り組みます。 

・ 「ひらいずみ遺産」の価値を相互に高め、広く世界中に伝えるため、その活用及び魅力の

発信に取り組みます。特に、平泉世界遺産ガイダンスセンターを拠点とした、遺産の魅力の

発信などに取り組みます。 

(3) ３つの世界遺産の連携・交流の推進 

・ 本県が有する３つの世界遺産及び関連資産を地域振興につなげるため、相互に連携・交流

                                                  
137 スポーツ推進委員：市町村におけるスポーツの推進のため、事業実施に係る連絡調整、住民に対するスポーツの実技指導及びその

他スポーツに関する指導・助言を行う者。 
138 ひらいずみ遺産：県と関係市町において、世界遺産の構成資産とその関連資産の一体的な保存管理や研究調査、活用を進めるため

のに位置づけた該当資産の総称。世界遺産の構成資産５資産（中尊寺、毛越寺、無量光院跡、観自在王院跡、金鶏山）と関連資産５資

産（柳之御所遺跡、骨寺村荘園遺跡、白鳥舘遺跡、長者ケ原廃寺跡、達谷窟）の 10 資産を指す。 

自然減・社会減 

自然減・社会減 

自然減・社会減 
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を行いながら、一体的な取組を推進し、県内外に向けた魅力向上・来訪促進・周遊促進を図

ります。 

・ 平泉世界遺産ガイダンスセンターを拠点とし、世界遺産や関連史跡、関連施設との連携を

深めながら、文化資源の活用による文化観光の取組を推進します。 

 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民・地域住民） 

・世界遺産が持つ価値の共有と保存管理へ

の理解 

・世界遺産の保存管理と活用への参画 

（企業等） 

・世界遺産の保存・活用・発信に係る協働 

（教育機関等） 

・世界遺産の価値の普及と未来への継承 

・世界遺産に関する研究の実施 

（市町村） 

・世界遺産の適切な保存管理 

・世界遺産の活用と住民参画活動の実

施 

・世界遺産を活用した地域振興 

 

 

２ 豊かな歴史や民俗芸能などの伝統文化が受け継がれる環境づくりと交流の促進 

 

(1) 民俗芸能の公演発表などによる、伝統文化への理解促進と情報発信 

・ 県民の伝統文化への理解促進を図るため、「岩手県民俗芸能フェスティバル」を開催し、本

県が誇る民俗芸能の鑑賞の機会と発表の場を確保します。 

・ 民俗芸能団体の活性化を図るため、「北海道・東北ブロック民俗芸能大会」などの公演の機

会を提供するとともに、地域内外からの担い手の確保につながるよう、本県の民俗芸能の魅

力や価値を県内外へ発信します。 

・ 「早池峰神楽」や「永井の大念仏剣舞」、「鬼剣舞」をはじめとする本県の多彩な民俗芸能

の保存・継承及び後継者の育成を促進するため、市町村や関係団体と連携し、民俗芸能団体

への支援を行います。 

・ 将来の民俗芸能の担い手を育成するため、児童生徒の部活動などを通じた取組を推進する

とともに、地域等と連携して指導環境の充実に努めます。 

(2) 伝統文化、文化財などを活用した交流の推進 

【ＫＰＩ】 

■「世界遺産出前授業」の実施学校数〔累計〕：137 校〔Ｒ４年実績値 36 校〕 

■世界遺産ガイダンス施設等入館者数：107 千人〔Ｒ４年実績値 104 千人〕 

■３つの世界遺産に係る連携・交流活動参加人数〔累計〕：240 人〔Ｒ４年実績値 94 人〕 

自然減・社会減 

自然減・社会減 
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・ 民俗芸能など伝統文化を生かした交流人口の拡大を図るため、市町村や民俗芸能団体等と

連携し、訪日外国人等向けに本県が誇る民俗芸能の魅力を発信するなど、観光分野をはじめ

とした幅広い分野への活用を進めます。 

・ 地域における「食の匠」の活動や、学校・地域住民等を対象とした食文化伝承会の開催な

どの取組を促進します。 

・ 本県出身の偉人や様々な文化財など、本県の歴史についての理解促進を図るため、「いわて

の文化情報大事典」ホームページ等により、広く情報を発信します。 

・ 地域ごとに文化財を継承していくため、文化財保護法の改正及び文化財の保存と活用に関

する岩手県文化財保存活用大綱策定を踏まえ、市町村の文化財保存活用地域計画の策定に向

けて情報提供や助言を行うとともに、現地調査等による文化財保護の取組を推進します。 

・ 地域に残されている貴重な建造物や美術工芸品等の有形文化財の保護とともに、民俗芸能

等の地域に伝わる無形文化財の保護・伝承を行うため、歴史的価値などの調査を進めながら、

指定文化財の適切な保存管理がなされるよう、所有者に対する指導・助言、修理等の支援に

取り組みます。 

・ 文化財を生かした地域活性化を図るため、日本遺産、歴史的建造物や史跡公園などの文化

財をユニークベニューや観光コンテンツとして活用するとともに、活用事例をホームページ

等で国内外に広く発信します。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民） 

・本県の歴史の理解 

・伝統文化継承活動への参画 

（企業等） 

・伝統文化継承活動への支援 

・伝統文化継承活動への参加に向けた環境

の整備 

・開発行為における文化財保護法に基づく

文化財保護 

（伝統文化活動団体） 

・伝統文化継承活動の取組実施、支援、情

報発信 

（教育機関等） 

・伝統文化継承活動の取組実施、支援、情

報発信 

・博物館等の社会教育施設の積極的な活

用 

（市町村・市町村教育委員会） 

・伝統文化継承活動の取組の推進、支援 

・改正文化財保護法に基づく、主体的な文

化財保存活用地域計画の策定 

・文化財の調査・指定、保護・保存管理の

指導、公開・活用 

・文化財等を活用した地域づくりの推進 

【ＫＰＩ】 

■「岩手県民俗芸能フェスティバル」鑑賞者数〔累計〕 

：14,820 人〔Ｒ４年実績値 2076 人〕 

■観光客数（歴史･文化に関係する観光地点での入込客数） 

：3,375 千人〔Ｒ４年実績値 2,266 千人〕 
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（文化施設） 

・鑑賞機会の提供 

・活動場所・成果発表機会の提供 

 

 

３ 文化芸術の振興と、生涯を通じたスポーツを楽しむ機会の充実 

 

(1) 県民が日常的に文化芸術に親しむ機会の充実 

・ オンライン配信等のデジタル技術も活用しながら、年齢、性別、障がいの有無に関わらず、

県民が身近な場所で手軽に文化芸術活動を発表・鑑賞できる機会の充実を図ります。 

・ 県民の文化芸術活動の活性化を図るため、「岩手芸術祭」の新たな分野への拡大を図るとと

もに、芸術体験の機会の提供や地域の文化催事との連携を推進し、県民が身近に文化芸術を

体験できる機会を提供します。 

・ 文化芸術による心の復興を後押しするため、東日本大震災津波からの復興の取組を契機と

した国内外との絆や支援のつながりを生かした取組を展開します。 

・ 本県の文化芸術の発信力、訴求力を強化するため、「いわての文化情報大事典」ホームペー

ジ等において、県内の文化芸術に関する情報を国内外に向け広く提供します。 

・ 多くの子どもたちに幼少期から優れた文化芸術に触れる機会を提供するため、子どもたち

の興味・関心の向上や文化芸術活動への参加、（公財）岩手県文化振興事業団や（一社）岩手

県芸術文化協会等と連携した県内学校等への芸術家派遣や、文化部活動の地域移行に伴う受

入体制の整備などの取組を進めます。 

・ 「文学の国いわて」の進展に向け、文芸活動の振興を図るため、本県ゆかりの作家とのつ

ながりを広めながら、若者を対象とした取組を実施するなど、県民の創作活動を支援します。 

・ 優れた文化芸術の鑑賞機会を生かして、児童生徒の豊かな心を育み、演奏技術等の向上を

図るため、国内外からの評価が高い音楽家との交流機会を提供します。 

・ 高齢者が健康で生きがいを持って暮らせるよう、身近に文化芸術活動に参加できる環境づ

くりを進めます。 

・ 官民一体による文化芸術推進体制「岩手版アーツカウンシル139」の構築により、文化芸術

プログラムの企画や実施、商品の創出に取り組むとともに、官民協働による新設のファンド

等を活用した文化芸術団体への活動助成等に取り組みます。 

(2) 文化をめぐる新しい動向に対応した取組の推進 

・ 本県の多彩な魅力の発信とブランド力の向上を図るため、岩手ならではの文化について、

文化をめぐる新しい動向などを踏まえながら、国内外への展開や観光分野をはじめとした幅

広い分野への活用を進め、交流の機会の拡大に取り組みます。 

・ 若者の多様な文化活動を本県の力とするため、若者の個性と創造性が発揮される機会や、

                                                  
139 アーツカウンシル：美術、演劇、音楽、文学などの団体やプロジェクトに対する助成を基軸に、専門的な立場から行政と協力し

て、文化芸術への支援策をより有効に機能させ文化振興の取組をけん引する組織。 

ＤＸ 
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学校・職場・地域の枠を超えた交流の機会を支援します。 

(3) 障がい者の文化芸術活動の推進 

・ 県民のアール・ブリュットへの関心を高めるため、県内の優れたアール・ブリュット作品

を集めた展示を行い、県民がより身近に作品に触れることができる機会を提供します。 

・ 障がい者の文化芸術活動の活性化を図るため、障がい者文化芸術祭や障がい者音楽祭を開

催し、積極的に文化芸術活動に取り組むことができるよう発表の機会を提供します。 

・ 障がい者芸術活動支援センターを中核として、障がい者の文化芸術活動を総合的に支援し

ていきます。 

(4) ライフステージに応じたスポーツを楽しむ機会の充実 

・ 総合型地域スポーツクラブの活性化のため、広域スポーツセンター140と連携し、クラブ創

設の更なる拡充に向けた支援、運営の指導・助言等に取り組みます。 

・ 地域のスポーツ活動を担うスポーツ推進委員等の人材育成・資質向上を図るため、市町村

や関係団体と連携し、研修・研究大会の実施などに取り組みます。 

・ スポーツ・レクリエーションの普及のため、（公財）岩手県スポーツ振興事業団等と連携し、

各種教室、指導者育成等に取り組みます。 

・ 運動部活動の地域移行に伴う受入体制の整備を図るため、指導者の確保や資質向上等に向

けた取組を支援します。 

・ 子どもから高齢者まで幅広い年代の運動習慣の定着による健康づくりや体力向上のため、

関係団体と連携し、スポーツ医・科学の知見に基づく運動プログラムを提供します。 

・ 県民が安心してスポーツ活動ができる場を提供するため、県営スポーツ施設の計画的な維

持改修を行うとともに、県内のスポーツ施設の現状や県と市町村との役割分担、県民のニー

ズなどを踏まえ、県営スポーツ施設のあり方の検討を行います。 

・ スポーツ医・科学の知見に基づく健康づくりや競技力向上等を図るとともに、市町村と連

携した特色あるスポーツ拠点づくりに向け、官民一体による推進体制「いわてスポーツプラ

ットフォーム141」による取組を進めます。 

・ 「いわてスポーツプラットフォーム」にスポーツコミッション機能を備え、スポーツツー

リズムによる交流人口の拡大やスポーツビジネスの展開等による地域活性化を推進します。 

(5) 障がい者スポーツへの参加機会の充実 

・ 障がい者が身近な地域で自らの興味・関心、適性等に応じてスポーツを楽しむことができ

るよう、関係団体と連携し、障がい者対象のスポーツ大会やスポーツ教室の実施などに取り

組みます。 

・ 障がい者のスポーツへの参加機会の充実や障がい者スポーツの理解促進を図るため、障が

いのある人もない人も身近な地域で共に楽しむインクルーシブスポーツの機会創出に取り

                                                  
140 広域スポーツセンター：各都道府県において広域市町村圏内の総合型スポーツクラブの創設や運営、活動とともに、圏内における

スポーツ活動全般について、効率的な支援を行う役割を担うもの。 
141 いわてスポーツプラットフォーム：スポーツの力による健康社会の実現と人的・経済的交流を推進し、魅力あるスポーツのまちづ

くりや、県民が日常的にスポーツに親しみ、楽しみ、潤う豊かな社会の実現を目指すことを目的とする官民一体によるスポーツ推進体

制。 
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組みます。 

・ 県民一人ひとりがスポーツに楽しむ機会を拡充するため、スポーツをめぐる新しい動向な

どを踏まえながら、「超人スポーツ」や「eスポーツ142」など多様なスポーツへの参画の可能

性を研究していきます。 

・ 障がい者スポーツ等の一層の推進を図るため、関係機関と連携し、引き続き推進組織の運

営や設立に向けた支援に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民） 

・文化芸術活動への参加、理解 

・スポーツ活動への参加 

（企業等） 

・文化芸術・スポーツ活動への支援 

・文化芸術・スポーツ活動への参加に向けた環

境の整備 

（文化芸術活動団体） 

・文化芸術活動の取組実施、支援、情報発信 

（スポーツ関係団体） 

・スポーツ関係団体及び組織体制の強化 

・生涯スポーツ、障がい者スポーツの推進 

（文化施設） 

・鑑賞機会の提供 

・活動場所・成果発表機会の提供 

（教育機関等） 

・文化芸術活動の取組実施、支援、情報発信 

・運動習慣の定着に向けた取組の推進 

（市町村） 

・文化芸術活動の取組推進、支援、情報提供 

・スポーツ大会等の開催 

・スポーツ活動への住民の参加促進 

・スポーツ環境の整備 

・障がい者スポーツの理解促進 

 

 

４ 文化芸術・スポーツを担う人材の育成 

                                                  
142 e スポーツ：エレクトロニック・スポーツ（electronic sports）の略で、広義には、電子機器を用いて行う娯楽、競技、スポーツ

全般を指す言葉であり、コンピューターゲーム、ビデオゲームを使った対戦をスポーツ競技として捉える際の名称。 

【ＫＰＩ】 

■岩手芸術祭参加者数〔累計〕：83,000 人〔Ｒ４年実績値 21,789 人〕 

■県主催文化芸術公演のオンライン視聴回数：4,550 回〔Ｒ４年実績値 3,749 回〕 

■文化施設入場者数※：185 千人〔Ｒ４年実績値 77 千人〕 

■コミックいわてＷＥＢページビュー数：741,000 件〔Ｒ４年実績値 450,523 件〕 

■岩手県障がい者文化芸術祭出展数〔累計〕：1,380 件〔Ｒ４年実績値 357 件〕 

■総合型地域スポーツクラブ会員数（地区全戸加入を除く） 

：8,020 人〔Ｒ４年実績値 7,611 人〕 

■スポーツ実施率：70.0％〔Ｒ４年実績値 64.7％〕 

■障がい者スポーツの教室・大会の参加人数〔累計〕：19,610 人〔Ｒ４年実績値 9,259 人〕 

※岩手県内公立文化施設協議会加盟施設で行う自主催事入場者数 
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(1) 文化芸術活動を担う人材の育成 

・ 県民の文化芸術活動の活性化を図るため、「岩手芸術祭」の新たな分野への拡大を図るとと

もに、芸術体験の機会の提供や地域の文化催事との連携を推進し、県民が身近に文化芸術を

体験できる機会を提供します。 

・ 多くの子どもたちに幼少期から優れた文化芸術に触れる機会を提供するため、子どもたち

の興味・関心の向上や文化芸術活動への参加、（公財）岩手県文化振興事業団や（一社）岩手

県芸術文化協会等と連携した県内学校等への芸術家派遣などの取組を進めます。 

・ 「文学の国いわて」の進展に向けた文芸活動の振興を図るため、本県ゆかりの作家とのつ

ながりを広めながら、若者を対象とした取組を実施するなど、県民の創作活動を支援します。 

・ 優れた文化芸術の鑑賞機会を生かして、児童生徒の豊かな心を育み、演奏技術等の向上を

図るため、国内外からの評価の高い音楽家との交流機会を提供します。 

・ 高齢者が健康で生きがいを持って暮らせるよう、身近に文化芸術活動に参加できる環境づ

くりを進めます。 

・ 民俗芸能をはじめとする文化芸術の将来の担い手を育成するため、児童生徒の部活動など

を通じた取組を推進します。 

(2) 文化芸術活動を支える人材の育成 

・ 団体、企業、行政等が一体となって文化芸術活動を支援し、活性化を図るため、活動者と

鑑賞者、それぞれの希望やニーズをマッチングさせ、交流の場を提案する人材のネットワー

クを形成します。 

・ 県民が県内各地域において積極的に文化芸術活動に取り組めるよう、文化芸術を生かした

地域づくりなどに取り組む人材の育成や相互交流の促進を図るため、アートマネジメント研

修を実施します。 

・ 公演や作品等の企画・制作、調査・研究、営業、広報等の高いスキルを有する専門的人材

であるアートマネージャーの設置・派遣等により、県内各地における特色ある文化芸術のま

ちづくりや地域の文化芸術を支える人材育成を推進します。 

・ 障がい者の文化芸術活動を支援する事業所職員等の資質の向上を図るため、障がい者芸術

活動支援センターにおいて支援者育成研修を実施するほか、支援者のネットワークを構築し、

障がい者の文化芸術活動に取り組む環境の充実を図ります。 

(3) アスリートの競技力の向上 

・ 世界で活躍する次世代アスリートを輩出するため、県内競技団体、（独法）日本スポーツ振

興センター、（公財）日本オリンピック委員会等と連携し、スーパーキッズの発掘・育成など

中長期的な視点に立ったジュニア期からの競技力向上を学校との協力により取り組みます。 

・ 本県トップアスリートのスポーツ活動を支えるため、大会や強化合宿への参加等に係る活

動の支援に取り組むとともに、アスリートの県内定着を図るため、就職マッチング等を実施

します。 

(4) 障がい者アスリートの競技力の向上 

ＤＸ 
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・ 障がい者スポーツ選手の発掘・育成のため、関係団体と連携し、競技体験会や強化練習会

の実施などに取り組みます。 

・ パラリンピック等の国際大会やジャパンパラ競技大会等で活躍するトップアスリートを輩

出するため、大会や強化合宿への参加等に係る活動の支援に取り組みます。 

(5) スポーツ医・科学サポートを通じた競技力の向上 

・ 本県の競技力向上を効果的かつ効率的に図るため、障がい者を含むアスリートの体力測定

等で得られたデータや、 新のデジタル技術を活用し、個々に適した科学的なトレーニング

メニュー等の提供に取り組みます。 

・ アスリートのセルフマネジメント能力を高めるため、コンディショニング、スポーツ栄養、

スポーツメンタル等のスポーツ医・科学的な知識の提供に取り組みます。 

(6) スポーツ活動を支える指導者等の養成 

・ 指導者の資質向上を図るため、スポーツ活動における透明性、公平・公正性（スポーツ・

インテグリティ）の確保に向けた研修の実施や相談体制の機能強化に取り組みます。 

・ 指導者のコーチングスキル向上を図るため、公認スポーツ指導者資格取得や本県トップコ

ーチの中央競技団体等の研修参加への支援に取り組みます。 

・ 障がい者のスポーツ活動を支える指導者を養成するため、関係団体と連携し、指導者の資

格取得に向けた講習会の実施などに取り組みます。 

・ アスリートの育成や活動を支える指導者等のサポート人材や、競技団体、総合型地域スポ

ーツクラブ等の組織運営を担う人材を育成するため、スポーツ医・科学の知識の習得やマネ

ジメント能力の向上等、専門的研修などの実施に取り組みます。 

・ 地域のスポーツ活動を担うスポーツ推進委員等の人材育成・資質向上を図るため、市町村

や関係団体と連携し、研修・研究大会の実施などに取り組みます。 

・ 「ラグビーワールドカップ2019大会」、「日本スポーツマスターズ2022岩手大会」、「クライ

ミングワールドカップいわて盛岡2022」、「いわて八幡平白銀国体」等、これまで本県で開催

した大型スポーツ大会のレガシーを継承し、スポーツ大会等が更に県民に支えられたものと

なるよう、ボランティアを育成するとともに、活動を支援します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民） （教育機関） 

【ＫＰＩ】 

■岩手芸術祭への出展数〔累計〕：4,900 件〔Ｒ４年実績値 1,097 件〕 

■アートマネジメント人材育成数〔累計〕：200 人〔Ｒ４年実績値 61 人〕 

■本県関係選手の日本代表選出数〔累計〕：207 人〔Ｒ４年実績値 100 人〕 

■障がい者アスリートの全国大会出場選手〔累計〕：86 人〔Ｒ４年実績値 35 人〕 

■スポーツ医・科学サポート団体数〔累計〕：709 団体〔Ｒ４年実績値 117 団体〕 

■スポーツ推進委員研修会参加率：50.0％〔Ｒ４年実績値 63.6％〕 

ＤＸ 
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・文化芸術・スポーツを担う人材、支える

人材としての参加、理解 

（企業等） 

・文化芸術・スポーツを担う人材、支える

人材育成の取組への支援、協働 

・アスリートや指導者、サポート人材の活

動支援 

（文化芸術活動団体） 

・文化芸術を担う人材、支える人材育成の

取組実施、支援、情報発信 

（スポーツ関係団体） 

・関係団体相互の連携システムの構築 

・アスリートや指導者、サポート人材等の

育成 

・競技力向上事業の実施 

・文化芸術を担う人材育成の取組実施、支

援、情報発信 

・次世代アスリートの発掘・育成の支援 

（市町村） 

・文化芸術・スポーツを担う人材、支える

人材育成の取組の推進、支援、情報提供 

・文化芸術活動やスポーツ活動を支える

人材の育成 
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３-３ 若者・女性活躍支援戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔現状と課題〕 

・ 少子高齢化・人口減少が進んでおり、若者や女性の更なる活躍が期待されています。 

・ 東日本大震災津波からの復旧・復興に当たり、多くの女性が主体的に活動する姿が見られ、ま

た、多くの若者が、まちづくりやボランティア活動などに参画し、復旧・復興の大きな力となり

ました。 

・ 男女意識調査によると、ＬＧＢＴの内容の認知度は約３割であることから、多様な性への理解

促進が必要であるほか、ＬＧＢＴ等についての相談件数が増加しており、不安や悩みを抱えてい

る人への支援が必要です。 

・ 進学期、就職期の若者の転出による社会減は続いているものの、高卒者の県内就職率が上昇傾

向にあるなど、若者の地元志向の高まりもみられ、多様な分野で若者が活躍できる環境づくりが

必要です。 

・ 令和２年の国勢調査によると、本県の女性の年齢別労働力人口の割合は、15～19 歳を除く全て

の年代において全国平均を上回っています。 

・ 男女意識調査によると、「女性が働きやすい状況」については改善傾向にあるものの、依然とし

て労働条件の整備や働く場が限定されているなど「働きやすい状況にない」との回答が４割を超

えており、誰もが働きやすい環境をつくる必要があります。 

・ 令和４年度から、男女とも仕事と育児を両立できるように産後パパ育休制度が創設されたほか、

大企業に男女の賃金の情報公開が義務化されたことなどを踏まえ、労働関係法令の周知を図る必

要があります。 

・ 「いわて働き方改革推進運動」の展開のもと、デジタル技術やテレワークの導入等により、本

県の１人当たりの年間総実労働時間は、着実に減少しています。一方で、本県の令和４年の総実

労働時間は全国平均を上回り、年次有給休暇取得率も全国平均を下回る状況にあることから、デ

ジタル技術等を活用して、労働生産性と働きやすさを高めていくために、働き方改革の推進が必

要です。 

３-３ 若者・女性活躍支援戦略 

≪取組の方向≫ 

・ 男女平等や多様な性について理解し、尊重し合う社会となるよう、幅広い世代への意識啓発

に取り組むとともに、関係機関の協力・連携による配偶者暴力防止対策を推進します。 

・ 若者の交流やネットワークづくり、活動を発信する場の提供を通じた若者の活動の支援に取

り組むとともに、今後の若者活躍プラットフォームのあり方について検討を進めます。 

・ 女性の職業生活における活躍を推進するため、業種を越えた活躍する女性のネットワークづ

くりや起業支援に取り組むとともに、仕事と子育ての両立支援など子育てにやさしい職場環

境づくりに取り組みます。 
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・ 新型コロナウイルス感染症の影響などを契機として「いわて女性のスペース・ミモザ143」を開

設しましたが、そこに寄せられた相談には、経済的な問題に起因するものが多くあり、女性の就

労確保や所得向上をより一層支援していく必要があるほか、各種支援に関する情報が必ずしも十

分に行き届いていない実態も改めて浮き彫りになりました。 

・ 令和４年度の配偶者暴力相談支援センター12 箇所における相談件数は 1,967 件とここ数年横

ばいとなっていますが、新型コロナウイルス感染症の流行に伴う在宅時間の増加などから、配偶

者等からの暴力の問題が潜在化しているおそれがあるため、関係機関が連携した被害者の保護や

自立に向けた取組が必要です。 

 

 

〔主な取組内容〕 

１ 多様な生き方が認められる男女共同参画社会の実現に向けた環境の整備 

 

(1) 男女共同参画等の推進  

・ 男女平等や多様な性について理解し尊重するための教育・学習の機会を充実させるととも

に、地域等において男女共同参画を推進する人材の養成や活動支援を行います。また、表彰

の実施等により男女共同参画の推進に向けた機運の醸成を図ります。 

・ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大を図るため、県の審議会等において女性委員の任

用を推進します。 

・ 復興や防災分野において、男女共同参画が図られるよう、県及び市町村の防災会議等にお

ける更なる女性委員の任用を推進します。 

・ ＬＧＢＴなど性的指向や性自認を理由として困難を抱えている方に対して、相談窓口の設

置等による支援を行うとともに、出前講座等を通じて県民の理解向上に取り組むなど、県民

一人ひとりが暮らしやすい社会づくりに向けた取組を進めます。 

・ ひとり親家庭等に対して、相談や就労支援等による支援に取り組みます。 

・ 国や市町村等と連携した教育・啓発、相談・安全確保体制の充実などによる暴力を防ぐ環

境づくりや被害者の自立支援などの充実に取り組みます。 

・ 配偶者間だけでなく、交際している男女間の暴力、いわゆるデートＤＶ問題についても、

出前講座の開催等による啓発に取り組みます。 

 

                                                  
143 いわて女性のスペース・ミモザ：新型コロナウイルス感染症の影響により孤独・孤立等で不安を抱える女性のための支援拠点（令

和３年７月開設）。 

【ＫＰＩ】 

■出前講座受講者数〔累計〕：14,400 人〔Ｒ３年実績 3,539 人〕 

■審議会等委員に占める女性の割合：40.0％〔Ｒ３年実績値 39.9％〕 

■ＤＶ相談員研修会の参加者数：60 人〔Ｒ４年実績値 53 人〕 

自然減・社会減 
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＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民） 

・家庭における男女平等の推進 

・性別によらないの対等なパートナーシッ

プに向けた意識改革  

（企業等） 

・職場における性別によらないの対等なパ

ートナーシップの意識改革 

（関係機関等） 

・男女平等や多様な性について理解し尊

重するための教育の推進 

（市町村） 

・住民への意識啓発・広報 

・審議会等委員への積極的な女性登用 

・各種まちづくり事業の企画運営におけ

る男女共同参画の視点の導入 

・配偶者等からの暴力被害者への相談対

応と防止に向けた意識啓発 

 

 

２ 若者の活躍支援  

 

(1) 若者間のネットワーク構築の促進 

 若者が地域の課題解決を目指して、自由な発想で考え、話し合い、行動につなげられるよう、

地域づくり、ボランティア、起業、文化等の多様な分野で活躍する若者の発表や交流等により、

いわての未来づくりへの参画意識を高める取組を実施します。 

(2) 若者の活躍を支援する仕組みの充実 

・ 地域をけん引する若者の人材育成につながるよう、若者の活動を支えるキーパーソンによ

る支援や助言の充実を図りながら、県内全域で若者活躍に関する相談支援が受けられる環境

づくりを進めます。 

・ 若者の主体的な活動への参画を促進するため、若者が求めている情報を発信します。 

・ 地域づくりや復興等に関し、若者が活躍できるよう、若者の主体的活動の機会を創出し、

若者団体の新しいアイディアによる地域課題の解決や地域の活性化に資する取組を支援し

ます。 

・ 若者が生きやすい、住みやすい地域社会の形成につながるよう、地域の様々な主体が、若

者が持っている価値観や考え方を改めて認識し、若者と大人との相互理解や支援に取り組み、

地域をけん引する若者を育む環境づくりを推進します。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（企業等） （関係機関等） 

【ＫＰＩ】 

■若者活躍支援イベント参加者の満足度割合：83.0％〔Ｒ４年実績値 80.8％〕 

■いわて若者交流ポータルサイト新規登録団体数：４団体〔Ｒ４年実績値２団体〕 

自然減・社会減 
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・企業が得意とする分野での若者による取

組の実施 

・若者の取組のサポート 

・若者の多様な取組への支援の充実・強化 

（市町村） 

・住民への意識啓発・広報 

 

 

３ 女性の活躍支援 

 

(1) 女性のネットワーク構築の促進 

女性の職業生活における活躍を推進するため、女性の職業能力開発や就業支援などを行うと

ともに、関係団体と緊密に連携し、情報共有や意見交換を行うなど業種を越えた活躍する女性

のネットワークづくりを進めます。 

(2) 女性の起業支援 

新たなビジネスにチャレンジし、活躍している女性を広く紹介するなど、女性の発想や視点

を生かした起業を支援します。 

(3) 女性の活躍推進のための環境づくり 

・ 女性が働きやすい職場環境づくりに向け、関係団体と緊密に連携し、いわて女性活躍企業

等認定制度の更なる普及拡大や経営者の意識醸成、ワーク・ライフ・バランスの推進に向け

た企業等の取組を促進します。 

・ アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）をなくし、性別にかかわらず誰もが助け合え

る企業風土づくりに向け、セミナーや企業見学会の開催を通じて、経営者の意識醸成や企業

文化の醸成の取組を促進します。 

・ 「いわてで働こう推進協議会」を核とした「いわて働き方改革推進運動」の展開により、

デジタル技術等を活用した労働生産性の向上、長時間労働の是正、休暇制度の整備などを促

進し、魅力ある職場環境づくりを進めます。 

・ 仕事と子育ての両立支援などに取り組む企業等の表彰・認証の促進などにより、子育てに

やさしい職場環境づくりを支援します。 

・ 様々な状況に置かれている女性に必要な支援情報が届くよう、ＳＮＳ等の活用も含めた効

果的な情報提供を行います。また、女性の就労確保や所得向上に向けて、デジタル分野をは

じめとする新たなスキルの習得等、キャリア形成を支援します。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（企業等） （市町村） 

【ＫＰＩ】 

■えるぼし認定企業・いわて女性活躍認定企業等数〔累計〕：812 社〔Ｒ４年実績値 466 社〕 

■女性のエンパワーメント研修受講者数〔累計〕：1,204 人〔Ｒ４年実績値 655 人〕 

■経営者研修受講者数〔累計〕：1,266 人〔Ｒ４年実績値 793 人〕 

自然減・社会減 
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・女性の活躍やワーク・ライフ・バランス

を推進するための就労環境の整備 

（関係機関等） 

・女性の創業支援の充実・強化 

・住民への意識啓発・広報 

・子育て支援サービスの充実 
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３-４ 保健・医療・福祉充実戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

〔現状と課題〕 

・ 令和２年における日常生活動作が自立している期間の平均から算定した健康寿命（平均自立期

間）は、男性80.03年、女性84.59年となっています。また、令和元年における本県の健康寿命は、

３年に１度の国民生活基礎調査（大規模調査）の結果をもとに、日常生活に制限のない期間の平

均で算定したものでは、男性が71.39（全国47位）、女性が74.69（全国42位）となっています。 

・ 本県のがん、心疾患及び脳血管疾患などの生活習慣病による死亡率は全国高位となっています。

これらの生活習慣病の発症や重症化を予防するためには、望ましい食生活の実践、運動等による

身体機能の維持、各種検診等の受診率の向上や口腔の健康づくり等、ライフステージに応じた切

れ目ない健康づくりの推進が必要です。 

・ 精神疾患に対する誤解は依然として課題であり、また、疾患に気づかず支援につながらないケ

ースもあることから、精神疾患の正しい知識の普及や相談窓口の周知が必要です。 

・ 本県の自殺者数は減少傾向にあるものの、令和４年の自殺者数は、250人で、人口10万人当たり

の自殺死亡率は21.3となっています。 

 

・ 医療・介護ニーズについては、高齢化に伴って、全国では令和22年にピークを迎える一方、本

県では、全国に比べて早い令和７年にピークを迎えることが見込まれています。 

・ 本県の人口10万人当たりの医師数は全国と比較して低い水準（全国第42位）にあります。また、

令和５年度に厚生労働省から示された「医師偏在指標」では、本県が全国で 下位となっており、

県北・沿岸地域の医師不足など医師の地域偏在の問題や、産科や小児科などの特定診療科の医師

不足が続いています。一方で、奨学金養成医師のキャリア形成に配慮したきめ細かな配置調整等

の仕組みが整備され、公的医療機関への医師の配置が進められています。 

３-４ 保健・医療・福祉充実戦略 

≪取組の方向≫ 

・ 本県のがん、脳血管疾患及び心疾患の年齢調整死亡率は減少傾向にあるものの全国平均を

上回っていることから、県民や関係機関・団体などと一体となった取組の更なる充実を図って

いきます。 

・ 自殺予防に関わる人材の養成や自殺リスクの高い方への取組を重点的に行うなど、官民一

体となった自殺対策の推進に取り組みます。 

・ 高齢化の進展により増大する医療、福祉・介護需要に対応した人材の確保、定着、育成に取

り組みます。 

・ 医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構

築と推進に向けて、市町村における取組への支援や、介護サービス基盤の整備への支援に取り

組みます。 

・ 生活保護受給者や生活困窮者に対し、本人が抱える課題や意向に応じた多様な働き方を示

して就労を促すなど、自立に向けた支援に取り組みます。 
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・ 令和６年度から医師に対する時間外労働の上限規制の運用が開始されることを受け、医師が不

足している地域の医療提供体制への影響を避けるため、医師確保と働き方改革を一体的に推進し

ていく必要があります。また、女性医師が増加傾向にある中で、仕事と家庭の両立ができるよう、

働きやすい環境整備や離職防止に取り組み、医師確保を行う必要があります。 

・ 医師少数県の12県で構成する「地域医療を担う医師の確保を目指す知事の会」による、国への

具体的取組に向けた提言等を強化していく必要があります。 

・ 県内の就業看護職員数は順調に増加しているものの、高齢化の進展や医療の高度化等に伴う看

護職員の需要の高まりにより看護職員不足が続くことが見込まれています。 

・ 県立病院ネットワークによる二次保健医療圏144ごとの基幹病院の整備など、医療機関の機能と

役割分担に応じた地域医療連携体制が整備されています。 

・ がん診療連携拠点病院を中核としたがん医療体制の整備や小児周産期医療遠隔支援システムの

運用など、高度・専門医療を効率的に提供する体制が整備されています。 

・ 新型コロナウイルス感染症対応に当たっては、オンライン機器等を活用した自宅療養者等への

相談・診療対応や、病院間をオンライン接続することによる診療連携体制の取組が進められたと

ころであり、医療資源が限られる本県においては更に推進していく必要があります。 

・ 医師をはじめとした医療従事者の負担を軽減するため、医療機関の役割分担など県民の適切な

受診行動につながる医療に関する知識の普及を更に推進していく必要があります。 

 

・ 令和４年10月１日現在の本県の高齢者人口は40.5万人、前年同期比で546人の減となり、減少

に転じましたが、今後も高齢化率は上昇し、後期高齢者数が増加することが推計されています。 

・ 本県の世帯主が65歳以上の単独世帯（高齢者単独世帯）は、令和２年で62,424世帯、全世帯の

12.7％となっており、今後さらに増加することが見込まれています。 

・ 共同体機能の脆弱化や、人口減による地域社会の担い手不足等を背景に、8050世帯145やヤング

ケアラー、ダブルケアなど、従来の介護や障がい、子育てなどの属性別の支援体制では対応が困

難な複雑化、複合化した支援ニーズが顕在化しており、属性や世代を問わない包括的な支援体制

の構築を促進していく必要があります。 

・ 生活福祉資金の特例貸付等を利用した方が生活再建に向けて進むことができるよう、包括的な

支援を更に進めていく必要があります。 

・ コロナ禍における外出自粛等により、身体機能や認知機能の低下等、高齢者の健康に影響が出

ていることから、介護予防及び認知症の人やその家族に対する支援の充実が必要です。 

・ 本県の認知症高齢者数は年々増加傾向にあり、令和３年３月末で49,673人、65歳以上の高齢者

に占める割合は12.2％となっており、認知症は多くの人にとって身近なものとなっていることか

ら、重症化を防ぐための支援を行うとともに、認知症の人を含む高齢者にやさしい地域づくりを

進める必要があります。 

                                                  
144 二次保健医療圏：入院を中心とする一般の医療需要に対応するほか、広域的、専門的な保健サービスを効果的、効率的に提供する

ための圏域。 
145 8050 世帯：ひきこもり状態にある者と高齢の親が同居している世帯。 
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・ 身体障がいの手帳所持者数は減少傾向にありますが、知的障がいと精神障がいの手帳所持者数

は増加傾向にあります。障がい者一人ひとりが地域の人たちと共に支え合う仲間として、いきい

きと暮らすことができるよう、障がい福祉サービスや相談支援体制を整備するとともに、地域生

活支援事業の充実を図る必要があります。 

・ 高齢者や障がい者などの避難行動要支援者の個別避難計画の作成について、一定の進捗が見ら

れるものの、未作成の市町村があり、計画策定を促進する必要があります。 

・ 高齢者がこれまで培ってきた豊かな経験や知識・技能を生かし、増加する生活支援サービスの

担い手となるなど、地域社会の「支え手」として意欲・能力に応じて力を発揮することができる

よう、高齢者の活動の場の設定や自主的な取組への支援が必要です。 

・ 介護を要する高齢者に必要な介護サービスを提供するには、市町村の計画に基づき介護サービ

スの提供体制の充実を図るとともに、担い手である介護人材の不足に対応するため、人材確保の

取組をより一層推進していく必要があります。 

 

 

〔主な取組内容〕 

１ 生涯にわたり心身ともに健やかに生活できる環境づくり 

 

(1) 生涯を通じた健康づくりの推進 

・ 食生活や運動習慣、喫煙等の生活習慣を改善し、健康的な生活ができるよう、「健康いわて

21 プラン146」に基づき、健康づくりに関する正しい知識の普及啓発や健康教育を実施し、県

民の健康づくりの取組を支援するほか、受動喫煙防止対策等の取組を進めます。 

・ がん等の生活習慣病予防に関する正しい知識や意識啓発、受診勧奨の強化などにより、が

ん検診及び特定健康診査147受診率の向上に努め、早期発見・早期治療を図ります。 

・ 脳卒中死亡率ワースト１からの脱却と、健康寿命の延伸を図るため、「岩手県循環器病対策

計画」を踏まえながら、岩手県脳卒中予防県民会議の参画団体・企業等と連携し、官民が一

体となって脳卒中予防や健康増進対策に取り組みます。 

・ 糖尿病等の生活習慣病を予防するため、市町村等と連携し、特定健康診査受診率・特定保

健指導実施率の向上に取り組むほか、有病者に対する重症化予防のための支援を進めます。 

・ 子どもから高齢者まで幅広い年代の運動習慣の定着や生活習慣病・介護予防等につながる

健康づくりと体力向上のため、スポーツ医・科学の知見に基づく運動プログラムを提供しま

す。 

・ 食生活改善や健康的な食環境の整備のため、食生活改善推進員や団体・企業等と連携した

健康教育・調理実習等の実施や減塩対策等の取組を進めます。 

・ 健康増進の観点から注目されている県産農林水産物の機能性成分について、試験研究機関

                                                  
146 健康いわて 21 プラン：健康増進法に基づく都道府県が定める健康増進の基本的な計画。次期計画は令和６年度開始予定。 
147 特定健康診査：医療保険に加入する 40 歳から 74 歳の被保険者及び被扶養者に対し、メタボリックシンドロームを早期に発見する

ために行う健診。 

ＤＸ 
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や民間企業等による研究、商品開発を推進します。 

・ 健康経営の取組の促進などにより、いきいきと働き続けるための健康づくりに取り組みま

す。 

・ 健康的な生活ができるよう「イー歯トーブ８０２０プラン」に基づき、ライフステージに

応じた口腔の健康づくりや普及啓発、環境整備等の取組を進めます。 

・ 市町村における保健指導を通じた高齢者のフレイル148等の虚弱な状況の早期発見やハイリ

スク者への個別支援、住民主体の通いの場への医療専門職の関与などのフレイル予防の取組

を支援します。 

・ 保健医療データの集計・分析やいわて健康データウェアハウスの充実等により、地域の健

康課題の「見える化」を進め、市町村等の健康づくりの取組への支援や効果的な情報発信を

行います。 

・ 脳卒中など個別疾患に関するデータを抽出するシステムの研究に取り組み、データ活用の

促進を図ります。 

・ 健康・医療・介護データを集積する岩手県版医療ビッグデータ連携基盤を構築し、県民の

健康寿命延伸に向けたデータ分析を実施します。 

・ 電子カルテや各種健診等のデータに加え、ウェアラブル端末からのバイタルサインや行動

記録、自己登録情報（食事メニュー等）を集約したビッグデータをＡＩを用いて解析します。 

・ 個人の健康状態や服薬履歴等を本人・家族・保険者等が把握し、日常生活の改善や健康経

営の実践などを行うことにより、健康づくりを推進します。 

(2) こころの健康づくりの推進 

・ 精神保健福祉大会や家族教室など、精神疾患に関する正しい知識を学ぶ機会を提供します。 

・ こころの健康相談や、孤独・孤立等様々なこころの悩みに係る関係機関・団体が設置する

相談窓口について、ホームページ等により周知に努めるほか、依存症、ひきこもり、災害時

ストレスその他の専門的な相談に応じ、相談者が抱えるこころの問題の解決を支援します。 

・ こころの健康づくりを支援する職員の資質向上を図る研修機会を提供します。 

(3) 自殺対策の推進 

・ 県内全ての地域において、人材育成をはじめとする包括的な自殺対策プログラムを実践し

ます。 

・ 若者、女性、働き盛り世代、高齢者、生活困窮者等の対象に応じた自殺対策を進めます。 

・ 自死149遺族の心身の負担を軽減できるよう、自死遺族交流会の開催や個別の相談対応等に

より、支援の充実を図ります。 

・ 社会資源や医療資源の整備状況、産業構造、人口密度等、地域特性に応じた対策を進めま

す。 

                                                  
148 フレイル：加齢により心身の活力（運動機能や認知機能等）が弱くなっているものの、正しく介入（治療や予防）することで元に

戻ることが可能な状態。 
149 自死：本計画では、原則として法律等で用いられている「自殺」を使用しているが、遺族等への支援に関する分野では、遺された方々

の心情等を考慮し「自死」を使用。 
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・ 孤独・孤立の対策等の関連施策との有機的な連携を図りながら、自殺対策推進協議会等に

おける官民一体となった総合的な自殺対策を進めます。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民・ＮＰＯ等） 

・自らの生活習慣改善 

・健診等の積極的な受診 

・脳卒中予防、健康づくり推進の県民運動の参画 

・住民相互の支え合い 

（団体・企業） 

・脳卒中予防、健康づくり推進の県民運動の参画 

・労働安全衛生の観点からの支援 

・健康経営の取組の推進 

・こころの健康問題の普及啓発 

・傾聴ボランティア等による相談支援 

・県産農林水産物の機能性成分を活用した研究、

商品開発 

（医療機関等） 

・県民の健康づくりの取組の支援 

・医療機関の役割分担と連携の推進 

・自殺予防に資する教育、普及啓発 

・職場におけるメンタルヘルス対策 

（学校） 

・児童・生徒の健康増進 

（市町村） 

・各種健診等や健康教育、普及啓発 

・住民に対する個別支援、保健指導の実施 

・市町村施設における受動喫煙防止対策の

推進 

・自殺対策の普及啓発、相談支援、要支援者

への早期対応、住民組織の育成及び支援 

 

 

２ 必要に応じた医療を受けることができる体制の充実 

 

(1) 医療を担う人づくり 

・ 「新・医師確保対策アクションプラン」に基づき、女性医師が働きやすい環境整備、病院

勤務医の勤務環境の改善や負担軽減などの取組を進めるとともに、地域医療支援センター150

の活用等により、医師養成や臨床研修の体制の充実を進め、医師の確保と県内への定着を図

ります。 

・ 医師養成事業による養成医師の医師不足地域への計画的な配置・派遣調整や地域病院等へ

の診療応援などによって、医師の地域偏在・診療科偏在の改善に取り組みます。また、国な

どに対して偏在解消につながる新たな制度の構築に向けた働きかけや情報発信を行います。 

                                                  
150 地域医療支援センター：医師のキャリア形成支援と医師不足医療機関への支援等を一体的に行う機関。 

【ＫＰＩ】 

■健康寿命（平均自立期間） 

：男性 81.00 年 女性 85.41 年〔Ｒ２年実績値 男性 80.03 年 女性 84.59 年〕 

■岩手県精神保健福祉大会参加者数〔累計〕：2,520 人〔Ｒ４年実績値 636 人〕 

■自殺者数（10 万人当たり）：14.6 人〔Ｒ４年実績値 21.3 人〕 

自然減・社会減 安全・安心 
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・ 被災地域を含む地域病院への即戦力医師の招へいを推進します。 

・ 医師の働き方改革等に対応し、医療機関に勤務する医療従事者の勤務環境改善を一層進め

るため、岩手県医療勤務環境支援センターによる医療機関への支援のほか、医療機関におけ

る課題や先進的な取組の共有を図ります。 

・ 「いわて看護職員確保定着アクションプラン」に基づき、新卒者の県内就業率の向上や離

職防止、Ｕターンの促進などの取組を進め、看護職員の確保と県内への定着を図るほか、復

職を希望する看護職員や歯科衛生士の再就業支援などにより医療関係従事者の確保に取り

組みます。 

・ 新人看護職員研修体制の充実や特定の分野において熟練した看護技術と知識を用いた看護

を実践する認定看護師等の育成を支援し、看護の質の向上を図ります。 

・ 在宅医療のニーズの増加とマンパワーの確保や医療従事者の働き方改革、さらに今般のコ

ロナ禍で求められた高度な医学的知見や技術を要する救急及び集中治療等に対応するため、

高度な医学知識と技術を習得し、医師等があらかじめ作成した手順書に基づき「特定行為151」

を行うことができる看護師の計画的な育成に取り組みます。 

(2) 質の高い医療が受けられる体制の整備 

・ 人口減少や医療の高度・専門化、医療従事者の不足等の社会環境の変化を踏まえ、病院に

おける病床機能の分化と連携や、診療所や病院など医療機関の機能分担と連携を促進します。 

・ 高度・専門・救急医療の確保を図るため、がん診療連携拠点病院等の機能強化の支援、小

児救急医療対策の充実及び救命救急センターへの支援を進めるほか、ドクターヘリの安全か

つ円滑な運航に取り組みます。 

・ 分娩取扱施設が減少している中、リスクに応じた適切な周産期医療提供体制を確保するた

め、周産期母子医療センターの機能強化や、「周産期医療情報ネットワーク」などのＩＣＴ等

の更なる活用による周産期医療機関の機能分担、連携及び救急搬送体制の充実強化を一層進

めます。 

・ 災害時において必要な医療を提供するため、災害拠点病院等を対象とした教育研修や訓練

による災害時の対応力の向上に取り組むほか、災害医療コーディネーター152の活用やＤＭＡ

Ｔ等各医療支援チーム等の活動調整機能の強化に取り組みます。 

・ 本県が抱える医師不足・偏在の状況や新型コロナ対応における相談・診療への対応を踏ま

え、医療従事者や患者の移動に係る負担等を軽減し、限られた医療資源を有効に活用するた

め、オンライン診療をはじめとした遠隔診療の支援に取り組みます。 

・ 限られた医療資源のもと、高度・専門医療を効率的に提供するため、テレビ会議システム

を活用し、遠隔地にいる医師間で画像情報等を共有しながら指導・助言を受けられる診療体

制の構築を支援します。 

・ 県民も医療の担い手であるという意識のもと、自らの健康は自分で守るとの認識や、症状

                                                  
151 特定行為：診療の補助のうち、高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる行為。 
152 災害医療コーディネーター：大規模災害が発生した際に、適切な医療体制の構築を助言したり、医療機関への傷病者の受入れ調整

などの業務を行う者。 

ＤＸ 安全・安心 
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や医療機関の役割に応じた受診行動を喚起するなど、県民一人ひとりが地域の医療を支える

「県民総参加型」の地域医療体制づくりを進めます。 

・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、必要な医療提供体制を整備するため、在宅医療や

訪問看護を担う医療機関等への支援や人材育成に取り組むとともに、市町村による在宅医療

連携拠点の設置運営を支援します。 

・ 二次保健医療圏において、医療と介護の情報を効率的に共有する地域医療情報ネットワー

クの構築を支援します。 

・ 県民が自身に適した薬局を選択できるよう、特定の機能を有する地域連携薬局153及び専門

医療機関連携薬局154の認定へ向けた、薬局の取組を支援します。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民・ＮＰＯ等） 

・かかりつけ医を持つこと、医療情報の適切な

活用 

・症状や医療機関の役割に応じた適切な受診 

・地域医療を支える県民運動の取組 

（団体・企業） 

・県、市町村と協力した医療機能の分化と連携

の推進 

・地域医療を支える県民運動の取組 

（医療機関、高等教育機関等） 

・良質な医療サービスの提供 

・医療機関の役割分担と連携の推進 

・専門医療、高度医療の提供等 

・医療機関の勤務環境改善への取組 

・医療人材の育成、離職防止の取組 

・新卒者の県内就業促進 

（学校） 

・児童・生徒の健康増進 

（市町村） 

・保健・医療・介護・福祉の各関係機関

との連携強化 

・県と連携した医師等医療人材の養成・確

保 

・住民に身近な医療を提供する体制の確

保 

・在宅医療・介護連携体制の構築 

・地域医療を支える県民運動の取組 

 

３ 介護や支援が必要になっても、住み慣れた地域で安心して生活できる地域づくり 

 

(1) 互いに認め合い、共に支え合う福祉コミュニティづくりの推進 

                                                  
153 地域連携薬局：入退院時の医療機関等との情報連携や、在宅医療等に地域の薬局と連携しながら一元的・継続的に対応できる薬

局。 
154 専門医療機関連携薬局：がん等の専門的な薬学管理に関係機関と連携して対応できる薬局。 

【ＫＰＩ】 

■医療施設（病院、診療所）勤務医師数：2,753 人〔Ｒ２年実績値 2,509 人〕 

■小児周産期医療遠隔支援システム利用回数：748 回〔Ｒ４年実績値 139 回〕 
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・ 地域住民が抱える複雑化、複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築を図

るため、市町村における、属性や世代を問わない個別支援と社会的孤立を生まない地域づく

りに向けた支援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業の取組を促進します。また、地

域の福祉課題に主体的に取り組む福祉ボランティアの育成を支援します。 

・ 大学等と連携した新たな社会サービスの提供などにより、高齢者等が安全・安心でいきい

きと暮らせる生活環境の整備に取り組みます。 

・ 全ての人が自らの意思に基づき、あらゆる分野の活動に参画できるよう、ユニバーサルデ

ザインの考え方に基づく環境整備、人材育成や互いに支え合うことのできる心の醸成など、

ひとにやさしいまちづくりに取り組みます。 

・ 高齢、障がいにより支援を必要とする矯正施設退所者や起訴猶予者等が地域での自立した

生活を営むことができるよう、地域生活定着支援センターによる相談支援を実施し、関係機

関と連携して福祉的支援に取り組みます。 

(2) みんなが安心して暮らせるセーフティネットの整備 

・ コロナ禍において顕在化した生活困窮者への自立支援のため、相談体制等の「入口」支援

と支援メニュー等の「出口」支援を拡充するとともに、地域の実情に応じた生活困窮者支援

体制を構築するためのプラットフォームにおける関係団体等と連携し、各地域における生活

再建支援の強化を推進します。 

・ 高齢者や障がい者等の判断能力や生活状況を踏まえた権利擁護を行うため、市町村や社会

福祉協議会等と連携し、どの地域においても成年後見制度や日常生活自立支援事業等が適切

に利用できるよう体制整備に取り組みます。 

・ 災害発生時に高齢者や障がい者などの避難行動要支援者への避難支援が迅速かつ的確に行

われるよう、市町村における個別避難計画や要配慮者利用施設における避難確保計画の作成

を支援するほか、災害時に備え、災害派遣福祉チームの派遣体制の強化や防災ボランティア

の受入体制の構築などを進めます。 

(3) 地域包括ケアのまちづくり 

・ 高齢化の進行に伴い増加が見込まれる一人暮らしの高齢者の孤立を防ぐとともに、介護や

生活支援等が必要になっても、住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、保険者

機能の強化を図り、医療、介護、予防、住まい及び日常生活の支援が一体的に提供される地

域包括ケアシステムの更なる深化・推進に向けた市町村の取組を促進します。 

・ 医療と介護が一体的に、切れ目なく提供され、自宅や介護施設などでその人らしく生活で

き、 期を迎えることができる医療・介護の提供体制の構築を促進します。 

・ 住民主体の通いの場や地域ケア会議155への専門職の参画により、効果的な取組が図られる

よう支援を行うとともに、高齢者のフレイル状態を早期に把握し、適切なサービスにつなげ

る等により、自立支援・重度化防止の取組を促進します。 

                                                  
155 地域ケア会議：個別課題の解決や関係者間のネットワーク構築等のため、市町村や地域包括支援センターが開催する会議。個別事

例の課題検討を目的とした「地域ケア個別会議」、地域に必要な取組を明らかにして施策や政策の立案・提言を目的とした「地域ケア

推進会議」があるもの。 

安全・安心 
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・ 増加する生活支援ニーズに対応するため、高齢者が「支える側・支えられる側」という垣

根を越えて生活支援サービスの担い手として主体的に参加できる場の拡充に向けた取組を

推進します。 

・ 高齢者が長年培ってきた経験や知識・技能を生かした多様な地域活動等への参画を促進す

るため、老人クラブや高齢者主体の地域づくり団体への活動支援、活動実例の紹介等の取組

を充実します。 

(4) 認知症施策の推進 

・ 認知症の容態の変化に応じ必要な医療・介護等が有機的に連携したネットワークを形成し、

認知症の人への支援を効果的に行うことができるよう認知症地域支援推進員156の活動の質の

向上を支援します。 

・ 認知症に関する正しい知識の普及啓発を図るとともに、認知症の人やその家族の支援ニー

ズと認知症サポーター157を中心とした支援をつなぐ仕組み（チームオレンジ158など）の構築

や認知症の人と家族の居場所づくりの支援等により、認知症の人にやさしい地域づくりを推

進します。 

(5) 介護を要する高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる環境の整備 

・ 居宅サービスや地域密着型サービスの提供体制の充実を支援するとともに、介護老人福祉

施設（特別養護老人ホーム）の計画的な整備を促進します。 

・ 質の高いサービスが提供されるよう、研修等を充実し、介護職員の資質の向上を図るとと

もに、介護サービス事業者の育成に取り組みます。 

・ 安心して地域で暮らすことができるよう、高齢者の多様なニーズに応える住まいの充実を

図るとともに、住宅のバリアフリー化を促進し、高齢者の住まいの安心を確保します。 

(6) 障がい者が安心して生活できる環境の整備 

・ 障がいについての理解を促進するとともに、障がい者に対する不利益な取扱いの解消や虐

待の防止を図るため、県民や事業者等への普及啓発活動及び相談窓口職員の対応力強化に向

けた取組を進めます。 

・ 全ての障がい者が、希望する地域で必要なサービスを利用しながら、安心して生活できる

よう、グループホーム等の住まいの場を確保するとともに、訪問系サービスや日中活動系サ

ービス等の基盤整備を、市町村や事業所と連携しながら進めます。 

・ 障がい者のニーズに応じた適切なサービスを提供できるよう、相談支援体制の充実を図り

ます。 

(7) 障がい者の社会参加の促進 

                                                  
156 認知症地域支援推進員：市町村が配置し、地域の支援機関間の連携づくりや、認知症ケアパス・認知症カフェ・社会参加活動など

の地域支援体制づくり、認知症の人やその家族を支援する相談業務等を行うもの。 
157 認知症サポーター：認知症を正しく理解し、地域において認知症の人やその家族を自分のできる範囲で支援する応援者。市町村や

職場などで実施されている「認知症サポーター養成講座」を受講した人が「認知症サポーター」となるもの。 
158 チームオレンジ：ステップアップ講座を受講した認知症サポーター等が支援チームをつくり、認知症の人やその家族の支援ニーズ

に合った具体的な支援につなげる仕組み。市町村がコーディネーターを配置して整備を進めているもの。 
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・ 障がい者の充実した余暇活動や社会参加、情報の取得及び利用を支援するため、情報機器

の利用促進やコミュニケーション支援の充実を図るとともに、福祉的就労の場の拡充を図り

ます。 

・ 障がい者が地域において能力を発揮し、自立した生活ができるよう、障害者就業・生活支

援センターや就労移行支援事業所等を通じて就労先の確保や一般就労への移行及び就労後

の職場定着を支援します。 

・ 第１次産業が盛んである本県の特徴を生かし、関係機関・団体との連携により、農林水産

分野における障がい者の就労を促進します。 

・ 就労を希望する障がい者一人ひとりの態様に応じた多様な委託訓練の実施により、障がい

者の就労支援に取り組みます。 

(8) 福祉人材の育成・確保 

・ いわて福祉コンソーシアムを構成する大学、福祉関係機関・団体との役割分担のもと、各

種研修等を通じ、社会福祉の援助技術や介護、保育、心理などの専門的知識・技術を有し、

利用者の視点に立ったサービス提供を行うことができる福祉・介護人材の育成に取り組みま

す。 

・ 福祉サービスの中核を担う社会福祉士、介護福祉士を育成するため、介護福祉士等修学資

金貸付金により、修学を支援します。 

・ 増大する介護ニーズや待機児童の解消に対応するため、大学、養成施設、福祉関係機関と

連携し介護職員や保育士等の育成を図るとともに、潜在有資格者の再就職支援、介護未経験

者やＵターン希望者等の多様な人材の確保を促進するほか、介護や保育の仕事の魅力発信に

取り組みます。 

・ 介護職員の働く上での悩みとして、「賃金の低さ」や「身体的・精神的負担の大きさ」等が

あげられていることから、処遇の改善を支援するとともに、介護職員の負担軽減や業務の効

率化を図るため、介護ロボットやＩＣＴの活用の普及等、労働環境の改善を促進します。併

せて、精神的な負担の軽減に資する研修やメンターの養成等に取り組みます。 

 

自然減・社会減 ＤＸ 
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＜多様な主体に期待される取組＞ 

（事業者） 

・地域福祉活動の取組・支援 

・地域包括ケアシステムを担う人材の育成 

・ユニバーサルデザインの考え方に基づく事業展開 

・介護・福祉サービス基盤の整備と質の高いサービス

の提供 

・事業従事者の確保・育成・定着 

・利用者の権利擁護の推進 

・高齢者の見守り活動への参加 

・施設利用者に係る避難確保計画の策定 

・被災者を対象とする生活相談等や見守り活動等の

推進 

・災害派遣福祉チームへの参画 

・農林水産分野における障がい者の就労に向けた取

組の推進 

（団体） 

・ボランティアの育成・活動の推進 

・地域包括ケアシステムへの参画 

・専門的知識・技術を有する福祉人材の育成 

・地域における生活支援の仕組みづくりへの参画・協

働 

・被災者を対象とする生活相談等や安否・見守り活動

の推進 

（市町村） 

・各種市町村計画の推進 

・重層的支援体制整備事業の実施によ

る包括的支援体制の整備 

・介護・福祉を担う人材の確保等 

・生活困窮者に対する相談支援や就労

支援などの包括的支援 

・保健・医療・介護・福祉の各関係機

関との連携強化 

・住民相互の身近な支え合いや地域に

おける生活支援、介護予防等の仕組み

づくりの推進 

・地域包括ケアシステムの更なる深

化・推進 

・介護サービスの質の確保に向けた事

業者指導 

・介護・福祉サービス基盤の計画的な

整備 

・地域自立支援協議会を中核とした障

がい者の支援体制の充実 

・障がいについての理解の促進等 

・成年後見制度利用促進計画の策定 

・災害に備えた取組推進と災害時の避

【ＫＰＩ】 

■ひとにやさしい駐車場利用証制度駐車場区画数〔累計〕 

：1,130 区画〔Ｒ４年実績値 1,101 区画〕 

■人口 10 万人当たりの生活困窮者自立支援制度のプラン作成件数 

：8.0 件／月〔Ｒ４年実績値 5.1 件／月〕 

■75 歳以上 85 歳未満高齢者の要介護認定率：11.3％〔Ｒ４年実績値：16.8％〕 

■高齢者のボランティア活動比率：28.9％〔Ｒ４年実績値 23.6％〕 

■認知症地域支援推進員活動促進研修修了者数〔累計〕：128 人〔Ｒ４年実績値―人〕 

■主任介護支援専門員研修修了者数〔累計〕：1,926 人〔Ｒ４年実績値 1,519 人〕 

■障がい者の不利益取扱に対応する相談窓口職員研修受講者数〔累計〕 

：552 人〔Ｒ４年実績値 246 人〕 

■農業や水産業に取り組んでいる就労継続支援事業所数 

：147 事業所〔Ｒ４年実績値 103 事業所〕 

■介護職員の離職者に占める勤続１年未満の者の割合：38.6％〔Ｒ３年実績値 42.6％〕 
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・災害派遣福祉チーム派遣体制整備等の推進 

・障がい者の社会活動への参加支援 

難行動要支援者等の的確な避難支援 

・再犯防止推進計画の策定 
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３-５ ふるさとの未来を担う人づくり戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔現状と課題〕 

・ 変化の激しい社会を生きる子どもたちの資質・能力の育成を図るため、「主体的・対話的で深

い学び」の実現に向けた授業改善の推進等により学校の教育活動の質を更に向上させ、学習効

果を高める必要があります。 

・ 児童生徒に身に付けさせたい資質・能力の育成に重きを置きながら各学校が作成した「確か

な学力育成プラン」に基づき、学力向上に向けた取組を推進してきたところであり、さらに、学

校の組織的な取組の充実や、児童生徒の自主的かつ計画的な家庭学習の習慣化を図る必要があ

ります。 

・ いわて幼児教育センターを設置するなど関係機関等との連携により幼児教育推進体制の構築

に取り組んできたところであり、今後も各園のニーズに対応し、幼児期の教育の質の向上を図

るため、「いわて就学前教育振興プログラム159」に基づく取組を推進する必要があります。 

・ １人１台端末やネットワーク環境など学校におけるＩＣＴ環境の整備を進めてきたところで

あり、教育におけるＤＸの推進に取り組む必要があります。 

・ 教育におけるＤＸの推進に当たっては、ＩＣＴ機器の使用自体を目的とすることのないよう

留意しながら、学習指導要領における資質・能力の３つの柱160の育成の観点や、発達の段階、教

科等の特性を踏まえつつ、どの学習場面において、どのような方法で使用することが効果的で

あるかについて実践を通して検証し、継続して実績を積み重ねていく必要があります。 

・ 高校生が社会から求められる資質・能力を身に付け、希望する進路を実現できるよう、学習指

導要領が掲げる「社会に開かれた教育課程」の理念に基づいて、自ら課題を発見し解決に向けて

取り組む学習をより一層推進し、主体的に未来を切り拓く多様な人材を育成する必要がありま

す。 

 

・ 多様性と包摂性が重視される社会の中で、多様な価値観を認め合い、様々な人々と協働して

いく人間性や社会性の育成が重要であり、自他を大切にし多様な価値観を認め合う道徳性のか

                                                  
159 いわて就学前教育振興プログラム：幼児期から高校までの資質・能力の育成を見通し、本県における就学前教育の質の向上と円滑

な幼小接続を図るための一体的な就学前教育推進体制の構築及び取組に係る振興プログラム。 
160 資質・能力の３つの柱：学習指導要領において、各教科等の指導を通して育成を目指す資質・能力として整理された「知識及び技

能」、「思考力、判断力、表現力等」、「学びに向かう力、人間性等」のこと。 

３-５ ふるさとの未来を担う人づくり戦略 

≪取組の方向≫ 

・ 岩手県の将来を担う子どもたちが郷土愛を育み、課題解決能力や国際的な視野を持って、地

域や世界で活躍できる教育を進めます。 

・ 高等教育機関等と連携し、若者の地元定着、雇用創出につながる取組を進めます。 

・ さらに、地域をけん引する人材や産業を担う人材の育成を進めるとともに、誰もが生涯にわ

たって学ぶことのできる環境づくりを進めます。 
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ん養や人権意識の醸成に向けた教育の充実に取り組む必要があります。 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響により、学校・家庭・地域が連携・協働した体験活動、様々

な文化芸術の鑑賞及び体験の機会が減少したところであり、児童生徒の思いやりの心や規範意

識、協調性、責任感、感性、想像性などを育むために、多様な体験活動や文化芸術活動などの一

層の充実を図る必要があります。 

・ 選挙権年齢や成年年齢が18歳となったことを踏まえ、高等学校においては各教科や総合的な

探究の時間を中心とした現代の諸課題を考察し、解決策を構想する学習などにより、より一層

児童生徒が社会に主体的に参画しようとする態度の育成に向けた取組の充実を図る必要があり

ます。 

・ 学校や地域の状況、社会の変化、多様な他者との共生等を踏まえ、児童生徒自身が参画して校

則の見直しなどが行われています。今後も児童生徒が主体的に選択・決定できる自己指導能力

や多様な他者と協働する姿勢を身に付ける取組の充実を図る必要があります。 

 

・ 新型コロナウイルス感染症の影響などによる運動時間の減少、肥満である児童生徒の増加、

学習以外のスクリーンタイム161の増加などの課題があることから、「よりよい運動習慣」「望まし

い食習慣」「規則正しい生活習慣」の形成による健康の保持・増進に向けて、各習慣を相互に関

連付けた一体的な取組を推進する必要があります。 

・ 薬物乱用などの健康に関する問題を防止するため、啓発年齢層に応じた薬物乱用に関する基

礎知識、薬物の具体的な危険性・有害性、薬物乱用への勧誘に対する対応方法等について効果的

な啓発を行う必要があります。 

・ 部活動への加入が、「任意加入」となるよう、生徒の自主的・自発的な参加により行われる部

活動の徹底について周知する必要があります。 

・ 部活動における指導方針等について、学校、保護者、外部指導者等の共通理解が図られ、望ま

しい活動となるよう、学校に対する働きかけを行う必要があります。 

・ 部活動における暴力やハラスメントを許さない学校風土の醸成と教職員一人ひとりの体罰・

ハラスメント防止に対する意識の改革が求められています。 

・ 生徒のスポーツ活動に継続して親しむことができる機会の確保などを目的に、学校部活動の

地域連携や地域クラブ活動への移行を進めることとしており、学校と地域が協働・融合した形

での地域のスポーツ環境の充実や、地域クラブ活動の実施主体として想定されるスポーツ団体

等の整備等に向けて取組を推進する必要があります。 

 

・ 「個別の指導計画」や「個別の教育支援計画」に基づくサポート体制の充実が図られており、

今後も、幼児児童生徒の特性や取り組んできた指導内容及び支援方法についての確実な引継ぎ

を行う必要があります。 

・ 就労を希望する生徒の進路を実現するため、引き続き、特別支援学校高等部生徒の就労に向

けた取組の更なる充実を図る必要があります。 

                                                  
161 スクリーンタイム：テレビ、スマートフォン、パソコン、ゲーム機器等の使用時間。 
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・ 小・中学校等及び高等学校に在籍する特別な支援を必要とする児童生徒が増加していること

から、継続型訪問支援や随時相談支援等による地域支援など特別支援学校のセンター的機能の

更なる充実を図る必要があります。 

・ 児童生徒の障がいの状況は多様化しており、特別な支援を必要とする児童生徒の個々の教育

的ニーズに応じた指導・支援を充実していく必要があります。また、全ての教職員の専門性の向

上を図る必要があります。 

・ 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行を受けて、「岩手県立学校におけ

る医療的ケア実施指針」を策定したところであり、医療的ケアが必要な児童生徒の増加やケア

内容の多様化への対応に取り組む必要があります。 

・ 特別な支援を必要とする子どもが地域で安心して学校生活を過ごすことができるよう、引き

続き、特別支援教育に対する地域等の支援体制の構築を推進する必要があります。 

 

・ 教職員の生徒指導や教育相談の資質向上を図るため、「いわて「いじめ問題」防止・対応マニ

ュアル」を活用した研修を実施しており、今後も教職員の共通理解のもと、組織としていじめの

未然防止、早期発見・適切な対処に取り組みます。 

・ あらゆる機会を捉え、児童生徒に対して自他の生命を大切にし、他者の人権を尊重する心の

育成を図る必要があります。また、児童生徒がいじめの問題について考え、主体的に防止する意

識の醸成を図る必要があります。 

・ 学校生活に不安や悩みを抱えている児童生徒の状況に応じた専門的見地からの支援を図るた

め、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、24時間子供ＳＯＳダイヤル相談員

等を配置しています。本県の不登校児童生徒数は増加傾向にあることから、専門職と連携した

学校の教育相談体制や、学校以外の相談機能の充実を図り、不登校の未然防止や、発生した場合

の適切な支援に一層取り組む必要があります。 

・ スマートフォンなどの情報端末の利用時間の増加や、ＳＮＳ上での誹謗中傷などのいじめや

ネット犯罪等に巻き込まれる危険が深刻化していることを踏まえ、情報モラル教育の推進や保

護者への啓発活動等を更に推進する必要があります。 

 

・ 全国における通学・通園時の事件・事故の発生を受けて、学校・家庭・地域や関係機関との連

携による見守り活動や交通安全教室の実施、通学等でバスなどを利用する場合における児童生

徒の安全確保の強化が必要です。 

・ 今後発生が想定される自然災害等に備え、東日本大震災津波の経験や教訓を生かし、家庭や

地域、関係機関・団体等と連携を図りながら、児童生徒一人ひとりの安全確保を 優先とした実

践的で実効的な防災教育を一層推進する必要があります。 

・ 県立学校に冷房設備や児童生徒１人１台端末を整備したところですが、引き続き、安全な教

育環境の整備とともに、学校施設の機能の向上を図る必要があります。 

・ 児童生徒の減少を背景に学校の小規模化や統廃合が進む中で、児童生徒を取り巻く教育環境

が大きく変化しており、社会の変化や地域の期待に応える教育環境の整備が求められています。 
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・ 地域とともにある学校づくり、魅力ある学校づくりを更に推進するため、コミュニティ・スク

ールを計画的に導入し、保護者や地域の評価も取り入れた目標達成型の学校経営を推進する必

要があります。 

・ 増加する不登校児童生徒や外国人の児童生徒などに対する多様な教育ニーズに対応するため、

教育機会の提供や学びの場を確保するとともに、相談体制の充実に取り組む必要があります。 

 

・ 教育ニーズが多様化する中、建学の精神などに基づいた特色ある教育活動を実施している私

立学校に対する期待が高まっていることから、私立学校運営費補助等により、キャリア教育を

行う私立高等学校や私立専修学校に対する支援を行い、卒業後の進路の選択肢を拡大して岩手

の産業や地域を支える人材の地元定着を促進させる必要があります。 

 

・ 東日本大震災津波の記憶の風化が懸念されることから、東日本大震災津波の記憶のない児童

生徒に対し教訓や経験を継承するとともに、自他の生命を守り抜く主体性を備え、復興・発展を

支える地域の担い手の育成を推進する必要があります。 

・ 児童生徒の興味関心や適性に基づいた進路実現が可能になるよう、学校全体で計画的・組織

的にキャリア教育を更に推進する必要があります。また、生徒が職業について知り、自らのライ

フデザインについて考える機会の充実を図る必要があります。 

・ 人口減少や高齢化が進む中、ものづくり産業や農林水産業、建設業など様々な産業で人材の

不足が懸念されていることから、若者や女性等が働きやすい労働環境の整備やデジタル技術の

活用などの生産性の向上に取り組む必要があります。 

・ 本県の資源と技術を生かした研究開発を担う人材や先端技術に対応できる人材、各分野にお

ける高度な技術・技能を有する人材を養成する必要があります。 

・ ＩｏＴやＡＩなど 新のデジタル技術やデータを効果的に活用し、地域課題の解決や利便性

の向上、新たな価値の創造につなげることができる人材を育成する必要があります。 

・ グローバル化が急速に進展する中、英語をはじめとした外国語によるコミュニケーション能

力は生涯にわたる様々な場面で必要となることから、児童生徒の英語力の向上を図る取組を推

進する必要があります。 

・ 新型コロナウイルス感染症の大きな影響を受けた児童生徒の異文化理解の促進や地域産業の

国際化に貢献する人材の育成に更に取り組んでいく必要があります。 

 

・ 東日本大震災津波からの復興やふるさと振興等の地域課題解決に向けて、高等教育機関と連

携した取組を一層推進する必要があります。 

・ 地域社会に貢献する意欲のある人材が、岩手で活躍できるよう、地元定着につながる取組を

促進する必要があります。 

・ 岩手県立大学は、地域に根ざす高等教育機関として、教育や研究、地域貢献に対する県民や地

域の期待に応えていく必要があります。 
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・ 生涯学習の推進を支える指導者・ボランティアの人材登録者数が増加するなど、県民の学習

機会の充実を図る取組が進みましたが、ＩＣＴを活用した学習情報や学習機会の提供が急速に

普及するなど、県民の学びの形が大きく変化していることから、ＩＣＴを活用した学びを支援

する取組を推進することが必要です。また、スマートフォンの普及等による余暇活動の多様化

が進む中、生涯を通じて楽しく学ぶ基盤づくりのため、幼少年期や中高生の読書活動の推進が

より一層求められています。 

・ 県立社会教育施設で「岩手」をテーマとした歴史や文化等を中心とした講座を開催し多くの

参加者を得ましたが、今後も県民の学びのニーズに対応するため、社会教育施設等における学

習機会の充実やコンテンツの多様化に取り組むことが必要です。 

・ 社会教育指導員・地域づくり関係者の資質向上を図る研修会等を開催することで県内各地域

での関係者の資質向上が図られましたが、ＩＣＴを活用した学習情報や学習機会の提供が急速

に普及していることから、情報リテラシーを高める取組など、県民の生涯を通じた学習活動を

支援するための新たな取組が求められています。 

・ 各社会教育施設の特性を生かし、学びのニーズに応じた事業内容の充実を図ってきましたが、

生涯学習に取り組んでいる人の割合が増加し、県民が学びたい時に学べる環境がより一層求め

られています。 

 

 

〔主な取組内容〕 

１ 児童生徒の確かな学力の向上 

 

(1) これからの社会で活躍するために必要な資質・能力の育成 

・ 児童生徒の言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能

力を確実に育成するとともに、子どもが自ら学び取る姿勢を育むため、個別 適な学びと協

働的な学びの一体的な充実を図りながら、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業

改善やカリキュラム・マネジメント162を引き続き推進します。また、新聞・統計資料などを

活用した学習や教科等横断的な学びによる課題発見・解決学習などに取り組みます。 

・ 各学校が作成した「確かな学力育成プラン」に基づいた学力向上の取組が、組織的で継続

的な検証改善サイクルに基づき実施されるよう、モデル校において実践的な研究に取り組み

ます。 

・ 学びの連続性に配慮した就学前教育の充実を図るため、いわて幼児教育センターを中核と

した幼児教育推進体制を強化し、市町村幼児教育アドバイザーの配置・活用を促進します。

また、小学校におけるスタートカリキュラムの充実、小学校及び中学校における学びの状況

の共有、小中・中高の合同教員研修の充実など、幼児期から高校までの円滑な接続を推進し

                                                  
162 カリキュラム・マネジメント：学校の教育目標の実現に向けて、子どもや地域の実態を踏まえ、教育課程（カリキュラム）を編

成・実施・評価し、改善を図る一連のサイクルを計画的・組織的に推進していくことであり、また、そのための条件づくり・整備を行

うこと。 

自然減・社会減 ＤＸ 
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ます。 

・ 各教科等の学習の充実を図るため、研修の充実やＩＣＴ支援員等の外部人材の活用などに

よるＩＣＴを活用した教員の指導力向上の取組を推進します。 

・ 授業等でのデジタル教科書を含むＩＣＴの効果的活用の実践に全県的に取り組むため、県

学校教育ＩＣＴ推進協議会を通じて課題等を共有し、ＧＩＧＡスクール運営支援センター163

等による広域的な活用支援や、全県統一の統合型校務支援システムの導入等、県と市町村が

連携した取組を推進します。 

(2) 児童生徒の実態に応じた授業改善の推進と家庭学習の充実 

・ 児童生徒の学習上のつまずきに着目したきめ細かな指導を行うため、諸調査の内容改善と

調査結果の効果的な活用、学校訪問指導の改善、校種間連携の取組など、児童生徒の実態把

握に基づいた授業改善に向けた取組を推進します。 

・ 児童生徒の学習内容の定着と学習意欲の向上のため、自主的かつ計画的な家庭学習の充実

に取り組みます。 

・ 児童生徒の学習面・生活面へのきめ細かな指導の充実などを図るため、少人数教育や学習

習熟度などに応じた教育を推進します。 

(3) 社会ニーズに対応した学習内容の充実などによる生徒の進路実現の推進 

・ グローバルに活躍する人材や地域課題解決をけん引する人材など、将来の本県の発展を担

う多様な人材を育成するため、大学や地域等との連携による探究的な学習の推進など、生徒

の課題発見・解決能力の育成に取り組みます。 

・ 高校生の希望する進路を実現するため、多様な大学入試制度に対応した進学支援の充実や、

産業界等との連携による専門的な知識・技術等の習得などに取り組みます。 

・ 文理の枠を超えた学びを通じて、高校の早期の段階から生徒の理数分野への興味・関心を

かん養し、理系人材やデータを収集・分析・利活用できる人材の輩出を加速するため、探究

的な学習をＳＴＥＡＭ164の視点から深める取組を推進します。 

                                                  
163 ＧＩＧＡスクール運営支援センター：ヘルプデスクや訪問指導等により授業での効果的なＩＣＴ活用を支援する目的で設置したも

の。 
164 ＳＴＥＡＭ（教育）：教育再生実行会議第 11 次提言において、「各教科での学習を実社会での問題発見・解決にいかしていくため

の教科横断的な教育」とされているもの。 

自然減・社会減 

ＤＸ 

ＤＸ 
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＜多様な主体に期待される取組＞ 

（家庭） 

・学校が行う学力向上の取組への参画・協働 

・家庭学習の習慣付けと望ましい生活習慣の確

立 

（地域） 

・地域学校協働活動等を通じた学校運営への協

力 

・放課後子供教室などの家庭学習の環境づくり 

・学校が行う地域課題解決学習等への参画・協働 

（産業界） 

・学校における専門的な知識・技術等を習得する

取組への支援 

・インターンシップや学校の職場体験活動等へ

の協力・支援 

（大学等） 

・各種データの分析等に関する知見の提供 

・学校が行う地域課題解決学習等への講師の派

遣、出前授業の実施などの協力 

・大学等の研究内容に触れる機会の提供 

（学校） 

・学校教育目標の達成に向けた教育課程の編成

とカリキュラム・マネジメントの実施 

・学習の基盤となる言語能力の育成 

・幼保小接続に向けた校内研修会等の充実とス

（市町村教育委員会） 

・学校教育目標の達成に向けた教育課

程の編成とカリキュラム・マネジメン

トの支援・指導 

・学校の課題把握・改善等のための訪

問指導 

・授業力向上や小中連携に向けた教員

研修の実施 

・域内の幼稚園や保育所、認定こども

園との情報共有、合同研修の実施 

・授業力向上に向けた研究指定等の実

施 

・小中学校等の情報通信技術（ＩＣＴ）

環境の整備 

・効果的な少人数教育実践のための支

援 

・関係機関等と連携した地域課題解決

等に関するプログラムの実施 

【ＫＰＩ】 

■意欲をもって自ら進んで学ぼうとする児童生徒の割合 

：小 82.5％ 中 85.4％ 〔Ｒ４年実績値 小 81.2％ 中 83.2％〕 

■授業等でＩＣＴ機器を活用し、児童生徒にＩＣＴ活用について指導できる教員の割合 

：90％〔Ｒ４年実績値 ％〕 

■諸調査結果や日々の授業から明らかになった児童生徒のつまずきに着目した授業改善

を行っている学校の割合 

 ：小 58％ 中 48％ 高 59％ 〔Ｒ４年実績値 小 50％ 中 40％ 高 51％〕 

■生徒の進路実現に向け、自校で設定した進路目標を達成できた高校の割合 

：70％〔Ｒ４年実績値 74％〕 
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タートカリキュラムの編成・実施 

・諸調査結果の積極的活用による検証改善サイ

クルの構築 

・主体的・対話的で深い学びの実現を目指した授

業研究の活性化 

・ＩＣＴを効果的に活用した授業実践や校内研

修の実施 

・児童生徒の発達の段階を考慮した家庭学習の

充実と習慣化 

・児童生徒の実態を踏まえた習熟度別指導等の

効果的な少人数教育の実践 

・データの収集・分析・利活用に基づく課題解決

型学習の推進による探究的な学びのＳＴＥＡＭ

の視点からの充実 

・多様化する大学入試制度等を踏まえた進学支

援ネットワークによる進学支援の取組の充実 

・産業界等と連携した専門的な知識・技術等を習

得する取組の充実 

・生徒の希望に応じた進路指導の充実 

 

 

２ 児童生徒の豊かな人間性と社会性の育成 

 

(1) 自他の生命を大切にし、他者の人権を尊重する心の育成 

・ 自他の生命を大切にし、人権を尊重する心を育成するため、多様な教育活動と関連付けた

カリキュラム編成や教員の指導力向上に向けた教員研修、互いの人権や多様性を認め合う機

会を重視した教育実践の普及など、道徳教育及び人権教育等の充実に取り組みます。 

・ 教員が子どもの人権を尊重し多様性を包摂する視点をもつことにより、児童生徒一人ひと

りの可能性を伸ばす教育を推進します。 

・ 児童生徒の自殺を予防するため、教員研修の充実や専門職による相談体制を整備するほか、

道徳教育や特別活動などを活用して「命を大切にする教育」「ＳＯＳの出し方に関する教育」

「心の健康の保持に係る教育」の充実に取り組みます。 

(2) 学校・家庭・地域が連携した体験活動の推進などを通じた豊かな心の育成 

・ 幼児児童生徒が、社会や地域における貴重な体験を通して、様々な人々と関わり合いなが

ら達成感や有用感を得ることができるよう、教育振興運動と連携した自然体験・奉仕体験・

職場体験等への参加促進、放課後子供教室における学習・体験プログラムの実施など、学校・

家庭・地域が連携した多様な体験活動を推進します。 
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・ 素直に感動できる豊かな情操を育てるため、児童生徒が多くの本に触れ、読むことの楽し

さを実感できる読書活動や、読書ボランティアと連携した読み聞かせ、学校司書の配置の拡

充による学校図書館を生かした読書活動等の充実に取り組みます。 

(3) 学校における文化芸術教育の推進 

・ 民俗芸能をはじめとする文化芸術への理解を深めるため、郷土の伝統文化の体験や継承活

動に取り組む機会及び様々な文化芸術の鑑賞会等の機会を充実させるとともに、文化部の生

徒を対象とした技能講習会など部活動を通じた取組を推進します。 

・ 心豊かに生活する基盤をつくるため、博物館や美術館、図書館等と連携し、学校教育にお

ける文化芸術活動に関する講習会や発表の機会を支援します。 

・ 学校部活動の質的向上等を図るため、合同部活動の導入や部活動指導員の適切な配置など

に加え、地域クラブ活動への移行について、市町村の教育委員会や地域文化芸術団体などと

連携して取り組みます。 

(4) 主権者教育などによる社会に参画する力の育成 

・ 児童生徒が日々変化する社会の動きや身近な地域課題に対して関心を高め、主体的に社会

の形成に参画しようとする態度を育成するため、関係機関と連携した探究的な学習や、政治

への参画意識を高める主権者教育、多様な契約・消費者保護の仕組みなどを理解する消費者

教育の充実に取り組みます。 

・ 児童生徒が他者と連携して、多様な価値観や考えを踏まえながら解決方法を生み出し、よ

り良い社会を形成しようとする態度を養うため、各教科の授業や特別活動等でのグループ活

動や話し合いを充実させるとともに、多様な教育活動を通して、児童生徒が主体的に挑戦し

たり、多様な他者と協働して創意工夫したりする機会の充実に取り組みます。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（家庭） 

・学校と協働した体験活動への子どもの参加促

進 

・家庭での読書の充実 

（市町村教育委員会） 

・道徳科の授業等の改善に向けた訪問指

導や教員の授業力向上のための研修の実

施 

【ＫＰＩ】 

■多様な意見を認め合うことに価値を感じている児童生徒の割合 

：小 80％ 中 84％ 高 90％〔Ｒ４年実績値 小 ― 中 ― 高 88％〕 

■学校や地域が行う体験活動に参加し、達成感や有用感を持った児童生徒の割合 

：小 88％ 中 88％ 高 90％〔Ｒ４年実績値 小 ― 中 ― 高 90％〕 

■様々な文化芸術に触れ、文化芸術に興味がわいたと感じている児童生徒の割合 

：小 75％ 中 72％ 高 86％〔Ｒ４年実績値 小 71％ 中 68％ 高 69％〕 

■話し合いの場で、お互いの良さを生かしながら解決方法を決めている児童生徒の割合 

：小 86％ 中 86％ 高 86％〔Ｒ４年実績値 小 ― 中 ― 高 82％〕 
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（地域） 

・教育振興運動を通じた体験活動の実施 

・読み聞かせ読書ボランティア等への参画 

・芸術鑑賞教室や文化部活動への支援 

・学校部活動の地域クラブ活動への移行を見据

えた地域体制の整備 

・主権者教育、消費者教育等に向けた講演会等へ

の支援 

（学校） 

・道徳科の授業改善のための校内研修の実施 

・道徳教育や特別活動などを通した自殺予防教

育の充実 

・自殺のリスクの高い児童生徒の早期発見・見守

り等の取組や教育相談体制の充実 

・「居場所づくり」「絆づくり」の視点に立った、

不登校の未然防止の取組の推進 

・人権等について主体的に考える児童会・生徒会

活動の充実 

・教育振興運動などと連携した自然体験・奉仕体

験・職場体験等の体験活動の充実 

・読書強化月間の取組や司書教諭等を中心とし

た読書活動の充実 

・博物館、美術館などの文化施設等を活用した学

習機会の充実 

・芸術鑑賞教室の開催や文化部活動、伝承活動等

の充実 

・文化芸術活動の発表の機会を通じた児童生徒

の文化交流の充実 

・学校部活動の地域クラブ活動への移行におけ

る地域の受け皿団体や指導者等との連絡調整 

・地域課題解決学習等を通じた実践的な主権者

教育、消費者教育等の実施 

・主権者教育、消費者教育等のための外部講師を

活用した講演会等の実施 

・自殺対策に係る教職員の資質向上のた

めの研修の実施 

・関係機関と連携した自殺対策に係る包

括的支援の推進 

・読書ボランティア研修会や図書館の蔵

書等の配備など、学校図書館の機能の充実 

・学校部活動の地域クラブ活動への移行

に向けた取組の実施 

（関係団体等） 

・学校での出前講座などの講演会や体験活

動等への講師の派遣 

・学校部活動の地域クラブ活動への移行

に向けて地域文化芸術団体等による指導

者等の派遣 

（図書館、博物館、美術館） 

・学校での文化芸術活動に関する児童生徒

向け教育プログラムの提供 

 

   

３ 児童生徒の健やかな体の育成 
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(1) 児童生徒の健康の保持・増進に向けた対策の充実 

・ 「希望郷いわて元気・体力アップ60運動」の取組をＩＣＴ等も活用しながら発展、継承さ

せ、「よりよい運動習慣」「望ましい食習慣」「規則正しい生活習慣」の形成による健康の保

持・増進に向けて、学校内における各分野の担当者が連携し、一体的に関連付けながら、児

童生徒一人ひとりのよりよい生活の確立に取り組みます。 

・ 児童生徒の体力・運動能力の向上を図るため、体力・運動能力調査結果を踏まえた地域ご

との取組、学校の指導者研修会を実施します。 

・ 児童生徒が体力や技能の程度、年齢や性別及び障がいの有無等にかかわらず、運動やスポ

ーツの多様な楽しみ方を共有することができるよう、体育・保健体育授業の改善に向けた指

導者研修等の実施などにより、指導の充実を図ります。 

・ 食育推進の中核的な役割を担う栄養教諭をはじめ教職員の、児童生徒の食に関する自己管

理能力育成に向けた指導力の向上を図るため、各学校の優良実践を共有するなど、研修内容

の充実に取り組みます。 

・ 児童生徒に望ましい食習慣を身に付けさせるため、生活の基盤である家庭への啓発に取り

組みます。 

・ スマートフォン等の過度な利用による心身への影響等を踏まえ、幼児児童生徒に基本的な

生活習慣を身に付けさせるため、家庭、地域、関係機関と連携しながら、適切なスマートフ

ォン等の利用に関する普及啓発に取り組みます。 

・ 生涯にわたって健康的な生活を送るために必要な力の育成に向け、生活習慣病やゲートウ

ェイドラッグ165と言われる喫煙・飲酒を含めた薬物乱用等、健康に関する問題を防止するた

めの講習会等、健康の保持増進への理解を深める取組を実施します。 

・ メンタルヘルスやアレルギー疾患等、多様化・深刻化する子どもの健康課題に対応するた

め、学校、家庭、関係機関が連携した学校保健委員会での情報共有の一層の充実や、養護教

諭をはじめとした教職員の資質・能力向上を図るための研修などに取り組みます。 

・ 児童生徒が成長過程において性に関する正しい知識を身に付けるとともに、自他共に尊重

できる心を育成し行動できるよう、関係機関と連携した効果的な指導体制を構築します。 

(2) 適切な部活動体制の推進 

・ 生徒の自主的・自発的な参加により行われる部活動の推進を図るとともに、「岩手県におけ

る部活動の在り方に関する方針」に基づき、部活動休養日の設定や生徒のニーズを踏まえた

適切な部活動の指導体制の推進に取り組みます。 

・ 体罰等の根絶を含めた部活動の方針等の共通理解を図るため、教職員や保護者、外部指導

者等による部活動連絡会等の開催を推進します。 

・ 部活動指導者による体罰・ハラスメントの根絶に向けて、効果的・実践的な指導者研修の

                                                  
165 ゲートウェイドラッグ：比較的入手しやすい薬物Ａを使用したことがきっかけで、より作用の強い薬物Ｂの使用につながってしま

った場合、薬物Ａを薬物Ｂのゲートウェイドラッグという。喫煙・飲酒は、麻薬へのゲートウェイドラッグになることが危惧されてい

る。 

ＤＸ 



 

161 

 

充実に取り組みます。また、大会で勝つことのみを重視し、心身に過重な練習を強いること

がないよう、スポーツ医・科学の観点を踏まえた指導者研修の充実に取り組みます。 

・ 学校部活動の質的向上等を図るため、合同部活動の導入や部活動指導員の適切な配置に加

え、地域クラブ活動への移行について、市町村の教育委員会や総合型地域スポーツクラブ等

の地域団体などと連携して取り組みます。 

・ 高校生の部活動指導体制の充実を図るため、体育協会や種目別協会等との連携を図りなが

ら、スポーツ特別強化指定校166制度の推進に取り組みます。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（家庭） 

・肥満予防等に向けた基本的な生活習慣や

食習慣、運動習慣の定着 

・部活動連絡会を通じた学校の取組や部活

動に対する理解・協力 

・スマートフォン等の利用に係るルールづ

くり 

・児童生徒の健康課題への対応に向けた学

校保健委員会への参画 

（地域） 

・多様な運動・スポーツに親しむ機会の創出 

・スポーツ指導者等による体育授業や部活

動への支援 

・部活動連絡会を通じた学校の取組や部活

動に対する理解・協力 

・学校部活動の地域クラブ活動への移行を

見据えた総合型地域スポーツクラブ等の地

域体制の整備 

・児童生徒の健康課題への対応に向けた学

校保健委員会への参画 

（関係団体等） 

（学校） 

・児童生徒の体力・運動能力調査結果を

踏まえた目標設定や達成に向けた取組 

・「よりよい運動習慣」「望ましい食習慣」

「規則正しい生活習慣」を相互に関連付

けた一体的な取組の実践 

・体育・保健体育授業の組織的な改善 

・持続可能なオリパラ教育の実施 

・「岩手県における部活動の在り方に関

する方針」による適切な部活動の実施 

・学校の部活動方針への理解を得るため

の部活動連絡会等の開催 

・学校部活動の地域クラブへの移行にお

ける地域の受け皿団体や指導者等との

連絡調整 

・児童生徒へのスマートフォン等の利用

に係るルールづくりの指導 

・食育に関する児童生徒への指導や家庭

への啓発 

・喫煙・飲酒・薬物乱用、性感染症等の

防止に向けた講演会の開催 

                                                  
166 スポーツ特別強化指定校：本県の競技スポーツにおける高校生の選手強化、競技力向上を図るために指定された公立高校。 

【ＫＰＩ】 

■運動やスポーツをすることが好きな児童生徒の割合：89％〔Ｒ４年実績値 88％〕 

■部活動の活動方針について、学校、保護者、外部指導者等が、共通理解を図る部活動連

絡会等の機会を持っている学校の割合：中 100％ 高 100％ 

〔Ｒ４年実績値 中 85.6％ 高 92.9％〕 
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・多様な運動・スポーツに親しむ機会の創出 

・望ましい部活動のあり方に対する専門医

等の指導・助言 

・学校部活動の地域クラブ活動への移行に

向けた体育・スポーツ協会や競技団体等によ

る指導者等の派遣 

・児童生徒の健康課題への対応に向けた学

校保健委員会への参画 

・喫煙・飲酒・薬物乱用、性感染症等の防止

に向けた講演会への支援・協力 

 

・児童生徒の健康課題への対応に向けた

学校保健委員会の開催 

（市町村教育委員会） 

・学校の体力向上のための取組の指導・

支援 

・学校における教員の授業力向上や授業

改善の指導・支援 

・「部活動の在り方に関する方針」の策定

と周知 

・部活動指導員を対象とした研修の実施 

・学校部活動の地域クラブへの移行に向

けた取組の実施 

・学校における肥満解消や食育の取組へ

の指導・支援 

・スマートフォン等の利用に係るルール

づくりの啓発 

・喫煙・飲酒・薬物乱用、性感染症等の

防止に向けた啓発 

 

 

４ 特別支援教育の推進 

 

(1) 就学前から卒業後までの一貫した支援の充実 

・ 幼児児童生徒一人ひとりの障がいに応じたきめ細かな支援を行うため、学習指導における

「個別の指導計画」や、学校、家庭、福祉・医療等の関係機関との連携による総合的な支援

を定めた「個別の教育支援計画」に基づくサポート体制の充実を図ります。 

・ 幼少期から継続した一貫性のある支援を行うため、引継ぎシート167や就学支援ファイル168

等を活用して、幼稚園・保育所等から小学校への適切な接続と、進学時における学校種間の

円滑な引継ぎに取り組みます。また、各学校においては、特別支援教育コーディネーターを

中心とした組織的な校内支援体制のもとに、医療・福祉・労働などの関係機関とのネットワ

ークを構築しながら、個に応じた指導・支援が推進されるよう取り組みます。 

・ 就労を希望する生徒の進路を実現するため、特別支援学校と企業との連携協議会などの連

携の場を継続的に設けるとともに、企業側の生徒の理解を促進する特別支援学校技能認定制

                                                  
167 引継ぎシート：支援を必要とする児童生徒に対して継続した一貫性のある指導・支援につなげるための各校種間等の引継ぎを行う

シート。 
168 就学支援ファイル：「個別の教育支援計画」に関連する資料。「いわて特別支援教育推進プラン」において、幼児期からの円滑な

就学に向けた相談支援のための資料として作成、活用されるよう働きかけているもの。独自の様式を作成、活用して運用を行っている

市町村もあるもの。 
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度169やいわて特別支援学校就労サポーター制度170の活用により、実習先の確保や雇用の拡大

に取り組みます。 

(2) 各校種における指導・支援の充実 

・ 児童生徒の相互理解が促進されるよう、交流籍171を活用した特別支援学校の児童生徒と小・

中学校の児童生徒との交流及び共同学習など、「共に学び、共に育つ教育」を推進します。 

・ 小・中学校等及び高等学校の通常の学級に在籍する発達障がい等の特別な支援を必要とす

る児童生徒を支援するため、「通級による指導」を進めます。 

・ 地域の特別支援教育の充実を図るため、特別支援学校が、地域における特別支援教育のセ

ンター的機能を担い、特別支援教育の専門性を生かしながら、幼稚園や小・中学校等及び高

等学校に適切な助言や援助を行います。 

・ 長期入院を必要とする児童生徒の学習を保障するため、小・中・高等学校と特別支援学校

との連携や、各学校と医療機関との連携に取り組みます。 

・ 特別な支援を必要とする児童生徒の円滑な意思疎通や自立した生活を支援するため、特別

支援学校や特別支援学級におけるＡＴ（アシスティブテクノロジー）172やＩＣＴ機器の更な

る活用を推進するとともに、実践的・効果的な授業改善に向けた教員研修を実施します。 

・ 全ての教職員の特別支援教育の専門性の向上を図るため、各学校等の取組に係る協議や情

報交換などの実践的な内容を取り入れた研修の充実を図ります。 

(3) 教育環境の充実・県民理解の促進 

・ 特別な支援を必要とする児童生徒一人ひとりの多様なニーズに対応するため、医療、福祉、

心理等の専門家を活用した指導・支援の充実を図ります。 

・ 医療的ケアが必要な児童生徒が安心して教育を受けられる環境を整備するため、学校への

医療的ケア看護職員の適切な配置に努めるとともに、安全で適切なケアを行うための医療的

ケア看護職員を対象とした研修を実施します。 

・ 特別な支援を必要とする子どもが地域で安心して学校生活を過ごすことができるよう、「共

に学び、共に育つ教育」の推進や発達障がいなどの障がいに関する正しい知識の普及を進め

るための県民向け公開講座を実施します。 

・ 地域ぐるみで特別支援教育を支援する体制をつくるため、授業の補助や学校生活の支援を

行う特別支援教育サポーターの養成に取り組みます。 

・ 全県的な特別支援学校の教育環境を整備するため、岩手県立特別支援学校整備計画に基づ

き、市町村などの関係機関との調整を進めます。 

                                                  
169 特別支援学校技能認定制度：地域の企業等への就労につなげるため、企業関係者や特別支援学校等で特別支援学校の生徒の能力を

客観的に見る技能認定会を開催するもの。 
170 いわて特別支援学校就労サポーター制度：特別支援学校と企業との連携強化、進路指導や雇用の機会拡大を目的とし、趣旨に賛同

した企業に登録証を交付し、特別支援学校の生徒の就業体験や産業現場等実習の受入れ先として協力いただくもの。 
171 交流籍：特別支援学校の小中学部に在籍する児童生徒が、居住する地域の小・中・義務教育学校に副次的に置く籍。「交流籍」を

活用した交流及び共同学習を通じて、居住する地域や児童生徒同士のかかわりの広がりや深まりにつなげるもの。 
172 ＡＴ（アシスティブテクノロジー）：一人ひとりの障がい等に応じた支援機器及び支援技術。 

ＤＸ 
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＜多様な主体に期待される取組＞ 

（家庭・地域） 

・引継ぎシート・就労支援ファイル等の作

成への協力 

・「交流籍」「通級による指導」への理解・

協力 

・特別支援教育サポーター養成講座への参

加 

（企業・事業所） 

・障がい者雇用への理解と受入れ 

・生徒の就労促進のための特別支援学校と

企業との連携協議会や技能認定制度へ

の協力 

・生徒の就労を支援する就労サポーター制

度への登録 

（関係団体等） 

・福祉・医療機関における引継ぎシートを

活用した学校との情報共有等 

・医療的ケアの実施に関する学校と医療機

関との情報共有等 

・労働機関における障がい者雇用、就労支

援等に係る学校と連携した支援 

・通学支援への協力や放課後等の生活に係

る学校と連携した支援 

 

（学校） 

・「個別の指導計画」や「個別の教育支援

計画」の作成と活用 

・引継ぎシート・就労支援ファイル等の作

成による幼稚園・保育所から高校・特別支

援学校高等部までの一貫した支援の実施 

・特別な支援が必要な生徒の就労支援に

関する地域等の理解促進 

・地域の福祉、労働関係機関と連携した特

別な支援が必要な生徒の進路支援 

・「交流籍」などによる交流及び共同学習

の実施 

・「通級による指導」の実施 

・スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカーなどを活用した支援の充

実 

・地域の幼稚園・保育所、小・中学校等、

高等学校の要請に応じた指導・支援 

・ＡＴ・ＩＣＴ機器を活用した授業の実践 

・教職員の指導力の向上を図るための校

内研修会・研究会の実施 

（市町村教育委員会） 

・指導主事の学校訪問等による特別支援

教育に関する指導・助言・啓発 

・小・中学校等における通級による指導の

ニーズへの対応 

・医療的ケア看護職員や特別支援教育支

援員等の配置や研修の実施 

・特別支援学校の整備計画に基づく特別

支援学校整備への協力 

【ＫＰＩ】 

■いわて特別支援学校就労サポーター制度への登録企業数：151 社〔Ｒ４年実績値 127 社〕 

■特別支援学校の授業研究会・研修会に参加した小・中学校等及び高等学校の教員数（累計） 

 ：1,030 人〔Ｒ４年実績値 593 人〕 

■県立学校における医療的ケアが必要な児童生徒が、医療的ケア看護職員による医療的ケア 

を受けた場合：100％〔Ｒ４年実績値 100％〕 

■特別支援教育サポーターの登録者数：480 人〔Ｒ４年実績値 364 人〕 
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（市町村） 

・保健福祉部門・雇用労働部門と教育委員

会との連携 

・「共に学び、共に育つ教育」や障がい等

に関する住民理解の推進 

 

 

５ 一人ひとりがお互いを尊重できる教育の推進 

 

(1) いじめ防止対策の推進といじめ事案への適切な対処 

・ 各学校がいじめ問題に対して組織的に対応していくため、「岩手県いじめ防止等のための

基本的な方針」に基づく取組を徹底します。 

・ 自他の生命を大切にし、他者の人権を尊重する心を育成するため、いじめについて考える

話し合いの機会など児童生徒による主体的な活動の促進とともに、思いやりの心と社会性を

育成する道徳教育や人権教育の充実を図ります。 

・ いじめの積極的な認知やいじめが生じた際の迅速な対応を行うため、児童生徒に対する定

期的なアンケート調査や個人面談の実施の徹底を図ります。 

・ 県教育委員会に「いじめ対応・不登校支援等アドバイザー」を配置し、学校のいじめ等の

初期段階における適切な対処を支援します。 

・ 教職員の生徒指導や教育相談の資質向上を図るため、「いわて「いじめ問題」防止・対応マ

ニュアル」を活用した研修を実施します。 

(2) 児童生徒に寄り添った教育相談体制の充実等による、不登校対策の推進  

・ 学校の教育相談体制の充実を図るため、学校心理士の資格を持つ教育相談コーディネータ

ーを養成するとともに、教員の資質を高めるための研修を実施します。 

・ 学校生活に不安や悩みを抱えている児童生徒の状況に応じた専門的見地からの支援を図る

ため、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー、24時間子供ＳＯＳダイヤル相

談員等を配置します。 

・ 不登校児童生徒の一人ひとりの状況に応じて、教育支援センター173（適応指導教室）、フリ

ースクール等民間団体等の様々な関係機関と連携し、ＩＣＴを活用した学習支援など、多様

な教育機会を確保するとともに、不登校児童生徒の社会的自立への支援に取り組みます。 

・ オンラインやＩＣＴの活用を視野に入れ、校内の別室を活用した「校内教育支援センター」

の体制整備の支援を図り、学校内の居場所づくりに努めます。 

(3) デジタル社会における児童生徒の健全育成に向けた対策の推進 

・ 児童生徒が、デジタル社会において適切に行動する考え方や態度を身に付ける指導を行う

ため、児童生徒の情報モラルの啓発を図るとともに、教員研修を実施し、情報モラル教育の

推進に取り組みます。 

                                                  
173 教育支援センター：市町村の教育委員会が、不登校等の児童生徒に対し、学校復帰を支援する等の目的のために設置したもの。 

ＤＸ 

ＤＸ 
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・ 児童生徒を性的被害や有害情報から守るため、スマートフォンなどの情報端末のフィルタ

リング174やインターネット利用のルールに関する普及啓発活動に、保護者や地域、関係団体

等と連携して取り組みます。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（家庭） 

・学校・地域と連携したいじめ防止の取組 

・いじめの積極的認知等のための子どもと

のコミュニケーションの充実 

・学校やフリースクール等民間団体との情

報共有 

・情報端末のフィルタリングや利用にかか

るルールづくり 

（地域） 

・学校・家庭と連携したいじめ防止の取組

への協力 

・道徳に関する講演会などの学校行事への

協力 

・地域内の巡回等による見守り活動 

・講演会の開催などによる情報端末利用に

かかるルールづくりへの支援 

（関係団体等） 

・スクールカウンセラーやスクールソーシ

ャルワーカーの学校派遣の協力や資質向

上の取組 

・フリースクールの設置・運営等と、学校

や教育支援センター（適応指導教室）との

連携 

・情報端末のフィルタリングやインターネ

ット利用のルールに関する啓発活動 

（学校） 

・組織的ないじめ防止や不登校の未然防

止等の取組 

・道徳の時間を要とした学校全体での道

徳教育の充実 

・児童会・生徒会活動等の主体的ないじめ

防止の活動の実施 

・いじめに関する積極的認知のためのア

ンケート調査・個人面談の実施 

・スクールカウンセラーやスクールソー

シャルワーカーの活用による教育相談体

制の充実 

・家庭・地域とのいじめに関する情報共

有・連携 

・家庭や教育支援センター（適応指導教

室）・フリースクール等民間団体との連携 

・オンラインやＩＣＴの活用による学習

支援や学校内の居場所づくり（校内教育支

援センター含む）の推進 

・ＳＮＳの適切な活用などの情報モラル

教育の実施と保護者への啓発 

（市町村教育委員会） 

・学校における組織的ないじめ防止や不

登校の未然防止等の取組への指導・支援 

・指導主事の学校訪問等による道徳教育

や教育相談体制に関する指導・助言・啓発 

                                                  
174 フィルタリング：主に子どもを対象として、インターネット上にあるサイトの閲覧を制限するサービス。 

【ＫＰＩ】 

■認知したいじめが解消した割合：100％〔Ｒ４年実績値 ％〕 

■学校が楽しいと思う（学校に満足している）児童生徒の割合 

：小 91％、中 91％、高 91％〔Ｒ４年実績値 小 85％、中 85％、高 89％〕 

■スマートフォンやインターネットを使うときは、危険に巻き込まれる可能性等があるこ

とを理解している児童生徒の割合 

：小 100％、中 100％、高 100％〔Ｒ４年実績値 小 98％、中 99％、高 99％〕 
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・教育支援センター（適応指導教室）の整

備充実及び活用 

 

 

６ 安全に学ぶことができる教育環境の整備や教職員の資質の向上 

 

(1) 安全でより良い教育環境の整備 

・ 自然災害の多発など学校を取り巻く環境変化を踏まえ、児童生徒の学校管理下における安

全が確保されるよう、学校の安全計画や危機管理マニュアルの検証・改善に取り組みます。 

・ 学校安全計画に基づく事故等の未然防止策等が徹底されるよう、教職員への研修や訓練を

行います。 

・ 通学時の児童生徒の安全が確保されるよう、保護者、地域住民、関係機関の協力を得なが

ら、スクールガード等による通学時の見守りや通学路の定期的な点検の実施、交通安全教室

や防犯教室の実施による安全教育に取り組みます。 

・ 各学校において、児童生徒がバスを利用する機会を振り返り、人数確認や安全確認などに

ついて自主的な点検を行い、児童生徒の安全確保に向けた取組を推進します。 

・ 令和４年に一部改正された道路交通法により、全ての自転車利用者に対してへルメット着

用の努力義務が課せられたことから、自転車乗車中におけるヘルメット着用の重要性を周知

徹底することにより、自転車安全利用に向けた取組を推進します。 

・ 児童生徒が自らの安全を確保する力を身に付けることができるよう、発達段階に応じて、

東日本大震災津波の経験・教訓を踏まえた、特色ある防災教育に取り組みます。 

・ 安全・安心な教育環境を整備するため、計画的な学校施設等の長寿命化等を推進します。

また、施設の木質化、省エネルギー化等脱炭素化への取組を推進するとともに、市町村、民

間との共創による施設整備に取り組みます。 

・ 家庭や社会の環境の変化に伴い、学校施設の機能の向上を図るため、防災機能の強化、ト

イレの洋式化など新たなニーズ等に対応した学習環境の改善に取り組みます。 

・ 「生徒の希望する進路の実現」と「地域や地域産業を担う人づくり」の考え方を基本とす

る「新たな県立高等学校再編計画後期計画」に基づく教育環境の充実に取り組みます。 

・ 今後一層進むことが見込まれる生徒数の減少など社会の変化に対応した教育環境の整備を

図るため、次期県立高等学校再編計画の策定に向けて取り組みます。 

(2) 魅力ある学校づくりの推進 

・ 地域とともにある学校づくりを推進するため、「まなびフェスト175」や学校、家庭、地域が

連携したコミュニティ・スクールの仕組みの活用を図るとともに、学校経営計画で設定した

目標の達成状況等の評価結果を広く公表し、学校運営の改善に取り組みます。 

・ 学校と地元自治体や企業、高等教育機関等との連携・協働を進める場であるコンソーシア

                                                  
175 まなびフェスト：各学校が作成する検証可能な目標達成型の経営計画。 

自然減・社会減 

自然減・社会減 

ＧＸ 安全・安心 
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ムの設置を推進するとともに、地域等と協働して策定したスクール・ポリシーに基づく教育

活動の充実に取り組みます。 

(3) 多様な教育ニーズに対応する教育機会の提供 

・ 多様な教育ニーズに対応するため、教育支援センター（適応指導教室）やフリースクール

等民間団体と連携し、不登校児童生徒への教育機会を確保していくとともに、本県において

も増加傾向にある外国人の児童生徒などの学びの場の確保、ヤングケアラーや子どもの貧困、

高校中途退学等への対応について、関係機関と連携して取り組みます。 

・ 幼・小・中・高等学校において、特別な支援を必要とする幼児児童生徒が充実した学習活

動が行えるよう、関係機関との連携を図りながら学習環境を整え、一人ひとりの教育的ニー

ズに応じた指導・支援の推進に取り組みます。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（家庭） 

・通学時の見守りや通学路の安全点検の

協力 

・安全に関する基礎的な知識等の修得 

・教育振興運動やコミュニティ・スクー

ル等を通じた目標達成型学校経営への参

画 

・教育支援センター（適応指導教室）や

フリースクール等民間団体との連携 

（地域） 

・通学時の見守りや通学路の安全点検の

協力 

・教育振興運動やコミュニティ・スクー

ル等を通じた目標達成型学校経営への参

画 

・魅力ある学校づくりへの参画・支援 

（関係団体等） 

・学校と連携したフリースクール等民間

団体の運営 

（学校） 

・状況の変化等を踏まえた学校の安全計画や危

機管理マニュアルの見直し 

・事故等の未然防止に向けた教職員の校内研修

や通学路の安全点検等の実施 

・コミュニティ・スクール等の仕組みを活用し

た学校評価を踏まえた学校運営の改善 

・コンソーシアムの設置による地域、地域産業、

高等教育機関等との連携・協働の推進 

・スクール・ポリシーに基づく教育活動の充実 

・地域の教育資源を生かした教育活動の推進等

による魅力ある学校づくり 

・教育支援センター（適応指導教室）やフリー

スクール等民間団体との連携 

（市町村教育委員会） 

・学校安全の取組の指導・支援 

・市町村立学校施設の学習環境の改善に向けた

施設・設備の整備 

・学校経営計画の策定や学校評価の実施、評価

【ＫＰＩ】 

■地域住民などによる見守り活動が行われている小中学校の割合 

：85.0％〔Ｒ４年実績値 94.9％〕 

■自分の住む地域や社会をよくするために何をすべきかを考えることがある高校２年生の割 

合：75％〔Ｒ４年実績値 85％〕 

■教育支援センターを設置している市町村数 

：33 市町村〔Ｒ４年実績値 27 市町村〕 
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結果の公表等への指導・支援 

・教育支援センター（適応指導教室）の設置と

機能強化 

・学校と連携した教育支援センター（適応指導

教室）の運営 

・県の取組と連動した教職員の資質向上の取組 

（市町村） 

・魅力ある学校づくりへの支援 

 

 

７ 多様なニーズに応じた特色ある私学教育の充実 

 

各私立学校の建学の精神などに基づく特色ある教育活動の支援 

・ 各私立学校の建学の精神や中期計画に基づく特色ある教育活動を充実することにより、私立

学校に通う生徒が希望する進路を選択し、自己実現の意欲が高まるよう、継続して支援を行い

ます。 

・ 岩手の産業や地域を支える人材定着を促進するよう、私立学校運営費補助により、質の高い

教育を行う私立専修学校への支援を行います。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民） 

・学校教育や学校行事における家庭や地域

の役割の理解と参画 

（企業・団体・ＮＰＯ） 

・キャリア教育・体験学習等の推進 

 

（私立学校） 

・多様なニーズに対応した特色ある教育活動

の実施 

・職業教育の充実 

・教育環境の整備 

（市町村） 

・通学路の点検等、安全安心な教育環境の整備 

 

 

８ 地域に貢献する人材の育成 

 

(1) 「いわての復興教育」の推進 

・ 東日本大震災津波の経験や教訓を学校教育に生かし、岩手の復興・発展を支える子どもた

ちを育成するため、内陸部と沿岸部の学校間や、小・中・高・特別支援学校の異校種間の交

【ＫＰＩ】 

■私立高等学校における特色ある教育活動の実施率：73.5％〔Ｒ４年実績値 64.1％〕 

自然減・社会減 安全・安心 
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流に加えて、家庭・地域・関係機関と連携した取組の充実を図ります。 

・ 東日本大震災津波の記憶の風化をはじめ、様々な社会状況の変化に対応し、復興教育を充

実させるため、「いわての復興教育」プログラムや副読本、絵本の効果的な活用、「いわての

復興教育」の実践発表会の開催など、県内全ての学校が教科横断的な復興教育を推進します。 

・ 郷土への誇りと愛着を醸成するため、学校と地域が連携し、岩手の歴史や偉人、豊かな自

然・文化等を探究する学習や、地域活動への積極的な参加を促し、地域産業を理解する取組

や地域の課題解決を図る学習、伝統文化を継承する取組などにより、地域の担い手の育成を

推進します。 

(2) キャリア教育の推進とライフデザイン能力の育成 

・ 各学校が作成した「キャリア教育全体計画」に基づき、主体的に進路を選択し、社会人・

職業人として自立するための能力を育成するため、キャリア教育を一層推進し、社会人講師

によるライフデザインに関する講演や社会人との交流会等に取り組みます。 

・ 地域を担う産業人材を育成するため、就業支援員等を活用し、生徒の適性を踏まえた就職

指導や地元企業と連携した教育活動に取り組みます。 

・ 児童生徒、保護者、教員の地域企業等への理解や関心を高めるため、県内の産業界等と連

携し、企業見学会や企業ガイダンスの開催などに取り組みます。 

(3) ものづくり産業人材の育成・確保・定着 

・ 地域ものづくりネットワーク等を中心とした産学官連携の工場見学、出前授業及び人材育

成研修等により、小学生から企業人まで各段階に応じた人材育成を推進します。 

・ ものづくりに興味を持つ児童・生徒・学生がものづくり産業につながる進路を選択できる

よう、多様な進路の選択肢に関する情報提供等により、小学校から高等教育機関まで連続性

を持ったキャリア教育を推進します。 

・ 県立職業能力開発施設において、産業の高度化及び多様化に対応した教育環境の整備を推

進し、ＩｏＴや人工知能（ＡＩ）等の先端技術にも対応できるものづくり産業の中核人材の

育成及び定着を進めます。 

・ ものづくり産業を取り巻く環境変化や企業のニーズを踏まえ、高等教育機関等と連携し高

度技能者・技術者の育成に取り組みます。 

・ 県内企業への就職を促進するため、高校生、大学生、教員及び保護者を対象にいわてで働

く意識の醸成に取り組みます。 

(4) 農林水産業の将来を担う人材の育成 

・ 農業分野における担い手育成の中核機関である県立農業大学校の機能強化を図り、農業・

農村が必要とする高度な専門知識や技術・経営に関する実践教育等を通じ、地域社会の持続

的な発展を担うリーダーとなる青年農業者の育成に取り組みます。 

・ 岩手大学等と連携して開講する「いわてアグリフロンティアスクール」により、国際競争

時代に通用する経営管理能力やマーケティングなどのビジネスに関する知識、地域のリーダ

ーとしての能力を有する農業経営者等の育成に取り組みます。 

・ 「いわて林業アカデミー」による、林業への就業を希望する若者への森林・林業の知識や

自然減・社会減 

自然減・社会減 

自然減・社会減 

ＤＸ 

ＤＸ 
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技術の体系的な習得支援等により、将来的に林業経営体の中核となり得る現場技術者の育成

に取り組みます。 

・ 岩手大学等と連携し、将来の水産研究者等の育成を進めるとともに、「いわて水産アカデミ

ー」による、漁業就業に必要な基礎的な漁業知識や技術、経営手法の習得支援等により、地

域漁業の次代を担う人材の育成に取り組みます。 

・ ロボットやＡＩ、ＩｏＴ等の 先端のスマート技術や高性能機械等を活用できる人材の育

成に取り組みます。 

(5) 建設業の将来を担う人材の確保、育成 

・ 建設業の魅力の発信や労働環境の改善に向けた意識啓発を推進し、若者・女性をはじめと

する建設業の将来を担う人材の確保・定着を図ります。 

・ インフラ分野のＤＸ推進に向けて、関係機関と連携して講習会を実施するとともに、建設

分野へのＩＣＴの普及・拡大を図ります。 

(6) デジタル人材の育成 

各分野のデジタル化やＤＸ推進に関連した取組、 新のＩＣＴの利活用事例を紹介するフェ

アの開催等による県民や企業等への普及啓発を行うとともに、大学等と連携した人材育成に向

けたセミナー、研修会等の開催によりデジタル技術やデータを活用して地域の課題解決や利便

性の向上、新たな価値を創造するデジタル人材を育成する取組を推進します。 

(7) 科学技術の理解増進と次代を担う人材の育成 

・ 外部専門人材の活用による講演や研究事業等、理科・数学への関心や児童生徒の科学技術・

ものづくりへの探究心を高める取組を行います。 

・ 地域の課題解決を図るため、産業界と連携し、これからの技術革新や市場ニーズの変化に

柔軟に対応できる人材、本県の多様な資源と技術を生かした研究開発を担う人材の育成を推

進します。 

・ 県民の科学技術に対する理解増進を図るため、大学や研究機関等の研究成果発表等、 先

端の科学技術に触れる機会の提供などに取り組みます。 

・ ＩＬＣでの研究開発を目指す人材を育成します。 

・ 先端科学技術を学ぶサイエンス・コミュニケーション活動を通じた、地域の科学技術に関

する教育水準の向上に向けた取組を推進します。 

(8) 岩手と世界をつなぐ人材の育成 

・ 児童生徒の異文化への理解を深めるため、海外派遣等による国際交流の機会や県内に居住

する外国人・留学生等との交流を深める体験機会の充実などを推進します。 

・ 児童生徒の英語によるコミュニケーション能力の向上のため、正確な発音を習得し、英語

で情報や自分の考えを述べるとともに、相手の発話を聞いて理解するための機会が日常的に

確保されるよう、ＡＬＴ等を活用した指導の充実やデジタル教科書等のＩＣＴの活用などに

よる児童生徒の学習意欲の向上を図ります。また、専科教員を含む小学校教員の英語指導力

向上に向けた実践的な研修をはじめとする各校種での教員研修の充実を図ります。 

(9) 地域産業の国際化に貢献する人材の育成 

自然減・社会減 ＤＸ 

ＤＸ 
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企業や団体、高等教育機関、行政など産学官が一体となった「いわてグローカル人材育成推

進協議会176」を通じ、学生の海外留学や、外国人留学生等を含めたグローバル人材の県内就職

を促進する取組を支援します。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民） 

・英語をはじめとした外国語学習への参加 

・学校が行う復興教育の取組成果発表会や実践

的な安全学習への参画 

・地域活動への参画 

・学校が行う地域の企業見学会や企業ガイダン

スへの参加 

・学校が行うキャリア教育の取組への参加・協

力 

・海外派遣、英語ワークショップ、留学などの

国際関連事業等への参加  

・英語学習への動機付け 

（企業等） 

・「いわてグローカル人材育成推進協議会」への

（教育機関・国際交流協会） 

・英語教育の拡充 

・海外派遣、留学に関する普及啓発 

・留学を希望する学生への支援 

・留学生に対する支援 

・外国人留学生やＪＥＴプログラム経験者と

県内企業とのマッチング支援 

（学校） 

・学校間や地域と連携した復興教育の実施 

・「いわての復興教育」の取組成果の発表 

・「いわての復興教育」副読本を活用した効果

的な授業の実践 

・地域と連携した実践的な安全学習等の実施 

・地域を探究する学習等の実施 

                                                  
176 いわてグローカル人材育成推進協議会：グローバルな視点を持ち、世界の平和や国際的な課題解決及び自立した多文化共生社会の

実現を担うことのできるグローカル人材の育成及び活用に向けた取組を推進するため、平成 29 年２月に設立した産学官組織。 

【ＫＰＩ】 

■将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合 

：小 84.0％、中 76.0％〔Ｒ４年実績値 小 82.6％ 中 73.3％〕 

■自分の住む地域が好きだと思っている児童生徒の割合 

：小 74％、中 60％、高 52％〔Ｒ４年実績値 小 71％ 中 54％ 高 43％〕 

■将来希望する職業（仕事）について考えている高校２年生の割合：55％〔Ｒ４年実績値 49％〕 

■岩手県内に将来働いてみたいと思う企業がある高校生の割合：50.0％〔Ｒ４年実績値―％〕 

■農林水産業の人材育成機関の修了生数〔累計〕：847 人〔Ｒ４年実績値 633 人〕 

■県営建設工事におけるＩＣＴ活用工事の実施件数〔累計〕：148 件〔Ｒ４年実績値 100 件〕 

■デジタル人材育成関連セミナー受講者数：500 人〔Ｒ４年実績値―人〕 

■科学技術普及啓発イベント等来場者数：13,750 人〔Ｒ４年実績値 1,620 人〕 

■中学３年生、高校３年生において求められている英語力を有している生徒の割合 

：中 51.0％ 高 57.0％〔Ｒ４年実績値 中 43.0％ 高 50.0％〕 

■いわてグローカル人材育成推進協議会の支援制度を利用して海外留学した学生数〔累計〕 

：20 人〔Ｒ４年実績値３人〕 
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参画 

・学生向け海外ビジネス情報の発信 

・地元学生、地元出身学生の雇用拡大 

・人材の育成・定着 

・科学技術の普及啓発活動等の実施・協力 

・学校と連携したキャリア教育の取組支援 

・インターンシップの受入れ 

・外国人留学生やＪＥＴプログラム経験者の採

用 

（関係団体等） 

・安全学習等への専門的知見に基づいた助言・

支援 

・学校が行うキャリア教育やライフデザインに

関する学習への支援 

・高校生等の地元定着に向けた雇用環境等の整

備 

・学校と連携した留学などの国際関連事業の実

施 

・英語学習講座の実施 

・英語検定試験の実施 

（産業支援機関） 

・産学官連携による人材の育成・定着 

・先端技術の生産現場への導入や本県の資源等

を生かした研究開発を担う人材の育成 

・科学技術の普及啓発活動等の実施・協力 

・職場体験やインターンシップ、企業見学会、

学校を会場とした企業説明会の実施 

・国際理解を深める体験活動等の実施や留学

などの国際関連事業への参加促進 

・英語４技能の育成のための授業改善の推進

や英語検定試験の受検促進 

・「いわてグローカル人材育成推進協議会」へ

の参画 

（市町村教育委員会） 

・学校における「いわての復興教育」の取組

支援 

・英語教育の拡充 

・地域と連携したキャリア教育や、実践的な

安全学習、地域を探究する学習等の支援 

・学校のキャリア教育やライフデザインに関

する学習への指導・助言 

・学校における国際理解を深める体験活動等

の支援 

（市町村） 

・留学希望者等への支援 

・「いわてグローカル人材育成推進協議会」へ

の参画 

・県及び関係機関と連携した人材育成・定着

支援 

・科学技術の普及啓発活動等の実施・協力 

 

 

９ 高等教育機関と連携した地域づくり・人づくり 

 

(1) 高等教育機関との連携による地域課題解決に向けた取組の推進 

・ 東日本大震災津波からの復興やふるさと振興を進める上での様々な地域課題の解決に向け

て、高等教育機関の専門的知識を活用した共同研究を推進するほか、プラチナ社会177の構築

をはじめとした新たな仕組みを地域に定着させるための取組などを展開します。 

・ 地域課題の解決に向け、「いわて高等教育地域連携プラットフォーム」において産学官連携

による地域活性化、高等教育人材の県内定着、地域との連携による人材育成に取り組むとと

                                                  
177 プラチナ社会：環境問題、高齢社会などの課題を高いレベルで解決した社会。 



 

174 

 

もに、リカレント教育の充実を図るほか、高等教育機関が設置する地域連携推進組織と連携

した研究や取組を進めます。 

・ 各高等教育機関における地域課題研究に取り組む体制の強化や大学等の高等教育機関で構

成する「いわて高等教育コンソーシアム178」における取組など、それぞれの高等教育機関の

特色を生かした相互の機能の補完などによる連携を促進します。 

(2) 地域をけん引する人材の育成と若者定着の促進 

・ 県内高校から県内大学等への進学機運を高めるため、県内大学と連携した高大連携ウイン

ター・セッション179の拡充など、県内高校生に対する県内大学の魅力紹介などの取組を推進

します。 

・ 県内大学生等の卒業後の地元定着を高めるため、産学官連携による地元企業の魅力向上を

図るとともに、インターンシップの取組強化や県内企業と大学生等との交流機会の創出等に

よる地元定着の意識を醸成します。 

(3) 岩手県立大学における取組への支援 

・ 令和５年に開学25周年を迎えた岩手県立大学の地域に根ざした高等教育機関としての役割

を更に充実・強化させ、専門領域を横断した学術研究などの新たな価値創造に向けた独創的

な研究とともに、東日本大震災津波を教訓とした防災復興支援や、新たな地域課題の解決に

向けた取組など、県民のシンクタンクとしての機能を充実し、地域・国際社会の持続的発展

に貢献するための取組を支援します。 

・ 実学実践教育及び地域志向教育を通じて、幅広い教養と国際感覚を備え、豊かで活力ある

社会の形成に貢献できる人材の育成や、地域社会と連携した学生の県内定着に向けた取組を

支援します。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民等） 

・県内大学等との連携による地域課題解決

に向けた取組への理解・参画 

・県内大学等が持つ魅力に対する理解の増

（教育機関・産業支援機関等） 

・進学希望に応える魅力の向上 

・地域社会を支える人材の育成 

・大学の資源を活用した産業の創出 

                                                  
178 いわて高等教育コンソーシアム：国際通用性や教育の質の保証など、大学を取り巻く状況、低迷する大学進学率や県内就職率等の

地域課題に対応するため、岩手大学、岩手県立大学、岩手医科大学、富士大学、盛岡大学が連携を強化し、地域の中核を担う人材育成

を目指すために、平成 20 年度に組織したもの。平成 24 年度には、放送大学岩手学習センターと一関工業高等専門学校が加入。 
179 高大連携ウインター・セッション：県内高校から県内大学等への進学機運を高めるため、県内大学と連携した「高大連携ウインタ

ー・セッション」を実施し、高校生に対して、大学に触れる機会を広く提供しようとするために岩手大学、岩手県立大学、岩手医科大

学、富士大学、盛岡大学などで実施。県が主催し、高校生を対象に授業科目の公開や公開講座を行うもの。 

【ＫＰＩ】 

■地域課題解決を目的とした県内高等教育機関との共同研究数〔累計〕 

：120 件〔Ｒ４年実績値 73 件〕 

■県内企業等へのインターンシップ参加者数：500 人〔Ｒ４年実績値 660 人〕 

■岩手県立大学の実装化された研究成果数〔累計〕：34 件〔Ｒ４年実績値 17 件〕 

自然減・社会減 

自然減・社会減 
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進 

（企業・ＮＰＯ等） 

・雇用の確保 

・インターンシップの受入れ 

・産学官連携による地域課題解決の検討・

取組への参画 

・教育研究の成果の還元 

・生徒の進学目的の明確化に向けた大学

等との連携促進 

（市町村） 

・高等教育機関との連携による地域課題

の解決 

・インターンシップの受入れ及び地元企

業による受入支援 

・地域産業の振興等による雇用の確保 

 

 

10 生涯を通じて学び続けられる場づくり 

 

(1) 多様な学習機会の充実 

・ 生涯を通じて楽しく学ぶ基盤づくりのため、子どもの読書への関心を高める読み聞かせや

読書会など、幼少年期や中高生の読書活動を推進します。 

・ 「いつでも・どこでも・だれでも」生涯を通じて学び続けられ、また、それぞれのタイミ

ングで学び直しすることができる環境づくりのため、市町村や関係機関と連携を図りながら、

県立生涯学習推進センター等による、ＩＣＴを活用した学びの機会や活躍の場等に関する情

報の集積・提供など、学習情報提供の仕組みを一層充実させるとともに、オンライン学習等、

学びの継続を支える仕組みや魅力づくりに取り組みます。 

・ 障がい者の生涯を通じた学習活動の推進に向け、関係機関と連携を図るとともに、障がい

の理解や心のバリアフリー180を推進するための研修会を実施します。また、特別な事情によ

り就学困難な生徒等の学習機会の充実を図るため、個別の学習ニーズに応じた学習相談や情

報提供を行います。 

・ 県民の主体的な学びを支援するため、図書館において資料・情報の収集・活用の促進を図

り、利用者の学習活動を支えるレファレンス業務181の充実に取り組みます。 

(2) 岩手ならではの学習機会の提供 

・ 県民一人ひとりの郷土に対する誇りや愛着を醸成するため、社会教育施設等において豊か

な自然、文化、歴史等の資源をテーマとした公開講座を開催するなど、岩手ならではの学習

機会の提供に取り組みます。 

・ 県立図書館における震災津波資料の収集を集中的に行い、復興及び防災・安全等に関して、

県民への啓発及び県内外への情報発信に資する拠点を目指します。 

(3) 学びと活動の循環による地域の活性化 

                                                  
180 心のバリアフリー：様々な心身の特性や考え方を持つすべての人々が、相互に理解を深めようとコミュニケーションをとり支えあ

うこと。 
181 レファレンス業務：情報を求めている方に、調べている事柄の事実関係が分かる資料の提示や、文献探しのサポートを行う業務。 

自然減・社会減 

ＤＸ 

ＤＸ 
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 ・ 地域住民が生涯学習で学んだ成果を地域課題の解決等に役立てるなど、学びと活動の循環

を促すため、「地域とともにある学校づくり」を推進するフォーラムや「学校を核とした地域

づくり」に向けた研修会の開催など、コミュニティ・スクールの導入・充実と教育振興運動

や地域学校協働活動への参加促進に取り組みます。 

・ 地域の活性化に向けた仕組みづくりを進めるため、ＰＴＡをはじめとする各種社会教育関

係団体の活動の支援を行うとともに、団体相互の連携・協力に向けた交流の機会を提供しま

す。 

・ 地域づくり人材の育成のため、県立生涯学習推進センターを活用し、教育分野の枠を越え

た地域づくりに関する研修・交流の場を提供します。 

(4) 社会教育の中核を担う人材の育成 

県民の生涯を通じた学習活動を支援するため、社会教育指導員や地域づくり関係者、地域学

校協働活動推進員などを対象に、ＩＣＴ機器の操作・利用等に関する研修会を開催するととも

に、研修会での交流などを通じた指導者相互のネットワーク化を図り、社会教育の中核を担う

人材の育成に取り組みます。 

(5) 多様な学びのニーズに応じた拠点の充実 

・ 県民一人ひとりが学びたい時に学べる環境を提供するため、博物館等の県立社会教育施設

における利便性の向上やデジタルコンテンツの充実を図り、また、幅広い学びのニーズに応

じた学習機会を提供する拠点づくりを進めます。 

・ 市町村が設置する公民館等の学びの拠点の発展のため、ニーズに応じた事業支援や優れた

活動の周知・交流を積極的に進めます。 

・ 社会教育施設について計画的な老朽化対策により維持保全に努めるとともに、施設の整備

方針について検討を進めます。また、多様なニーズに応じた学習方法に対応するため、ＩＣ

Ｔ機器活用のための環境整備に取り組みます。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

【ＫＰＩ】 

■生涯学習の推進を支える指導者・ボランティアの人材登録者数 

：1,030 人〔Ｒ４年実績値 911 人〕 

■県立社会教育施設で「岩手」をテーマとした講座の受講者数 

：1,200 人〔Ｒ４年実績値 1,046 人〕 

■教育振興運動や地域学校協働活動を推進している市町村・地区の割合 

：95.7％〔Ｒ４年実績値 97.7％〕 

■社会教育指導員・地域づくり関係者の資質向上を図る研修会の受講者数 

：160 人〔Ｒ４年実績値 155 人〕 

■県立博物館・県立美術館の企画展における観覧者の満足度の割合 

：91％〔Ｒ４年実績値 92％〕 

ＤＸ 

ＤＸ 
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（家庭） 

・ボランティア活動等の地域活動や学校を

支援する活動への参加 

・教育振興運動や地域学校協働活動への参

画・協働 

（地域） 

・ボランティア活動や地域行事をはじめと

する地域活動への積極的参加 

・コミュニティ・スクールへの参画・協働 

・教育振興運動や地域学校協働活動への参

画・協働 

（企業、ＮＰＯ、各種団体等） 

・関係団体による障がい者の生涯を通じた

学習活動の支援 

・ボランティア活動をはじめとする地域活

動への参画促進 

・教育振興運動や地域学校協働活動への参

画・協働 

・地域団体相互の連携・協力による活動の

活性化 

 

（社会教育施設等） 

・ＩＣＴ等を活用した多様な学習情報及び

学習機会の提供 

・図書館のレファレンス業務の充実 

・岩手ならではの自然、文化、歴史等をテー

マとした公開講座の開催 

・幅広いニーズや地域課題を踏まえた多様

な学習機会の充実 

（学校） 

・コミュニティ・スクールの運営 

・教育振興運動や地域学校協働活動への参

画・協働 

（市町村・市町村教育委員会） 

・ＩＣＴ等を活用した多様な学習情報及び

学習機会の提供 

・多様な学習に関する相談体制の充実 

・幅広いニーズや地域課題を踏まえた多様

な学習機会の充実 

・障がい者の生涯を通じた学習活動の推進 

・教育振興運動や地域学校協働活動の指導・

支援 

・社会教育の中核を担う人材を育成するた

めの研修の充実 
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４ 岩手とつながる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

関係人口や交流人口の拡大を図り、岩手と多様な形でつながることのできる社会を目指す

施策 

＜ポイント＞ 

 

○ 東日本大震災津波の復興の過程で育まれた国内外の多様な主体とのつながり等を生かし、

特定の地域に継続的に多様な形で関わる「関係人口」を増やす取組を進めます。 

 

○ 地域経済の活性化や地域コミュニティを維持していくため、観光や文化・スポーツ等を通

じた国内外の人々との交流が広がる地域づくりを進めます。 

４ 岩手とつながる 



 

179 

 

４-１ 関係人口創出・拡大戦略 

 

 

 

 

 

 

〔現状と課題〕 

・ 本県では、進学期・就職期の県外への転出を主な要因として社会減が続いており、少子高齢化

と相まった人口減少の進行により、地域の担い手不足が懸念されています。 

・ 地方創生の動きや新型コロナの拡大を受けて、全国的に移住・定住の取組が強化されており、

本県においても、市町村へ配置した移住コーディネーターの活動や、ＮＰＯや地域団体による定

住・交流事業への支援などにより、移住者を受け入れる体制の更なる充実や機運の醸成を図って

いく必要があります。 

・ 国の「これからの移住・交流施策のあり方に関する検討会」において、地域や地域の人々との

継続的なつながりを持つ関係人口の重要性が強調されています。 

・ 関係人口の質的・量的拡大に向けて、情報通信技術（ＩＣＴ）を積極的に活用することが必要

となります。 

・ ニューヨーク・タイムズ紙の「2023 年に行くべき 52 か所」に盛岡市が選ばれたことにより、

国内外から多くの観光客が訪れるなど盛岡市や周辺地域への関心が高まっていることから、この

効果を県全域に波及させるとともに、交流人口・関係人口の更なる拡大を図っていく必要があり

ます。 

 

〔主な取組内容〕 

１ いつでも、どこでも岩手とつながることができる環境の整備 

 

(1) いつでも岩手とつながることができる環境の整備 

  ・ 岩手県内の市町村と連携した情報発信により、いつでも岩手とつながる情報・サービスを

提供するなど情報通信技術（ＩＣＴ）を利活用した多様な関係の創出に取り組みます。特に、

ニューヨーク・タイムズ紙の掲載効果を県全域に波及させるため、市町村等と連携し、情報

発信の強化や関係人口拡大に向けた取組の充実を図ります。 

・ ＡＩを活用した地域情報と興味関心・ニーズとの 適マッチングや各種提案などきめ細か

なサポートにより、Ｕ・Ｉターンを促進します。 

・ 移住希望者をはじめ広く県外在住の人々が岩手の魅力を知り、岩手で暮らしたくなるよう、

ホームページやＳＮＳ、情報誌等の活用により、訴求力の高い情報発信など移住施策に取り

組みます。 

・ 県内各地での仕事やライフスタイルに関する情報発信や双方向での情報交換など、産学官

４-１ 関係人口創出・拡大戦略 

≪取組の方向≫ 

・ 岩手への人の流れを創出し強化していくため、特定の地域に継続的に多様な形で関わる関係

人口の創出・拡大に取り組みます。 
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金が連携したＳＮＳの活用を促進し、関係人口の創出・拡大につながる岩手ファンの拡大に

向けた取組を推進します。また、バーチャルユーチューバー（VTuber）182による動画配信な

ども効果的に活用し、岩手ファンの裾野拡大に向けて取り組みます。 

(2) 岩手へのつながりが地域活動への多様な参加や課題の解決などに結び付く「様々な主体の参

画によるネットワークの形成」 

・ 復興支援を続ける企業等との協働や三陸復興防災プロジェクト 2019 を機に新たに築かれ

た協働の取組を継続・発展させ、関係人口の創出・拡大を図ります。 

・ 岩手県内の市町村と連携した情報発信のプラットフォームも活用し、様々な岩手への「想

い」や「関わり方」を取りまとめ、県や市町村、民間企業などが持つ様々なネットワークを

可視化し、重層的につなげる仕組みの構築に取り組みます。 

・ ふるさと岩手応援寄付や企業版ふるさと納税の活用促進とこれらを契機とした岩手とつな

がりを持ち続けていただくための取組を推進するほか、首都圏で活動している在京コミュニ

ティと連携した交流イベントの実施や、文化・スポーツ・若者等の特定の層が多く集まるイ

ベントをきっかけとした地域外の方とのつながりの創出・拡大など、関係人口の創出・拡大

に向けた優良事例の普及啓発を図ります。 

・ オンラインも活用しながら、首都圏に設置している移住相談窓口において、移住と就職の

一元的な相談機能を強化します。 

・ 情報通信技術（ＩＣＴ）を活用して「いつでも・どこでも・誰もが」岩手について学べる

環境を提供します。 

・ 世界的視野で思考する「いわて」県民の育成や、海外在住者、ＩＬＣに関連する外国人研

究者とのネットワーク構築・グローバルな交流などにより外国をもっと身近に感じる環境を

つくります。 

・ 地域づくりの担い手でとして期待される地域おこし協力隊が円滑に活動できるよう、（一

社）いわて地域おこし協力隊ネットワークとの連携による地域おこし協力隊員等を対象とし

た起業や就業に関するセミナーの開催、事業承継に関する情報提供などにより、地域への定

着を図ります。 

(3) 情報通信技術（ＩＣＴ）を活用したライフスタイルに合わせた働き方、地域貢献活動など多

様な交流の場の創出 

・ 遠隔による授業や交流学習の実施に向けた取組を行うなど、 ５Ｇの活用により都市部、沿

岸部、中山間地域をつなぐことで、遠隔地から地域課題の解決を支援してくれるような関係

人口の創出・拡大を図ります。 

・ クラウドファンディング183やスキルシェア184など、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し、岩

                                                  
182 バーチャルユーチューバー（VTuber）：二次元や三次元の架空の CG キャラクターを登場させ、それらのキャラクターを声で演じる

などして動画配信を行う YouTube(ユーチューブ)出演者。別名 VTuber（ブイチューバ―）。 
183 クラウドファンディング：不特定多数の人が主にインターネット経由で他の人々や組織に財源の提供や協力などを行うことを指

す、群衆（crowd）と資金調達（funding）を組み合わせた造語。 
184 スキルシェア：個人等が保有する活用可能な資産等を、主にインターネットを介して他の個人等も利用可能とする経済活性化活動

であるシェアリング・エコノミーのうち、ホームページ作成やデザイン・イラスト、企画・アイディア提案などのスキルを活用するも

の。 
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手に関係する人々のもつ多様なスキルや想いと地域課題を結びつける取組を推進します。 

・ 「複業」を通じ社会貢献を考えている首都圏等の人材と、人材を求めている県内企業や地

域コミュニティ等とのマッチングを促進します。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

  
（県民・ＮＰＯ等） 

・ＳＮＳを活用した岩手県の仕事やライフ

スタイルに係る情報発信 

・地域外の方とのつながりの創出、強化 

・移住者との交流 

（団体・企業等） 

・就職、仕事に関する情報の発信 

・働き方改革の推進などによる移住者の受

入態勢の整備 

・地域コミュニティとの地域課題解決に向

けた取組 

（市町村） 

・関係人口創出・拡大に向けた取組の情報

発信 

・移住者の受入窓口の設置など相談・支援

体制の整備 

・移住希望者への情報発信 

・インターンシップの受入促進や移住体

験施策の推進 

・多様な交流による地域課題解決に向け

た受入体制の構築 

【ＫＰＩ】 

■移住相談件数：11,100 件〔Ｒ４年実績値 8,712 件〕 

■地域おこし協力隊員数：260 人〔Ｒ４年実績値 230 人〕 

■複業等の実現件数〔累計〕：170 件〔Ｒ４年実績値 71 件〕 
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４-２ いわてまるごと交流促進戦略 

 

 

 

 

 

 

 

〔現状と課題〕 

・ 新型コロナウイルス感染症の流行を経て密を避けた個人・少人数での旅行や県内などの近隣

地域内での観光が増加するなど、観光を取り巻く環境に様々な変化がみられることから、観光

サービスの変革や新たな観光需要を創出する観光地域づくりの体制強化が必要です。 

・ ニューヨーク・タイムズ紙の「2023年に行くべき52か所」に盛岡市が選ばれた好機を生かし、

首都圏を中心とした情報発信、海外の旅行会社や外国人旅行者向けプロモーションの展開、外

国人観光客の受入態勢の充実など、国内外からの誘客拡大に向けた取組を強化し、海外からの

誘客拡大を図る必要があります。 

・ スマートフォンやインターネットの普及による旅行者の情報取得手段の多様化をはじめ、観

光を取り巻く環境の変化に対応するため、客観的なデータに基づく旅行商品造成、コンテンツ

の磨き上げ、二次交通対策など、売れる観光地となるための基盤整備が必要です。 

・ ハロウインターナショナルスクール安比ジャパンの開校などを契機として、高付加価値旅行

者の増加などが見込まれることから、旅行者のニーズを捉えたプロモーションの展開等による

インバウンドをはじめとした誘客促進が必要です。 

・ 三陸復興国立公園、東日本大震災津波の経験や教訓を学ぶことができる遺構や、雄大な自然

とその成り立ちを実感できる三陸ジオパークなど、豊かな自然、風土に根ざした歴史文化等の

三陸の多彩な観光資源を生かした復興ツーリズムや時代の異なる３つの世界遺産など、本県の

ありのままの観光資源を守り、生かす観光地域づくりが必要です。 

・ いわて花巻空港は、国内線は５路線が運航し、観光やビジネス面での利便性が向上しているこ

とから、航空会社等と連携し、コロナ過で落ち込んだ各路線の航空需要の回復等に向け、一層の

利用促進に取り組む必要があります。 

 

・ 東日本大震災津波の復興支援による国内外とのつながりを契機として、世界的に著名な演奏

家や日本を代表する音楽家などによるコンサートなどが開催されており、今後もこうしたつな

がりを生かした取組を継続していくことが必要です。 

・ 文化芸術を生かした地域活性化を図るため、県内における文化芸術活動の機運を醸成してい

くことや、デジタル技術も活用しながら、これまで培われてきた本県文化芸術の多様な魅力を

県内外に向けて積極的に発信していくことが必要です。 

・ ラグビーワールドカップ2019大会や東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のほか、

４-２ いわてまるごと交流促進戦略 

≪取組の方向≫ 

・ 国内外からの観光誘客や岩手の地域資源を生かした観光地域づくり、農山漁村の交流体験や

グリーン・ツーリズム、文化やスポーツ等を通じて、国内外の人々との交流が広がる地域づく

りに取り組みます 



 

183 

 

日本スポーツマスターズ2022岩手大会、クライミングワールドカップいわて盛岡2022、いわて

八幡平白銀国体など相次いで開催された大規模大会のレガシーを生かして、国内外との更なる

交流や、スポーツ大会・合宿等の誘致を促進するため、合宿相談会をはじめとする幅広い情報発

信によるプロモーション活動の継続が必要です。 

・ 県民のスポーツに対する関心を高めるため、県内のトップ・プロスポーツチームと連携し、ト

ップ・プロスポーツチームが持つ発信力等を生かして、県民との一体感の醸成に取り組む必要

があります。 

・ 本県の豊かな自然を生かしたスポーツアクティビティの普及のため、引き続き関係者と連携

し、魅力的な地域づくりを目指す必要があります。 

 

・ 本県には、「平泉の文化遺産」「明治日本の産業革命遺産（橋野鉄鉱山）」「北海道・北東北の縄

文遺跡群（御所野遺跡）」の３つの世界遺産をはじめ、地域の誇りとなる歴史遺産が数多く存在

しています。 

・ 世界遺産を人類共通の財産として未来へ継承していくため、適切に保存管理を行う必要があ

ります。 

・ 世界遺産が有する価値を広めるため、県内外への情報発信を推進するなど、その魅力を発信

していく必要があります。 

・ ３つの世界遺産及び関連資産を更なる地域振興につなげるため、連携・交流に取り組むとと

もに、一体的な取組を推進する必要があります。 

・ 文化財は、地域の歴史を理解する上で貴重な財産であるとともに、地域の活性化の取組の核

となる地域資源として、次世代への確実な保存・継承と積極的な活用が求められています。 

・ 伝統文化を生かした交流を推進するため、首都圏の民俗芸能団体と県内団体の交流等に取り

組んできましたが、引き続き、県内外に向け、本県の多様な民俗芸能等の魅力を発信する必要が

あります。 

・ 本県の歴史や文化財を活用した交流を推進するため、ホームページによる情報発信や偉人を

顕彰するイベントの支援、歴史的建造物や史跡公園などの文化財をイベント等に活用した事例

の収集・発信に取り組んできましたが、デジタル技術も活用した情報発信や、観光など多様な分

野への活用に一層取り組む必要があります。 

 

・ 国においては自然公園の「保護と利用の好循環」を目指すこととしており、２つの国立公園が

存在する本県においても、国と連動して、利用の促進を図る必要があります。 

・ 世界に誇れる地質遺産等があり、３県 16 市町村の日本一広大なエリアで三陸ジオパークの活

動が展開されていますが、より地域に根ざした取組が求められています。 

 

・ 本県の農林漁家民宿の利用者数や体験型教育旅行の受入人数は、新型コロナウイルス感染症

の影響により減少したことから、農山漁村の魅力の積極的な発信や受入環境の整備等により、

交流人口の回復・拡大に取り組んでいく必要があります。 
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・ 本県における在留外国人数は、東日本大震災津波の影響はありましたが、増加を続け、令和元

年には8,170人となり、過去 高を記録しました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大による

入国制限等を受け、一時的に減少しましたが、中長期的には再び増加すると見込まれます。 

・ 東日本大震災津波の発災を契機として、多くの外国人が岩手を訪れて県民との交流を深め、

また、本県から多くの若者が海外に招かれるなど、県民が世界とつながる機会が増加していま

す。 

・ ＩＬＣの実現を見据えた取組の推進や、ハロウインターナショナルスクール安比ジャパンの

開校など、本県の国際化が大きく進展しようとしています。 

・ こうしたことから、外国人にとっても暮らしやすく、居住先として選ばれるような環境づく

りのため、市町村、国際交流協会等の関係機関と連携して、外国人県民等の言葉の壁や生活上の

不便の解消、互いの文化や習慣などの多様性の理解促進に向けた取組を進めていく必要があり

ます。 

・ 地域の将来を担う若者が、海外に関心を向け、グローバルな視点で将来を考える機会を拡大

するとともに、岩手に縁を持った多種多様な地域や人材とのネットワークを強化・活用する必

要があります。 

 

 

〔主な取組内容〕 

１ 観光振興による交流人口の拡大 

 

(1) 外国人観光客の誘客拡大 

・ 東北各県と連携して、世界の各市場に対応したプロモーションを展開することにより、外

国人観光客の東北全体への誘客を促進し、本県への入込み、宿泊者数の増加につなげます。 

・ ニューヨーク・タイムズ紙の掲載を好機として、海外の旅行会社や外国人旅行者向けのプ

ロモーション、宿泊施設等における外国人観光客の受入態勢の充実などの取組を強化し、海

外からの誘客拡大を図ります。 

・ コロナ禍で来県者数が大きく落ち込んでいる外国人観光客の早期回復に向け、台湾などの

重点回復市場に対する集中的なプロモーションの強化を図ります。 

・ データに基づくマーケティング分析を生かし、新たな市場の開拓や高付加価値旅行者の誘

客促進等や、受入態勢整備を促進し、外国人観光客の誘客拡大に取り組みます。 

・ いわて花巻空港に国際定期便・チャーター便を就航している航空会社や、同空港を利用し

た旅行商品を造成・販売する旅行会社と連携したプロモーションを展開することにより、本

県への誘客の拡大と、国際定期便等の利用促進を一体的に進めます。 

・ 多言語対応や多様な食習慣への対応等の受入環境整備を支援することにより、積極的に外

国人観光客を受け入れる宿泊、飲食、小売業などの観光事業者の拡大や対応力の底上げを図

ります。 

ＤＸ 
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・ 外国人個人旅行者（ＦＩＴ）の誘客を図るため、情報取得手段として活用が広がるＳＮＳ

を含め、ＩＣＴを活用した情報発信セミナーを実施するなど観光事業者自らが行う情報発信

の基盤強化を支援します。 

・ 外国からのクルーズ船で来県する外国人向けの県内を周遊する旅行商品造成を促進します。 

・ 世界中の旅行者に質の高い本県の観光サービスに関する情報を提供し、安心で快適な旅行

を楽しんでもらえるよう（公財）岩手県観光協会と連携して、宿泊施設のサクラクオリティ

認証取得を促進します。 

(2) 県内港湾やいわて花巻空港の利活用の促進 

・ 港湾を活用した産業振興を促進するため、港湾所在市、内陸市町及び協定先の港湾と連携

し、温室効果ガス排出削減など社会的要請を踏まえた荷主企業等へのポートセールスを展開

します。 

・ 国内線の早期需要回復に向け、航空会社等と連携し、国内旅行商品の造成支援をはじめ、

新聞・テレビ・ＷＥＢなど、様々なメディアを活用した広告のほか、各地でのイベントを通

じた路線プロモーションなど、利用促進策の強化に取り組みます。 

・ 国内線の新たな需要の掘り起こしに向け、三陸鉄道などと連動した県内周遊商品による誘

客促進や、企業・団体等によるビジネス利用の促進に取り組みます。 

・ 国内線の更なる利便性向上に向け、空港利用者のニーズを踏まえながら、路線、便数の維

持・拡充やダイヤ改善等を航空会社に継続的に働きかけていきます。 

・ 国際線の安定的な運航の維持、更には、新規路線誘致を含めた運航拡大に向けて、就航先

及び東アジアを中心とした地域の航空会社や旅行会社へ、積極的なエアポートセールスを展

開します。 

・ 国際線の需要の回復及び拡大に向け、官民一体となったプロモーションなどインバウンド

の利用促進に取り組むとともに、いわて花巻空港の利便性などをＰＲし、アウトバウンド利

用拡大に取り組みます。 

(3) 魅力的な観光地域づくりの推進 

・ データに基づくマーケティング分析を生かし、旅行者ニーズを始めとした観光を取り巻く

状況の変化を的確に把握することで、個々の趣味趣向にタイムリーにリーチするＳＮＳ等を

活用した情報発信を展開するなど、ターゲット市場に向けた戦略的かつ効果的なプロモーシ

ョンを展開します。 

・ 二次交通や体験施設、新たな観光コンテンツなどの観光情報について、（公財）岩手県観光

協会と連携して一元的に広く発信できるポータルサイトを整備します。 

・ 市町村、観光事業者、関係団体等と連携した観光キャンペーンなどによる誘客活動や情報

発信に取り組みます。 

・ 宿泊、飲食、小売業などの観光事業者において、消費性向の高い客層に対する付加価値の

高いサービスを提供するために必要な受入環境の整備を促進します。 

・ 関連産業との連携のもと、食、文化、スポーツ、医療など、観光客の多様なニーズに対応

した旅行商品造成を促進します。 
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・ 地域産業の工房や工場、農林水産業の仕事体験や本県の豊かな自然を生かしたスポーツア

クティビティ等のコンテンツを磨き上げ、それらを組み合わせたアドベンチャーツーリズム

などの地域住民と旅行者の交流が生まれる体験型観光を推進します。 

・ 日本酒、ワイン、ビール、三陸の海の幸、山の幸など本県の有する豊かな食を活用した観

光コンテンツの磨き上げや新たな市場の開拓により、観光消費と販路の拡大につなげます。 

・ 若者や外国人に人気となっている漫画やアニメの舞台やモデルになった地域や場所を訪れ

る聖地巡礼などの観光ルートの開発を推進します。 

・ 地域資源を活用した早朝やナイト観光のコンテンツを開発・充実させ、宿泊を伴う観光を

促進します。 

・ 地域全体が連携して宿泊施設や観光施設の感染症対策を徹底し、安全・安心な観光地域づ

くりを推進するとともに、旅行者に安全・安心に関する情報を提供します。 

・ 国立公園などの自然、温泉、公共交通などの交通ネットワーク、商工業施設、農林水産業

施設、歴史的建造物、スポーツ・レジャー施設、郷土食や民俗芸能などの文化、郷土史など

の知識や伝統技術などを有する人材等の地域資源について、維持・保存するとともに、住民

生活や地域産業との調和を図り、観光資源として活用しながら、サステナブルツーリズムを

促進します。 

・ 障がいのある人もない人も誰でも楽しむことのできる観光を推進するために観光施設や宿

泊施設等のユニバーサルデザイン対応を促進します。 

・ 高田松原津波復興祈念公園、東日本大震災津波伝承館、震災遺構、被災体験の語り部、三

陸復興国立公園、みちのく潮風トレイル、三陸ジオパーク、三陸鉄道など、沿岸地域のコン

テンツをデータに基づくマーケティング分析を生かして効果的に情報発信するとともに、こ

れらを活用した復興ツーリズムの促進を図ります。 

・ 震災学習を中心とした教育旅行等の誘致活動の展開により、東日本大震災津波と震災から

の復興の記憶と教訓を広く後世につなげます。 

・ 三陸ＤＭＯセンターを中心に市町村や関連事業者など地域の多様な主体が参画し、観光資

源の維持・保存や観光客のマナー啓発など、地域住民の生活環境との調和を図る持続可能な

観光地域づくりを促進します。 

・ ＩＬＣを活用したサイエンスツーリズムやエコツーリズムに取り組みます。 

(4) 周遊・滞在型観光の推進 

・ ニューヨーク・タイムズ紙に掲載された効果を県全域に波及させるため、市町村や観光関

連団体等と連携して首都圏等での情報発信の強化や観光キャンペーンを展開するとともに、

本県が持つ多様な観光の魅力を来県者に提供し、広域周遊を促進します。 

・ 北いわてＭａａＳや東北ＭａａＳなどＩＣＴの活用と鉄道、バス、タクシー、レンタカー

などの二次交通ネットワークの充実を図り、より広く周遊できる受入体制整備を促進します。 

・ ３つの世界遺産や２つの国立公園など､「岩手ならでは」のコンテンツに高品質な「食」、

「宿」などを組み合わせた高付加価値型の旅行商品造成を促進します。 

・ いわて花巻空港への空路を活用した、県内全域を広く周遊し、長く滞在する旅行商品造成

ＤＸ 
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を促進します。 

・ 平日、冬期間などの閑散期における観光需要の喚起に向け、ワーケーションやブレジャー

等の仕事と休暇を組み合わせた滞在型旅行商品の開発を進めます。 

・ 閑散期の需要創出による観光需要の平準化を図り、観光地における混雑等を抑制し、感染

拡大防止と観光振興の両立を進めます。 

・ 御所野遺跡をはじめ、工芸品、食文化、スノーコンテンツ、高原牧場、温泉等の北いわて

の魅力を生かし、北東北各県と連携してプロモーションを展開し、北いわてへの誘客拡大を

図ります。 

・ 教育旅行で来県した学校の旅行先として定着するよう、震災学習を通じた防災教育や地元

漁師との海や食の体験など、ＳＤＧｓをテーマとした三陸地域ならではの体験プログラムの

商品造成支援や情報発信、バス運行支援等を実施して誘客拡大を推進します。 

・ 復興道路の全線開通により利便性が向上した新たな交通ネットワークを活用し、道の駅や

オートキャンプ場、体験等の新たな観光コンテンツや三陸の食、自然などの観光資源の魅力

を実感できる旅行商品の造成を促進します。 

 (5) 観光ＤＸによる観光推進体制の強化 

・ 観光マーケティングデータを一元化するプラットフォーム（いわて観光ＤＭＰ）の構築を

進め、データを活用した観光客の動態等の分析を実施して観光需要を的確に把握します。 

・ 客観的なデータに基づき県内の各地域やＤＭＯの支援を行うため、（公財）岩手県観光協会

に観光地域づくりの専門人材による「観光地域づくり支援チーム」を設置し、観光地域づく

りに関する専門性を高める等、地域支援機能を強化します。 

・ マーケティング機能を地域に内在化し、観光を取り巻く環境の変化に対応した地域づくり

を推進するため、マーケティング実践塾を開催するなどマーケティング人材の育成を支援し

ます。 

・ 観光ＤＸの推進により、観光サービスの変革や新たな観光需要を創出する地域ＤＭＯの設

立や活動を支援するなど、稼ぐ観光地をつくる体制強化を図ります。 

・ 観光に関わる事業者や各産業界と県、市町村が相互に連携した観光推進組織の活動を推進

し、各地域の観光地域づくりの取組を生かしたオール岩手による宣伝・誘客体制を強化しま

す。 

・ 地域の観光産業を持続的に発展させていくため、大学をはじめ学術研究機関と連携するな

ど、魅力的な観光地域づくりにつなげていく観光産業をけん引する人材の育成を支援します。 

・ 宿泊・観光施設等におけるお客様の視点に立ったサービス向上を図るため、ホスピタリテ

ィ（おもてなしの心、接客スキルなど）を身に付けた人材の育成を支援します。 

・ マーケティング分析結果を地域に展開し、戦略的な販売支援を通じて経営力の強化や生産

性の向上を図ります。 

 

ＤＸ 
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＜多様な主体に期待される取組＞ 

（ＤＭＯ） 

・マーケティング人材の育成 

・マーケティング結果を生かした商品開発、受

入態勢整備、情報発信 

・稼ぐ観光地をつくる体制強化を図り、観光で

稼ぎ、観光で潤う地域づくり 

・地域と連携した観光地域づくりの推進 

・地域資源を生かした魅力ある観光コンテンツ

づくり 

・体験型コンテンツの開発、磨き上げ 

・ワーケーションやブレジャー等の滞在型コン

テンツの開発 

・ＩＣＴを活用した周遊促進 

・地域の民間事業者・団体との連携の仕組みづ

くり 

・関連産業と連携した商品開発 

・地域住民の生活環境との調和を図った観光地

づくりの推進 

・ＳＤＧｓの要素を取り入れた体験プログラム

の商品造成や情報発信 

・国内外からの誘客に向けた情報発信 

（企業等） 

・マーケティング人材の育成 

・マーケティング結果を生かした商品開発、受

入態勢整備、情報発信 

・稼ぐ観光地をつくる体制強化を図り、観光で

稼ぎ、観光で潤う地域づくり 

・観光地へのアクセス向上のための二次交通の

整備 

・マーケティング結果を生かした戦略的な商品

販売 

・旅行者が快適に過ごすための受入態勢の整備 

（市町村） 

・マーケティング人材の育成 

・登録ＤＭＯ整備の設立・活動支援 

・稼ぐ観光地をつくる体制強化を図り、

観光で稼ぎ、観光で潤う地域づくり 

・地域と連携した観光地域づくりの推進 

・地域内の二次交通の整備促進 

・地域ぐるみでの「おもてなし」の推進 

・地域資源を生かした魅力ある観光コン

テンツづくり 

・地域の民間事業者・団体との連携の仕

組みづくり 

・国内外からの誘客に向けた情報発信 

・地域住民の生活環境との調和を図った

観光地づくりの推進 

・自然、温泉、歴史的建造物、民俗芸能

等の観光資源の維持・保存 

・震災からの復興の記憶と教訓の伝承 

・いわて花巻空港の積極的な利用 

（教育機関等） 

・観光関連産業を担う人材の育成 

・教育旅行や企業研修旅行における県内

観光施設の利用 

・いわて花巻空港の積極的な利用 

・留学生など在留外国人を活用した情報

発信 

・伝統文化の発信によるコンテンツの提

供 

・スポーツツーリズムにかかる連携強化 

・震災からの復興の記憶と教訓の伝承 

【ＫＰＩ】 

■外国人宿泊者数（延べ人数・全施設）：46.6 万人泊〔Ｒ４年実績値 2.6 万人泊〕 

■いわて花巻空港の航空旅客数：552 千人〔Ｒ４年実績値 381 千人〕 

■観光消費額単価（日本人・県外・宿泊）：31.4 千円〔Ｒ４年実績値 33.9 千円〕 

■宿泊者数（延べ人数・全施設）：719.8 万人泊〔Ｒ４年実績値 503.9 万人泊〕 

■本県への再来訪意向を持つ人の割合：85.0％〔Ｒ４年実績値 87.2％〕 
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・体験型コンテンツの開発、磨き上げ 

・分野を超えた、観光ビジネスへの積極的な参

画 

・地域資源を生かした魅力ある観光コンテンツ

づくり 

・広域連携による周遊ルートの構築と広域周遊

の促進 

・ワーケーションやブレジャー等の滞在型コン

テンツの開発 

・質の高い旅行商品の造成 

・ＩＣＴを活用した周遊促進 

・世界中の旅行者に質の高い旅行を提供する宿

泊施設のサクラクオリティ認証取得 

・感染症対策を徹底し、安心・安全な観光地づ

くり 

・地域の観光産業を持続的に発展させるための

観光関連産業を担う人材の育成 

・震災学習コンテンツの磨き上げ 

・ＳＤＧｓの要素を取り入れた体験プログラム

の商品造成や情報発信 

・国内外からの誘客に向けた情報発信 

・旅行者に満足してもらうための「おもてなし」

の実践 

・事業者間の連携による新たな魅力の創出 

・多言語や多様な食習慣への対応、キャッシュ

レス決済の導入等による受入環境整備 

・いわて花巻空港の積極的な利用 

 

 

２ 文化芸術・スポーツを生かした地域づくり 

 

(1) 文化芸術を生かした人的・経済的な交流の推進 

・ 文化芸術を生かした交流を推進するため、「岩手芸術祭」への参加者や鑑賞者の拡大に向け

た取組を行うとともに、芸術体験の機会の提供や地域の文化催事との連携を推進し、県民が

身近に交流できる機会を提供します。 

・ 文化芸術を生かした交流人口の拡大を図るため、復興支援の取組を通じて深まった著名な

芸術家との交流やつながりを生かした取組を展開するとともに、国内外の芸術家等が滞在し

て創作活動を行うアーティスト・イン・レジデンス185など、国内外との交流に向けた取組を

                                                  
185 アーティスト・イン・レジデンス：各種の芸術制作を行う芸術家等が、一定期間ある土地に滞在しながら作品の創作活動を行う取

組。 

自然減・社会減 



 

190 

 

推進します。 

・ 県民会館など県立文化施設における利便性の向上や安全の確保を図るため、計画的に文化

芸術活動の拠点としての施設の整備や機能の拡充を進めます。 

・ 文化芸術を生かした国内外との交流を推進するとともに、「いわての文化情報大事典」ホー

ムページ等を活用した情報発信に取り組みます。 

・ 文化芸術プログラムの創出・実施、地域の文化芸術を担い支える人材育成の取組、県内各

地の特色を生かした文化芸術活動の支援等を推進するため、官民一体による推進体制「岩手

版アーツカウンシル」の構築を進めます。 

(2) スポーツを生かした人的・経済的な交流の推進 

・ スポーツによる交流人口の拡大を図るため、ラグビーワールドカップ 2019 釜石開催や東

京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会、クライミングワールドカップいわて盛岡

2022 等のレガシーを継承し、いわてスポーツコミッションを中心に様々なスポーツ大会・合

宿等の誘致に取り組みます。 

・ 県内トップ・プロスポーツチームと県民との一体感の醸成による地域活性化を図るため、

各チームと連携し、スポーツ教室の実施などに取り組みます。 

・ スポーツツーリズムを拡充するため、本県の豊かな自然や地域の特徴を生かしたスポーツ

アクティビティの普及に取り組みます。 

・ スポーツによる交流人口の拡大、市町村と連携した特色あるスポーツ拠点づくり、スポー

ツビジネス等の展開に向け、官民一体による推進体制「いわてスポーツプラットフォーム」

による取組を進めます。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民） 

・文化芸術・スポーツイベントへの参加 

（企業・産業支援機関・県内トッププロス

ポーツチーム等） 

・文化イベント開催への支援 

・試合の観戦招待、スポーツ教室等の開催 

・スポーツビジネスの研究・開発 

（文化芸術活動団体） 

・文化芸術イベントの開催、支援、情報発

（市町村） 

・文化芸術イベント開催への支援、情報提

供 

・文化芸術を生かした地域づくりの取組 

・スポーツ大会等の誘致・開催・場の提供 

・スポーツツーリズムの推進 

・スポーツ環境の提供 

【ＫＰＩ】 

■県立文化施設（県民会館、県立博物館、県立美術館）利用者数 

：462,500 人〔Ｒ４年実績値 390,068 人〕 

■県主催文化芸術公演のオンライン視聴回数：4,550 回〔Ｒ４年実績値 3,749 人〕 

■スポーツ大会・合宿・イベントの参加者数〔累計〕 

：896,000 人〔Ｒ４年実績値 446,171 人〕 

自然減・社会減 
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信 

（スポーツ関係団体） 

・スポーツ大会等の開催 

（教育機関等）  

・文化芸術・スポーツイベントの開催、支

援、情報発信 

 

 

３ 世界遺産の保存と活用の推進 

 

(1) 世界遺産の適切な保存管理と拡張登録の推進 

・ 本県が有する世界遺産を、人類共通の財産として将来の世代へ継承していくため、県民の

保存管理への理解を深める取組を実施するとともに、他の世界遺産を有する自治体等と情報

を共有しながら、適切な保存管理に取り組みます。 

・ 全ての人々にとって魅力ある世界遺産となるよう、住民生活と調和した遺産の保存管理を

進めます。 

・ 「平泉の文化遺産」について、柳之御所遺跡の調査研究の推進や、関連遺跡の調査等の支

援など、世界遺産への拡張登録に向けた取組を進めるとともに、世界遺産の構成資産及び関

連資産から成る「ひらいずみ遺産」の一体的な保存管理、調査研究に取り組みます。 

(2) 世界遺産の価値の普及と魅力の発信 

・ 世界遺産等に対する興味・関心を高め持続させていくため、児童生徒への教育活動や県民

に向けた講演会の開催など、価値の普及に取り組みます。 

・ 「ひらいずみ遺産」の価値を相互に高め、広く世界中に伝えるため、その活用及び魅力の

発信に取り組みます。特に、平泉世界遺産ガイダンスセンターを拠点とした、遺産の魅力の

発信などに取り組みます。 

(3) ３つの世界遺産の連携・交流の推進 

・ 本県が有する３つの世界遺産及び関連資産を地域振興につなげるため、相互に連携・交流

を行いながら、一体的な取組を推進し、県内外に向けた魅力向上・来訪促進・周遊促進を図

ります。 

・ 平泉世界遺産ガイダンスセンターを拠点とし、世界遺産や関連史跡、関連施設との連携を

深めながら、文化資源の活用による文化観光の取組を推進します。 

 

【ＫＰＩ】 

■「世界遺産出前授業」の実施学校数〔累計〕：137 校〔Ｒ４年度実績値 36 校〕 

■世界遺産ガイダンス施設等入館者数：107 千人〔Ｒ４年度実績値 104 千人〕 

■３つの世界遺産に係る連携・交流活動参加人数〔累計〕 

：240 人〔Ｒ４年度実績値 94 人〕 

自然減・社会減 

自然減・社会減 
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＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民・地域住民） 

・世界遺産の価値の共有と保存管理への理

解 

・世界遺産の保存管理と活用への参画（企

業・ＮＰＯ等） 

・世界遺産の保存・活用・発信に係る協働 

（教育機関等） 

・世界遺産の価値の普及と未来への継承 

・世界遺産に関する研究の実施 

（市町村） 

・世界遺産の適切な保存管理 

・世界遺産の活用と住民参画活動の実施 

・世界遺産を活用した地域振興 

 

 

４ 豊かな歴史や民俗芸能などの伝統文化が受け継がれる環境づくりと交流の促進 

 

(1) 民俗芸能の公演発表などによる、伝統文化への理解促進と情報発信 

・ 県民の伝統文化への理解促進を図るため、「岩手県民俗芸能フェスティバル」を開催し、本

県が誇る民俗芸能の鑑賞の機会と発表の場を確保します。 

・ 民俗芸能団体の活性化を図るため、「北海道・東北ブロック民俗芸能大会」などの公演の機

会を提供するとともに、地域内外からの担い手の確保につながるよう、本県の民俗芸能の魅

力や価値を県内外へ発信します。 

・ 「早池峰神楽」や「永井の大念仏剣舞」、「鬼剣舞」をはじめとする本県の多彩な民俗芸能

の保存・継承及び後継者の育成を促進するため、市町村や関係団体と連携し、民俗芸能団体

への支援を行います。 

・ 将来の民俗芸能の担い手を育成するため、児童生徒の部活動などを通じた取組を推進する

とともに、地域等と連携して指導環境の充実に努めます。 

(2) 伝統文化、文化財などを活用した交流の推進 

・ 民俗芸能など伝統文化を生かした交流人口の拡大を図るため、市町村や民俗芸能団体等と

連携し、訪日外国人等向けに本県が誇る民俗芸能の魅力を発信するなど、観光分野をはじめ

とした幅広い分野への活用を進めます。 

・ 地域における「食の匠」の活動や、学校・地域住民等を対象とした食文化伝承会の開催な

どの取組を促進します。 

・ 本県出身の偉人や様々な文化財など、本県の歴史についての理解促進を図るため、「いわて

の文化情報大事典」ホームページ等により、広く情報を発信します。 

・ 地域ごとに文化財を継承していくため、文化財保護法の改正及び文化財の保存と活用に関

する岩手県文化財保存活用大綱策定を踏まえ、市町村の文化財保存活用地域計画の策定に向

けて情報提供や助言を行うとともに、現地調査等による文化財保護の取組を推進します。 

・ 地域に残されている貴重な建造物や美術工芸品等の有形文化財の保護とともに、民俗芸能

自然減・社会減 
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等の地域に伝わる無形文化財の保護・伝承を行うため、歴史的価値などの調査を進めながら、

指定文化財の適切な保存管理がなされるよう、所有者に対する指導・助言、修理等の支援に

取り組みます。 

・ 文化財を生かした地域活性化を図るため、日本遺産、歴史的建造物や史跡公園などの文化

財をユニークベニューや観光コンテンツとして活用するとともに、活用事例をホームページ

等で国内外に広く発信します。 

 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民） 

・本県の歴史の理解 

・伝統文化継承活動への参画 

（企業等） 

・伝統文化継承活動への支援 

・伝統文化継承活動への参加に向けた環境

の整備 

・開発行為における文化財保護法に基づく

文化財保護 

（伝統文化活動団体） 

・伝統文化継承活動の取組実施、支援、情

報発信 

（文化施設） 

・鑑賞機会の提供 

・活動場所・成果発表機会の提供 

（教育機関等） 

・伝統文化継承活動の取組実施、支援、情

報発信 

・博物館等の社会教育施設の積極的な活

用 

（市町村・市町村教育委員会） 

・伝統文化継承活動の取組の推進、支援 

・改正文化財保護法に基づく、主体的な文

化財保存活用地域計画の策定 

・文化財の調査・指定、保護・保存管理の

指導、公開・活用 

・文化財等を活用した地域づくりの推進 

 

 

５ 自然公園等を生かした交流の促進 

 

(1) 自然とのふれあいの促進 

・ 自然公園等の利用促進を図るため、地域主体の取組を促す仕組み作りや自然の魅力などの

情報発信に取り組みます。 

【ＫＰＩ】 

■「岩手県民俗芸能フェスティバル」鑑賞者数〔累計〕 

：14,820 人〔Ｒ４年実績値 2,076 人〕 

■観光客数（歴史･文化に関係する観光地点での入込客数） 

：3,375 千人〔Ｒ４年実績値 2,266 千人〕 
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・ 三陸復興国立公園については、みちのく潮風トレイルや三陸ジオパークなどの取組と連携

し、イベント情報の発信に取り組みます。 

・ 自然公園の登山道などにおいて、県民が参画するグリーンボランティア等と協働して自然

環境保全やマナー啓発に取り組みます。 

・ 利用者の利便性向上のため、自然災害や老朽化により損壊した自然公園等施設の計画的な

再整備に取り組みます。 

(2) 三陸ジオパークに関する取組の推進 

・ 地域や広域ブロックによる地質遺産等に対する環境保全活動が行われるよう、三陸ジオパ

ーク推進協議会や民間事業者等と連携し、講習会・学習会等を推進します。 
・ 地質遺産等や環境保全に関する知識を有する人材を育成するため、三陸ジオパーク推進協

議会や教育機関などの関係機関等と連携して、ガイド講習会やジオパークを活用した教育等

を推進します。 
・ 国内外との交流人口の拡大を図るため、分かりやすいジオストーリーの発信や多言語化さ

れた案内板・パンフレット等の整備、交流イベントの開催等を推進します。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民） 

・自然とのふれあい施設を利用した活動や

環境保全活動への参加 

・自然公園等利用時におけるマナー遵守 

・事業者との環境コミュニケーションへの

参画 

（企業等） 

・住民等との環境コミュニケーションの

取組の実施 

（市町村） 

・自然とのふれあい施設を利用した活動

やイベントの実施 

 

 

６ 農山漁村の振興 

 

 魅力あふれる農山漁村づくりの推進 

・ 地域の立地条件等を生かして生産された、特長ある農林水産物を活用した特産品等の開発、

販路の開拓・拡大など農山漁村ビジネスの取組を促進します。 

・ 農山漁村に受け継がれてきた食文化について、「食の匠」による地域住民等への継承・伝承活

動を促進します。 

・ 体験型教育旅行等による交流人口の回復・拡大に向け、地域の交流活動をコーディネートす

る組織による受入農林漁家の掘り起こしや、広域連携等による受入体制強化の取組を促進しま

す。 

【ＫＰＩ】 

■自然公園の利用者数：493 千人〔Ｒ４年実績値 486 千人〕 

■主要ジオサイトの観光入込客数：1,220 千人〔Ｒ４年実績値 1,219 千人〕 
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・ ワーケーションや企業の社員研修、外国人観光客等の多様な旅行ニーズに対応できる人材の

育成や観光分野と連携した情報発信を推進します。 

・ ハイキングやキャンプ等の健康・余暇活動を通じた森林の持つ保健・レクリエーション機能

の活用を促進します。 

・ 水産物の直売所や漁業体験活動、マリンレジャーなど、地域の水産物や漁港施設を活用して

漁村の活性化を図る海業 の取組を促進します。 

・ 農道や林道、集落排水施設等の整備による快適な生活環境づくりを促進します。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（生産者を含めた地域住民・団体・Ｎ

ＰＯ等） 

・体験プログラム開発、受入れ技術の

向上 

・グリーン・ツーリズムや移住・定住に

関する情報発信 

（市町村） 

・グリーン・ツーリズム等の施策の企画 

・地域の交流活動をコーディネートする組織

の支援 

・グリーン・ツーリズムや移住・定住に関する

情報発信 

 

 

７ 多文化共生の地域づくり 

 

(1) 外国人県民等が暮らしやすい環境づくり 

・ 国際交流センターの外国人県民等の支援拠点としての更なる機能強化に向け、外国人相談

体制や情報提供体制等の充実を図ります。 

・ 地域における国際化や多文化共生を更に進めるため、市町村や国際交流協会等を対象とす

る研修や、地域づくり関係者を巻き込んだワークショップ等を実施します。 

・ 県民が互いの文化や習慣への理解を深めるため、国際交流員による外国文化の紹介や、在

住外国人との交流会を実施します。 

・ 外国人県民等の言葉の壁を解消するため、日本語の習得支援を行うほか、多言語により外

国人県民等の生活を支える人材の育成を支援します。 

・ ＩＬＣに関連する外国人研究者・家族と地域住民が共生する多文化コミュニティの形成に

向けた取組を推進します。 

(2) 国際交流と地域づくり 

・ 世界各国・地域の海外県人会が活性化し、本県とのつながりが一層深まるよう、その活動

の充実を図ります。 

・ 岩手と海外の次代を担う若者が、お互いの多様な文化への理解を深めるため、相互派遣交

【ＫＰＩ】 

■グリーン・ツーリズム交流人口：1,220 千人回〔Ｒ４年実績値 1,143 千人回〕 
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流の機会を提供します。 

・ 情報発信を強化するため、海外で活躍する本県ゆかりの方々をいわて親善大使186として委

嘱するとともに、大使の活動等を通じて、海外とのネットワークの強化を図ります。 

・ ハロウインターナショナルスクール安比ジャパンの開校を契機として締結した地域振興に

関する連携協定を踏まえ、地域との交流・連携や国際化、多文化共生等を推進します。 

 

＜多様な主体に期待される取組＞ 

（県民） 

・交流機会や啓発機会への参加 

・外国人県民等への協力 

（外国人県民等） 

・地域行事や日本語学習機会への参加 

（企業等） 

・外国人従業員等への生活支援、日本

語学習への配慮 

・地域活動、交流機会等への参加奨励 

・外国人県民等の雇用機会の創出 

（教育機関） 

・外国人児童・生徒及び保護者への情

報提供 

・国際・多文化共生の視点を取り入れ

た学習等の実施 

 

（市町村、市町村国際交流協会、国際理解関係

団体）  

・外国人等への生活支援、相談窓口の設置、相

談対応 

・多言語による生活情報等の提供 

・国際理解事業の実施、交流機会の拡大、行事

への参加奨励 

・日本語教室の開催  

・ボランティア情報の収集・登録 

・草の根交流、姉妹都市交流の推進 

・地域における外国人県民等のネットワーク

づくり支援 

（県国際交流協会） 

・外国人等の相談の実施、生活支援 

・多言語による情報提供・普及啓発・活用支援 

・多文化共生理解の普及・啓発 

・交流機会の提供と住民の参加奨励 

・日本語教室の開設等の支援 

・外国人児童・生徒への日本語指導の支援 

・ボランティアの育成や体制整備の支援 

・海外との交流に意欲的な県民のネットワー

クづくり 

・留学生への支援 

 

  

                                                  
186 いわて親善大使：岩手県のＰＲなど岩手と世界の交流の懸け橋として友好交流を推進することを目的として、県が、本県が受け入

れた留学生等や本県出身のＪＩＣＡ海外協力隊など本県ゆかりの方を大使に委嘱するもの。 

【ＫＰＩ】 

■国際交流センター来館者：120,600 人〔Ｒ４年実績値 101,583 人〕 

■岩手県国際交流協会ホームページアクセス件数：238,000 件〔Ｒ４年実績値 234,203 件〕 

■いわて親善大使活動件数：37 件〔Ｒ４年実績値 26 件〕 
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Ⅴ ふるさと振興を進める分野横断の戦略の展開 

（本章の構成） 

１ 国際研究・交流拠点地域形成戦略 .......................................... 198 

２ 北上川流域産業・生活高度化戦略 .......................................... 200 

３ 新しい三陸創造戦略 ...................................................... 202 

４ 北いわて産業・社会革新戦略 .............................................. 204 

 

 

  岩手は今、ＩＬＣ計画の実現に向けた取組や、北上川流域を中心とした自動車・半導体関連産

業の集積、東日本大震災津波からの復興の取組よって大きく進展したまちづくりや交通ネットワ

ーク、北いわてにおける豊かな地域資源や新幹線等の高速交通網の進展など、それぞれの地域の

強み、特徴を生かした産業振興や地域振興の大きなチャンスが広がっています。 

  ４本の柱に基づく戦略に加え、これらのチャンスを生かした４つの分野横断の戦略を総合的に

展開し、ふるさと振興を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ポイント＞ 

 

○ ＩＬＣの実現を見据え、国際研究・交流拠点の環境整備や人材育成、コミュニティの形成

等に取り組みます。 

 

○ 北上川流域を中心とした自動車・半導体関連産業の集積を生かした産業振興や生活環境の

充実に取り組みます。 

 

○ 震災の教訓や復興の姿の発信、復興の取組により大きく進展したまちづくりや交通ネット

ワークを生かした地域産業の振興、三陸の地域資源を生かした交流の促進等に取り組みます。 

 

○ 北いわての持続的な発展に向けて、北いわての豊かな地域資源や新幹線などの高速交通網

の進展を生かした地域産業の振興や、豊富な再生可能エネルギー資源の利用促進など地域の

ポテンシャルを生かした地域振興等に取り組みます。 

Ⅴ ふるさと振興を進める分野横断の戦略の展開 
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１ 国際研究・交流拠点地域形成戦略 

 

 

 

 

 

 

 

〔現状と課題〕 

・ 平成 25 年（８月に、ＩＬＣ立地評価会議187がＩＬＣの国内建設候補地を北上山地に決定する

とともに、平成 29 年 11 月には、ＩＬＣ初期計画を 20 ㎞からスタートする計画が国際的な研究

者組織であるＩＣＦＡ（国際将来加速器委員会）188で承認されるなどＩＬＣ実現への機運が高ま

っています。 

・ ＩＬＣの実現により、 先端の技術や高度な人材の集積が見込まれるほか、世界中から数千人

の研究者とその家族が東北に居住し、国際的な研究都市が形成されることが見込まれています。 

・ ＩＬＣの実現に向けた、国等への働きかけや研究者の取組支援、国民的な機運の醸成の取組の

推進とともに、こうしたＩＬＣを核とした国際研究拠点の形成を見据え、関連インフラの整備や

外国人研究者・家族の生活環境整備、イノベーション創出等に向けた取組の推進が求められます。 

 

〔主な取組内容〕 

 

(1) 国際研究拠点の形成支援と研究開発を目指す人材の育成 

・ 世界から優れた人材が集うＩＬＣ国際研究所を核として、自然や文化を生かした環境整備

に取り組み、国際研究拠点の形成を支援します。 

・ ＩＬＣでの研究開発を目指す人材を育成します。 

(2) イノベーションの創出 

・ ＩＬＣに関連する技術や研究成果の産業化を支援するイノベーション拠点の形成に取り組

みます。 

・ 新たなサービスや製品の開発につながる加速器関連産業の集積地域の形成に取り組みます。 

(3) グリーンＩＬＣ189（環境、エネルギー）によるエコ社会の実践 

・ ＩＬＣ関連の研究施設や住居等への県産木材利用などによる地域の持続可能性の向上に向

けた取組を推進します。 

・ ＩＬＣ国際研究所や居住エリア、各種産業への排熱や冷水等のエネルギーの利活用を推進

                                                  
187 ＩＬＣ立地評価会議：日本のＩＬＣの推進について、高エネルギー物理研究コミュニティ全体で議論・検討を行うため、研究者８

名の委員からなる組織。 
188 ＩＣＦＡ（国際将来加速器委員会）：将来の加速器計画を審議する国際的な研究者組織。 
189 グリーンＩＬＣ：再生可能エネルギーに由来する電力を可能な限り利用し、施設からの排熱回収や、関連施設の木造化等により、

ＩＬＣを通じた持続可能なエコ社会を目指す考え方。 

１ 国際研究・交流拠点地域形成戦略 

≪取組の方向≫ 

・ ＩＬＣの実現により、世界トップレベルの頭脳や最先端の技術、高度な人材の集積に向け、

イノベーションを創出する環境の整備などを進め、多文化共生の国際研究・交流拠点の形成を

目指します。 
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します。 

(4) 国際性豊かで便利な暮らしやすいコミュニティの形成 

・ ＩｏＴやＡＩなどを活用した医療や教育など、各種住民サービスの提供による外国人研究

者・家族及び地域住民が暮らしやすい社会の実現に向けた取組を推進します。 

・ 外国人研究者・家族と地域住民が共生する多文化コミュニティの形成を推進します。 

(5) ＩＬＣを活用した交流人口の拡大、科学技術教育水準の向上 

・ 観光資源としてＩＬＣを活用したサイエンスツーリズムやエコツーリズムに取り組みます。 

・ 先端科学技術を学ぶサイエンス・コミュニケーション活動を通じた、地域の科学技術に関

する教育水準の向上に向けた取組を推進します。 
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２ 北上川流域産業・生活高度化戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔現状と課題〕 

・ 北上川流域では、県央広域振興圏の都市機能や学術機関・ＩＴ産業等の集積、県南広域振興圏

のものづくり産業の集積、両振興圏に共通する農業生産基盤や文化・スポーツ施設、豊富な観光

資源など、産業集積と生活環境、豊かな自然が調和しています。 

・ 自動車や半導体関連産業を中心とした産業集積により、本地域では、今後も雇用の増加が見込

まれています。これにより、生活関連サービスや教育、観光、スポーツ、文化芸術など「人」に

関わる様々な需要の高まりも見込まれます。 

・ 本地域では、製造現場におけるＩｏＴやＡＩの活用のほか、農林水産業や建設業においても第

４次産業革命技術の導入が図られつつあるものの、働きやすさや暮らしやすさを実現するために

は、産業分野や生活分野への更なる導入促進が必要です。 

・ 中小企業や小規模事業者、農林業従事者、地方自治体等における第４次産業革命技術の導入促

進を担う人材の確保・育成が必要です。 

 

〔主な取組内容〕 

 

(1) 広域的な連携の促進等によるＩＴ産業や学術機関との連携など北上川流域の強みを生かし

た産業振興・生活環境の更なる充実 

・ ＩＴ産業、学術機関、産業支援機関等が集積する県央広域振興圏とものづくり産業が集積

する県南広域振興圏双方の強みを掛け合わせ、北上川流域全体の産業の高度化・高付加価値

化、生活環境の充実を図ります。 

・ 産学官連携による実践的なＡＩ人材育成のためのネットワークを構築し、ＡＩ技術の実証

や地域と連携した取組を展開する企業等を支援します。 

(2) 産業分野・生活分野への第４次産業革命技術の導入の促進と新たな技術を拓く人材の確保・

育成 

・ 産業分野への第４次産業革命技術の導入促進と産業の高度化を図るとともに、イノベーシ

２ 北上川流域産業・生活高度化戦略 

≪取組の方向≫ 

・ 県央広域振興圏と県南広域振興圏にまたがる北上川流域において自動車や半導体関連産業を

中心とした産業集積が進み、新たな雇用の創出が見込まれることを生かし、両振興圏の広域的

な連携の更なる促進や、第４次産業革命技術のあらゆる産業分野、生活分野への導入などを通

じて、働きやすく、暮らしやすい、21 世紀にふさわしい新しい時代を切り拓く先行モデルとな

る地域の創造を目指します。 

・ また、本戦略の成果が速やかに他地域に波及していくとともに、広く県民がその生活利便性

を享受することによって、県民全体の暮らしが豊かになることを目指します。 
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ョンを創出する環境の整備に取り組みます。 

・ 子育てや高齢者の見守り、健康管理、防災情報の提供など生活分野への第４次産業革命技

術の導入促進に取り組みます。 

・ サイバー空間と現実空間との融合による「人・産業・社会をつなぐ」取組を推進します。 

（例：妊娠されている方が、自動運転の移動サービスで家から病院まで移動する車中で、簡易

な健康診断が行われ、その結果が即座に病院に転送されることで、病院でのスムーズな

診察が可能になるような取組） 

・ 産業革命・生活革命に資する新たな技術開発の促進に取り組むとともに、実証実験等を行

うフィールドの提供や研究者・技術者等の受入れ環境整備に取り組みます。 

・ 県内高校、高等教育機関、県立職業能力開発施設、公設試験研究機関等の連携による、現

場と先端技術双方の知識を兼ね備えた高度技術人材の育成に取り組みます。 

(3) 多様な主体との連携・協働によるプロジェクト推進 

・ 「いわて未来づくり機構」のアドバイザリーボードからの助言等を踏まえ、第４次産業革

命技術の知見を有する有識者や民間企業、支援機関、自治体等と連携して、北上川流域全体

の産業の高度化や生活環境の充実に向けた取組を進めます。 

・ 北上川流域の豊かな生活環境の中で、多様な産業・職業への就業が可能であるといった特

徴について、県内外への継続した普及啓発を実施するなど、本地域への興味・関心を高める

取組を推進します。 
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３ 新しい三陸創造戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔現状と課題〕 

・ 三陸地域では、安全なまちづくりなどの復興の取組に加えて、復興道路の全線開通や三陸鉄道

の一貫運行など新たな交通ネットワークの構築、港湾機能の拡充が進展しています。 

・ 一方、人口減少の進行などにより、地域経済の衰退が懸念されることから、地域産業の振興と

交流人口の拡大を図り、地域経済の好循環を拡大することが必要です。 

・ 令和元年には、東日本大震災津波伝承館の開館やラグビーワールドカップ 2019TM岩手・釜石開

催等により、三陸地域が国内外から注目を集めました。 

  また、令和５年６月には、高田松原津波復興祈念公園を式典会場に第 73 回全国植樹祭を開催

し、復興の姿を国内外に発信しました。 

・ 三陸防災復興プロジェクト 2019 の目指す姿や取組を継承し、東日本大震災津波の記憶と教訓

を伝え、三陸の多様な魅力を発信することにより、持続的な三陸地域の振興につなげていくこと

が必要です。 

 

〔主な取組内容〕 

 

(1) 「防災」で世界とつながる三陸 

東日本大震災津波伝承館や震災津波関連資料などを活用した東日本大震災津波の教訓や復

興の姿の発信、復興ツーリズムの推進など、世界の防災力向上に貢献する取組を推進します。 

(2) 多様な交通ネットワークで国内外とつながる三陸 

・ 復興道路やコンテナ航路などの交通ネットワークを生かした企業誘致や、新分野への進出

などによる企業の経営革新の促進に取り組みます。 

・ 復興道路等や港湾を活用した県内企業の輸出入及び県産農林水産物等の輸出の促進に取り

組みます。 

・ 三陸鉄道の利活用やクルーズ船の寄港拡大の促進など沿岸特有の交通ネットワークを生か

した国内外からの誘客の促進と、三陸鉄道の駅を中心としたまちのにぎわい空間を生かした

交流拡大に取り組みます。 

・ ニューヨーク・タイムズ紙に掲載されたことを契機とした、盛岡を起点とした三陸地域へ

の誘客促進に取り組みます。 

３ 新しい三陸創造戦略 

≪取組の方向≫ 

東日本大震災津波からの復興の取組により大きく進展したまちづくりや交通ネットワーク、

港湾機能などを生かした地域産業の振興を図るとともに、三陸防災復興プロジェクト 2019 等

を契機として生み出された効果を持続し、三陸地域の多様な魅力を発信して国内外との交流を

活発化することにより、岩手県と国内外をつなぐ海側の結節点として持続的に発展する地域の

創造を目指します。 
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(3) ジオパークで世界とつながる三陸 

世界ジオパーク認定を見据えた、三陸の地質遺産や文化・自然を活用した教育、保護・保全、

新たな魅力の掘り起しと国内外への情報発信、ジオツーリズム190などに取り組むジオパーク活

動の推進に取り組みます。 

(4) 世界に誇れる食やスポーツでつながる三陸 

・ 三陸の豊かな食材や食文化を活用したフードツーリズムの推進など、世界に誇れる食のま

ちの形成に向けて取り組みます。 

・ 三陸の魅力的な自然環境を活用したスポーツアクティビティと関連産業の創出の支援など、

スポーツツーリズムの推進による交流の活性化を図ります。 

(5) 次代を担う人材の育成 

・ 産業支援機関や大学などと連携した地域産業の次代を担う人材育成と起業の促進に取り組

みます。 

・ 様々な地域課題を解決し、復興とその先の地域振興をけん引する人材育成に取り組みます。 

(6) 多様な主体の参画と協働によるプロジェクトの推進 

市町村や事業者、生産者、各種団体等の多様な主体が参画し、柔軟に連携・協働する体制に

より、持続的な三陸地域の振興を推進します。 

 

                                                  
190 ジオツーリズム：地域の地史や地質現象などが分かる大地の遺産を訪ね、古い時代の生物と環境との関係や、人類の文化的な足跡

などを学ぶ観光旅行。 
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４ 北いわて産業・社会革新戦略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔現状と課題〕 

・ 北いわては、豊かな地域資源を有する一方で、全県に先行して人口減少と高齢化が進行してい

ることから、産業分野における生産性の向上や、若者・女性・高齢者の活躍の推進、生活分野に

おける中山間地域での持続可能な社会の形成や、特徴的な歴史や文化などを生かした地域の活性

化に取り組むことが必要です。 

・ 高速道路や北海道新幹線の延伸などの高速交通網の進展や、花巻空港をはじめ近隣の地方空港

における国際便の就航、さらには「北海道・北東北の縄文遺跡群」の取組など４道県の連携の進

展を好機と捉え、交流人口の拡大につなげることが必要です。 

・ 国のエネルギー計画には再生可能エネルギーの主力電源化を目指すことが明記され、さらに民

間企業における再生可能エネルギーの利用が増加しており、北いわての豊富な再生可能エネルギ

ー資源を生かし地域の活性化につなげることが必要です。 

 

〔主な取組内容〕 

 

(1) あらゆる世代が活躍する地域産業の展開 

・ 農林水産業や食産業、アパレル産業、漆関連産業をはじめとする地域産業における業容の

拡大や先端技術の導入等による生産性の向上と、ライフスタイルに合わせた新しい働き方の

実現による女性・高齢者の活躍の場の拡大の促進に取り組みます。 

・ 国の地方創生の支援策や特区制度などを活用した農林水産業や食産業、観光産業、エネル

ギー産業などの融合による新たな産業の創出と、起業や事業承継による若者等の地元定着や

Ｕ・Ｉターンの促進に取り組みます。 

・ 地場産業の競争力の強化を図るため、デザイン力やブランド力に着目した取組をけん引す

る中核人材の育成や、食・日本酒・漆など地域資源を組み合わせた商品開発や体験コンテン

ツの磨き上げなどを支援します。 

(2) 北海道・北東北広域交流圏の形成による交流人口の拡大 

北海道や青森県、秋田県と連携し、多様な交通手段の組合せによる周遊ルートの構築と、「北

≪取組の方向≫ 

豊かな地域資源と高速道路や新幹線などの高速交通網の進展を生かし、地域の特徴的な産業

の振興や、圏域を越えた広域連携による交流人口の拡大、豊富な再生可能エネルギー資源の産

業分野・生活分野での利用促進など、県北圏域をはじめとする北いわての持つポテンシャルを

最大限に発揮させる地域振興を図るとともに、人口減少と高齢化、環境問題に対応する社会づ

くりを一体的に推進することで、あらゆる世代がいきいきと暮らし、持続的に発展する先進的

な地域の創造を目指します。 

４ 北いわて産業・社会革新戦略 
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海道・北東北の縄文遺跡群」、食、地質遺産、自然環境などの豊かな地域資源を生かした観光地

域づくりの推進により、国内外からの交流人口の拡大を図ります。 

(3) 豊富な再生可能エネルギー資源を生かした地域の振興 

・ 風力やバイオマスなどの再生可能エネルギーによる発電所の立地に伴う工事等の直接的な

投資効果や税収の増加と、再生可能エネルギーの供給力の拡大を生かした地域活性化の推進

に取り組みます。 

・ ビヨンドゼロカーボンを見据えた社会の実現に向けて、農林水産業などの地域産業と連携

した再生可能エネルギー関連ビジネスへの参入促進や、公共施設等における再生可能エネル

ギーの利活用拡大に取り組みます。 

(4) 中山間地域における快適な社会の形成 

・ 大学等と連携した新たな社会サービスの提供などにより、高齢者等が安全・安心でいきい

きと暮らせる生活環境の整備に取り組みます。 

・ 空き家、耕作放棄地などの遊休資産を有効に活用するシェアリング・エコノミーの推進や、

ＰＦＩなどの公民連携の手法を導入した持続的な社会資本の整備と効果的な運用による住

みやすい地域づくりを推進します。 

・ 歴史や文化などを生かしたコミュニティ活動の活発化による社会参画機会の拡大に取り組

みます。 

(5) 地域の未来を担う人材の育成 

・ 県内外の大学と地域の高校等の連携による地域社会の未来を担う人材の育成に取り組みま

す。 

・ 若手経営者や後継者、企業等の中核人材など地域産業の未来を担う人材の育成に取り組み

ます。 

・ 農業など基幹産業の知識・技術習得機会の拡充による多様な人材の確保と就業支援に取り

組みます。 

・ 建設現場における技術力の向上に向けて、関係機関と連携した講習会の実施や、建設分野

への情報通信技術（ＩＣＴ）の普及・拡大を図ります。 

・ デジタル化によるＡＩ活用や女性活躍、新分野参入等による企業の経営革新の推進と小中

高生へのデジタル教育の推進に取り組みます。 

(6) 多様な主体の参画と協働による地域づくりの推進 

大学を中心に市町村や企業・団体など多様な主体が参画し、将来を見据えた地域課題の解決

や人材育成などに長期的に取り組むためのファンド機能等を有する推進体制を整備します。 
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Ⅵ 総合戦略の推進と市町村等との協働 

（本章の構成） 
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２ 市町村との協働体制の強化 ....................................................... 211 

３ 多様な主体の参画・協働の推進 ................................................... 211 

 

   

Ⅵ 総合戦略の推進と市町村等との協働 
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１ 総合戦略の推進                                   

(1)  推進体制 

   ふるさと振興の実現には、県民、企業、ＮＰＯ、市町村や県など、地域社会を構成する多様

な主体が、共に支え合いながら取り組んでいくことが重要です。 

   このため、「Ⅳ ４本の柱に基づく戦略の展開」及び「Ⅴ ふるさと振興を進める分野横断

の戦略の展開」においては、多様な主体に期待される取組を盛り込みました。ふるさとを振興

し、人口減少に立ち向かうためには、雇用の創出を担う民間事業者や子育て支援を担うＮＰＯ、

各種団体など、多様な主体が協働して取り組むことが必要であり、県は、今後も民間事業者や

関係団体などとの協働を進めながら、本戦略に定めた取組を着実に推進していきます。 

 

(2) ふるさと振興と一体となったＳＤＧｓの推進 

   持続的な地域社会を構築していくためには、地域経済、エネルギー、社会保障制度、自然環

境などを将来にわたって持続可能なものとしていくことが必要です。 

 平成 27 年（2015 年）に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェン

ダ」には、2016 年から 2030 年までの間の国際目標として、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

が掲げられています。 

 ＳＤＧｓは、上記アジェンダにおける「誰一人として取り残さない」という言葉に象徴され

るように、包摂性や多様性を重視しながら経済・社会・環境の課題を統合的に解決し、持続可

能な社会の実現を目指すものであり、人口減少に歯止めをかけ、ふるさとを振興していく上で

重要な視点です。 

 こうしたことから、本戦略においては、戦略の各施策と 17 の持続可能な開発目標等を関連

付け、県民をはじめ、市町村、関係団体、企業、ＮＰＯなど地域社会を構成する多様な主体が

それぞれ連携・協働しながら取り組んでいきます。 

 こうしたふるさと振興の推進、即ち、人口減少に歯止めをかけていくことが、ＳＤＧｓの持

続可能な社会の実現につながるものと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参照】持続可能な開発のための 2030 アジェンダ（国際連合広報センター） 

https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/ 
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【ＳＤＧｓに掲げる 17 のゴール】 

 
あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる 

 
飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する 

 
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する 

 
すべての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進する 

 
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う 

 
すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する 

 

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的エネルギーへのアクセスを
確保する 

 

包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働き
がいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する 

 

強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイ
ノベーションの推進を図る 

 
各国内及び各国間の不平等を是正する 

 
包摂的で安全かつ強靱（レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を実現する 

 
持続可能な生産消費形態を確保する 

 
気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる 

 
持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する 

 

陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化
への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する 

 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのア
クセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を
構築する 

 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップを活性
化する 

※ 公益財団法人地球環境戦略研究機関 IGES 作成による仮訳をベースに外務省編集 
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(3) 成果を重視した数値目標の設定とＰＤＣＡサイクルの徹底 

（ＫＰＩの設定とＰＤＣＡサイクルの徹底） 

     戦略の実効性を高めていくためには、施策を着実に実施し、その進捗や成果、課題等の把握・

分析を通じて、次に実施する施策を見直していくことが重要です。 

     県では、これまでも効果的かつ効率的な行政を推進するとともに、県民の視点に立った成果

重視の行政運営を図るため、本県の県行政に関する基本的な計画である「いわて県民計画（2019

～2028）アクションプラン」の主要施策について指標を設定し、その達成状況や課題等を検証

の上、その結果を次の政策等に適切に反映させる「政策評価」を行っています。 

     本戦略においても、政策評価の取組の実績を踏まえつつ、ＰＤＣＡ（「計画」⇒「実行」⇒

「評価」⇒「改善」）サイクルを確立し、ＥＢＰＭ191の観点も踏まえ、前章までに設定したＫＰ

Ｉに基づく徹底した進捗管理を行います。 

具体的には、本戦略において設定したＫＰＩについて、年度ごとにその進捗状況や成果、課

題等の把握・分析を行い、岩手県総合計画審議会等に報告するとともに、県民に対して公表す

ることとします。 

県は、岩手県総合計画審議会や県民からの意見等を踏まえ、更に必要な対策の追加や見直し

を行い、次年度以降の施策・事業に反映させるとともに、必要に応じて、戦略を見直すなど、

弾力的に対応していきます。 

また、ＫＰＩは、「いわて県民計画（2019～2028）第２期アクションプラン」の指標と整合を

図っていますが、社会経済情勢の変化などを踏まえ、必要に応じて見直すなど、弾力的に対応

していきます。 

                                                  
191 ＥＢＰＭ：証拠に基づく政策立案（Evidence Based Policy Making）。政策目的を明確化させ、その目的のため本当に効果が上が

る行政手段は何かなど、「政策の基本的な枠組み」を証拠に基づいて明確にするための取組。 
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計画 
（Plan） 

実行 
（Do） 

評価 
（Check） 

改善 
（Action） 

岩手県総合計画審議会 

県民、関係団体等 

ふるさと振興

の展開 

戦略・施策

の見直し 

【総合戦略のＰＤＣＡサイクル】 

戦略・施策の策定 

ＫＰＩの進捗管理 
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２ 市町村との協働体制の強化                              

・ ふるさと振興は、地域づくりを担う市町村との連携が不可欠であり、県は市町村総合戦略の

取組と一体となって、対策に取り組んでいく必要があります。 

・ このため、市町村と県とで構築した重層的な連携体制を生かしながら、市町村ごとの特徴的

な要因分析を進め、具体的な対策の強化につなげていきます。 

・ 引き続き、県庁各部局や広域振興局に配置したふるさと振興監を中心に、県・市町村の総合

戦略で掲げる施策が効果的に発揮されるよう進めていきます。 

 

    【市町村と連携しながら検討を進めるべき施策の例】 

・ 広域での婚活イベント開催や縁結びアドバイザー設置 

・ 妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに応じて総合的な相 

談や支援を行う子育て世代包括支援センターの整備の促進 

・ 退院直後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行うなどの 

 産後ケアの推進 

・ 不妊治療給付費の拡充 

・ 児童生徒を対象とした「誕生学」等出前講座 

・ 育児アドバイザーの設置 

・ 保育施設整備 

・ 成人式等の機会を捉えた、又は父母等を通じたＵＩターン・システムへ 

の情報登録 

・ 父母等への県内企業情報の提供 

・ 定住に関する取組情報の共有 

・ 空き家等を活用した定住促進 

・ 移住体験ツアーの広域化 

・ 移住者等の地域受入れコーディネーターの育成 

・ 地域おこし協力隊制度の積極活用 

・ 移住者のニーズに基づく各ステージでの支援策を再構築・強化 

・ デジタル技術を活用した地域課題の解決や住民の利便性の向上 

・ 住民や企業等へのＤＸ普及啓発やデジタル人材の育成 

・ 大容量高速通信を可能とする基盤の整備 

 

３ 多様な主体の参画・協働の推進                            

・ 県ではこれまで、東日本大震災津波からの復旧・復興に向け、県民一丸となり、 優先で取

り組んできました。 

・ 国内外から復興への多くの御支援をいただく中で新たなつながりが生まれ、さらに、ボラン

ティアをはじめとした様々な場面での女性や若者の力強い活躍など、復興を進める過程で、多

様な主体の参画やつながりが大きく広がってきました。 
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・ そして、平成 28 年（2016 年）に開催した「希望郷いわて国体」、「希望郷いわて大会」は、

県民の底力と様々なつながりの力を結集して大成功をおさめました。 

・ また、「三陸防災復興プロジェクト 2019」では、多様な主体とのつながりも復興の力とする

「開かれた復興」の意義とともに、オール岩手で進める岩手の復興が、世界、そして、未来に

つながっていく姿を共有できました。 

・ さらにラグビーワールドカップ 2019™日本大会で東日本大震災津波の被災地で唯一の開催地

となった釜石から復興支援への感謝と復興に向けて力強く歩む姿を国内外に発信するととも

に、台風被害により試合が中止となったカナダ代表チームによるボランティア活動や、ナミビ

ア代表チームによる交流会など、被災地を激励する温かい心により新たな絆が生まれました。 

・ 本戦略の推進に当たっても、県は、近年、拡大している県の役割を確実に果たすとともに、

多様な主体が参画した地域づくりを更に進め、ふるさと振興に取り組んでいくことが重要と考

えています。 

・ こうしたことから、幅広い市民活動が展開されるよう、活動情報の発信などによる参加・参

画機運の醸成や、ＮＰＯ・地縁組織・企業・行政などのネットワーク化を支援し、多様な主体

の連携・協働の仕組みづくりをデジタルの力を活用し、より強力に進めていきます。 

・ また、多様な主体がそれぞれ主体性を持って協働していけるよう、様々な分野における県民

の参画を促す県民運動や民間のノウハウを取り入れた連携・協働などの施策を展開していきま

す。 

・ 「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」や「デジタル田園都市国家構想総合戦略」にお

ける「誰一人として取り残さない」という言葉に象徴されるように、多くの県民や多様な主体

が社会の中でつながり、支え合う社会的包摂（ソーシャル・インクルージョン）を重視しなが

ら、取り組んでいきます。 
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【参考資料】 

  

 

 

１ ＳＤＧｓと各戦略との関連について 

  ２ 総合戦略におけるＫＰＩ（重要業績評価指標）一覧表 

  ３ 策定に係る経緯  

  ４ 第 20 期岩手県総合計画審議会委員名簿 
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【参考資料２】総合戦略におけるＫＰＩ（重要業績評価指標）一覧表 

 
 

【岩手で働く】　1-1商工業振興戦略

年次 現状値
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)

地場企業の自動車・半導体関連取引成約件
数〔累計〕

件 R4 64 65 130 195 260

新規又は拡大した企業間連携数〔累計〕 件 R3 2 3 6 9 12

医療機器関連取引成約件数〔累計〕 件 R4 7 11 22 33 44

県・国の支援によりデジタル化に取り組むものづくり企
業数〔累計〕

社 R3 11 12 24 36 48

新規立地・増設件数〔累計〕 件 R4 35 30 60 90 120

ファブテラスいわての利用者数〔累計〕 人 R4 1,176 1,100 2,200 3,300 4,400

港湾におけるコンテナ貨物取扱数（実入り） ＴＥＵ R4 8,190 11,000 13,000 15,000 17,500

国内の食の商談会有望取引件数〔累計〕 件 R4 393 500 800 1,200 1,600

国内の食の商談会等出展者（水産加工業）
数〔累計〕

者 R4 88 95 190 285 380

伝統的工芸品の製造品出荷額 百万円 R3 2,463 2,579 2,695 2,811 2,927

アンテナショップ（東京、大阪、福岡）における
県産品販売額

百万円 R4 583 100 571 589 606

県産品輸出額（加工食品・工芸品） 百万円 R3 786 810 850 890 930

経営革新計画承認件数〔累計〕 件 R4 849 895 945 995 1,045

いわて起業家育成資金の利用実績〔累計〕 件 R4 391 484 584 684 784

事業承継の支援を受けた企業数〔累計〕 企業 R3 3,172 4,772 5,572 6,372 7,172

商工観光振興資金及び中小企業成長応援資金の貸
付件数〔累計〕

件 R4 3,140 3,446 4,146 4,846 5,546

にぎわいや魅力づくりにつながる活動に取り
組む商店街の割合

％ R4 68.2 61.5 62.5 63.5 64.5

県営建設工事におけるICT活用工事の実施
件数〔累計〕

件 R4 100 91 106 125 148

1

国際競争力が高く、地域
の産業・雇用に好循環を
もたらすものづくり産業の
振興

2
地域資源を生かした魅力
ある産業の振興

3
地域経済を支える中小企
業の振興

主な取組内容 ＫＰＩ

NO 取組項目

目標値

ＫＰＩ 単位

現状値
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【岩手で働く】　1-1商工業振興戦略

年次 現状値
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)

高卒者の県内就職率 ％ R4 73.6 84.5 84.5 84.5 84.5

県内大学等卒業者の県内就職率 ％ R4 42.1 48.5 49.0 49.5 50.0

Ｕ・Ｉターン就職者数〔累計〕 人 R4 738 1,000 2,000 3,000 4,000

いわて働き方改革推進運動参加事業者数
〔累計〕

事業者 R4 822 945 1,080 1,215 1,350

正社員就職・正社員転換数 人 R4 9,055 12,000 12,000 12,000 12,000

離職者等を対象とした職業訓練の受講者の
就職率

％ R2 73.4
80.0 80.0 80.0 80.0

障がい者委託訓練の修了者の就職率 ％ R4 33.3 74.5 75.0 75.5 76.0

放課後児童クラブの待機児童数(５月時点) 人 R4 111 90 60 30 0

農業や水産業に取り組んでいる就労継続支
援事業所数

事業所 R4 103 139 142 145 147

主な取組内容 ＫＰＩ

NO 取組項目 ＫＰＩ 単位

現状値 目標値

4

ライフスタイルに応じた新
しい働き方を通じた一人
ひとりの能力を発揮できる
環境づくり

(R４) (R5) (R6)(R3)

【岩手で働く】　1-2観光産業振興戦略

年次 現状値
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)

観光消費額単価（日本人・県外・宿泊） 千円 R4 33.9 29.6 30.2 30.8 31.4

観光消費額単価（外国人・宿泊） 千円 R4 ― 64.2 64.2 64.2 64.2

宿泊者数（延べ人数・全施設） 万人泊 R4 503.9 575.5 623.6 671.7 719.8

外国人宿泊者数（延べ人数　全施設） 万人泊 R4 2.6 27.7 34.0 40.3 46.6

本県への再来訪意向を持つ人の割合 ％ R4 87.2 85.0 85.0 85.0 85.0

主要な観光地へのアクセス道路の整備延長
〔累計〕

㎞ R4 23.0 24.0 29.3 32.8 36.0

クルーズ船寄港回数 回 R4 ― 6 6 8 10

いわて花巻空港の航空旅客数 千人 R4 381 494 535 544 552

主な取組内容 ＫＰＩ

NO 取組項目 ＫＰＩ 単位

現状値 目標値

1
地域経済に好循環をもた
らす観光産業の振興
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【岩手で働く】　1-3農林水産業振興戦略

年次 現状値
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)

水稲オリジナル品種（主食用）の作付面積 ha R4 6,550 8,200 8,900 9,600 10,300

素材生産量 千㎥ R4 1,461 1,482 1,496 1,511 1,526

養殖ワカメ生産者１人当たりの生産量 トン R2 15.8
19.1 19.5 19.9 20.3

リーディング経営体の育成数〔累計〕 経営体 R4 136 150 165 180 195

意欲と能力のある林業経営体数 経営体 R4 91 94 96 98 100

中核的漁業経営体数 経営体 R4 414 287 292 297 302

農林水産業における新規就業者数 人 R4 435 440 440 440 440

女性農業者の経営参画割合 ％ R4 33.9 35.5 36.0 36.5 37.0

農林水産業に関する研究開発件数〔累計〕 件 R4 39 35 42 49 56

環境制御技術導入経営体数〔累計〕 経営体 R4 23 30 35 40 45

森林GIS活用サポーター研修の修了者数〔累
計〕

人 R4 30 44 58 71 84

大型で強靭なサケ稚魚の生産に取り組むふ
化場の割合

％ R4 95 100 100 100 100

国際水準GAP取組産地割合 ％ R4 0 10 20 30 40

水田整備面積〔累計〕 ha R4 16,109 16,400 16,700 17,000 17,300

再造林面積 ha R4 804 1,050 1,100 1,150 1,200

藻場造成実施箇所数〔累計〕 箇所 R4 1 3 5 8 10

松くい虫による被害量 千㎥ R4 15 18 17 16 15

事業体当たり６次産業化販売額 千円 R3 23,013
19,930 20,480 21,030 21,580

いわて牛取扱い推奨店登録数 店舗 R4 382 390 400 410 420

素材需要量 千㎥ R4 1,206 1,249 1,280 1,313 1,348

水産加工事業者１社当たりの製造品出荷額 億円 R2 6.02
6.19 6.32 6.44 6.56

農林水産物の輸出額 億円 R4 52.0 57.0 63.0 69.0

年間売上高１億円以上の産直数 施設 R3 39 41 42 43 44

主な取組内容 ＫＰＩ

NO 取組項目 ＫＰＩ 単位

現状値 目標値

5
農林水産物の付加価値向
上と販路の拡大

2
経営体の育成、新規就業
者の確保・育成

3
革新的な技術の開発と導
入促進

4 安定的な生産基盤づくり

1
生産性・市場性の高い産
地づくりの推進

(R4) (R5)(

(R6)(R5)(R4)

(R4) (R5) (R6)

(R6) (R7)

(R3)

(R3)
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【岩手で働く】　1-3農林水産業振興戦略

年次 現状値
2024
（R5）

2025
（R6）

2026
（R7）

2027
（R8）

農山漁村の環境保全活動への参加のべ人
数

人 R4 129,870 125,800 126,100 126,400 126,700

グリーン・ツーリズム交流人口 千人回 R4 1,143 1,160 1,200 1,210 1,220

農山漁村発イノベーションによる商品化件数
〔累計〕

件 R4 48 60 72 84 96

農業用ため池の機能診断実施個所数〔累計〕 箇所 R4 118 133 143 153 163

山地災害防止機能が確保された集落数〔累
計〕

集落 R4 1,000 1,005 1,010 1,015 1,020

漁港施設の防災・減災対策実施施設数〔累
計〕

施設 R4 36 38 39 40 41

6 農山漁村の振興

主な取組内容 ＫＰＩ

NO 取組項目 ＫＰＩ 単位

現状値 目標値

【岩手で働く】　1-4ふるさと移住・定住促進戦略

年次 現状値
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)

移住相談件数 件 R4 8,712 9,200 9,800 10,400 11,100

県外からの移住・定住者数 人 R4 1,647 1,830 2,030 2,250 2,500

Ｕ・Ｉターン就職者数〔累計〕【再掲】 人 R4 738 1,000 2,000 3,000 4,000

移住コーディネーター、定住支援員等を配置
している市町村数

市町村 R4 33 33 33 33 33

地域おこし協力隊員数 人 R4 230 242 248 254 260

主な取組内容 ＫＰＩ

NO 取組項目 ＫＰＩ 単位

現状値 目標値

2
安心して移住し活躍でき
る環境の整備

1
岩手で暮らす魅力の発信
と移住・定住の促進
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【岩手で育てる】　2-1若者の就労、出会い・結婚、妊娠・出産支援戦略

年次 現状値
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)

結婚サポートセンター会員における成婚者数
〔累計〕

人 R4 37 55 115 180 250

「いわて子育て応援の店」協賛店舗数〔累計〕 店舗 R4 2,392 2,500 2,600 2,700 2,800

不妊治療休暇制度等導入事業者数〔累計〕 事業者 R4 2 26 37 48 60

周産期救急患者搬送のコーディネート件数 件 R4 402 416 428 441 454

産後ケア事業実施市町村数（他市町村との
連携を含む）〔累計〕

市町村 R4 29 31 33 33 33

いわて働き方改革推進運動参加事業者数
〔累計〕【再掲】

事業者 R4 822 945 1,080 1,215 1,350

年次有給休暇の取得率 ％ R3 58.6
60.2 61.8 63.4 65.0

放課後児童クラブの待機児童数（５月時点）
【再掲】

人 R4 111 90 60 30 0

いわて子育てにやさしい企業等認証の認証
数〔累計〕

事業者 R4 375 245 335 425 515

いわて健康経営認定事業所数 事業所 R4 591 646 776 906 1,036

主な取組内容 ＫＰＩ

NO 取組項目 ＫＰＩ 単位

現状値 目標値

1
結婚・家庭・子育てに希望
を持てる環境づくり

2
仕事と生活を両立できる
環境づくり

(R5) (R6) (R7)(R4)

【岩手で育てる】　2-2子育て支援戦略

年次 現状値
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)

放課後児童クラブの待機児童数（５月時点）
【再掲】

人 R4 111 90 60 30 0

保育士・保育所支援センターマッチング件数
〔累計〕

件 R4 110 114 228 342 456

学習支援事業に取り組む市町村数 市町村 R4 27 26 28 30 33

子ども食堂など子どもの居場所づくりに取り
組む市町村数

市町村 R4 27 26 28 30 33

小児周産期医療遠隔支援システム利用回数 回 R4 340 706 720 734 748

発達障がい児者地域支援体制整備への助言
回数〔累計〕

回数 R4 ― 18 18 27 36

すこやかメールマガジンの登録人数 人 R4 4,062 4,500 5,000 5,500 6,000

教育振興運動や地域学校協働活動を推進し
ている市町村・地区の割合

％ R4 97.9 95.7 95.7 95.7 95.7

放課後児童クラブの待機児童数（５月時点）
【再掲】

人 R4 111 90 60 30 0

特別支援教育サポーターの登録者数 人 R4 364 390 420 450 480

主な取組内容 ＫＰＩ

NO 取組項目 ＫＰＩ 単位

現状値 目標値

1
安心して子どもを育てられ
る環境づくり

2
学校と家庭、住民の協働
による子どもの育ちと学び
の支援



 

220 

 

 

【岩手で暮らす】　3-1魅力あるふるさとづくり戦略

年次 現状値
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)

空家等対策計画策定市町村数〔累計〕 市町村 R3 25 28 30 32 33

汚水処理人口普及率 ％ R3 84.4 87.9 89.4 91.0 91.1

景観づくりに取り組む地区数〔累計〕 地区 R4 56 57 59 61 63

広域バス１路線当たりの平均乗車密度 人 R4 2.9 2.9 3.2 3.2 3.2

地域公共交通計画等策定市町村数〔累計〕 市町村 R4 20 25 28 31 33

三セク鉄道・バスの一人当たり年間利用回数 回 R3 10.2 14.3 16.3 16.4 16.5

活動中の元気なコミュニティ特選団体数 団体 R4 225 237 249 261 273

モデル地区数〔累計〕 地区 R4 14 17 20 23 26

地域おこし協力隊員数【再掲】 人 R4 230 242 248 254 260

地域防災サポーターによる講義等の受講者
数〔累計〕

人 R4 12,885 13,275 15,875 18,500 21,150

平時から災害を想定して、復興まちづくりの
事前準備に取り組んでいる市町村数

市町村 R4 17 15 22 29 33

新たな津波浸水想定に対応した津波ハザードマップに
基づいた住民参加型の津波避難訓練が実施されてい
る沿岸市町村

市町村 R4 11 10 12 12 12

普段から災害に備えている人の割合 ％ R4 47.6 52.2 54.5 56.8 59.1

地域防災サポーターによる講義等の受講者
数〔累計〕【再掲】

人 R4 12,885 13,275 15,875 18,500 21,150

防災対応研修を受講した市町村職員数〔累
計〕

人 R4 1,941 2,391 2,841 3,291 3,741

HACCP導入に関する講習会の受講者数〔累
計〕

人 R4 3,920 3,700 7,400 11,100 14,800

食育普及啓発行事の参加者数〔累計〕 人 R4 645 340 680 1,020 1,360

感染症専門人材育成研修会参加人数〔累
計〕

人 R4 26 3 6 9 12

ワクチン接種従事者等の育成研修受講者数
〔累計〕

人 R4 ― 60 120 180 240

養鶏場における飼養衛生管理の評価基準達
成割合

％ R4 100 100 100 100 100

自然公園の利用者数 千人 R4 486 401 431 462 493

公共用水域のBOD（生物化学的酸素要求
量）等環境基準達成率

％ R3 95.7 95.7 95.7 95.7 95.7

水と緑を守り育てる環境保全活動数〔累計〕 件 R4 968 825 1,650 2,475 3,300

環境学習交流センター利用者数 人 R4 33,748 41,000 41,000 41,000 41,000

主要ジオサイトの観光入込客数 千人 R4 1,219 980 1,060 1,140 1,220

主な取組内容 ＫＰＩ

NO 取組項目 ＫＰＩ 単位

現状値 目標値

5
食の安全・安心の確保と、
地域に根ざした食育の推
進

6
感染症による脅威からの
保護

7
次世代に引き継ぐ多様で
優れた環境の確保

2
地域の暮らしを支える公
共交通の確保

3
つながりや活力を感じられ
る地域コミュニティの維
持・確保

4
自助、共助、公助による
防災体制の構築

1
快適で豊かな暮らしを支
える生活環境づくり
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【岩手で暮らす】　3-1魅力あるふるさとづくり戦略

年次 現状値
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)

一人１日当たり家庭系ごみ（資源になるもの
を除く）排出量

ｇ R3 518
513 507 500 493

産業廃棄物の自県内処理率 ％ R3 95.5
97.5 97.5 97.5 97.5

産業廃棄物適正処理率 ％ R4 99.8 100 100 100 100

地球温暖化防止のための行動に努めている
県民の割合

％ R3 79.9 90.0 90.0 90.0 90.0

再生可能エネルギーによる電力自給率 ％ R3 38.6 50.9 51.0 53.8 56.2

間伐材利用率 ％ R4 43.0 43.3 43.8 44.3 44.8

気候変動適応に関するセミナー等の受講者
数〔累計〕

人 R4 196 120 240 360 480

市町村デジタル技術利活用サービス開始数 件 R4 52 28 32 36 40

５G人口カバー率 ％ R4 86.0 82.2 86.1 90.0 91.8

競争的外部資金獲得件数 件 R4 48 54 57 60 64

特許等実施件数〔累計〕 件 R4 157 137 275 414 554

近年の洪水災害に対応した河川改修事業の
完了河川数〔累計〕

河川 R4 ― 1 2 3 4

緊急輸送道路の整備完了箇所数〔累計〕 箇所 R4 18 20 21 22 25

救急医療機関へのアクセス道路の整備延長
〔累計〕

㎞ R4 10.8 12.5 13.8 13.8 14.6

物流の基盤となる道路の整備延長〔累計〕 ㎞ R4 14.5 16.5 16.5 17.7 18.4

農業用ため池の機能診断実施個所数〔累計〕
【再掲】

箇所 R4 118 133 143 153 163

山地災害防止機能が確保された集落数〔累
計〕【再掲】

集落 R4 1,000 1,005 1,010 1,015 1,020

漁港施設の防災・減災対策実施施設数〔累
計〕【再掲】

施設 R4 36 38 39 40 41

12
生活を支える社会資本の
良好な維持管理

早期に修繕が必要な橋梁の対策完了数〔累
計〕

橋 R4 95 136 168 234 260

主な取組内容 ＫＰＩ

NO 取組項目 ＫＰＩ 単位

現状値 目標値

11
安全・安心を支える社会
資本の整備

8
循環型地域社会の形成の
推進

9
地球温暖化防止に向けた
脱炭素社会の形成の推進

10
科学・情報技術を活用で
きる基盤の強化

(R5) (R6) (R7)

(R5) (R6) (R7)

(R4)

(R4)
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【岩手で暮らす】　3-2文化スポーツ振興戦略

年次 現状値
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)

「世界遺産出前授業」の実施学校数〔累計〕 校 R4 36 56 83 110 137

世界遺産ガイダンス施設等入館者数 千人 R4 104 77 87 97 107

３つの世界遺産に係る連携・交流活動参加人
数〔累計〕

人 R4 94 60 120 180 240

「岩手県民俗芸能フェスティバル」鑑賞者数
〔累計〕

人 R4 2,076 3,510 7,150 10,920 14,820

観光客数（歴史・文化に関係する観光地点で
の入込客数）

千人 R4 2,266 2,440 2,760 3,080 3,375

岩手芸術祭参加者数〔累計〕 人 R4 21,789 20,000 40,000 61,000 83,000

県主催文化芸術公演のオンライン視聴回数 回 R4 3,749 3,980 4,170 4,360 4,550

文化施設入場者数 ※岩手県内公立文化施
設協議会加盟施設で行う自主催事入場者数

千人 R4 77
126 145 165 185

コミックいわてＷＥＢページビュー数 件 R4 450,523 651,000 681,000 711,000 741,000

岩手県障がい者文化芸術祭出展数〔累計〕 件 R4 357 345 690 1,035 1,380

総合型地域スポーツクラブ会員数（地区全戸
加入を除く）

人 R4 7,611 7,720 7,820 7,920 8,020

スポーツ実施率 ％ R4 64.7
67.2 68.2 69.1 70.0

障がい者スポーツの教室・大会の参加人数
〔累計〕

人 R4 9,259 11,720 14,290 16,920 19,610

岩手芸術祭への出展数〔累計〕 件 R4 1,097 1,210 2,430 3,660 4,900

アートマネジメント人材育成数〔累計〕 人 R4 61 50 100 150 200

本県関係選手の日本代表選出数〔累計〕 人 R4 100 123 151 179 207

障がい者アスリートの全国大会出場選手数
〔累計〕

人 R4 35 47 60 73 86

スポーツ医・科学サポート団体数〔累計〕 団体 R4 117 437 529 619 709

スポーツ推進委員研修会参加率 ％ R4 63.6 50.0 50.0 50.0 50.0

主な取組内容 ＫＰＩ

NO 取組項目 ＫＰＩ 単位

現状値 目標値

3
文化芸術の振興と、生涯
を通じたスポーツを楽しむ
機会の充実

4
文化芸術・スポーツを担う
人材の育成

1
世界遺産の保存と活用の
推進

2

豊かな歴史や民俗芸能な
どの伝統文化が受け継が
れる環境づくりと交流の促
進

(

（R5） （R6） （R7）

(R5) (R6) (R7)

（R4）

(R4)
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【岩手で暮らす】　3-3若者・女性活躍支援戦略

年次 現状値
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)

出前講座受講者数〔累計〕 人 R3 3,539 3,600 7,200 10,800 14,400

審議会等委員に占める女性の割合 ％ R3 39.9 40.0 40.0 40.0 40.0

DV相談員研修会の参加者数 人 R4 53 60 60 60 60

若者活躍支援イベント参加者の満足度割合 ％ R4 80.8 83.0 83.0 83.0 83.0

いわて若者交流ポータルサイト新規登録団
体数

団体 R4 2 4 4 4 4

えるぼし認定企業・いわて女性活躍認定企業
等数〔累計〕

社 R4 466 542 632 722 812

女性のエンパワーメント研修受講者数〔累計〕 人 R4 655 814 944 1,074 1,204

経営者研修受講者数〔累計〕 人 R4 793 876 1,006 1,136 1,266

主な取組内容 ＫＰＩ

NO 取組項目 ＫＰＩ 単位

現状値 目標値

2 若者の活躍支援

3 女性の活躍支援

1
多様な生き方が認められ
る男女共同参画社会の実
現に向けた環境の整備
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【岩手で暮らす】　3-4保健・医療・福祉充実戦略

年次 現状値
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)

健康寿命〔平均自立期間〕（男性） 年 R2 80.03
80.42 80.61 80.80 81.00

健康寿命〔平均自立期間〕（女性） 年 R2 84.59
84.92 85.08 85.24 85.41

岩手県精神保健福祉大会参加者数〔累計〕 人 R4 636 630 1,260 1,890 2,520

自殺者数（10万人当たり） 人 R4 21.3 15.0 14.9 14.7 14.6

医療施設（病院、診療所）勤務医師数 人 R2 2,509
2,631 2,753

小児周産期医療遠隔支援システム利用回数
【再掲】

回 R4 139 706 720 734 748

ひとにやさしい駐車場利用証制度駐車区画
数〔累計〕

区画 R4 1,101 1,100 1,110 1,120 1,130

人口10万人当たりの生活困窮者自立支援制
度のプラン作成件数

件／月 R4 5.1 6.6 7.0 7.4 8.0

75歳以上85歳未満高齢者の要介護認定率 ％ R4 16.8 11.9 11.7 11.5 11.3

高齢者のボランティア活動比率 ％ R4 23.6 26.7 27.4 28.1 28.9

認知症地域支援推進員活動促進研修修了
者数〔累計〕

人 R4 ― 32 64 96 128

主任介護支援専門員研修修了者数〔累計〕 人 R4 1,519 1,626 1,726 1,826 1,926

障がい者の不利益取扱に対応する相談窓口職員研修
受講者数〔累計〕

人 R4 246 312 392 472 552

農業や水産業に取り組んでいる就労継続支
援事業所数【再掲】

事業所 R4 103 139 142 145 147

介護職員の離職者に占める勤続１年未満の
者の割合

％ R3 42.6 41.6 40.6 39.6 38.6

主な取組内容 ＫＰＩ

NO 取組項目 ＫＰＩ 単位

現状値 目標値

2
必要に応じた医療を受け
ることができる体制の充
実

3

介護や支援が必要になっ
ても、住み慣れた地域で
安心して生活できる地域
づくり

1
生涯にわたり心身ともに
健やかに生活できる環境
づくり

(

(

（R4） （R6）

(R5)

(R5)

(R6)

(R6)

(R7)

(R7)

(R4)

(R4)
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【岩手で暮らす】　3-5ふるさとの未来を担う人づくり戦略

年次 現状値
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)

意欲をもって自ら進んで学ぼうとする児童生
徒の割合（小学生）

％ R4 81.2 82.5 82.5 82.5 82.5

意欲をもって自ら進んで学ぼうとする児童生
徒の割合（中学生）

％ R4 83.2 85.4 85.4 85.4 85.4

授業等でＩＣＴ機器を活用し、児童生徒にICT
活用について指導できる教員の割合

％ R4 80 82 86 90

諸調査結果や日々の授業から明らかになった児童生
徒のつまずきに着目した授業改善を行われている学校
の割合（小）

％ R4 50 52 54 56 58

諸調査結果や日々の授業から明らかになった児童生
徒のつまずきに着目した授業改善を行われている学校
の割合（中）

％ R4 40 42 44 46 48

諸調査結果や日々の授業から明らかになった児童生
徒のつまずきに着目した授業改善を行われている学校
の割合（高）

％ R4 51 53 55 57 59

生徒の進路実現に向け、自校で設定した進
路目標を達成できた高校の割合

％ R4 74 67 68 69 70

多様な意見を認め合うことに価値を感じてい
る児童生徒の割合（小）

％ R4 ― 77 78 79 80

多様な意見を認め合うことに価値を感じてい
る児童生徒の割合（中）

％ R4 ― 81 82 83 84

多様な意見を認め合うことに価値を感じてい
る児童生徒の割合（高）

％ R4 88 90 90 90 90

学校や地域が行う体験活動に参加し、達成感や有用
感をもった児童生徒の割合（小）

％ R4 ― 85 86 87 88

学校や地域が行う体験活動に参加し、達成感や有用
感をもった児童生徒の割合（中）

％ R4 ― 85 86 87 88

学校や地域が行う体験活動に参加し、達成感や有用
感をもった児童生徒の割合（高）

％ R4 90 90 90 90 90

様々な文化芸術に触れ、文化芸術に興味がわいたと
感じている児童生徒の割合（小）

％ R4 71 72 73 74 75

様々な文化芸術に触れ、文化芸術に興味がわいたと
感じている児童生徒の割合（中）

％ R4 68 69 70 71 72

様々な文化芸術に触れ、文化芸術に興味がわいたと
感じている児童生徒の割合（高）

％ R4 69 77 79 82 86

話し合い場で、お互いの良さを生かしながら
解決方法を決めている児童生徒の割合（小）

％ R4 ― 84 84 85 86

話し合い場で、お互いの良さを生かしながら
解決方法を決めている児童生徒の割合（中）

％ R4 ― 84 84 85 86

話し合い場で、お互いの良さを生かしながら
解決方法を決めている児童生徒の割合（高）

％ R4 82 83 84 85 86

運動やスポーツをすることが好きな児童生徒
の割合

％ R4 88 89 89 89 89

部活動の活動方針について、学校、保護者、外部指導
者等が、共通理解を図る部活動連絡会等の機会を
持っている学校の割合（中学校）

％ R4 85.6 89.0 92.0 96.0 100

部活動の活動方針について、学校、保護者、外部指導
者等が、共通理解を図る部活動連絡会等の機会を
持っている学校の割合（高校）

％ R4 92.9 95.0 97.0 99.0 100

主な取組内容 ＫＰＩ

NO 取組項目 ＫＰＩ 単位

現状値 目標値

2
児童生徒の豊かな人間性
と社会性の育成

3
児童生徒の健やかな体の
育成

1
児童生徒の確かな学力の
向上

(小)

(中)

(小)

(中)

(高)

(小)

(中)

(高)

(小)

(中)

(高)

(小)

(中)

(高)

(小)

(中)

(高)

(中)

(高)
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【岩手で暮らす】　3-5ふるさとの未来を担う人づくり戦略

年次 現状値
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)

いわて特別支援学校就労サポーター制度へ
の登録企業数

社 R4 127 133 139 145 151

特別支援学校の授業研究会・研修会に参加した小・中
学校等及び高等学校の教員数〔累計〕

人 R4 593 655 780 905 1,030

県立学校における医療的ケアが必要な児童生徒が、
医療的ケア看護職員による医療的ケアを受けた割合

％ R4 100 100 100 100 100

特別支援教育サポーターの登録者数【再掲】 人 R4 364 390 420 450 480

認知したいじめが解消した割合 ％ R4 100.0 100 100 100

学校が楽しいと思う（学校に満足している）児
童生徒の割合（小）

％ R４ 85 88 89 90 91

学校が楽しいと思う（学校に満足している）児
童生徒の割合（中）

％ R4 85 85 87 89 91

学校が楽しいと思う（学校に満足している）児
童生徒の割合（高）

％ R4 89 90 90 91 91

スマートフォンやインターネットを使うときは、危険に巻
き込まれる可能性等があることを理解している児童生
徒の割合（小）

％ R4 98 100 100 100 100

スマートフォンやインターネットを使うときは、危険に巻
き込まれる可能性等があることを理解している児童生
徒の割合（中）

％ R4 99 100 100 100 100

スマートフォンやインターネットを使うときは、危険に巻
き込まれる可能性等があることを理解している児童生
徒の割合（高）

％ R4 99 100 100 100 100

地域住民などによる見守り活動が行われて
いる小中学校の割合

％ R4 94.9 85.0 85.0 85.0 85.0

自分の住む地域や社会をよくするために何をすべきか
を考えることがある高校２年生の割合

％ R4 85 75 75 75 75

教育支援センターを設置している市町村数 市町村 R4 27 24 27 30 33

7
多様なニーズに応じた特
色ある私学教育の充実

私立高等学校における特色ある教育活動の
実施率

％ R4 64.1 65.0 67.5 70.1 73.5

主な取組内容 ＫＰＩ

NO 取組項目 ＫＰＩ 単位

現状値 目標値

5
一人ひとりがお互いを尊
重できる教育の推進

6
安全に学ぶことができる
教育環境の整備や教職員
の資質の向上

4 特別支援教育の推進

(小)

(中)

(高)

(小)

(中)

(高)
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【岩手で暮らす】　3-5ふるさとの未来を担う人づくり戦略

年次 現状値
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)

将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合（小学
生）

％ R4 82.6 83.0 83.3 83.6 84.0

将来の夢や目標を持っている児童生徒の割合（中学
生）

％ R4 73.3 73.8 74.5 75.2 76.0

自分の住む地域が好きだと思っている児童
生徒の割合（小）

％ R4 71 72 73 73 74

自分の住む地域が好きだと思っている児童
生徒の割合（中）

％ R4 54 55 57 59 60

自分の住む地域が好きだと思っている児童
生徒の割合（高）

％ R4 43 74 49 51 52

将来希望する職業（仕事）について考えてい
る高校２年生の割合

％ R4 49 50 52 54 55

岩手県内に将来働いてみたいと思う企業が
ある高校生の割合

％ R4 ― 35.0 40.0 45.0 50.0

農林水産業の人材育成機関の修了生数〔累
計〕

人 R4 633 688 741 794 847

県営建設工事におけるICT活用工事の実施
件数〔累計〕【再掲】

件 R4 100 91 106 125 148

デジタル人材育成関連セミナー受講者数 人 R4 ― 500 500 500 500

科学技術普及啓発イベント等来場者数〔累
計〕

人 R4 1,620 3,000 6,250 9,750 13,750

中学３年生、高校３年生において求められている英語
力を有している生徒の割合（中）

％ R4 中43.0 45.0 47.0 49.0 51.0

中学３年生、高校３年生において求められている英語
力を有している生徒の割合（高）

％ R4 高50.0 51.0 53.0 55.0 57.0

いわてグローカル人材育成推進協議会の支援制度を
利用して海外留学した学生数〔累計〕

人 R4 3 5 10 15 20

地域課題解決を目的とした県内高等教育機関との共
同研究数〔累計〕

件 R4 73 75 90 105 120

県内企業等へのインターンシップ参加者数 人 R4 660 200 300 400 500

岩手県立大学の実装化された研究成果数
〔累計〕

件 R4 17 21 25 29 34

生涯学習の推進を支える指導者・ボランティ
アの人材登録者数

人 R4 911 940 970 1,000 1,030

県立社会教育施設で「岩手」をテーマとした講
座の受講者数

人 R4 1,046 1,050 1,100 1,150 1,200

教育振興運動や地域学校協働活動を推進し
ている市町村・地区の割合【再掲】

％ R4 97.7 95.7 95.7 95.7 95.7

社会教育指導員・地域づくり関係者の資質向
上を図る研修会の受講者数

人 R4 155 130 140 150 160

県立博物館・県立美術館の企画展における
観覧者の満足度の割合

％ R4 92 91 91 91 91

主な取組内容 ＫＰＩ

NO 取組項目 ＫＰＩ 単位

現状値 目標値

9
高等教育機関と連携した
地域づくり・人づくり

10
生涯を通じて学び続けら
れる場づくり

8
地域に貢献する人材の育
成

(小)

(中)
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【岩手とつながる】　4-1関係人口創出・拡大戦略

年次 現状値
2024
（R5）

2025
（R6）

2026
（R7）

2027
（R8）

移住相談件数【再掲】 件 R4 8,712 9,200 9,800 10,400 11,100

地域おこし協力隊員数【再掲】 人 R4 230 242 248 254 260

複業等の実現件数〔累計〕 件 R4 71 95 120 145 170

1
いつでも、どこでも岩手と
つながることができる環境
の整備

主な取組内容 ＫＰＩ

NO 取組項目 ＫＰＩ 単位

現状値 目標値

【岩手とつながる】　4-2いわてまるごと交流促進戦略

年次 現状値
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)

外国人宿泊者数（延べ人数　全施設）【再掲】 万人泊 R4 2.6 27.7 34.0 40.3 46.6

いわて花巻空港の航空旅客数【再掲】 千人 R4 381 494 535 544 552

観光消費額単価（日本人・県外・宿泊）【再
掲】

千円 R4 33.9 29.6 30.2 30.8 31.4

宿泊者数（延べ人数・全施設）【再掲】 万人泊 R4 503.9 575.5 623.6 671.7 719.8

本県への再来訪意向を持つ人の割合【再掲】 ％ R4 87.2 85.0 85.0 85.0 85.0

県立文化施設（県民会館、県立博物館、県立
美術館）利用者数

人 R4 390,068 429,000 440,000 451,000 462,500

県主催文化芸術公演のオンライン視聴回数
【再掲】

回 R4 3,749 3,980 4,170 4,360 4,550

スポーツ大会・合宿・イベントの参加者数〔累
計〕

人 R4 446,171 512,000 626,000 754,000 896,000

「世界遺産出前授業」の実施学校数〔累計〕
【再掲】

校 R4 36 56 83 110 137

世界遺産ガイダンス施設等入館者数【再掲】 千人 R4 104 77 87 97 107

３つの世界遺産に係る連携・交流活動参加人
数〔累計〕【再掲】

人 R4 94 60 120 180 240

「岩手県民俗芸能フェスティバル」鑑賞者数
〔累計〕【再掲】

人 R4 2,076 3,510 7,150 10,920 14,820

観光客数（歴史・文化に関係する観光地点で
の入込客数）【再掲】

千人 R4 2,266 2,440 2,760 3,080 3,375

自然公園の利用者数【再掲】 千人 R4 486 401 431 462 493

主要ジオサイトの観光入込客数【再掲】 千人 R4 1,219 980 1,060 1,140 1,220

6 農山漁村の振興 グリーン・ツーリズム交流人口【再掲】 千人回 R4 1,143 1,160 1,200 1,210 1,220

主な取組内容 ＫＰＩ

NO 取組項目 ＫＰＩ 単位

現状値 目標値

4

豊かな歴史や民俗芸能な
どの伝統文化が受け継が
れる環境づくりと交流の促
進

5
自然公園等を生かした交
流の促進

1
観光振興による交流人口
の拡大

2
文化芸術・スポーツを生か
した地域づくり

3
世界遺産の保存と活用の
推進
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【岩手とつながる】　4-2いわてまるごと交流促進戦略

年次 現状値
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R8

(2026)

国際交流センター来館者数 人 R4 101,583 83,600 94,500 106,800 120,600

岩手県国際交流協会ホームページアクセス
件数

件 R4 234,203 238,000 238,000 238,000 238,000

いわて親善大使活動件数 件 R4 26 28 31 34 37

主な取組内容 ＫＰＩ

NO 取組項目 ＫＰＩ 単位

現状値 目標値

7 多文化共生の地域づくり
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【参考資料３】第２期岩手県ふるさと振興総合戦略策定に係る経緯等 
 

年月日 区分 内 容 等 

令和元年６月 21 日 国 「まち・ひと・しごと創生基本方針 2019」閣議決定 

令和元年７月 16 日 県、市町村 まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援のための市町

村担当者会議 

令和元年７月 31 日 県、市町村 県市町村連携推進会議 

令和元年 10 月１日 県 第 90 回岩手県総合計画審議会 

・骨子案に係る審議 

令和元年 11 月 18 日 県 第 91 回岩手県総合計画審議会 

・素案に係る審議 

令和元年 11 月 19 日 

～令和元年 12 月 18 日 

県 ・素案に係るパブリック・コメント 

・地域説明会（４広域局） 

令和元年 12 月 20 日 国 第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」策定 

まち・ひと・しごと創生長期ビジョン 改訂 

令和元年１月 14 日 県、市町村 県政に関する県と市町村との意見交換会 

令和２年２月 10 日 県 第 92 回岩手県総合計画審議会 

・最終案及び岩手県人口ビジョン改訂（案）に係る審議 

令和２年３月 31 日 県 ・第２期岩手県ふるさと振興総合戦略 策定 

・岩手県人口ビジョン 改訂 
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【参考資料４】第 20 期岩手県総合計画審議会委員名簿 

 

 

 

（敬称略・五十音順） R1.7.1現在

浅沼 道成
岩手大学人文社会科学部 教授
（スポーツ社会学）

五十嵐 のぶ代 (一社)岩手県ＰＴＡ連合会　顧問

五日市 知香 ㈱パイロットフィッシュ　代表取締役

伊藤 昌子 NPO法人きらりんきっず　代表理事

岩渕 　明 岩手大学長

上田 東一 花巻市長

鎌田 英樹
(一社)岩手経済同友会　副代表幹事
（㈱IBC岩手放送 代表取締役社長）

神谷 未生 (一社)おらが大槌夢広場　代表理事/CEO

黒沢 惟人 NPO法人wiz　理事/COO

酒井 明夫 岩手医科大学 副学長

佐藤 富美子 NPO法人ゆう・もあ・ねっと　代表

下向 理奈 NPO法人のんのりのだ物語　代表理事

高橋 　勝 社会福祉法人千晶会 事業本部事務局本部長補佐兼事務局長

田中 辰也 一戸町長

谷藤 邦基 ㈱イーアールアイ 取締役

千田 ゆきえ ㈱千田精密工業　取締役

恒川 かおり NPO法人未来図書館　主任コーディネーター

森奥 信孝 岩手モリヤ㈱　代表取締役社長

八幡 博文 日本労働組合総連合会岩手県連合会　会長

吉野 英岐 岩手県立大学総合政策学部長

氏　  名 職  名  等


